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１．概要 

  本資料は、再処理施設の技術基準に関する規則「第８条 外部からの衝

撃による損傷の防止（外部火災）」に関して、基本設計方針に記載する

事項、添付書類に記載すべき事項、補足説明すべき事項について整理

した結果を示すものである。 

  整理にあたっては、「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付

書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通０７：

添付書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施

した。 

 

２．本資料の構成 

  「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説

明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通０７：添付書類等を踏

まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理

結果を別紙として示し、別紙を以下の通り構成する。 

  別紙１：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

事業変更許可 本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設

計方針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等

を図る。 

  別紙２：基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次

の展開 

基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への

展開事項の分類、第１回申請の対象、第２回以降の申請書ごとの

対象設備を展開する。 

  別紙３：基本設計方針の添付書類への展開 

基本設計方針の項目に対して、展開事項の分類をもとに、添付書

類単位で記載すべき事項を展開する。 

  別紙４：添付書類の発電炉との比較 

添付書類の記載内容に対して項目単位でその記載程度を発電炉

と比較し、記載すべき事項の抜けや論点として扱うべき差がな

いかを確認する。なお、規則の名称、添付書類の名称など差があ

ることが明らかな項目は比較対象としない（概要などは比較対

象外）。 

  別紙５：補足説明すべき項目の抽出 

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補

足が必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との

比較を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追

加すべきものを抽出する。 

※別紙 5③については、追而とする。 

  別紙６：変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけ

を示す。 

※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に

示す。 
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再処理施設　設工認に係る補足説明資料　別紙リスト 令和３年10月８日　Ｒ６

資料№ 名称 提出日 Rev

別紙１ 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 9/30 4

別紙２ 基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開 9/30 1

別紙３ 基本設計方針の添付書類への展開 9/30 1

別紙４ 添付書類の発電炉との比較 10/8 2

別紙５ 補足説明すべき項目の抽出 10/5 1 ※別紙5③については、追而とする。

別紙６ 変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 8/26 0 ※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示す。

外外火00-01　【本文、添付書類、補足説明項目への展開（外外火）】

別紙
備考
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））（1 / 41） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
第二章 安全機能を有する施設 

（外部からの衝撃による損傷の

防止） 

第八条 

安全機能を有する施設は、想

定される自然現象(地震及び津波

を除く。)によりその安全性を損

なうおそれがある場合におい

て、防護措置、基礎地盤の改良

その他の適切な措置が講じられ

たものでなければならない。外

①，外②，外③、外⑤，外⑧、

外⑨、外⑩、外⑪

２ 安全機能を有する施設は、

周辺監視区域に隣接する地域に

事業所、鉄道、道路その他の外

部からの衝撃が発生するおそれ

がある要因がある場合におい

て、事業所における火災又は爆

発事故、危険物を搭載した車

両、船舶又は航空機の事故その

他の敷地及び敷地周辺の状況か

ら想定される事象であって人為

によるもの(故意によるものを除

く。)により再処理施設の安全性

が損なわれないよう、防護措置

その他の適切な措置が講じられ

たものでなければならない。外

①，外②，外④，外⑤，外⑥，

外⑦、外⑧、外⑨、外⑩、外⑪

 

 

 

 

 

 

三 変更に係る再処理施設の区分並びに

設計及び工事の方法 

別添Ⅰ 施設共通 

Ⅰ-１ 基本設計方針 

第１章 共通項目 

3. 自然現象

3.3 外部からの衝撃による損傷

の防止 

3.3.3 外部火災 

安全機能を有する施設は，想定され

る外部火災において，最も厳しい火災

が発生した場合においても，防火帯の

設置，離隔距離の確保，建屋による防

護，耐火被覆又は遮熱板により，その

安全機能を損なわない設計とする。外

①-1、外①-2

 

 

その上で，外部火災により発生する

火炎及び輻射熱からの直接的影響並び

にばい煙及び有毒ガスの二次的影響に

よってその安全機能が損なわれない設

計とする。 

外部火災から防護する施設（以下

「外部火災防護対象施設」という。）

としては，安全評価上その機能を期待

する構築物，系統及び機器を漏れなく

抽出する観点から，安全上重要な構築

物，系統及び機器を抽出し，外部火災

により冷却，水素掃気，火災及び爆発

の防止，臨界の防止等の安全機能を損

なわないよう機械的強度を有すること

等により，安全機能を損なわない設計

とする。外①-3 

四、再処理施設の位置，構造及び設備並

びに再処理の方法 

Ａ．再処理施設の位置，構造及び設備 

ロ．再処理施設の一般構造

(7) その他の主要な構造

(i) 安全機能を有する施設

(a) 外部からの衝撃による損傷の

防止 

 

 

 

 

 

 

(ロ) 外部火災

安全機能を有する施設は，想定され

る外部火災において，最も厳しい火災

が発生した場合においても，その安全

機能を損なわない設計とする。外①-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 安全設計

1.7 その他の設計方針

1.7.11 外部火災防護に関する設計

1.7.11.1 外部火災防護に関する設計方

針 

原子力規制委員会の定める事業指定

基準規則の第九条では，外部からの衝

撃による損傷の防止として，安全機能

を有する施設は，想定される自然現象

（地震及び津波を除く。）又は人為事

象が発生した場合においても安全機能

を損なわないものでなければならない

としている。外◇1  

安全機能を有する施設は，外部火災

の影響を受ける場合においてもその安

全機能を確保するために，防火帯の設

置，離隔距離の確保，建屋による防護

等により，外部火災に対して安全機能

を損なわない設計とする。外①-2 

その上で，外部火災により発生する

火炎及び輻射熱からの直接的影響並び

にばい煙等の二次的影響によってその

安全機能が損なわれないことを確認す

る施設を，再処理施設の全ての安全機

能を有する構築物，及び機器とする。

外◇1  外部火災から防護する施設（以

下「外部火災防護対象施設」とい

う。）としては，安全評価上その機能

を期待する構築物，系統及び機器を漏

れなく抽出する観点から，安全上重要

な構築物，系統及び機器を抽出し，外

部火災により冷却，水素掃気，火災及

び爆発の防止，臨界の防止等の安全機

能を損なわないよう機械的強度を有す

ること等により，安全機能を損なわな

い設計とする。外①-3、外①-4 

 

 

 

 

 

c. 外部火災

想定される外部火災において，火災

源を発電所敷地内及び敷地外に設定し

外部事象防護対象施設に係る温度や距

離を算出し，それらによる影響評価を

行い，最も厳しい火災が発生した場合

においても安全機能を損なわない設計

とする。

外部事象防護対象施設は，防火帯の

設置，離隔距離の確保，建屋による防

護によって，安全機能を損なわない設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外①-4（p.2 へ） 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

安全機能を有する施設全体に対する配慮と

外部事象防護対象施設の配慮の違いで記載

が異なる。（外部火災の中で防護対象を選

定しているため発電炉と構成が異なる） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

外部火災防護対策は基本的に発電炉と同じ

であるが、発電炉の対策に加え、航空機墜

落火災における耐火被覆等の対策があり記

載が異なる。 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 
波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 
灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 
黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の記載内容が一致す

る箇所 
紫字：比較対象外箇所（ＳＡ設備に関する記載） 
  ：発電炉との差異の理由     ：許可からの変更点等 

：他条文から展開した記載 

【凡例】 

【許可からの変更点等】 

安全機能を確保するための対策を明確に

した。 

【「等」の解説】 

「冷却，・・・臨界の防止等」について

は、この他に閉じ込め、遮蔽があるが、事

業指定基準規則を踏まえた事業指定（変更

許可）のとおりとした。  
【「等」の解説】 

各設備の安全機能を確保するためには、機器

の機械的強度以外に、例えば、冷却水等の系

統要求の温度、電気品等の破損等、個々の設

備毎に必要な観点があり、何に基づき許容温

度を設定したか添付資料で示すことから当該

箇所では許可の記載を用いた。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では許可整合の

観点で火災源を敷地内外で

整理しないため、記載が異

なる。 
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））（2 / 41） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
  また，外部火災防護対象施設等に波

及的影響を及ぼして安全機能を損なわ

せるおそれがある施設の影響を考慮し

た設計とする。外①-4 

上記に含まれない安全機能を有する

施設については，外部火災に対して機

能を維持すること若しくは外部火災に

よる損傷を考慮して代替設備により必

要な機能を確保すること，安全上支障

が生じない期間での修理を行うこと又

はそれらを適切に組み合わせることに

より，安全機能を損なわない設計とす

る。外①-5 

なお，使用済燃料収納キャスクは再

処理施設内に一時的に保管されること

を踏まえ，外部火災により使用済燃料

収納キャスクに波及的破損を与えない

設計とする。外②-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記に含まれない安全機能を有する

施設については，外部火災に対して機

能を維持すること若しくは外部火災に

よる損傷を考慮して代替設備により必

要な機能を確保すること，安全上支障

が生じない期間での修理を行うこと又

はそれらを適切に組み合わせることに

より，安全機能を損なわない設計とす

る。外①-5 

なお，使用済燃料収納キャスクは再

処理施設内に一時的に保管されること

を踏まえ，外部火災により使用済燃料

収納キャスクに波及的破損を与えない

設計とする。外②-1 

重大事故等対処設備は，「5.1.2 多

様性，位置的分散等」のうち，位置的

分散を考慮した設計とする。 

 

 

 

津波防護施設のうち森林火災の影響

を受ける防潮堤の各部位（鋼管杭鉄筋

コンクリート防潮壁及び止水ジョイン

ト部）及び防潮扉（以下「森林火災の

影響を受ける津波防護施設」とい

う。）に対し，森林火災の最大火炎輻

射強度による熱影響を考慮した離隔距

離を確保する設計とする。なお，森林

火災の影響を受ける津波防護施設と植

生の間の離隔距離を確保するために管

理が必要となる隣接事業所敷地につい

ては，隣接事業所との合意文書に基づ

き，必要とする植生管理を当社が実施

する。

外①-4（p.1 から） 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では、該当する設備がなく、該

当する他社への管理が必要ないことから記

載しない。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉では自然現象の冒頭で本定義をしてい

るが、再処理施設では個々の外部事象で許可

整合性の観点で記載する。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設特有の使用済燃料収納キャスク

に対する設計上の考慮であるため記載が異

なる。 

①(p.3)へ

【許可からの変更点等】 

外部火災防護対象施設及び重大事故等対

処施設がそれ自身の破損以外に、波及的

影響により安全機能を損なわない設計と

することを明確化した。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））（3 / 41） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに，重大事故等対処設備につ

いても、外部火災からの影響により

防護する対象にに対し，必要な機能

を損なわれないよう，防護措置その

他の適切な措置を講ずる設計とする

含める。外⑫-1、外⑫-2、外⑫-3、

外⑫-4 

 

 

屋内の常設重大事故等対処設備及

び屋内に保管する可搬型重大事故等

対処設備は，外部からの衝撃による

損傷の防止が図られた建屋内に設置

又は保管することにより，重大事故

等への対処に必要な機能を損なわな

い設計とする。 

 

 

屋外の重大事故等対処設備は，防

火帯の内側に設置すること及び設計

基準事故に対処するための設備又は

常設重大事故等対処設備を設置する

場所と異なる場所に保管する設計と

する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

(７) その他の主要な構造 

(ⅱ)重大事故等対処施設 

(b)重大事故等対処設備 

(ｲ)多様性，位置的分散，悪影響防止等

1)多様性，位置的分散 

共通要因のうち自然現象として，地

震，津波，風（台風），竜巻，凍結，

高温，降水，積雪，落雷，火山の影

響，生物学的事象，森林火災及び塩害

を選定する。自然現象による荷重の組

合せについては，地震，風（台風），

積雪及び火山の影響を考慮する。外⑫

-1 

 

(ﾊ) 環境条件等 

1) 環境条件 

自然現象については，重大事故等時

における敷地及びその周辺での発生の

可能性，重大事故等対処設備への影響

度，事象進展速度や事象進展に対する

時間余裕の観点から，重大事故等時に

重大事故等対処設備に影響を与えるお

それがある事象として，地震，津波，

風（台風），竜巻，凍結，高温，降

水，積雪，落雷，火山の影響，生物学

的事象，森林火災及び塩害を選定す

る。自然現象による荷重の組合せにつ

いては，地震，風（台風），積雪及び

火山の影響を考慮する。外⑫-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 安全設計 

1.7.18 重大事故等対処設備に関する設計 

(１) 多様性，位置的分散，悪影響防止等 

ａ．多様性，位置的分散 

共通要因のうち自然現象について

は，地震，津波に加え，敷地及びその

周辺での発生実績の有無に関わらず，

国内外の基準や文献等に基づき収集し

た洪水，風（台風），竜巻，凍結，高

温，降水，積雪，落雷，地滑り，火山

の影響，生物学的事象，森林火災及び

塩害等の事象を考慮す。その上で，こ

れらの事象のうち，敷地及びその周辺

での発生の可能性，重大事故等対処設

備への影響度，事象進展速度や事象進

展に対する時間余裕の観点から，重大

事故等対処設備に影響を与えるおそれ

がある事象として，地震，津波，風

（台風），竜巻，凍結，高温，降水，

積雪，落雷，火山の影響，生物学的事

象，森林火災及び塩害を選定する。自 

然現象による荷重の組合せについて

は，地震，風（台風），積雪及び火山

の影響を考慮する。外◇1  

 

(３) 環境条件等 

ａ．環境条件 

自然現象の選定に当たっては，地

震，津波に加え，敷地及びその周辺で

の発生実績の有無に関わらず，国内外

の基準や文献等に基づき収集した洪

水，風（台風），竜巻，凍結，高温，

降水，積雪，落雷，地滑り，火山の影

響，生物学的事象，森林火災，塩害等

の事象を考慮する。その上で，これら

の事象のうち，重大事故等時における

敷地及びその周辺での発生の可能性，

重大事故等対処設備への影響度，事象

進展速度や事象進展に対する時間余裕

の観点から，重大事故等時に重大事故

等対処設備に影響を与えるおそれがあ

る事象として，地震，津波，風（台

風），竜巻，凍結，高温，降水，積

雪，落雷，火山の影響，生物学的事

象，森林火災及び塩害を選定する。自

然現象による荷重の組合せについて

は，地震，風（台風），積雪及び火山

の影響を考慮する。外◇1  

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備は，「5.1.2 多

様性，位置的分散等」のうち，位置的

分散を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外⑫-2、外⑫-3、外

⑫-4（p.4 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外⑫-1（p.7 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉では、重大事故対処施設の設計に

ついて、別の基本設計方針に記載するこ

とから記載しない。 

第３６条 重大事故等対処設備に係

る設計とのつながりとして記載 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，重大事故対処施

設の設計について、本項で記載す

るため記載が異なる。 

①(p.3)から 

【許可からの変更点等】 

重大事故対処施設の設計について、

本項で記載するにあたり、森林火

災、近隣の産業施設の火災及び爆発

に対し、可搬型重大事故等対処設備

や消防車による対応等の必要な措置

があり、これらの具体的措置につい

て後述することとし、ここでは、包

括的な記載として記載した。 
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ロ．再処理施設の一般構造 

(７) その他の主要な構造 

(ⅱ)重大事故等対処施設 

(b)重大事故等対処設備 

(ｲ)多様性，位置的分散，悪影響防止等 

1)多様性，位置的分散 

ⅰ） 常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備は，風（台

風），竜巻，凍結，高温，降水，積

雪，落雷，火山の影響，生物学的事

象，森林火災，塩害，航空機落下，有

毒ガス，敷地内における化学物質の漏

えい，電磁的障害，近隣工場等の火災

及び爆発に対する健全性を確保する設

計とする。外⑫-2 

森林火災に対して外的事象を要因と

して発生した場合に対処するための可

搬型重大事故等対処設備を確保してい

るものは，可搬型重大事故等対処設備

により重大事故等に対処するための機

能を損なわない設計とするとともに，

損傷防止措置として消防車による事前

散水による延焼防止の措置により機能

を維持する。外⑫-3 

ⅱ） 可搬型重大事故等対処設備 

屋外に保管する可搬型重大事故等対

処設備は，風（台風），竜巻，凍結，

高温，降水，積雪，落雷，火山の影

響，生物学的事象，森林火災，塩害，

航空機落下，有毒ガス，敷地内におけ

る化学物質の漏えい，電磁的障害，近

隣工場等の火災及び爆発に対して健全

性を確保する設計とする。外⑫-4 

 

(ﾊ) 環境条件等 

1) 環境条件 

ⅰ） 常設重大事故等対処設備 

森林火災に対して常設重大事故等対

処設備は，防火帯の内側に設置するこ

とにより，重大事故等に対処するため

の機能を損なわない設計とする。ま

た，森林火災からの輻射強度の影響を

考慮した場合においても，離隔距離の

確保等により，常設重大事故等対処設

備の重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。外⑫-2 

 

 

 

 

 

 

1. 安全設計 

1.7.18 重大事故等対処設備に関する設

計 

(１) 多様性，位置的分散，悪影響防止

等 

ａ．多様性，位置的分散 

(ａ) 常設重大事故等対処設備 

屋内に保管する可搬型重大事故等対

処設備は，自然現象及び人為事象に対

して風（台風），竜巻，凍結，高温，

降水，積雪，落雷，火山の影響，生物

学的事象，森林火災，塩害，航空機落

下，有毒ガス，敷地内における化学物

質の漏えい，電磁的障害，近隣工場等

の火災及び爆発に対して，外部からの

衝撃による損傷の防止が図られた建屋

等内に保管し，かつ，設計基準事故に

対処するための設備の安全機能又は常

設重大事故等対処設備の重大事故等に

対処するために必要な機能と同時にそ

の機能を損なわれるおそれがないよ

う，設計基準事故に対処するための設

備又は常設重大事故等対処設備を設置

する場所と異なる場所に保管する設計

とする。外◇1  

可搬型重大事故等対処設備を保管す

る外部からの衝撃による損傷の防止が

図られた建屋等及び屋外に保管する可

搬型重大事故等対処設備に対する健全

性については，「（３） 環境条件

等」に記載する。外◇1  
 

 

(３) 環境条件等 

ａ．環境条件 

(ａ) 常設重大事故等対処設備 

森林火災に対して屋外の常設重大事

故等対処設備は，防火帯の内側に設置

することにより，機能を損なわない設

計とする。また，森林火災からの輻射

強度の影響を考慮した場合において

も，離隔距離の確保等により，常設重

大事故等対処設備の重大事故等への対

処に必要な機能を損なわない設計とす

る。外◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外⑫-2（p.3、7、9

へ） 

外⑫-2（p.3、7、9、

35 へ） 

外⑫-2（p.3、7、9

へ） 
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ただし，内的事象を要因とする重

大事故等へ対処する常設重大事故等

対処設備のうち安全上重要な施設以

外の安全機能を有する施設と兼用す

る常設重大事故等対処設備は，森林

火災発生時に消防車による事前散水

による延焼防止を図るとともに，外

部火災による損傷を考慮して，代替

設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間での修理

の対応を行うこと又はこれらを適切

に組み合わせることにより，その機

能を損なわない設計とする。また，

機能が確保できない場合には，関連

する工程を停止すること等を保安規

定に定めて，管理する。外⑫-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ） 可搬型重大事故等対処設備 

森林火災に対して可搬型重大事故等

対処設備は，防火帯の内側に保管する

ことにより，重大事故等に対処するた

めの機能を損なわない設計とする。ま

た，森林火災からの輻射強度の影響を

考慮した場合においても，離隔距離の

確保等により，可搬型重大事故等対処

設備の重大事故等への対処に必要な機

能を損なわない設計とする。外⑫-4 
 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

(７) その他の主要な構造 

(ⅱ)重大事故等対処施設 

(b)重大事故等対処設備 

(ｲ)多様性，位置的分散，悪影響防止等

1)多様性，位置的分散 
ⅰ） 常設重大事故等対処設備 

ただし，内的事象を要因とする重大

事故等へ対処する常設重大事故等対処

設備のうち安全上重要な施設以外の安

全機能を有する施設と兼用する常設重

大事故等対処設備は，代替設備により

必要な機能を確保すること，安全上支

障のない期間で修理等の対応を行うこ

と，関連する工程の停止等，損傷防止

措置又はそれらを適切に組み合わせる

ことで，重大事故等に対処するための

機能を損なわない設計とする。外⑫-5 

(ﾊ) 環境条件等 

1) 環境条件 
ただし，内的事象を要因とする重大

事故等へ対処する常設重大事故等対処

設備のうち安全上重要な施設以外の安

全機能を有する施設と兼用する常設重

大事故等対処設備は，風（台風），竜

巻，積雪，火山の影響，凍結，高温，

降水及び航空機落下により機能が損な

われる場合，代替設備により必要な機

能を確保すること，安全上支障のない

期間での修理の対応を行うこと，関連

する工程の停止等又はこれらを適切に

組み合わせることにより，その機能を

確保する。外⑫-5 
 

 

 

 

 

 

 

(ｂ) 可搬型重大事故等対処設備 

森林火災に対して屋外の可搬型重大

事故等対処設備は，防火帯の内側に保

管することにより，機能を損なわない

設計とする。また，森林火災からの輻

射強度の影響を考慮した場合において

も，離隔距離の確保等により，機能を

損なわない設計とする。外◇1  

 

 

 

 

1. 安全設計 

1.7.18 重大事故等対処設備に関する設計 

(１) 多様性，位置的分散，悪影響防止等 

ａ．多様性，位置的分散 

(ａ) 常設重大事故等対処設備 

ただし，内的事象を要因とする重大

事故等へ対処する常設重大事故等対処

設備のうち安全上重要な施設以外の安

全機能を有する施設と兼用する常設重

大事故等対処設備は，竜巻，落雷，火

山の影響及び航空機落下による損傷を

考慮して，代替設備により必要な機能

を確保すること，安全上支障のない期

間での修理の対応を行うこと又はこれ

らを適切に組み合わせることにより，

その機能を確保する。また，上記機能

が確保できない場合に備え，関連する

工程を停止する等の手順を整備する。
外◇1  

(３) 環境条件等 

ａ．環境条件 

自然現象及び人事象に対して内的事

象を要因とする重大事故等へ対処する

常設重大事故等対処設備のうち安全上

重要な施設以外の安全機能を有する施

設と兼用する常設重大事故等対処設備

は，当該設備が地震，風（台風），竜

巻，積雪，落雷，火山の影響，凍結，

高温，降水及び航空機落下により機能

が損なわれる場合，代替設備により必

要な機能を確保すること，安全上支障

のない期間での修理の対応を行うこと

又はこれらを適切に組み合わせること

により，その機能を確保する。また，

上記機能が確保できない場合に備え，

関連する工程を停止する等の手順を整

備する。外◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３６条 重大事故等対処設備に係

る設計とのつながりとして記載 

【許可からの変更点等】 

「修理等」の対象を明確化したため。 

【「等」の解説】 

「関連する工程を停止すること等」とは、

機能が確保できない場合に当該機能を必要

としない状態への移行措置の総称として示

した記載であることから許可の記載を用い

た。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

重大事故等対処設備のうち，一部例外設備

に対する当社特有の方針を記載。 
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(1)防護設計に考慮する外部火災に係る事

象の設定 

外部火災としては，「原子力発電所

の外部火災影響評価ガイド」（以下

「外部火災ガイド」という。）を参考

として，森林火災，近隣の産業施設の

火災及び爆発並びに航空機墜落による

火災に対して，外部火災防護対象施設

を収納する建屋及び冷却塔等の屋外に

設置する外部火災防護対象施設である

安全冷却水系の冷却塔，冷却塔に接続

する屋外設備，主排気筒，主排気筒に

接続する屋外配管及び屋外ダクト（以

下「屋外の外部火災防護対象施設」と

いう。）の影響を評価する。また，重

大事故等対処設備については森林火災

の影響を評価する。外①-6、外①-10 

 

 

  また，外部火災防護対象施設へ影響

を与えるおそれのある敷地内に存在す

る屋外の危険物貯蔵施設及び可燃性ガ

スボンベ（以下「危険物貯蔵施設等」

という。）については，外部火災源と

しての影響及び外部火災による影響を

評価する。外①-7、外①-10、外②-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  さらに，近隣の産業施設の火災と森

林火災の重畳，航空機墜落による火災

と危険物貯蔵施設等の火災及び爆発と

の重畳を考慮し，外部火災防護対象施

設を収納する建屋及び屋外の外部火災

防護対象施設への影響を評価する。外

①-8、外①-9、外①-10 

 

ただし，航空機墜落火災について

は，屋外の外部火災防護対象施設に波

及的影響を及ぼすおそれのある施設及

 

 

 

 

 

 

 

 

外部火災としては，「原子力発電所

の外部火災影響評価ガイド」を参考と

して，森林火災，近隣の工場，石油コ

ンビナート等特別防災区域，危険物貯

蔵所及び高圧ガス貯蔵施設（以下「近

隣の産業施設」という。）の火災及び

爆発並びに航空機墜落による火災を対

象とする。外□1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここでの外部火災としては，「原子

力発電所の外部火災影響評価ガイド」

（平成 25年６月 19日 原規技発第

13061912 号 原子力規制委員会決定）

（以下「外部火災ガイド」という。）

を参考として，森林火災，近隣の産業

施設の火災及び爆発並びに航空機墜落

による火災を対象とする。外①-6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，外部火災防護対象施設へ影響

を与えるおそれのある敷地内に存在す

る屋外の危険物貯蔵施設及び可燃性ガ

スボンベ（以下「危険物貯蔵施設等」

という。）については，外部火災源と

しての影響外①-7及び外部火災による

影響を考慮する。外②-2 

 

 ただし，地下に設置する第１非常

用ディーゼル発電機の燃料貯蔵設備，

第２非常用ディーゼル発電機の燃料貯

蔵設備，重油貯槽，第１軽油貯槽，第

２軽油貯槽，硝酸ヒドラジン受入れ貯

槽，ＴＢＰ受入れ貯槽及びｎ－ドデカ

ン受入れ貯槽については，熱影響を受

けないことから危険物貯蔵施設等の対

象から除外する。外◇1  

さらに，近隣の産業施設の火災にお

いては，外部火災ガイドを参考とし

て，近隣の産業施設周辺の森林へ飛び

火することにより再処理施設へ迫る場

合を想定し，近隣の産業施設の火災と

森林火災の重畳を考慮する。外①-8 ま

た，敷地内への航空機墜落による火災

を想定することから，航空機墜落によ

る火災と危険物貯蔵施設等の火災及び

爆発との重畳を考慮する。外①-9 

外部火災の影響評価は，外部火災ガ

 

 

 

 

 

 

 (b) 発電所敷地内の火災・爆発源に対す

る設計方針 

火災・爆発源として，森林火災，発

電所敷地内に設置する屋外の危険物タ

ンク，危険物貯蔵所，常時危険物を貯

蔵する一般取扱所，危険物を搭載した

車両及び危険物を内包する貯蔵設備以

外の設備（以下「危険物貯蔵施設等」

という。）の火災・爆発，航空機墜落

による火災，敷地内の危険物貯蔵施設

等の火災と航空機墜落による火災が同

時に発生した場合の重畳火災を想定

し，火災源からの外部事象防護対象施

設への熱影響を評価する。 

 

 

  

(c) 発電所敷地外の火災・爆発源に対す

る設計方針 

発電所敷地外での火災・爆発源に対

して，必要な離隔距離を確保すること

で，外部事象防護対象施設の安全機能

を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外①-10（p.7から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外①-10（p.6へ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では、原子力発電所のガイドを

参考とすること及び、重大事故対処施設の

設計について本項で記載するため記載が異

なる。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

危険物貯蔵施設等における配慮の違いがあ

り記載が異なる。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

サイト条件の違いから、航空機墜落火災の

想定の違いがあり記載が異なる。 

③(p.13)から 

⑦(p.29)から 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

サイト条件の違いから、石油備蓄基地火災

と森林火災の重畳の影響事が必要であり記

載が異なる。 

【許可からの変更点等】 

基本設計方針として、再処理施設に直接適

用されない原子力発電所の外部火災ガイド

の結び付きを明確にし、発行年月、記番号

までは不要であるため、記載を適正化し

た。 

また、ガイドを参考に実施する外①-6の

「火災の対象の選定」と外①-10「影響評

価」は１つのパラグラフにまとめた。以降

の、「また」、「さらに」、「ただし」の

文章についてもガイドを参考にしている

が、本パラグラフに結び付く記載であるこ

とは明らかであることから、以降の個々の

パラグラフでは、外部火災ガイドは記載し

ていない。 

【「等」の解説】 

可燃性ガスボンベを「等」に含め、「危

険物貯蔵施設等」と定義することから、

含まれる施設は明確であり、当該箇所で

は許可の記載を用いた。 

【「等」の解説】 

安全冷却水系冷却塔，冷却塔に接続する屋

外設備，主排気筒，主排気筒に接続する屋

外配管及び屋外ダクトがあるが、具体的に

は添付資料で整理するとし「等」と記載し

た。 
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び飛来物防護板から建屋内の外部火災

防護対象施設への熱影響も評価する。

外①-10、外①-11、外①-12 

 

また，重大事故等対処設備について

は，重大事故等時における敷地及びそ

の周辺での発生の可能性，重大事故等

対処設備への影響度，事象進展速度や

事象進展に対する時間余裕の観点か

ら，重大事故等時に重大事故等対処設

備に影響を与えるおそれがある事象と

して，森林火災の影響を評価する。外

⑫-1、外⑫-2、外⑫-3、外⑫-4 
 

外部火災の評価の条件に変更があった

場合は，外部火災防護対象施設の安全

機能への影響評価を実施すること。外

②-3外③-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イドを参考として実施する。外①-10 

外部火災にて想定する火災及び爆発

を第 1.7.11－１表に示す。また，危険

物貯蔵施設等を第 1.7.11－２表に，危

険物貯蔵施設等の配置を第 1.7.11－１

図に示す。外◇1  
 

1.7.11.2 設計対処施設外◇２  

外部火災防護対象施設は，建屋内に

収納され防護される設備及び屋外に設

置される設備に分類されることから，

外部火災防護対象施設を収納する建屋

及び屋外に設置する外部火災防護対象

施設を設計対処施設とする。ただし，

地下階に設置されている外部火災防護

対象施設は外部火災からの熱影響を受

けないため，外部火災防護対象施設を

地下階のみに収納している建屋は設計

対処施設の対象外とする。 

上記方針に基づき，設計対処施設の

うち，外部火災防護対象施設を収納す

る建屋を以下のとおり選定する。 

(１) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

(２) 前処理建屋 

(３) 分離建屋 

(４) 精製建屋 

(５) ウラン脱硝建屋 

(６) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

(７) ウラン酸化物貯蔵建屋 

(８) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵建屋 

(９) 高レベル廃液ガラス固化建屋 

(10) 第１ガラス固化体貯蔵建屋 

(11) 制御建屋 

(12) 非常用電源建屋 

(13) 主排気筒管理建屋 

設計対処施設のうち，屋外に設置す

る外部火災防護対象施設を以下のとお

り選定する。 

(１) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

(２) 再処理設備本体用 安全冷却水系冷

却塔Ａ，Ｂ 

(３) 第２非常用ディーゼル発電機用 安

全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

(４) 再処理設備本体用 安全冷却水系冷

却塔に接続する屋外設備 

(５) 主排気筒 

(６) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

塔槽類廃ガス処理設備 

(７) 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類

廃ガス処理設備 

(８) 前処理建屋換気設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外①-11、外①-12 

（p.27から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外⑫-1（p.3 から） 

外⑫-2、外⑫-3、外

⑫-4（p.4 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

重大事故等対処設備に求められる環境条件

として、敷地及びその周辺での発生の可能

性や重大事故等対処設備への影響度等から

森林火災が選定されており、常設、可搬型

重大事故等対処設備の影響評価が必要であ

ることから、外⑫-1～4の記載をまとめ左

記の通りとした。 

第３６条 重大事故等対処設備に係

る設計とのつながりとして記載 
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(２) 森林火災に対する設計方針

森林火災については，外部火災ガイ

ドを参考として，初期条件を再処理施

設への影響が厳しい評価となるように

設定し算出した最大の火炎輻射強度

（750ｋＷ／ｍ２）となるセルを評価対

象の最短として配置し，火炎最前線の

火炎が到達したセルを横一列に並べ，

危険距離及び温度を求め評価する。外

③-1、外③-5、外③-6、外③-7

外部火災防護対象施設を収納する建

屋は，外壁表面温度がコンクリートの

圧縮強度が維持できる温度（以下、

「コンクリートの許容温度」とい

う。）となる危険距離を求め，危険距

離以上の離隔距離を確保することによ

り，安全機能を損なわない設計とす

る。外③-6、外③-7、外③-8 

 

 

 

 

 

 

 

(９) 分離建屋換気設備

(10) 精製建屋換気設備

(11) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

換気設備

(12) 高レベル廃液ガラス固化建屋換気設

備 

上記の，屋外に設置する外部火災防

護対象施設のうち，(６)～(12)を合わせて

「主排気筒に接続する屋外配管及び屋

外ダクト」という。 

設計対処施設を第 1.7.11－３表に，

設計対処施設の配置を第 1.7.11－１図

に示す。また，設計対処施設のうち，

外部火災防護対象施設を収納する建屋

の熱影響評価で考慮する外壁厚さを第

1.7.11－４表に示す。 

さらに，二次的影響として，火災に

伴い発生するばい煙及び有毒ガスを抽

出し，その上で，安全機能を有する施

設のうち，外気を取り込むことによ

り，外部火災防護対象施設の安全機能

が損なわれるおそれがある設備を以下

のとおり選定する。 

(１)設計対処施設の各建屋の換気設備

(２)制御建屋中央制御室換気設備

(３)第１非常用ディーゼル発電機

(４)第２非常用ディーゼル発電機

(５)安全圧縮空気系の空気圧縮機

(６)ガラス固化体貯蔵設備の収納管及び

通風管 

1.7.11.3 森林火災の想定 

1.7.11.3.1 概要 

想定される森林火災については，外

部火災ガイドを参考として，初期条件

（可燃物量（植生），気象条件及び発

火点）を，再処理施設への影響が厳し

い評価となるように設定し，森林火災

シミュレーション解析コード（以下

「ＦＡＲＳＩＴＥ」という。）を用い

て影響評価を実施する。外③-1 

この影響評価の結果に基づき，必要

な防火帯及び離隔距離を確保すること

により，設計対処施設の温度を許容温

度以下とし，外部火災防護対象施設の

安全機能を損なわない設計とする。外

◇3

1.7.11.3.2 森林火災の想定 外◇3  
想定する森林火災については，外部

火災ガイドを参考として，初期条件

（可燃物量（植生），気象条件（湿

・森林火災については，発電所周辺の

植生を確認し，作成した植生データ

等を基に求めた，防火帯の外縁（火

炎側）付近における最大火炎輻射強

度（建屋評価においては 444 kW/m2，

その他評価においては 442 kW/m2）に

よる危険距離を求め評価する。

評価結果より火災源ごとに輻射強

度，燃焼継続時間等を求め，外部事象

防護対象施設を内包する建屋（垂直外

壁面及び天井スラブから選定した，火

災の輻射に対して最も厳しい箇所）の

表面温度が許容温度（200℃）となる危

険距離及び屋外の外部事象防護対象施

設の温度が許容温度（主排気筒の表面 

外③-1（p.12へ） 

外③-5（p.13から） 

外③-6（p.13から） 

外③-7（p.13から） 

外③-8（p.13から） 

⑥(p.14)から

④(p.14)から

【許可からの変更点】 

可燃物量（植生）等については、火災条件

の記載であり、先述した「外部火災条件が

変わった場合の再評価の手順」にて管理さ

れることから、ここでの記載は省略した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，最大火炎輻射強度のセル

配置の考え方が異なる。 
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重大事故等対処設備を収納する建屋

は，外壁表面温度がコンクリートの許

容温度となる危険距離を求め，危険距

離以上の離隔距離を確保する設計とす

る。 

 

屋外の外部火災防護対象施設につい

ては，輻射強度に基づき算出された評

価対象部位の温度がを算出し，冷却塔

の最大運転温度等の機能又は構造強度

が維持される温度（以下、「屋外の外

部火災防護対象施設の許容温度」とい

う）以下となるする設計とする。外③-

9 

 

第１非常用ディーゼル発電機及び第２

非常用ディーゼル発電機における外気取

入口から室内に流入する空気の温度評価

は，輻射熱の影響が厳しい石油備蓄基地

火災に包絡されるため，「（２）近隣の

産業施設の火災及び爆発に対する設計方

針」に基づく設計とする。外③-10 

 

屋外の重大事故等対処設備について

は，危険距離以上の離隔距離を確保す

る設計とする又は消防車による初期消

火、必要に応じて設備の移動を行うこ

とを保安規定に定めて，管理する。 

 

屋内の常設重大事故等対処設備及び

屋内に保管する可搬型重大事故等対処

設備は，外部からの衝撃による損傷の

防止が図られた建屋内に設置又は保管

することにより，重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とす

る。 

重大事故等対処設備を収納する建屋

は，外壁表面温度がコンクリートの許

容温度となる危険距離を求め，危険距

離以上の離隔距離を確保する設計とす

る。外⑫-2 

 

屋外の重大事故等対処設備は，防火

帯の内側に設置することにより危険距

離以上の離隔距離を確保すること及び

設計基準事故に対処するための設備又

は常設重大事故等対処設備を設置する

場所と異なる場所に保管することによ

り設計基準事故に対処するための設備

又は常設重大事故等対処設備と同時に

必要な機能を損なわない設計とする。

外⑫-3、外⑫-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

度，温度，風速，風向）及び発火点）

を，工学的判断に基づいて再処理施設

への影響が厳しい評価となるよう以下

のとおり設定する。 

(１) 森林火災における各樹種の可燃物

量は，青森県の森林簿及び森林計画

図のデータによる現地の植生を用い

るとともに，敷地内の各樹種の可燃

物量は現地調査により，現地の植生

を用いる。また，樹種及び林齢を踏

まえ，可燃物量が多くなるように植

生を設定する。 

(２) 気象条件は，立地地域及びその周

辺地域における過去 10年間の気象条

件を調査し，青森県の森林火災の発

生頻度を考慮して，最小湿度，最高

気温及び最大風速の組合せとする。 

(３) 風向は，最大風速記録時の風向か

ら卓越風向を設定する。 

(４) 発火点は，青森県の森林火災の発

生原因で最多となっている煙草及び

たき火を踏まえて，再処理施設から

直線距離 10ｋｍの範囲における人為

的行為を考慮し，火を取り扱う可能

性のある箇所で火災の発生頻度が高

いと想定される居住地域近傍の道路

沿い及び人の立ち入りがある作業エ

リアまでの道路沿いを候補とし，卓

越風向から施設の風上となることも

考慮し外部火災の発生を想定したと

きに再処理施設への影響評価の観点

で，ＦＡＲＳＩＴＥより出力される

火線強度及び反応強度（火炎輻射強

度）の影響が厳しい評価となるよ

う，以下のとおり設定する。発火点

の位置を第 1.7.11－２図に示す。 

ａ．森林火災の発生原因として多い

人為的な火災発生の可能性があ

り，可燃物量（植生）及び卓越風

向「西北西」を考慮し，敷地西側

に位置（約 9.5ｋｍ）する横浜町吹

越地区の居住区域近傍の道路沿い

を「発火点１」として設定する。 

ｂ．森林火災の発生原因として多い

人為的な火災発生の可能性があ

り，可燃物量（植生）及び卓越風

向「東南東」を考慮し，敷地東側

に位置（約７ｋｍ）するむつ小川

原国家石油備蓄基地（以下「石油

備蓄基地」という。）の中継ポン

プ場及び中継ポンプ場までのアク

セス道路沿いを「発火点２」とし

て設定する。 

 

 

温度及び放水路ゲート駆動装置外殻の

表面温度 325 ℃並びに非常用ディーゼ

ル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機（以下「非常用ディーゼ

ル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）」という。）の

流入空気温度 53 ℃並びに残留熱除去系

海水系ポンプの冷却空気温度 70℃並び

に非常用ディーゼル発電機用海水ポン

プ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機用海水ポンプ（以下「非常用デ

ィーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。）用海水ポ

ンプ」という。）の冷却空気温度

60 ℃）となる危険距離を算出し，その

危険距離を上回る離隔距離を確保する

設計，又は建屋表面温度及び屋外の外

部事象防護対象施設の温度を算出し，

その温度が許容温度を満足する設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外③-9（p.14から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

外③-10（p.14から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外⑫-2、外⑫-3、外

⑫-4（p.4 から） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，サイト周辺の状況から，

石油備蓄基地火災を想定しており，想定す

る事象が異なるため，記載が異なる。 

 

第３６条 重大事故等対処設備に係

る設計とのつながりとして記載 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，重大事故対処施設の設計

について、本項で記載すると整理している

ことから記載が異なる。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，重大事故対処施設の設計

について、本項で記載すると整理している

ことから記載が異なる。 

第３６条 重大事故等対処設備に係

る設計とのつながりとして記載 

④(p.14)から 
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））（10 / 41） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
ｃ．森林火災の発生原因として多い

人為的な火災発生の可能性があ

り，可燃物量（植生），卓越風向

「西北西」及び再処理施設までの

火炎の到達時間が最短であること

を考慮し，敷地西側に位置（約 0.9

ｋｍ）する石油備蓄基地及び石油

備蓄基地までのアクセス道路沿い

を「発火点３」として設定する。 

(５) 太陽光の入射により，火線強度が

増大す ることから，日照による火

線強度の変化を考慮し，火線強度が

最大となる時刻を発火時刻として設

定する。

1.7.11.3.3 評価対象範囲 外◇3  
評価対象範囲は，外部火災ガイドを

参考として，森林火災の発火想定地点

を敷地周辺の 10ｋｍ以内とし，植生，

地形及び土地利用データは発火点まで

の距離に安全余裕を考慮し，南北 12ｋ

ｍ及び東西 12ｋｍとする。 

1.7. 11.3.4 入力データ 外◇3  
ＦＡＲＳＩＴＥの入力データは，外

部火災ガイドを参考に，以下のとおり

とする。 

(１) 地形データ

敷地内及び敷地周辺の土地の標高及

び地形のデータについては，現地状況

をできるだけ模擬するため，10ｍメッ

シュの「基盤地図情報 数値標高モデ

ル」を用いる。

(２) 土地利用データ

敷地周辺の土地利用データについて

は，現地状況をできるだけ模擬するた

め，100ｍメッシュの「国土数値情報 

土地利用細分メッシュ」を用いる。 

(３) 植生データ

植生データについては，現地状況を

できるだけ模擬するため，敷地周辺の

樹種や生育状況に関する情報を有する

森林簿及び森林計画図の空間データを

使用する。ここで，森林簿の情報を用

いて，土地利用データにおける森林領

域を，樹種及び林齢によりさらに細分

化する。 

また，敷地内の樹種や生育状況に関

する情報は，実際の植生を調査し，そ

の調査結果を使用する。 

植生が混在する場合は，厳しい評価

となるように可燃物量，可燃物の高さ

及び可燃物熱量を考慮して入力する植

1516■■■■■■16■■15
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生データを設定する。 

(４) 気象データ 

気象条件については，外部火災ガイ

ドを参考とし，過去 10年間を調査し，

森林火災の発生頻度が年間を通じて比

較的高い３月から８月の最高気温，最

小湿度及び最大風速の組合せを考慮

し，風向は卓越方向を考慮する。再処

理施設の最寄りの気象官署としては，

気候的に敷地に比較的類似している八

戸特別地域気象観測所及びむつ特別地

域気象観測所があり，敷地近傍には六

ヶ所地域気象観測所がある。最高気

温，最小湿度及び最大風速について

は，気象条件が最も厳しい値となる八

戸特別地域気象観測所の過去 10 年間の

気象データから設定する。風向につい

ては，再処理施設の風上に発火点を設

定する必要があることから，敷地近傍

にある六ヶ所地域気象観測所の過去 10

年間の気象データから，最大風速時の

風向の出現回数及び風向の出現回数を

調査し，卓越方向を設定する。 

ＦＡＲＳＩＴＥによる評価に当たっ

ては，厳しい評価となるよう以下のと

おり，風向，風速，気温及び湿度によ

る影響を考慮する。 

ａ．風向及び風速については，火災の

延焼性を高め，また，敷地側に対す

る風の影響を厳しく想定するため，

風速は最大風速で一定とし，風向は

卓越風向とする。 

ｂ．気温については，可燃物の燃焼性

を高めるため，最高気温で一定とす

る。 

ｃ．湿度については，可燃物が乾燥し

燃えやすい状態とするため，最小湿

度で一定とする。 

 

1.7.11.3.5 延焼速度及び火線強度の算

出 外◇3  

外部火災ガイドを参考として，ホイ

ヘンスの原理に基づく火炎の拡大モデ

ルを用いて，評価結果が厳しくなるよ

う火炎をモデル化した上で，上記の設

定を基にＦＡＲＳＩＴＥにて，延焼速

度（平均 0.04ｍ／ｓ（発火点３）），

火線強度及び火炎輻射強度を算出す

る。 

 

1.7.11.3.6 火炎到達時間による消火活

動 外◇3  

外部火災ガイドを参考として，ＦＡ
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自然現象として想定される森林火災

については，森林火災シミュレーショ

ン解析コードを用いて算出される最大

火線強度（9,128ｋＷ／ｍ）から設定

し，事業（変更）許可を受けた防火帯

（幅 25ｍ以上）を敷地内に設ける設計

とする。外③-1、外③-2 

 

 

 

 

防火帯は延焼防止機能を損なわない

設計とし，防火帯内には原則として可

燃物となるものは設置しないこととす

る。ただし，防火帯に可燃物を含む機

器等を設置する場合には，必要最小限

とするとともに，不燃性シートで覆う

等の対策を施す設計とする実施するこ

とを保安規定に定めて、管理する。外

③-3、外③-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然現象として想定される森林火災

については，敷地への延焼防止を目的

として，再処理施設の敷地周辺の植生

を確認し，作成した植生データ及び敷

地の気象条件等を基に解析によって求

めた最大火線強度（9,128ｋＷ／ｍ）か

ら算出される防火帯（幅 25ｍ以上）を

敷地内に設ける。外③-2 

 

 

 

防火帯は延焼防止機能を損なわない

設計とし，防火帯内には原則として可

燃物となるものは設置しない。外③-3 

防火帯に可燃物を含む機器等を設置す

る場合には，延焼防止機能を損なわな

いよう必要最小限とするとともに，不

燃性シートで覆う等の対策を実施す

る。外③-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＲＳＩＴＥにより，発火点から防火帯

までの火炎到達時間（５時間１分（発

火点３））を算出する。敷地内には，

消火活動に必要な消火栓等の消火設備

の設置及び大型化学消防車等を配備す

ることで，森林火災が防火帯に到達す

るまでの間に敷地内に常駐する自衛消

防隊の消火班による消火活動が可能で

あり，万一の飛び火等による火災の延

焼を防止することで設計対処施設への

影響を防止し，外部火災防護対象施設

の安全機能を損なわない設計とする。 

安全機能を有する施設のうち防火帯

の外側に位置する放射線管理施設の環

境モニタリング設備のモニタリングポ

スト，ダストモニタ及び積算線量計に

ついては，森林火災発生時は，自衛消

防隊の消火班による事前散水により延

焼防止を図ること及び代替設備を確保

することにより，その機能を維持する

設計とする。 

 

1.7.11.3.7 防火帯幅の設定 外◇3  
ＦＡＲＳＩＴＥによる影響評価によ

り算出される最大火線強度（9,128ｋＷ

／ｍ（発火点２））に対し，外部火災

ガイドを参考として，風上に樹木があ

る場合の火線強度と最小防火帯の関係

から，必要とされる最小防火帯幅 24.9

ｍを上回る幅 25ｍ以上の防火帯を確保

することにより，設計対処施設への延

焼を防止し，外部火災防護対象施設の

安全機能を損なわない設計とする。設

置する防火帯の位置を第 1.7.11－１図

に示す。 

 

1.7.11.3.8 危険距離の確保及び熱影響

評価について 

(１) 森林火災の想定 外◇3  
森林火災を以下のとおり想定する。 

ａ．外部火災ガイドを参考に，森林

火災による熱を受ける面と森林火

災の火炎の地点は同じ高さにある

と仮定する。外◇3  

ｂ．外部火災ガイドを参考に，森林

火災の火炎は，円筒火炎モデルと

し，火炎の高さは燃焼半径の３倍

とする。外◇3  
ｃ．円筒火炎モデル数は，火炎最前

線のセルごとに設定する。 

ｄ．設計対処施設への熱影響が厳し

くなるよう，火炎最前線のセルか

ら，外◇3 最大の火炎輻射強度（750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，保安規定に植生管理（隣接事

業所を含む）により必要となる離隔距

離を維持することを定め管理すること

で津波防護施設の機能を維持する設計

とする。 

 

 

 

 

a) 防火帯幅の設定に対する設計方針 

自然現象として想定される森林火災

については，森林火災シミュレーショ

ン解析コードを用いて求めた最大火線

強度から設定し，設置（変更）許可を

受けた防火帯（約 23 m）を敷地内に設

ける設計とする。また，防火帯は延焼

防止効果を損なわない設計とし，防火

帯に可燃物を含む機器等を設置する場

合は必要最小限とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外③-1（p.8 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では、不燃化対策を事業許可本

文に明記しており記載が異なる。 

②(p.34)へ 

【許可からの変更点等】 

植生、気象条件等の火災条件については、

先述した「外部火災条件が変わった場合の

再評価の手順」で管理されることから、こ

こでの記載は省略した。 

なお、「解析」は詳細な説明とするため事

業許可においてＦＡＲＳＩＴＥを示す、

「森林火災シミュレーション解析コード」

との記載とした。 

【等の解釈】 

「不燃シートで覆う等」の指す内容は不燃

シートでの養生、不燃性の電線管への交

換、防火テープの巻き付けなどであり、当

該箇所では許可の記載を用いた。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では、防火帯の設計条件である

最大火線強度は共通 06の「2.申請書本文

（基本設計方針、仕様表等）に記載すべき

事項」に基づき防火帯幅の設計値を記載す

るものであり、記載が異なる。 
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また，森林火災からの輻射強度の影

響を考慮した場合においても，離隔距

離の確保等により，安全機能を有する

施設の安全機能を損なわない設計とす

る。外③-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｋＷ／ｍ２（発火点３））となるセ

ルを評価対象の最短として配置

し，火炎最前線の火炎が到達した

セルを横一列に並べて，外③-5全

てのセルからの火炎輻射強度を考

慮する。外◇3  
(２) 危険距離 

最大の火炎輻射強度を踏まえた輻射

強度に基づき，防火帯の外縁（火炎

側）から設計対処施設までの離隔距離

を，外壁表面温度がコンクリートの圧

縮強度が維持できる温度である 200℃と

なる危険距離 23ｍ以上確保すること

で，外③-7設計対処施設への延焼を防

止し，建屋内に収納する外部火災防護

対象施設の安全機能を損なわない設計

とする。外◇3  
危険距離については，設計対処施設

が受ける輻射強度の影響が最大となる

発火点３の森林火災に基づき算出す

る。外◇3  
(３) 設計対処施設への熱影響について

外◇3  

外部火災ガイドを参考として，熱影

響評価を実施する。 

ａ．外部火災防護対象施設を収納す

る建屋 

評価対象は，防火帯から最も近い

位置（約 170ｍ）にある使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋とする。使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋外壁が受ける輻射

強度（1.4ｋＷ／ｍ２（発火点３））

については，外部火災ガイドを参考

とし，設計対処施設への輻射強度の

影響が最大となる発火点３の森林火

災に基づき算出する。この輻射強度

に基づき算出する使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋の外壁表面温度を，コ

ンクリートの許容温度 200℃以下とす

ることで，建屋内に収納する外部火

災防護対象施設の安全機能を損なわ

ない設計とする。外③-8 

ｂ．屋外に設置する外部火災防護対

象施設（安全冷却水系冷却塔） 

評価対象は，防火帯から最も近

い位置（約 129ｍ）にある設計対処

施設の使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却

塔Ａとする。使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設用 安全冷却水

系冷却塔Ａが受ける輻射強度（2.1

ｋＷ／ｍ２（発火点３））について

は，外部火災ガイドを参考とし，

 

 

 (b) 発電所敷地内の火災・爆発源に対す

る設計方針 

火災・爆発源として，森林火災，発

電所敷地内に設置する屋外の危険物タ

ンク，危険物貯蔵所，常時危険物を貯

蔵する一般取扱所，危険物を搭載した

車両及び危険物を内包する貯蔵設備以

外の設備（以下「危険物貯蔵施設等」

という。）の火災・爆発，航空機墜落

による火災，敷地内の危険物貯蔵施設

等の火災と航空機墜落による火災が同

時に発生した場合の重畳火災を想定

し，火災源からの外部事象防護対象施

設への熱影響を評価する。 

 

ただし，放水路ゲートについては，

航空機落下を起因として津波が発生す

ることはないこと及び放水路ゲート

は，大量の放射性物質を蓄えておら

ず，原子炉の安全停止（炉心冷却を含

む。）機能を有していないため，航空

機落下確率を算出する標的面積として

抽出しないことから，航空機墜落によ

る火災は設計上考慮しない。 

また，排気筒モニタについては，安

全上支障のない期間に補修等の対応を

行うことで，安全機能を損なわない設

計とする。 

 

 

外部事象防護対象施設の評価条件を

以下のように設定し，評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外③-5（p.8 へ） 

外③-6（p.8 へ） 

外③-7（p.8 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外③-8（p.8 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③(p.6)へ 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では、該当する設

備がないことから記載が異な

る。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では敷地内の個別

で記載しており、本記載は不

要なため記載が異なる。 
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設計対処施設への輻射強度が最大

となる発火点３の森林火災に基づ

き算出する。この輻射強度に基づ

き算出する使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設用 安全冷却水系

冷却塔Ａの冷却水出口温度を最大

運転温度以下とすることで，外部

火災防護対象施設の安全機能を損

なわない設計とする。外③-9 

ｃ．屋外に設置する外部火災防護対

象施設（主排気筒に接続する屋外

配管及び屋外ダクト）外◇3  
主排気筒に接続する屋外配管及

び屋外ダクトについては，主要材

が鋼材であり，熱に対しての許容

温度が高い。また，森林火災の評

価対象である使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋より距離が離れているこ

とから，主排気筒に接続する屋外

配管及び屋外ダクトが火炎から受

ける輻射強度は，評価対象より低

い。森林火災に対して，評価対象

の外壁表面温度はコンクリートの

許容温度 200℃以下とすることか

ら，主排気筒に接続する屋外配管

及び屋外ダクトについても安全機

能を損なうことはない。 

ｄ．非常用ディーゼル発電機外◇3  
第１非常用ディーゼル発電機及

び第２非常用ディーゼル発電機は

建屋内に収納し，建屋の外気取入

口から室内へ空気を取り込み，そ

の室内空気をディーゼル発電機へ

取り込む設計とする。そのため，

非常用ディーゼル発電機を収納す

る設計対処施設の外気取入口から

室内に流入する空気の温度が森林

火災の熱影響によって上昇したと

しても室内温度の最高温度以下と

することで，室内から空気を取り

込む非常用ディーゼル発電機の安

全機能を損なわない設計とする。 

空気温度の評価については，可

燃物量が多く，火災の燃焼時間が

長く輻射熱の影響が厳しい石油備

蓄基地火災の熱影響評価に包絡さ

れる。外③-10 

 

1.7.11.3.9 異種の自然現象の重畳及び

設計基準事故との組合せ 外◇3  
森林火災と同時に発生する可能性が

ある自然現象としては，風（台風）及

び高温が考えられる。森林火災の評価

 

 

 

評価結果より火災源ごとに輻射強

度，燃焼継続時間等を求め，外部事象

防護対象施設を内包する建屋（垂直外

壁面及び天井スラブから選定した，火

災の輻射に対して最も厳しい箇所）の

表面温度が許容温度（200℃）となる危

険距離及び屋外の外部事象防護対象施

設の温度が許容温度（主排気筒の表面

温度及び放水路ゲート駆動装置外殻の

表面温度 325 ℃並びに非常用ディーゼ

ル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機（以下「非常用ディーゼ

ル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）」という。）の

流入空気温度 53 ℃並びに残留熱除去系

海水系ポンプの冷却空気温度 70℃並び

に非常用ディーゼル発電機用海水ポン

プ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機用海水ポンプ（以下「非常用デ

ィーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。）用海水ポ

ンプ」という。）の冷却空気温度

60 ℃）となる危険距離を算出し，その

危険距離を上回る離隔距離を確保する

設計，又は建屋表面温度及び屋外の外

部事象防護対象施設の温度を算出し，

その温度が許容温度を満足する設計と

する。 

 

 

 

爆発源として，ガス爆発の爆風圧が

0.01 MPa となる危険限界距離を算出

し，その危険限界距離を上回る離隔距

離を確保する設計とする。 

 

 

 

・森林火災については，発電所周辺の

植生を確認し，作成した植生データ

等を基に求めた，防火帯の外縁（火

炎側）付近における最大火炎輻射強

度（建屋評価においては 444 kW/m2，

その他評価においては 442 kW/m2）に

よる危険距離を求め評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外③-9（p.9 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外③-10（p.9へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

④(p.8,p.21)へ 

⑥(p.8)へ 

⑤(p.28)へ 
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(３)  近隣の産業施設の火災及び爆発に対

する設計方針 

 

敷地周辺 10ｋｍ範囲内に存在する近隣

の産業施設の火災及び爆発については，

石油備蓄基地の火災，敷地内の危険物貯

蔵施設等の火災及び爆発を対象として，

離隔距離を確保又は健全性の維持をする

ことで，安全機能を有する施設の安全機

能を損なわない設計とする。外④-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人為事象として想定される近隣の産

業施設の火災及び爆発，敷地内に存在

する屋外の危険物貯蔵施設及び可燃性

ガスボンベの火災及び爆発の影響につ

いては，離隔距離の確保等により，安

全機能を有する施設の安全機能を損な

わない設計とする。外④-1 

 

 

 

 

 

における気象条件については，外部火

災ガイドを参考とし，過去 10 年間を調

査し，森林火災の発生頻度が年間を通

じて比較的高い月の最高気温及び最大

風速の組合せを考慮している。そのた

め，風（台風）及び高温については，

森林火災の評価条件として考慮されて

いる。 

設計対処施設への森林火災の影響に

ついては，設計基準事故時に生ずる荷

重の組合せを適切に考慮する設計とす

る。すなわち，森林火災により設計対

処施設に作用する荷重及び設計基準事

故時に生ずる荷重を，それぞれの因果

関係及び時間的変化を考慮して適切に

組み合わせて設計する。また，設計基

準事故の影響が及ぶ期間に発生すると

考えられる森林火災の荷重と設計基準

事故時に生ずる荷重を適切に考慮する

設計とする。 

設計対処施設は，森林火災に対して

安全機能を損なわない設計とすること

から，森林火災と設計基準事故は独立

事象である。また，設計基準事故発生

時に，森林火災が発生した場合，安全

上重要な施設に荷重を加える設計基準

事故である「プルトニウム精製設備の

セル内での有機溶媒火災」及び「プル

トニウム濃縮缶でのＴＢＰ等の錯体の

急激な分解反応」による荷重との組合

せが考えられるが，これらの設計基準

事故による荷重を受けるプルトニウム

精製塔セル及びプルトニウム濃縮缶

は，森林火災の影響を受けることはな

いため，設計基準事故時荷重と森林火

災の組合せは考慮しない。 

 

1.7.11.4 近隣の産業施設の火災及び爆

発 

1.7.11.4.1 概要 

近隣の産業施設の火災及び爆発につ

いては，外部火災ガイドを参考とし

て，敷地周辺 10ｋｍ範囲内に存在する

近隣の産業施設及び敷地内の危険物貯

蔵施設等を網羅的に調査し，石油備蓄

基地（敷地西方向約 0.9ｋｍ）の火災，

敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及び

爆発を対象とする。外④-1 

敷地周辺 10ｋｍ範囲内に存在する近

隣の産業施設及び敷地内の危険物貯蔵

施設等の配置を第 1.7.11－１図及び第

1.7.11－３図～第 1.7.11－５図に示

す。外◇4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

サイト周辺にある石油備蓄基地への

配慮の違いがあり記載が異なる。 

【等の解説】 

事業許可の「離隔距離の確保等」を展開

し、敷地内の危険物貯蔵施設の離隔距離

を確保できない爆発に対し、健全性の維

持を行うこととしていることから、明確

な記載とした。 

【許可からの変更点等】 

設計方針として、人為事象であるかどう

かは不要であり、外部火災ガイドを参考

とすることについては、冒頭で宣言して

いることから、人為事象、ガイドの参照

を省略した。 

「敷地西方向約 0.9ｋｍ」に関しては添付

書類で展開するため基本設計方針には記

載しない。 
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また，敷地周辺を通行する燃料輸送車両

の火災については，貯蔵量が多く外部火

災防護対象施設までの距離が近い敷地内

に存在する危険物貯蔵施設（重油タン

ク）火災の評価に包絡されるためことか

ら，敷地内に存在する危険物貯蔵施設に

より，評価を行う。対象外とする。外④-

2 

 

 

 

 

 

漂流船舶の影響については，再処理事

業所は海岸から約５ｋｍ離れているた

め，危険物の貯蔵量が多く外部火災防護

対象施設までの距離が近い敷地近傍の石

油備蓄基地火災の影響に包絡されること

から，石油備蓄基地火災の影響により評

価を行う。対象外とする。外④-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また,敷地周辺に国道 338号線及び県

道 180号線があることから，燃料輸送

車両の火災による影響が想定される。

燃料輸送車両は，消防法令において移

動タンク貯蔵所の上限が定められてお

り，公道を通行可能な上限のガソリン

が積載された状況を想定した場合で

も，貯蔵量が多く設計対処施設までの

距離が近い敷地内に存在する危険物貯

蔵施設（重油タンク）火災の評価に包

絡されることから，燃料輸送車両の火

災による影響は評価の対象外とする。

外④-2 

漂流船舶の影響については，再処理

事業所は海岸から約５ｋｍ離れてお

り，敷地近傍の石油備蓄基地火災の影

響に包絡されることから，評価の対象

外とする。外④-3 

設計対処施設である外部火災防護対

象施設を収納する建屋については，外

部火災ガイドを参考として，建屋の外

壁で受ける，火炎から算出された輻射

強度を考慮した場合においても，離隔

距離の確保等により，コンクリートの

許容温度となる輻射強度（以下「危険

輻射強度」という。）以下とすること

で，危険距離以上の離隔を確保する設

計とし，建屋内に収納する外部火災防

護対象施設の安全機能を損なわない設

計とする。外◇4  

設計対処施設である屋外に設置する

外部火災防護対象施設については，外

部火災ガイドを参考として，影響評価

により算出する輻射強度を考慮した場

合においても，離隔距離の確保等によ

り，許容温度以下とすることで，外部

火災防護対象施設の安全機能を損なわ

ない設計とする。外◇4  
近隣の産業施設の火災により周辺の

森林へ飛び火し敷地へ火炎が迫ること

を想定し，近隣の産業施設の火災と森

林火災の重畳評価を行い，石油備蓄基

地火災と森林火災の輻射熱量及び離隔

距離を考慮し，石油備蓄基地火災と森

林火災から受ける輻射強度が大きくな

る設計対処施設を重畳評価の対象に選

定する。評価に当たっては，外部火災

ガイドを参考として，影響評価により

算出される輻射強度に基づき，設計対

処施設の温度を許容温度以下とするこ

とで，外部火災防護対象施設の安全機

能を損なわない設計とする。外◇4  

 

 

(c) 発電所敷地外の火災・爆発源に対す

る設計方針 

発電所敷地外での火災・爆発源に対

して，必要な離隔距離を確保すること

で，外部事象防護対象施設の安全機能

を損なわない設計とする。 

 

 

・発電所敷地外 10 km 以内の範囲にお

いて，火災により発電用原子炉施設

に影響を及ぼすような石油コンビナ

ート施設は存在しないため，火災に

よる発電用原子炉施設への影響につ

いては考慮しない。 

 

 

 

発電所敷地外半径 10 km 以内の産業

施設，燃料輸送車両及び発電所近くを

航行する船舶の火災については，外部

事象防護対象施設を内包する建屋（垂

直外壁面及び天井スラブから選定し

た，火災の輻射に対して最も厳しい箇

所）の表面温度が許容温度となる危険

距離及び屋外の外部事象防護対象施設

の温度が許容温度となる危険距離を算

出し，その危険距離を上回る離隔距離

を確保する設計とする。 

 

 

・発電所敷地外半径 10 km 以内の産業

施設，燃料輸送車両及び発電所近く

を航行する船舶の爆発については，

ガス爆発の爆風圧が 0.01 MPa となる

危険限界距離を算出し，その危険限

界距離を上回る離隔距離を確保する

設計とする。また，ガス爆発による

容器破損時に破片に対して，必要な

離隔距離を確保することで，外部事

象防護対象施設の安全機能を損なわ

ない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

燃料輸送車両及び船舶を火災源として考慮

する基本方針は同じだが、再処理施設にお

いては石油備蓄基地火災または危険物貯蔵

施設の熱影響評価に包絡されると整理し方

針に差異があるため記載が異なる。 

⑦(p.29)から 

⑧(p.29)から 

⑨(p.29)から 

⑩(p.29)から 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

燃料輸送車両及び船舶を火災源として考慮

する基本方針は同じだが、再処理施設にお

いては石油備蓄基地火災または危険物貯蔵

施設の熱影響評価に包絡されると整理し方

針に差異があるため記載が異なる。 
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・石油備蓄基地の火災については，外部

火災防護対象施設を収納する建屋の外

壁で受ける輻射強度を，コンクリート

の許容温度となる危険輻射強度（2.3ｋ

Ｗ／ｍ２）以下とすることで，危険距離

以上の離隔を確保するし，安全機能を

損なわない設計とする。外④-4、外④-

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

危険物貯蔵施設等の火災について

は，外部火災ガイドを参考として，影

響評価により算出される輻射強度に基

づき，設計対処施設の温度を許容温度

以下とすることで，外部火災防護対象

施設の安全機能を損なわない設計とす

る。外◇4  
再処理施設の危険物貯蔵施設等及び

ＭＯＸ燃料加工施設の第１高圧ガスト

レーラ庫の爆発については，設計対処

施設への影響がなく外部火災防護対象

施設の安全機能を損なわない設計とす

る。外◇4  
 

1.7.11.4.2 石油備蓄基地火災 

石油備蓄基地火災については，外部

火災ガイドを参考として，以下のとお

り石油備蓄基地火災を想定し，設計対

処施設への熱影響評価を実施する。外

④-4 

(１) 石油備蓄基地火災の想定 

ａ．気象条件は無風状態とする。外

◇4  
ｂ．石油備蓄基地に配置している 51

基の原油タンク（約 11.1万ｍ３／

基）の原油全てが防油堤内に流出

した全面火災を想定し，原油タン

クから流出した石油類は全て防油

堤内に留まるものとする。外◇4  

ｃ．火災は原油タンク９基（３列×

３行）又は６基（２列×３行）を

１単位とした円筒火災モデルと

し，火炎の高さは燃焼半径の３倍

とする。外◇4  
ｄ．原油タンクは，燃焼半径が大き

く，燃焼時に空気供給が不足し，

大量の黒煙が発生するため，放射

発散度の低減率（0.3）を考慮す

る。外◇4  
(２) 設計対処施設への熱影響について

外◇4  
ａ．外部火災防護対象施設を収納す

る建屋 

評価対象は，第 1.7.11－３図に

示すとおり，石油備蓄基地からの

距離が最短（約 1,450ｍ）となる第

１ガラス固化体貯蔵建屋とする。

外部火災ガイドを参考とし，想定

される石油備蓄基地火災により第

１ガラス固化体貯蔵建屋の建屋外

壁で受ける火炎からの輻射強度を

算出する。外◇4 この輻射強度を危

険輻射強度（2.3ｋＷ／ｍ２）以下

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外④-5（p.18から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

敷地外の火災源を考慮する方針は同じだ

が、発電炉側では 10km以内の範囲に火災源

となる石油コンビナート施設が無く、基本

方針が異なるため。 

【許可からの変更点等】 

設計方針として、外部火災ガイドを参考と

することについては、冒頭で宣言している

ことから、ガイドの参照を省略した。 
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屋外の外部火災防護対象施設につい

ては，輻射強度に基づき算出した温度

を屋外の外部火災防護対象施設の許容

温度以下とすることで，安全機能を損

なわない設計とする。外④-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１非常用ディーゼル発電機及び第

２非常用ディーゼル発電機は，外気取

入口から室内に流入する空気の温度が

石油備蓄基地火災の熱影響によって上

昇したとしても，室内温度を設計最高

使用温度以下とすることで，安全機能

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とすることで，危険距離以上の離

隔を確保する設計とする。また，

危険輻射強度以下とすることで外

壁表面温度をコンクリートの許容

温度 200℃以下とし，建屋内に収納

する外部火災防護対象施設の安全

機能を損なわない設計とする。外

④-5 

ｂ．屋外に設置する外部火災防護対

象施設（安全冷却水系冷却塔） 

評価対象は，第 1.7.11－３図に

示すとおり，石油備蓄基地からの

距離が最短（約 1,640ｍ）となる設

計対処施設の使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設用 安全冷却水

系冷却塔Ｂとし，外部火災ガイド

を参考とし，想定される石油備蓄

基地火災から受ける火炎からの輻

射強度を算出する。外◇4 この輻射

強度に基づき算出する冷却水出口

温度を最大運転温度以下とするこ

とで，外部火災防護対象施設の安

全機能を損なわない設計とする。

外④-6 

ｃ．屋外に設置する外部火災防護対

象施設（主排気筒に接続する屋外

配管及び屋外ダクト）外◇4  
主排気筒に接続する屋外配管及

び屋外ダクトについては，主要材

が鋼材であり，熱に対しての許容

温度が高い。また，石油備蓄基地

火災の評価対象とした第１ガラス

固化体貯蔵建屋より距離が離れて

いることから，主排気筒に接続す

る屋外配管及び屋外ダクトが火炎

から受ける輻射強度は，評価対象

より低い。石油備蓄基地火災に対

して，評価対象の外壁表面温度は

コンクリートの許容温度 200℃以下

とすることから，主排気筒に接続

する屋外配管及び屋外ダクトにつ

いても安全機能を損なうことはな

い。 

ｄ．非常用ディーゼル発電機 

第１非常用ディーゼル発電機及

び第２非常用ディーゼル発電機は

建屋内に収納し，建屋の外気取入

口から室内へ空気を取り込み，そ

の室内空気をディーゼル発電機へ

取り込む設計とする。 

そのため，非常用ディーゼル発

電機を収納する設計対処施設の外

気取入口から室内に流入する空気

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外④－5（p.17へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

敷地外の火災源を考慮する方針は同じだ

が、発電炉側では 10km以内の範囲に火災源

となる石油コンビナート施設が無く、基本

方針が異なるため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

敷地外の火災源を考慮する方針は同じだ

が、発電炉側では 10km以内の範囲に火災源

となる石油コンビナート施設が無く、基本

方針が異なるため。 
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を損なわない設計とする。外④-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・石油備蓄基地火災と森林火災の重畳

を想定し，それぞれの輻射熱量及び

離隔距離を考慮し，外部火災防護対

象施設を収納する建屋の外壁表面温

度をコンクリートの許容温度以下と

することで，建屋内に収納する外部

火災防護対象施設の安全機能を損な

わない設計とする。外⑤-1、外⑤-

2、外⑤-3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 屋外の外部火災防護対象施設について

は，輻射強度に基づき算出した温度を屋

外の外部火災防護対象施設の許容温度以

下とすることで，安全機能を損なわない

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の温度が石油備蓄基地火災の熱影

響によって上昇したとしても室内

温度の最高温度以下とすること

で，室内から空気を取り込む非常

用ディーゼル発電機の安全機能を

損なわない設計とする。外④-7 

評価対象は，第 1.7.11－３図に

示すとおり，石油備蓄基地からの

距離が最短（約 1,660ｍ）となる第

２非常用ディーゼル発電機を収納

する非常用電源建屋とする。評価

については，想定される石油備蓄

基地火災により，建屋外壁等がコ

ンクリートの許容温度 200℃に上昇

した状態を想定し，建屋外壁等か

らの熱伝達により，外気取入口か

ら室内に流入する空気温度を算出

する。この空気温度を室内温度の

最高温度以下とすることで，室内

から空気を取り込む第２非常用デ

ィーゼル発電機の安全機能を損な

わない設計とする。外◇4  
 

 

1.7.11.4.3 近隣の産業施設の火災と森

林火災の重畳評価 

石油備蓄基地火災においては，防油

堤外部へ延焼する可能性は低いが，外

部火災ガイドを参考として，石油備蓄

基地周辺の森林へ飛び火することによ

り再処理施設へ迫る場合を考慮し，外

◇5 石油備蓄基地火災と森林火災の重畳

を想定する。外⑤-1 評価に当たって

は，石油備蓄基地火災と森林火災の輻

射熱量及び離隔距離を考慮し外⑤-2，

石油備蓄基地火災と森林火災から受け

る輻射強度が大きくなる使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋及び使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系

冷却塔Ａを重畳評価の対象とする。外

◇5  
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋につい

ては，建屋外壁が受ける輻射強度を外

部火災ガイドを参考として算出する。

外◇5  この輻射強度に基づき算出する

外壁表面温度をコンクリートの許容温

度 200℃以下とすることで，建屋内に収

納する外部火災防護対象施設の安全機

能を損なわない設計とする。外⑤-3 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設用 安全冷却水系冷却塔Ａについて

は，安全冷却水系冷却塔が受ける輻射

強度を外部火災ガイドを参考として算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

敷地外の火災源を考慮する方針は同じだ

が、発電炉側では 10km以内の範囲に火災源

となる石油コンビナート施設が無く、基本

方針が異なるため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

敷地外の火災源を考慮する方針は同じだ

が、発電炉側では 10km以内の範囲に火災源

となる石油コンビナート施設が無く、基本

方針が異なるため。 
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設計とする。外⑤-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

・敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の

火災については，貯蔵量，配置状況並

びに外部火災防護対象施設を収納する

建屋及び屋外の外部火災防護対象施設

への距離を考慮し，火災影響を及ぼす

おそれがあるものを選定する。外⑥-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出する。外◇5 この輻射強度に基づき算

出した冷却水出口温度を最大運転温度

以下とすることで，外部火災防護対象

施設の安全機能を損なわない設計とす

る。外⑤-4 

 

1.7.11.4.4 敷地内に存在する危険物貯

蔵施設等の火災及び爆発 

敷地内に複数存在する危険物貯蔵施

設等の中から，貯蔵量，配置状況及び

設計対処施設への距離を考慮し，設計

対処施設に火災及び爆発の影響を及ぼ

すおそれがあるものを選定する。外⑥-

1 

(１) 危険物貯蔵施設等の火災 

火災源として考慮する危険物貯蔵施

設等を第 1.7.11－５表に示す。外◇6  
ａ．危険物貯蔵施設等の火災の想定

外◇6  

危険物貯蔵施設等の火災は，外部

火災ガイドを参考とし以下のとおり

想定する。 

 (ａ) 気象条件は無風状態とする。 

(ｂ) 危険物貯蔵施設内の重油全てが

防油堤内に流出した全面火災を想

定し，流出した重油は全て防油堤

内に留まるものとする。 

(ｃ) 火災は円筒火災モデルとし，火

炎の高さは燃焼半径の３倍とす

る。 

(ｄ) 輻射発散度の低減は考慮しな

い。 

ｂ．評価対象施設 外◇6  
評価対象施設は，輻射強度が最大

となる火災を想定するため，危険物

貯蔵施設等からの距離が最短となる

設計対処施設を対象とする。 

危険物貯蔵施設等の火災の影響評

価の対象となる設計対処施設を第

1.7.11－６表に示す。 

ｃ．設計対処施設への熱影響につい

て 

設計対処施設への熱影響は，外部火災ガ

イドを参考として評価を実施する。外◇6  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・発電所敷地内に設置する危険物貯蔵

施設等の火災については，貯蔵量等

を勘案して火災源ごとに建屋表面温

度及び屋外の外部事象防護対象施設

の温度を求め評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，燃料補充用のタンクローリ火

災が発生した場合の影響については，

燃料補充時は監視人が立会を実施する

ことを保安規定に定めて管理し，万一

の火災発生時は速やかに消火活動が可

能とすることにより，外部事象防護対

象施設に影響がない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外⑥-1（p.23へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

タンクローリの火災影響は小さく、記載が

異なる。 

＜不一致への手当て＞ 

不要（記載する） 
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敷地内の危険物貯蔵施設等の火災に

おいては，危険物貯留施設ごとに輻射

強度を求め，この輻射強度に基づき外

部火災防護対象施設を収納する建屋の

外壁表面温度を求め，コンクリートの

許容温度以下とすることで，建屋内に

収納する外部火災防護対象施設の安全

機能を損なわない設計とする。外⑥-

2、外⑥-4、外⑥-6 

 

 

 

 

 

 

 

屋外の外部火災防護対象施設は，輻

射強度に基づき評価対象部位の温度を

算出し，屋外の外部火災防護対象施設

の許容温度以下とすることで，により

安全機能を損なわない設計とする。外

⑥-3、外⑥-5、外⑥-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ａ) ボイラ用燃料受入れ・貯蔵所の

火災 

評価対象は，ボイラ用燃料受入

れ・貯蔵所からの距離が最短となる

ウラン酸化物貯蔵建屋（約 580ｍ）及

び再処理設備本体用 安全冷却水系

冷却塔Ｂ（約 490ｍ）とする。外◇6  
ウラン酸化物貯蔵建屋について

は，建屋外壁が受ける火炎からの輻

射強度（0.088ｋＷ／ｍ２）を外部火

災ガイドを参考として算出する。外

◇6  この輻射強度に基づき算出する

外壁表面温度を，コンクリートの許

容温度 200℃以下とすることで，建屋

内に収納する外部火災防護対象施設

の安全機能を損なわない設計とす

る。外⑥-2 

再処理設備本体用 安全冷却水系

冷却塔Ｂについては，冷却塔が受け

る火炎からの輻射強度（0.13ｋＷ／

ｍ２）を外部火災ガイドを参考として

算出する。外◇6  この輻射強度に基

づき算出する冷却水出口温度を最大

運転温度以下とすることで，外部火

災防護対象施設の安全機能を損なわ

ない設計とする。外⑥-3 

主排気筒に接続する屋外配管及び

屋外ダクトについては，主要材が鋼

材であり，熱に対しての許容温度が

高い。外◇6  また，ボイラ用燃料受

入れ・貯蔵所の火災の評価対象であ

るウラン酸化物貯蔵建屋より距離が

離れていることから，主排気筒に接

続する屋外配管及び屋外ダクトが火

炎から受ける輻射強度は，評価対象

より低い。外◇6  ボイラ用燃料受入

れ・貯蔵所の火災に対して，評価対

象の外壁表面温度はコンクリートの

許容温度 200℃以下とすることから，

主排気筒に接続する屋外配管及び屋

外ダクトについても安全機能を損な

うことはない。外◇6  
(ｂ) ボイラ用燃料貯蔵所の火災 

評価対象は，ボイラ用燃料貯蔵所

からの距離が最短となる使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋（約 210ｍ）及び使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

用 安全冷却水系冷却塔Ｂ（約 210

ｍ）とする。外◇6  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋につ

いては，建屋外壁が受ける火炎から

の輻射強度（0.079ｋＷ／ｍ２）を外

 

 

 

 

評価結果より火災源ごとに輻射強

度，燃焼継続時間等を求め，外部事象

防護対象施設を内包する建屋（垂直外

壁面及び天井スラブから選定した，火

災の輻射に対して最も厳しい箇所）の

表面温度が許容温度（200℃）となる危

険距離及び屋外の外部事象防護対象施

設の温度が許容温度（主排気筒の表面

温度及び放水路ゲート駆動装置外殻の

表面温度 325 ℃並びに非常用ディーゼ

ル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機（以下「非常用ディーゼ

ル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）」という。）の

流入空気温度 53 ℃並びに残留熱除去系

海水系ポンプの冷却空気温度 70℃並び

に非常用ディーゼル発電機用海水ポン

プ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機用海水ポンプ（以下「非常用デ

ィーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。）用海水ポ

ンプ」という。）の冷却空気温度

60 ℃）となる危険距離を算出し，その

危険距離を上回る離隔距離を確保する

設計，又は建屋表面温度及び屋外の外

部事象防護対象施設の温度を算出し，

その温度が許容温度を満足する設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外⑥-4(p.22 から)、外

⑥-6(p.22から) 

 

 

 

 

 

 

 

外⑥-5(p.22 から)、外

⑥-7(p.23から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④(p.14)から 
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部火災ガイドを参考として算出す

る。外◇6  この輻射強度に基づき算

出する外壁表面温度をコンクリート

の許容温度 200℃以下とすることで，

建屋内に収納する外部火災防護対象

施設の安全機能を損なわない設計と

する。外⑥-4 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設用 安全冷却水系冷却塔Ｂにつ

いては，冷却塔が受ける火炎からの

輻射強度（0.079ｋＷ／ｍ２）を外部

火災ガイドを参考として算出する。

外◇6  この輻射強度に基づき算出す

る冷却水出口温度を最大運転温度以

下とすることで，外部火災防護対象

施設の安全機能を損なわない設計と

する。外⑥-5 

主排気筒に接続する屋外配管及び

屋外ダクトについては，主要材が鋼

材であり，熱に対しての許容温度が

高い。外◇6  また，ボイラ用燃料貯

蔵所の火災の評価対象とした使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋より距離が離

れていることから，主排気筒に接続

する屋外配管及び屋外ダクトが火炎

から受ける輻射強度は，評価対象よ

り低い。ボイラ用燃料貯蔵所の火災

に対して，評価対象の外壁表面温度

はコンクリートの許容温度 200℃以下

とすることから，主排気筒に接続す

る屋外配管及び屋外ダクトについて

も安全機能を損なうことはない。外

◇6  
(ｃ) ディーゼル発電機用燃料油受入

れ・貯蔵所の火災 

評価対象は，ディーゼル発電機用

燃料油受入れ・貯蔵所からの距離が

最短となる使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋（約 100ｍ）及び使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却

水系冷却塔Ｂ（約 100ｍ）とする。外

◇6  
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋につ

いては，建屋外壁が受ける火炎から

の輻射強度（0.45ｋＷ／ｍ２）を外部

火災ガイドを参考として算出する。

外◇6  この輻射強度に基づき算出す

る外壁表面温度をコンクリートの許

容温度 200℃以下とすることで，建屋

内に収納する外部火災防護対象施設

の安全機能を損なわない設計とす

る。外⑥-6 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外⑥-4(p.21 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外⑥-5(p.21 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外⑥-6(p.21 へ) 
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・爆発源となる敷地内の危険物貯蔵施設

等は，屋内に収納され，着火源を排除

するとともに可燃性ガスが漏えいした

場合においても滞留しない構造とする

ことで爆発を防止する設計とする。 

その上で，敷地内に設置する危険物

貯蔵施設等の爆発を想定し，ガス爆発

の爆風圧が 0.01MPaとなる危険限界距

離を求め，必要な離隔距離を確保する

ことで外部火災防護対象施設の安全機

能を損なわない設計とする。外⑥-1、

外⑥-8、外⑥-9、外⑥-12 

 

 

 

また，外部火災防護対象施設を収納

する建屋に隣接し，危険限界距離以上

の離隔距離を確保できない外部火災防

護対象施設を収納する建屋場合は，爆

発によって発生する爆風圧に対して健

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設用 安全冷却水系冷却塔Ｂにつ

いては，冷却塔が火炎から受ける輻

射強度（0.45ｋＷ／ｍ２）を外部火災

ガイドを参考として算出する。外◇6  

この輻射強度に基づき算出する冷却

水出口温度を最大運転温度以下とす

ることで，外部火災防護対象施設の

安全機能を損なわない設計とする。

外⑥-7 

主排気筒に接続する屋外配管及び

屋外ダクトについては，主要材が鋼

材であり，熱に対しての許容温度が

高い。外◇6  また，ディーゼル発電

機用燃料油受入れ・貯蔵所の火災の

評価対象である使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋より距離が離れていること

から，主排気筒に接続する屋外配管

及び屋外ダクトが火炎から受ける輻

射強度は，評価対象より低い。外◇6  

ディーゼル発電機用燃料油受入れ・

貯蔵所の火災に対して，評価対象の

外壁表面温度はコンクリートの許容

温度 200℃以下とすることから，主排

気筒に接続する屋外配管及び屋外ダ

クトについても安全機能を損なうこ

とはない。外◇6  
(２) 危険物貯蔵施設等の爆発 

爆発源として考慮する危険物貯蔵

施設等を第 1.7.11－５表に示す。外

◇6  
ａ．再処理施設の危険物貯蔵施設等

の爆発 

危険物貯蔵施設等は屋内に収納さ

れ，着火源を排除するとともに可燃

性ガスが漏えいした場合においても

滞留しない構造とすることで爆発を

防止する設計とする。  

また，危険物貯蔵施設等のうち，

低レベル廃棄物処理建屋 プロパン

ボンベ庫及びボイラ建屋 ボンベ置

場については，外部火災ガイドを参

考に危険限界距離を算出する。外⑥-

8 設計対処施設は，低レベル廃棄物

処理建屋 プロパンボンベ庫及びボ

イラ建屋 ボンベ置場から危険限界

距離以上の離隔を確保することで，

外部火災防護対象施設の安全機能を

損なわない設計とする。外⑥-9 

精製建屋ボンベ庫及び還元ガス製

造建屋については，設計対処施設に

隣接しており，危険限界距離の確保

は出来ない。外⑥-10 そのため，設

計対処施設については，爆発によっ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・発電所敷地内に設置する危険物貯蔵

施設等の爆発については，ガス爆発

の爆風圧が 0.01MPa となる危険限界

距離を求め評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外⑥-7(p.21 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外⑥-1(p.20 から) 

外⑥-12（p.24から） 

 

 

 

 

 

 

外⑥-10（p.24へ） 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉とはサイト条件が異なり、離隔距離

を確保できない施設への配慮が必要であり

記載が異なる。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社では着火源の排除を基本方針としてお

り、事業許可整合の観点で記載を拡充し

た。 

【許可からの変更点等】 

外部火災ガイドに基づき、危険限界距離

の許容値を明確にした。 

なお、設計方針として、外部火災ガイド

を参考とすることについては、冒頭で宣

言していることから、ガイドの参照を省

略した。 

【許可からの変更点等】 

事業許可 添付資料６において状況説明

をしている文章であることから、設計方

針として、「離隔距離を確保できない建

屋」との設計の条件に記載を見直した。 
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全性を維持する設計とすることで，外

部火災防護対象施設の安全機能を損な

わない設計とする。外⑥-10、外⑥-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (４)  航空機墜落による火災に対する設計

方針 

 

航空機墜落による火災については，

対象航空機が外部火災防護対象施設を

収納する建屋等の直近に墜落する火災

を想定し，火炎からの輻射強度に基づ

き算出される外部火災防護対象施設を

収納する建屋の外壁及び建屋内の温度

上昇を算出し，コンクリートの許容温

度を満足する範囲で建屋外壁が，要求

される機能を損なわない及びにより，

建屋内の外部火災防護対象施設の安全

機能を損なわない及び建屋外壁が要求

される機能を損なわない設計とする。

外⑦-1、外⑦-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

航空機墜落による火災については，

対象航空機が安全機能を有する施設を

収納する建屋等の直近に墜落する火災

を想定し，火炎からの輻射強度の影響

により，建屋外壁等の温度上昇を考慮

した場合においても，安全機能を有す

る施設の安全機能を損なわない設計と

すること，外⑦-1若しくはその火災に

よる損傷を考慮して，代替設備により

必要な機能を確保すること，安全上支

障のない期間で修理を行うこと又はそ

れらを適切に組み合わせることによ

り，その安全機能を損なわない設計と

する。外□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て発生する爆風圧に対して健全性を

維持する設計とすることで，外部火

災防護対象施設の安全機能を損なわ

ない設計とする。外⑥-11 

ｂ．ＭＯＸ燃料加工施設の第１高圧

ガストレーラ庫の爆発 

ＭＯＸ燃料加工施設の第１高圧ガ

ストレーラ庫は，高圧ガス保安法に

基づき，着火源を排除するとともに

可燃性ガスが漏えいした場合におい

ても滞留しない構造とすること及び

爆発時に発生する爆風や飛来物が上

方向に開放される構造として設計す

ることから，設計対処施設への影響

がなく，外部火災防護対象施設の安

全機能を損なわない設計とする。外

⑥-12 

また，設計対処施設は，第１高圧

ガストレーラ庫に対する危険限界距

離以上（55ｍ）以上の離隔距離を確

保する設計とする。外◇6  
 

1.7.11.5 航空機墜落による火災 

1.7.11.5.1 概要 外◇7  
 

航空機墜落による火災については，

外部火災ガイド及び航空機落下評価ガ

イドを参考として，航空機墜落による

火災の条件となる航空機の選定を行

う。また，航空機墜落地点について

は，建屋外壁等で火災が発生すること

を想定する。この航空機墜落による火

災の輻射強度を考慮した場合におい

て，外部火災防護対象施設の安全機能

を損なわない設計とする。 

 

1.7.11.5.2 航空機墜落による火災の想

定 外◇7  
航空機墜落による火災の想定は，以

下のとおりとする。 

(１) 航空機は，対象航空機を種類別に

分類し，燃料積載量が最大の機種と

する。 

(２) 航空機は，燃料を満載した状態を

想定する。 

(３) 航空機墜落地点は，建屋外壁等の

設計対処施設への影響が厳しい地点

とする。 

(４) 航空機の墜落によって燃料に着火

し，火災が起こることを想定する。 

(５) 気象条件は無風状態とする。 

(６) 火災は円筒火災をモデルとし，火

炎の高さは燃焼半径の３倍とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・航空機墜落による火災については，

「実用発電用原子炉施設への航空機落

下確率の評価基準について」（平成

21・06・25 原院第 1 号（平成 21 年 6 

月 30 日原子力安全・保安院一部改

正））により落下確率が 10-7（回／

炉・年）となる面積及び離隔距離を算

出し，外部事象防護対象施設への影響

が最も厳しくなる地点で火災が起こる

ことを想定し，建屋表面温度及び屋外

の外部事象防護対象施設の温度を求め

評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外⑥-10（p.23から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外⑥-12（p.23へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外⑦-2（p.26から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【等の解説】 

再処理施設、MOX燃料加工施設における共

通的な設計に関する基本的な方針として

本記載としている。想定の基本的な考え

方であるこの記載は、事業許可と同様に

「建屋外壁等」とし、具体的には後述に

示す。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業許可（変更許可）との整合性の観

点から，「 実用発電用原子炉施設への

航空機落下確率の評価基準について」

による落下確率が 10-7となる面積及び

離隔距離によらず，建屋直近での火災

を想定しているため。 【許可からの変更点等】 

○「建屋外壁等の温度上昇」に求められ

る要求の具体化のため、コンクリートが

許容温度を満足する範囲で果たすべき以

下の要求をまとめ、「要求される機能を

損なわない及び建屋内の外部火災防護対

象施設の安全機能を損なわない」とし

た。 

 ・構造健全性が維持できること 

 ・コンクリートの剥がれ等による安全

機能への影響がないこと 

 ・閉じ込めや遮蔽機能が必要な建屋が

その機能に影響を与えないこと 

 ・建屋内温度上昇が建屋内の安全機能

に影響がないこと  

○「若しくはその火災による損傷を考慮

して・・」の記載については、前述して

いることから記載しない。 
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(７) 油火災において任意の位置にある

輻射強度を計算により求めるには，

半径が 1.5ｍ以上の場合で火炎の高さ

を半径の３倍にした円筒火災モデル

を採用する。 

 

1.7.11.5.3 墜落による火災を想定する

航空機の選定 外◇7  
外部火災ガイドを参考に，航空機墜

落による火災の対象航空機について

は，航空機落下評価ガイドの落下事故

の分類を踏まえ，以下の航空機の落下

事故における航空機を選定する。 

(１) 自衛隊機又は米軍機の訓練空域内

を訓練中及び訓練空域周辺を飛行中

の落下事故 

外部火災ガイドを参考として，燃料

積載量が最大の自衛隊機であるＫＣ－

767を選定する。 

また，三沢対地訓練区域を訓練飛行

中の自衛隊機又は米軍機のうち，当社

による調査結果から，自衛隊機のＦ－

２又は米軍機のＦ－16 を選定する。さ

らに，今後訓練飛行を行う主要な航空

機となる可能性のあるＦ－35 について

も選定する。 

(２) 計器飛行方式民間航空機の空路を

巡航中の落下事故 

直行経路を巡航中の計器飛行方式民

間航空機の落下事故については，

「1.7.3.5 航空機落下確率評価」に示

す計器飛行方式民間航空機の航空機落

下確率の評価式を用いると，航空機落

下の発生確率が 10－７回／年となる範囲

が敷地外となる。 

敷地外における外部火災について

は，「1.7.11.4 近隣の産業施設の火

災及び爆発」で，石油備蓄基地に配置

している 51 基の原油タンク（約 11.1

万ｍ３／基）の原油全てが防油堤内に流

出した全面火災を想定している。計器

飛行方式民間航空機の墜落による火災

について，厳しい条件となる最大燃料

積載量の多い機種（燃料積載量約 240ｍ
３）を対象としても，石油備蓄基地の原

油量と比較すると火災源となる可燃物

量が少ないことから，計器飛行方式民

間航空機の墜落による火災は，近隣の

産業施設の火災影響評価に包絡され

る。 

1.7.11.5.4 航空機墜落地点の設定 外

◇7  

再処理施設は敷地内に放射性物質を
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熱影響により外部火災防護対象施設

の安全機能を損なうおそれがある場合

には，１時間耐火の大臣認定を取得し

た耐火被覆を施工する。駆動部等で耐

火被覆を施工できない部材は，遮熱板

で囲むことにより安全機能を損なわな

い設計とする。 

耐火被覆については，耐環境性を考

慮した対策として上塗り、中塗りを施

す設計とする。，定期的な維持管理に

ついて，保安規定に定めて，管理す

る。外⑦-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，熱影響により安全機能を有す

る施設の安全機能を損なうおそれがあ

る場合には，耐火被覆又は遮熱板等の

対策を講ずることにより安全機能を損

なわない設計とする。外⑦-3 

 

 

 

 

 

 

     

取り扱う建屋が多く，面的に広く分布

していることを踏まえ，離隔距離を想

定しない航空機墜落による火災として

とらえ，航空機墜落地点は，建屋外壁

等の設計対処施設への影響が厳しい地

点とする。また，航空機墜落事故とし

て単独事象を想定する。 

設計対処施設のうち外部火災防護対

象施設を収納する建屋については，外

壁の至近に円筒火災モデルを設定し，

火災の発生から燃料が燃え尽きるまで

の間，一定の輻射強度を与えるものと

して熱影響を評価する。 

屋外に設置する設計対処施設につい

ては，外部火災防護対象施設を収納す

る建屋への評価と同様に，設計対処施

設の外殻となる竜巻防護対策設備の至

近で航空機墜落による火災が発生する

ことを想定し，設計対処施設の安全機

能を損なわない設計とする。また，竜

巻防護対策設備についても，屋外に設

置する設計対処施設に航空機墜落によ

る火災を起因とした波及的影響を与え

ることのない設計とする。 

 

1.7.11.5.5 設計対処施設への熱影響評

価について 

(１) 外部火災防護対象施設を収納する

建屋 

外部火災防護対象施設を収納する建

屋については，建屋外壁が受ける火炎

からの輻射強度を外部火災ガイドを参

考として算出する。外◇7  この輻射強

度に基づき算出される外壁及び建屋内

の温度上昇により建屋内の外部火災防

護対象施設の安全機能を損なわない及

び建屋外壁が要求される機能を損なわ

ない設計とする。外⑦-2 

 

 

(２) 屋外に設置する外部火災防護対象

施設 

火炎から輻射熱を直接受熱する屋外

に設置する外部火災防護対象施設及び

竜巻防護対策設備については，火炎か

らの輻射熱を受けて高温になるため，

耐火被覆，遮熱板等の防護対策を講ず

ることにより，外部火災防護対象施設

の安全機能を損なわない設計とする。

外◇7  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外⑦-2 (p.24へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉とはサイト条件が異なり、航

空機墜落火災について建屋等の直近

を想定した配慮が必要であり記載が

異なる。 【許可からの変更点等】 

耐火被覆については、施工範囲、施工

方法については、仕様表に記載するこ

とから、基本設計方針に材質を担保す

る大臣認定試験について記載した。 

遮熱板については、施工対象について

言及し、施工方法（囲む）について基

本設計方針に記載した。遮熱板に必要

な仕様（耐火被覆塗装の厚さ）等は、

仕様表に記載する。 

航空機墜落火災の対策が明確化したこ

とから、耐火被覆又は遮熱板「等」は

削除した。 

また、耐火被覆の性能維持に必要な耐

環境性の対策について具体化し、明記

した。 

【等の解説】 

駆動部以外にも竜巻対策ネットの留め具等

の耐火被覆が直接施工出来ないものに対し

遮熱板が必要であり、駆動部に限定するも

のではないことから「等」とした。 
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屋外の外部火災防護対象施設は，主

要部材である鋼材の強度が維持される

温度以下とすることで，安全機能を損

なわない設計とする。外⑦-4 また，そ

の外部火災防護対象施設である冷却塔

については，冷却水出口温度をが有す

る安全機能が維持される最大運転温度

許容温度以下とすることで，安全機能

を損なわない設計とする。外⑦-5 

 

外部火災防護対象施設に波及的影響

を及ぼすおそれのある施設は，主要部

材である鋼材の強度が一時的に低下し

ても構造が維持される温度以下とする

ことで，外部火災防護対象施設に波及

的影響を及ぼさない設計とする。外⑦-

6 

 

 

 

 

 

航空機墜落火災による飛来物防護板

の温度上昇により，熱影響を受ける建

屋内の外部火災防護対象施設について

は，飛来物防護板からの輻射強度に基

づく温度を算出し，外部火災防護対象

施設の性能維持に必要な許容温度以下

とすることで，安全機能を損なわない

設計とする。外⑦-7 

 

なお，航空機墜落火災が発生した場

合は，火災の影響により損傷した耐火

被覆等が復旧するまでの間，関連する

工程を停止する等の措置を保安規定に

定めて，管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外に設置する外部火災防護対象施

設は，主要部材である鋼材の強度が維

持される温度 325℃以下とすることで，

安全機能を損なわない設計とする。外

⑦-4 また，安全冷却水系冷却塔につ

いては，火炎からの輻射強度に基づき

算出する冷却水出口温度を最大運転温

度以下とすることで，安全機能を損な

わない設計とする。外⑦-5 

 

 

竜巻防護対策設備については，屋外

に設置する外部火災防護対象施設に波

及的影響を与える場合は，支持構造物

である架構等に耐火被覆，遮熱板等の

防護対策を講ずる設計とする。外①-

11、外⑦-6 

 

 

 

(３) 非常用ディーゼル発電機 

第２非常用ディーゼル発電機を収納

する非常用電源建屋について，飛来物

防護板を設置する。外◇7  外部火災ガ

イドを参考とし，飛来物防護板が受け

る火炎からの輻射強度を算出する。外

◇7  この輻射強度に基づき飛来物防護

板から建屋内への熱影響により算出さ

れる，第２非常用ディーゼル発電機の

温度を，第２非常用ディーゼル発電機

の性能維持に必要な温度以下とするこ

とで，安全機能を損なわない設計とす

る。外①-12、外⑦-7また，第２非常用

ディーゼル発電機の安全機能に影響が

ある場合は，飛来物防護板については

耐火被覆，遮熱板等の防護対策を講ず

る設計とする。外◇7  
 

1.7.11.5.6 航空機墜落による火災と敷

地内の危険物貯蔵施設等の火災及び爆

発の重畳について 

設計対処施設のうち，建屋について

は，航空機墜落による火災と敷地内の

危険物貯蔵施設による火災が重畳した

場合の熱影響に対して，建屋の外壁温

度が，熱に対するコンクリートの強度

が維持できる温度以下とし，かつ，建

屋内の温度上昇により外部火災防護対

象施設の安全機能を損なわない設計と

する。外◇7  

さらに，設計対処施設は，航空機墜

落による火災と敷地内の可燃性ガスを

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外①-11 (p.7へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外①-12 (p.7へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉とはサイト条件が異なり、航空機墜

落火災について建屋等の直近を想定した配

慮が必要であり記載が異なる。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉とはサイト条件が異なり、航空機墜

落火災について建屋等の直近を想定した配

慮が必要であり記載が異なる。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉とはサイト条件が異なり、航空機墜

落火災について建屋等の直近を想定した配

慮が必要であり記載が異なる。 

【許可からの変更点等】 

既に耐火被覆、遮熱板の施工については

前述していることから波及的影響を与え

ないため、「主要部材である鋼材の強度

が一時的に低下しても構造が維持される

温度以下」とする設計方針を記載した。 
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敷地内の危険物貯蔵施設等の火災と

航空機墜落火災の重畳については，航

空機が危険物貯蔵施設等に直撃し，危

険物及び航空機燃料による重畳火災を

想定したとしても，外部火災防護対象

施設の直近における航空機墜落による

火災評価に包絡されることから，航空

機墜落火災により評価する。外⑦-9 

 

 

 

 

 

 

 

航空機墜落による火災と危険物貯蔵

施設等の爆発が重畳した場合を想定

し，ガス爆発の爆風圧がに対しては， 

0.01MPaとなる危険限界距離を求め算出

し，危険物貯蔵施設等までの離隔距離

を確保することでし，外部火災防護対

象施設の安全機能を損なわない設計と

する。外⑦-10、外⑦-11 

また，危険限界距離以上の離隔距離

を確保することが出来ない外部火災防

護対象施設を収納する建屋について

は，爆発によって発生する爆風圧に対

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貯蔵するボンベの爆発が重畳した場合

の爆風圧に対して，外部火災ガイドを

参考として危険限界距離を算出し，可

燃性ガスを貯蔵するボンベまでの離隔

距離を確保し，外部火災防護対象施設

の安全機能を損なわない設計とする。

また，危険限界距離を確保することが

出来ない設計対処施設については，爆

発によって発生する爆風圧に対して健

全性を維持する設計とすることで，外

部火災防護対象施設の安全機能を損な

わない設計とする。外◇7  
(１) 火災の重畳 

航空機墜落による火災に対する危険

物貯蔵施設等の火災の影響について

は，発生熱量が大きく設計対処施設に

与える影響が大きい事象を想定する。

外◇7  発生熱量が一番大きくなる想定

として，重油タンクが航空機墜落によ

り火災を発生させることを想定する。

外◇7  
 

 

 

 

航空機が危険物貯蔵施設等に直撃

し，危険物及び航空機燃料による重畳

火災を想定したとしても，離隔距離が

最も短いディーゼル発電機用燃料油受

入れ・貯蔵所の重畳火災により，設計

対処施設である使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋が受ける輻射強度は１ｋＷ／ｍ２

程度であり，設計対処施設の直近での

航空機墜落による火災を想定した場合

の輻射強度（30ｋＷ／ｍ２）よりも小さ

く，設計対処施設の直近における航空

機墜落による火災評価に包絡される。

外⑦-9 

 

 (２) 爆発の重畳 

低レベル廃棄物処理建屋 プロパン

ボンベ庫及びボイラ建屋 ボンベ置場

については，外部火災ガイドを参考に

危険限界距離を算出する。設計対処施

設は，低レベル廃棄物処理建屋 プロ

パンボンベ庫及びボイラ建屋 ボンベ

置場から危険限界距離以上の離隔を確

保することで，外部火災防護対象施設

の安全機能を損なわない設計とする。

外⑦-10 

精製建屋ボンベ庫及び還元ガス製造

建屋については，設計対処施設に隣接

しており，危険限界距離の確保は出来

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・敷地内の危険物貯蔵施設等の火災と

航空機墜落火災の重畳については，

各々の火災の評価条件により算出し

た輻射強度，燃焼継続時間等によ

り，外部事象防護対象施設の受熱面

に対し，最も厳しい条件となる火災

源と外部事象防護対象施設を選定

し，建屋表面温度及び屋外の外部事

象防護対象施設の温度を求め評価す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

爆発源として，ガス爆発の爆風圧が

0.01 MPa となる危険限界距離を算出

し，その危険限界距離を上回る離隔距

離を確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外⑦-11（p.29から） 

 

 

 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉とはサイト条件が異なり、航空機墜

落火災の想定として建屋等の直近を考慮し

ており、敷地内の危険物貯蔵施設等の火災

と航空機墜落火災の重畳の想定を包絡する

ことから、記載が異なる。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

サイト条件が異なり、航空機墜落火災の想

定が異なることから、必要であり記載が異

なる。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

サイト条件が異なり、航空機墜落火災の想

定が異なることから、必要であり記載が異

なる。 

【許可からの変更点等】 

爆発源となる施設名称は省略

し、外部火災ガイドから危険

限界距離の基準を明記した。 

 

なお、外部火災ガイドを参考

とすることは、基本設計方針

の冒頭で宣言していることか

ら、ガイドの参照を省略し

た。 

⑤(p.14)から 

【許可からの変更点等】 

敷地内の危険物貯蔵施設等の火災と航空

機墜落火災の重畳を評価対象外とする詳

細な理由は省略し、観点を要約し「直近

を想定する航空機墜落火災に包絡され

る」ことが分かる記載のみとする 
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して健全性を維持する設計とすること

で，外部火災防護対象施設の安全機能

を損なわない設計とする。外⑦-11、外

⑦-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ない。外⑦-11 そのため，設計対処施

設については，爆発によって発生する

爆風圧に対して健全性を維持する設計

とすることで，外部火災防護対象施設

の安全機能を損なわない設計とする。

外⑦-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (c) 発電所敷地外の火災・爆発源に対す

る設計方針 

発電所敷地外での火災・爆発源に対

して，必要な離隔距離を確保すること

で，外部事象防護対象施設の安全機能

を損なわない設計とする。 

 

 

・発電所敷地外 10 km 以内の範囲にお

いて，火災により発電用原子炉施設

に影響を及ぼすような石油コンビナ

ート施設は存在しないため，火災に

よる発電用原子炉施設への影響につ

いては考慮しない。 

 

 

発電所敷地外半径 10 km 以内の産業

施設，燃料輸送車両及び発電所近くを

航行する船舶の火災については，外部

事象防護対象施設を内包する建屋（垂

直外壁面及び天井スラブから選定し

た，火災の輻射に対して最も厳しい箇

所）の表面温度が許容温度となる危険

距離及び屋外の外部事象防護対象施設

の温度が許容温度となる危険距離を算

出し，その危険距離を上回る離隔距離

を確保する設計とする。 

 

 

 

・発電所敷地外半径 10 km 以内の産業

施設，燃料輸送車両及び発電所近く

を航行する船舶の爆発については，

ガス爆発の爆風圧が 0.01 MPa となる

危険限界距離を算出し，その危険限

界距離を上回る離隔距離を確保する

設計とする。また，ガス爆発による

容器破損時に破片に対して，必要な

離隔距離を確保することで，外部事

象防護対象施設の安全機能を損なわ

ない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外⑦-11（p.28へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧(p.16)へ 

⑨(p.16)へ 

⑩(p.16)へ 

⑦(p.6、16)へ 
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(5) 危険物貯蔵施設等に対する設計方針 

危険物貯蔵施設等への熱影響につい

ては，森林火災及び近隣の産業施設の

火災の影響を想定しても，敷地内の危

険物貯蔵施設等の貯蔵物の温度を許容

温度以下とすることで，危険物貯蔵施

設等の火災及び爆発を防止し，外部火

災防護対象施設を収納する建屋及び屋

外の外部火災防護対象施設へ影響を与

えない設計とする。外⑧-1 

 

また，近隣の産業施設の爆発の影響

を想定しても，危険物貯蔵施設等の爆

発を防止し，外部火災防護対象施設を

収納する建屋及び屋外の外部火災防護

対象施設へ影響を与えない設計とす

る。外⑧-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.11.6 危険物貯蔵施設等への影響 

1.7.11.6.1 概要 

危険物貯蔵施設等への熱影響につい

ては，森林火災及び近隣の産業施設の

火災の影響を想定しても，敷地内の危

険物貯蔵施設等の貯蔵物の温度を許容

温度以下とすることで，危険物貯蔵施

設等の火災及び爆発を防止し，設計対

処施設へ影響を与えない設計とする。

外⑧-1  

 

 

また，近隣の産業施設の爆発の影響

を想定しても，危険物貯蔵施設等の爆

発を防止し，設計対処施設へ影響を与

えない設計とする。外⑧-2 

 

1.7.11.6.2 熱影響の評価対象 外◇8  

評価対象は，防火帯及び石油備蓄基

地からの距離が最短となる危険物貯蔵

施設等とする。ただし，森林火災又は

石油備蓄基地火災の発生を想定して

も，建物及び構築物により火炎の輻射

の受熱面がない場合には，その危険物

貯蔵施設等は，当該火災評価の際の評

価対象としない。 

森林火災及び近隣の産業施設の火災

における評価対象を第 1.7.11－７表に

示す。 

 

1.7.11.6.3 熱影響について 外◇8  

(１) 森林火災 

森林火災においては，重油タンク，

水素ボンベ及びプロパンボンベに対

し，火災の燃焼時間を考慮し，一定の

輻射強度で重油タンク，水素ボンベ及

びプロパンボンベが加熱されるものと

して，内部温度を算出する。算出され

る内部温度を貯蔵物の許容温度以下と

することで，危険物貯蔵施設等の火災

及び爆発を防止し，設計対処施設へ影

響を与えない設計とする。 

(２) 近隣の産業施設の火災 

石油備蓄基地火災においては，重油

タンク及びプロパンボンベが受ける火

炎からの輻射強度に基づき，重油タン

ク及びプロパンボンベの表面での放熱

量と入熱量の関係から，表面温度を算

出する。算出した表面温度を貯蔵物の

許容温度以下とすることで，危険物貯

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

危険物貯蔵施設等の配慮が異なることか

ら、必要であり記載が異なる。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

危険物貯蔵施設等の配慮が異なることか

ら、必要であり記載が異なる。 
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 (６) 二次的影響（ばい煙）に対する設計

方針 

外部火災の二次的影響であるばい煙

による影響については，建屋換気設備

等に適切な防護対策を講じることで，

外部火災防護対象施設の安全機能を損

なわない設計とする。外⑨-1 

 

 

 

 

 

 

 

 (a)換気空調系統 

外部火災防護対象施設を収納する建

屋の換気設備の給気系は，フィルタに

より，ばい煙の侵入を防止すること

で，外部火災防護対象施設の安全機能

を損なわない設計とする。外⑨-2 

  

 

制御建屋の中央制御室は，運転員の

居住性を確保するため，制御室の換気

設備の外気取入口に設置するフィルタ

により，一定以上の粒径のばい煙粒子

を捕獲する設計とする。外⑨-3 

また，制御建屋中央制御室換気設備

の外気との連絡口を遮断し，制御建屋

の中央制御室内の空気を再循環するこ

とを保安規定に定めて,管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部火災の二次的影響であるばい煙

による影響については，建屋換気設備

等に適切な防護対策を講じることで，

安全機能を有する施設の安全機能を損

なわない設計とする。外⑨-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蔵施設等の火災及び爆発を防止し，設

計対処施設へ影響を与えない設計とす

る。 

 

1.7.11.6.4 近隣の産業施設の爆発の影

響について 外◇8  

ＭＯＸ燃料加工施設の第１高圧ガス

トレーラ庫は，高圧ガス保安法に基づ

き，着火源を排除するとともに可燃性

ガスが漏えいした場合においても滞留

しない構造とすること及び爆発時に発

生する爆風や飛来物が上方向に開放さ

れる構造として設計することから，危

険物貯蔵施設等に対して影響を与えな

い設計とする。 

また，危険物貯蔵施設等は第１高圧

ガストレーラ庫に対する危険限界距離

（55ｍ）以上の離隔距離を確保する設

計とする。 

 

 

1.7.11.7 二次的影響評価 

1.7.11.7.1 概要 

ばい煙及び有毒ガスによる影響につ

いては，外部火災ガイドを参考として

第 1.7.11－８表の設備を対象とし，ば

い煙及び有毒ガスの侵入を防止するた

め，適切な対策を講ずることで外部火

災防護対象施設の安全機能を損なわな

い設計とする。外◇9 、外◇10  ただし，

他に二次的影響が想定される爆風につ

いては，「1.7.11.4 近隣の産業施設

の火災及び爆発」で示す。外◇9 、外◇10  
 

1.7.11.7.2 ばい煙の影響 

(１) 換気空調系統 

設計対処施設の各建屋の換気設備の

給気系は，粒子フィルタ又は中性能フ

ィルタにより，ばい煙の侵入を防止す

ることで，外部火災防護対象施設の安

全機能を損なわない設計とする。外⑨-

2 

 

制御建屋の中央制御室は，運転員の

居住性を確保するため，制御建屋中央

制御室換気設備の外気取入口に高性能

粒子フィルタを設置し，一定以上の粒

径のばい煙粒子を捕獲するとともに，

制御建屋中央制御室換気設備の外気と

の連絡口を遮断し，制御建屋の中央制

御室内の空気を再循環する措置を講ず

る設計とする。外⑨-3 再循環につい

ては，制御建屋の中央制御室内の酸素

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (d) 二次的影響（ばい煙）に対する設計

方針 

屋外に開口しており空気の流路とな

る施設及び換気空調設備に対し，ばい

煙の侵入を防止するため適切な防護対

策を講じることで，外部事象防護対象

施設の安全機能を損なわない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

イ. 換気空調設備 

外部火災によるばい煙が発生した

場合には，侵入を防止するためフィ

ルタを設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

なお，室内に滞在する人員の環境

劣化を防止するために，ばい煙の侵

入を防止するよう外気取入ダンパの

閉止及び閉回路循環運転の実施によ

る外気の遮断を保安規定に定めて管

理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

施設の違いにより、記載が異なる。 

【許可からの変更点等】 

冒頭で安全機能を有する施設

への考え方を整理しており、

ここでは、事業変更許可申請

書の添付書類六の記載から外

部火災防護対象施設に記載を

見直した。 

【許可からの変更点等】 

設計方針としてフィルタの設

置が必要であり、粒子や中性

能といった仕様として不要な

記載を省略し、フィルタとし

た。 

【許可からの変更点等】 

設計方針としてフィルタの設

置が必要であり、高性能粒子

といった不要な記載を省略

し、フィルタとした。 

⑪(p.35)へ 
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使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室については，必要に応じて

外気との連絡口を遮断し，運転員への

影響を防止することを保安規定に定め

て,管理する。  

 

 

 

 

(b)ディーゼル発電機 

外部火災防護対象施設の第１非常用

ディーゼル発電機及び第２非常用ディ

ーゼル発電機についてはフィルタやワ

イヤーネットにより，ばい煙の侵入を

防止することで，安全機能を損なわな

い設計とする。外⑨-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (c)安全空気圧縮機系の圧縮空気 

外部火災防護対象施設の安全圧縮空

気系の空気圧縮機の吸気側について

は，フィルタにより，ばい煙の侵入を

防止することで，安全機能を損なわな

い設計とする。外⑨-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

濃度及び二酸化炭素濃度の影響を考慮

する。これにより，再処理事業所内に

おいてばい煙が発生した場合において

も，再循環する措置を講ずることで制

御建屋の中央制御室の居住性を損なわ

ない設計とする。外◇9  また，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室については，必要に応じて外気との

連絡口を遮断し，運転員への影響を防

止する設計とする。外◇9   

 

 

 

 

 

 

 

(２) ディーゼル発電機 

外部火災防護対象施設の第１非常用

ディーゼル発電機については中性能フ

ィルタ，第２非常用ディーゼル発電機

についてはステンレス製ワイヤーネッ

トにより，ばい煙の侵入を防止するこ

とで，安全機能を損なわない設計とす

る。外⑨-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (３) 安全圧縮空気系の空気圧縮機 

外部火災防護対象施設の空気圧縮機

の吸気側については，中性能フィルタ

により，ばい煙の侵入を防止すること

で，安全機能を損なわない設計とす

る。外⑨-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ. 計測制御設備（安全保護系） 

外部事象防護対象施設のうち空調

系統にて空調管理されており間接的

に外気と接する制御盤や施設につい

ては，空調系統にフィルタを設置す

ることによりばい煙が侵入しにくい

設計とする。 

 

ハ. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。） 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）については，フィルタを設置

することによりばい煙が侵入しにく

い設計とする。また，ばい煙が侵入

したとしてもばい煙が流路に溜まり

にくい構造とし，ばい煙により閉塞

しない設計とする。 

 

ニ. 残留熱除去系海水系ポンプ及び非

常用ディーゼル発電機（高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）用海水ポンプ 

残留熱除去系海水系ポンプ及び非

常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を含

む。）用海水ポンプについては，モ

ータ部を全閉構造とすることによ

り，ばい煙により閉塞しない設計と

する。 

 

空気冷却部は，ばい煙が侵入した

場合においてもばい煙が流路に溜ま

りにくい構造とし，ばい煙により閉

塞しない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

施設の違いにより、安全空気圧縮機系の

圧縮空気の配慮が必要であり記載が異な

る。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

施設の違いにより、記載

が異なる。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

施設の違いにより、記載

が異なる。 

【許可からの変更点等】 

設計方針としてフィルタの設

置が必要であり、中性能やス

テンレス製といった仕様とし

て不要な記載を省略し、フィ

ルタとした。 

【許可からの変更点等】 

設計方針としてフィルタの設置が必

要であり、中性能といった仕様とし

て不要な記載を省略し、フィルタと

した。 
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(ｄ)収納管及び通風管 

ガラス固化体貯蔵設備の収納管と通

風管については，外気とともに自然空

冷の通気流路にばい煙が流入するが，

流路の閉塞を防止する構造とし，安全

機能を損なわない設計とする。外⑨-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(７) 二次的影響（有毒ガス）に対する設

計方針 

有毒ガスによる影響については，中

央制御室換気設備の連絡口との外気取

入れを遮断し運転員の作業環境を確保

するため制御建屋の制御室内空気を再

循環することにより，居住性に影響を

及ぼさない設計とする。外⑩-1 

 

 

なお，制御建屋の中央制御室内空気

を外気から遮断し，再循環を行うこと

を保安規定に定めて,管理する。 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室については，必要に応じて

外気との連絡口を遮断し，運転員への

影響を防止することを保安規定に定め

て,管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，有毒ガスによる影響については，

運転員の作業環境を確保するため制御建

屋の中央制御室内空気を再循環する設計

とし，居住性に影響を及ぼさない設計と 

する。外⑩-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (４) ガラス固化体貯蔵設備の収納管及

び通風管 

ガラス固化体貯蔵設備は，間接自然

空冷貯蔵方式により，貯蔵するガラス

固化体からの崩壊熱を利用して冷却空

気入口シャフトから外気を取り入れ，

外部火災防護対象施設である収納管と

通風管で形成する円環流路を上昇しな

がらガラス固化体を冷却し，冷却空気

出口シャフトより排出している。 

外気とともに自然空冷の通気流路に

ばい煙が流入するが，流路の閉塞を防

止する構造とし，安全機能を損なわな

い設計とする。外⑨-7 

 

 

 

 

 

 

1.7.11.7.3 有毒ガスの影響 

 

制御建屋の中央制御室は，運転員の

居住性を確保するため，有毒ガスの侵

入を防止できるよう，制御建屋中央制

御室換気設備の外気との連絡口を遮断

し，制御建屋の中央制御室内の空気を

再循環する措置を講ずる設計とする。

外⑩-2再循環については，制御建屋の

中央制御室内の酸素濃度及び二酸化炭

素濃度の影響を考慮する。これによ

り，再処理事業所内において有毒ガス

が発生した場合においても，再循環す

る措置を講ずることで制御建屋の中央

制御室の居住性を損なわない設計とす

る。また，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室については，必要

に応じて外気との連絡口を遮断し，運

転員への影響を防止する設計とする。 

外◇10  

1.7.11.8 消火体制 外◇11  

外部火災発生時には，再処理事業部

長等により編成する自衛消防隊を設置

し，再処理施設への影響を軽減するた

め，自衛消防隊の消火班により事前散

水を含む消火活動を実施する。また，

外部火災発生時に必要となる通報連絡

者及び初期消火活動のための要員とし

て自衛消防隊の消火班のうち消火専門

隊は敷地内に常駐する運用とする。自

衛消防隊組織図を，第 1.7.11－６図に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (e) 有毒ガスに対する設計方針 

 

外部火災起因を含む有毒ガスが発生

した場合には，室内に滞在する人員の

環境劣化を防止するために設置した外

気取入ダンパを閉止し，建屋内の空気

を閉回路循環運転させることにより，

有毒ガスの侵入を防止する設計とす

る。 

 

 

なお，外気取入ダンパの閉止及び閉

回路循環運転の実施による外気の遮断

を保安規定に定めて管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

主要道路，鉄道線路，定期航路及び

石油コンビナート施設は離隔距離を確

保することで事故等による火災に伴う

発電所への有毒ガスの影響がない設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

施設の違いにより、ガラス固化体貯蔵設

備の収納管と通風管の配慮が必要であり

記載が異なる。 

【許可からの変更点等】 

ガラス固化体貯蔵設備給排気状況説明

については省略し、設計方針として、

対策が必要な収納管と通風管の記載と

する。 

⑫(p.35)へ 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では、該当する設備がないこと

から記載が異なる。 
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(8) 必要な機能を損なわないための運用

上の措置 

外部火災に関する設計条件等に係る新知

見の収集や防護措置との組合せにより安

全機能や重大事故等の対処に必要な機能

を損なわないための運用上の措置とし

て，以下を保安規定に定めて，管理す

る。 

 

・外部火災の評価の条件及び新知見に

ついて，定期的に確認を行うこと。外

②-3外③-12 

 

・外部火災の評価条件の変更や新知見

が得られた場合に評価を行うこと。 

外②-3外③-12 

 

・防火帯内には原則として可燃物となる

ものは設置しないこと，可燃物を含む

機器等を設置する場合には，必要最小

限とするとともに，不燃性シートで覆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.11.9 火災防護計画を策定する

ための方針 外◇11  

 

外部火災に対する対策を実施するた

め，以下の内容を含めた火災防護計画

を定める。 

(１) 外部火災に対する消火設備の選定

方針，設置目的及び運用方法 

(２) 外部火災に対する消火活動を実施

するための消火栓等の消火設備の設

置並びに大型化学高所放水車，消防

ポンプ付水槽車及び化学粉末消防車

の配備 

(３) 外部火災の対応に必要な設備の維

持管理に係る体制及び手順 

(４) 初期消火活動及びその後の消火活

動に係る体制並びに火災時の装備 

(５) 再処理施設が影響を受けるおそれ

がある場合の工程停止等の措置 

(６) 計画を遂行するための体制の整備

（責任の所在，責任者の権限，体制

の運営管理，必要な要員の確保に係

る事項を含む）並びに教育及び訓練 

(７) 外部火災発生時の対応，防火帯の

維持及び管理並びにばい煙及び有毒

ガス発生時の対応に係る手順 

(８) 外部火災発生時における再処理施

設の保全のための活動を行う体制の

整備 

 

1.7.11.10 手順等 外◇11  

外部火災に対しては，火災発生時の

対応，防火帯の維持及び管理並びにば

い煙及び有毒ガス発生時の対応を適切

に実施するための対策を火災防護計画

に定める。火災防護計画には，計画を

遂行するための体制，責任の所在，責

任者の権限，体制の運営管理，必要な

要員の確保，教育訓練及び外部火災発

生時の対策を実施するために必要な手

順を定める。 

以下に外部火災に対する必要な手順等を

示す。 

 

 

 

 

(１) 防火帯の維持及び管理に係る手順

並びに防火帯に可燃物を含む機器等

を設置する場合には，延焼防止機能

を損なわないよう必要最小限とする

とともに，不燃性シートで覆う等の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，保安規定に植生管理（隣接事

業所を含む）により必要となる離隔距

離を維持することを定め管理すること

で津波防護施設の機能を維持する設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外②-3（p.35から） 

外③-12（p.35から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，新知見の定期的な確

認、評価について明記したため記載が

異なる。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，新知見の定期的な確

認、評価について明記したため記載が

異なる。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，手順として不燃化対

策を定めることを明記しており、運用

管理の違いから記載が異なる。 

【許可からの変更点】 

事業許可において示した、防火帯設計

（幅）の管理に必要な「植生に大きな変更

があった場合の再解析」（外③-12）の手

順、各施設の火災源からの離隔設計管理に

必要な「評価条件に変更があった場合の影

響評価」（外②-3）の手順をまとめ、新知

見の確認について明確化した上で、「定期

的な確認」及び「変更があった場合に評

価」を行うことを明記した。 

②(p.12)から 
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う等の対策を行うこと。外③-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・耐火被覆の定期的な保守管理を行う

こと。外⑦-13 

 

 

・航空機墜落火災が発生した場合は，

火災の影響を確認し，復旧するまでの

間，関連する工程を停止すること。外

⑦-8 

 

・制御建屋中央制御室換気設備の外気と

の連絡口を遮断し，制御建屋の中央制

御室内の空気を再循環すること。外⑨-

8、外⑩-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

・屋外の重大事故等対処設備について

は，消防車による初期消火、必要に応

じて設備の移動を行うこと。外⑫-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策を実施する手順を整備する。外

③-11 

(２) 設計対処施設及び危険物貯蔵施設

等の設計変更に当たっては，外部火

災によって，外部火災防護対象施設

の安全機能を損なうことがないよう

影響評価を行い確認する手順を整備

する。外◇11  

(３) 外部火災によるばい煙及び有毒ガ

ス発生時には，必要に応じてフィル

タ交換の対策を実施する手順を整備

する。また，対策に必要な資機材を

整備する。外◇11  

(４) 敷地外の外部火災に対する事前散

水を含む消火活動及び敷地内の外部

火災に対する消火活動については，

敷地内に常駐する自衛消防隊の消火

班が実施する手順を整備する。ま

た，消火活動に必要な消火栓等の消

火設備の設置並びに大型化学高所放

水車，消防ポンプ付水槽車，化学粉

末消防車及びその他資機材の配備を

実施する。外◇11  

(５) 外部火災の対応に必要な設備の維

持管理に係る手順を整備する。外⑦-

13 

(６) 外部火災によるばい煙及び有毒ガ

スの発生時には，必要に応じ制御建

屋中央制御室換気設備の外気との連

絡口を遮断し，制御建屋の中央制御

室内空気を再循環することにより，

中央制御室内へのばい煙及び有毒ガ

スの侵入を防止する手順を整備す

る。また，使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室については，

必要に応じて外気との連絡口を遮断

し，運転員への影響を防止する手順

を整備する。外⑨-8、外⑩-4 

(７) 外部火災発生時の連絡体制，防護

対応の内容及び手順の火災防護に関

する教育並びに総合的な訓練を定期

的に実施する手順を整備する。外◇11  

(８) 敷地周辺及び敷地内の植生に関す

る定期的な現場確認を実施する手順

を整備する。また，ＦＡＲＳＩＴＥ

の入力条件である植生に大きな変化

があった場合は，再解析を実施する

手順を定める。外③-12 

(９) 外部火災の評価の条件に変更があ

った場合は，外部火災防護対象施設

の安全機能への影響評価を実施する

手順を定める。外②-3 

(10) 敷地内の外部火災が発生した場合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，室内に滞在する人員の環境

劣化を防止するために，ばい煙の侵

入を防止するよう外気取入ダンパの

閉止及び閉回路循環運転の実施によ

る外気の遮断を保安規定に定めて管

理する。 

 

 

 

 

なお，外気取入ダンパの閉止及び閉

回路循環運転の実施による外気の遮断

を保安規定に定めて管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外⑦-8（p.36から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

外③-12(p.34へ) 

 

 

 

 

 

 

外②-3（p.34へ） 

 

外⑫-3（p.4 から） 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，重大事故対処施設の設計

について、本項で記載するため記載が異な

る。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，航空機墜落火災の対策と

して耐火被覆の施工が必要であり、耐火被

覆の維持管理に関する運用管理が必要であ

ることから記載が異なる。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，航空機が墜落し建屋等の

直近での火災が想定することから、建屋表

面や竜巻飛来物防護ネット等の影響の確認

及び耐火被覆の保修を行う必要があり記載

が異なる。 

【等の解釈】 

「不燃シートで覆う等」の指す内容は不燃

シートでの養生、不燃性の電線管への交

換、防火テープの巻き付けなどがあり、当

該箇所では許可の記載を用いた。 

【許可からの変更点】 

基本設計方針に記載される耐火被覆の耐環

境性対策に対し、「外部火災の対応に必要

な設備の維持管理の手順」の記載が必要で

あり具体的にこの手順について記載した。 

⑫(p.33)から 

⑪(p.31)から 
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は，再処理施設の工程停止等の措置

を講ずる手順を整備する。また，敷

地外の外部火災が発生した場合は，

火災の状況に応じて，再処理施設が

影響を受ける場合には工程停止等の

措置を講ずる手順を整備する。さら

に，必要に応じて運転員が消火活動

の支援を行えるよう，手順を整備す

る。外⑦-8 

 

1.9.9 外部からの衝撃による損傷の防止 

（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第九条 安全機能を有する施設は，想定さ

れる自然現象（地震及び津波を除く。次

項において同じ。）が発生した場合にお

いても安全機能を損なわないものでなけ

ればならない。 

２ 安全上重要な施設は，当該安全上重要

な施設に大きな影響を及ぼすおそれがあ

ると想定される自然現象により当該安全

上重要な施設に作用する衝撃及び設計基

準事故時に生ずる応力を適切に考慮した

ものでなければならない。 

３ 安全機能を有する施設は，工場等内又

はその周辺において想定される再処理施

設の安全性を損なわせる原因となるおそ

れがある事象であって人為によるもの

（故意によるものを除く。）に対して安

全機能を損なわないものでなければなら

ない。 

 

適合のための設計方針 

第１項及び第２項について 

安全機能を有する施設は，設計基準に

おいて想定される自然現象（地震及び津

波を除く。）に対して再処理施設の安全

性を損なわない設計とする。また，安全

上重要な施設は，想定される自然現象に

より作用する衝撃及び設計基準事故時に

生ずる応力を適切に考慮する。外◇1  

 

(10) 森林火災 

安全機能を有する施設は，森林火災の

影響が発生した場合においても安全機能

を損なわない設計とすること，若しくは

森林火災による損傷を考慮して，代替設

備により必要な機能を確保すること，安

全上支障のない期間で修理を行うこと又

はそれらを適切に組み合わせることによ

り，その安全機能を損なわない設計とす

る。外◇1  

森林火災については，ＦＡＲＳＩＴＥ

による影響評価により算出される最大火
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））（37 / 41） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
線強度に基づいた防火帯幅を敷地内に確

保する設計とする。外◇1  

また，火炎からの離隔距離の確保等に

より，外部火災防護対象施設を収納する

建屋外壁等の温度を許容温度以下とする

ことで，外部火災防護対象施設の安全機

能を損なわない設計とする。上記に含ま

れない安全機能を有する施設について

は，森林火災により損傷した場合を考慮

して代替設備により必要な機能を確保す

ること，安全上支障が生じない期間に修

理を行うこと又はそれらを組み合わせる

ことにより，安全機能を損なわない設計

とする。外◇1  
森林火災により発生するばい煙の影響

に対しては，外部火災防護対象施設を収

納する建屋の換気設備，外気を直接設備

内に取り込む外部火災防護対象施設は，

フィルタによりばい煙の侵入を防止する

設計とするか，ばい煙が侵入しても閉塞

を防止する構造とし，外部火災防護対象

施設の安全機能を損なわない設計とす

る。外◇9

制御建屋の中央制御室については，制

御建屋中央制御室換気設備の外気との連

絡口を遮断し，制御建屋の中央制御室内

空気を再循環する措置を講じ，運転員の

居住性を確保する設計とする。また，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室については，必要に応じて外気との

連絡口を遮断し，運転員への影響を防止

する設計とする。外◇9  

(12) 異種の自然現象の重畳及び自然現象

と設計基準事故の組合せ外◇1

再処理施設の設計において考慮する自

然現象については，その特徴を考慮し，

必要に応じて異種の自然現象の重畳を想

定する。重畳を想定する組合せの検討に

当たっては，同時に発生する可能性が極

めて低い。 

組合せ，再処理施設に及ぼす影響モー

ドが異なる組合せ及び一方の自然現象の

評価に包絡される組合せを除外し，積雪

及び風（台風）,積雪及び竜巻，積雪及び

火山の影響（降灰），積雪及び地震，風

（台風）及び火山の影響（降灰）並びに

風（台風）及び地震の組合せを考慮す

る。また，安全上重要な施設は，自然現

象又はその組合せにより安全機能を損な

わない設計とする。安全上重要な施設の

安全機能を損なわなければ設計基準事故

に至らないため，安全上重要な施設に大
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））（38 / 41） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
きな影響を及ぼすおそれがあると想定さ

れる自然現象又はその組合せと設計基準

事故に因果関係はない。したがって，因

果関係の観点からは，安全上重要な施設

に大きな影響を及ぼすおそれがあると想

定される自然現象により安全上重要な施

設に作用する衝撃及び設計基準事故時に

生ずる応力②を組み合わせる必要はな

く，安全上重要な施設は，個々の自然現

象又はその組合せに対して安全機能を損

なわない設計とする。また，安全上重要

な施設は，設計基準事故の影響が及ぶ期

間に発生すると考えられる自然現象によ

り当該安全上重要な施設に作用する衝撃

及び設計基準事故時に生じる応力を適切

に考慮する設計とする。 

第３項について 

安全機能を有する施設は，設計基準にお

いて想定される人為事象に対して再処理

施設の安全性を損なわない設計とする。

外◇1  
(２) 爆発

安全機能を有する施設は，敷地内又は

その周辺において想定される爆発に対し

て安全機能を損なわない設計とするこ

と，若しくは爆発による損傷を考慮し

て，代替設備により必要な機能を確保す

ること，安全上支障のない期間で修理を

行うこと又はそれらを適切に組み合わせ

ることにより，その安全機能を損なわな

い設計とする。敷地周辺 10ｋｍの範囲内

に存在する石油コンビナートとしては，

石油備蓄基地があるが，危険物のみを有

する施設であり，爆発の影響評価の対象

となる高圧ガスを貯蔵していない。外◇1  
敷地周辺 10ｋｍの範囲内に存在する高

圧ガス貯蔵施設としては，敷地内に設置

されるＭＯＸ燃料加工施設の第１高圧ガ

ストレーラ庫を対象とする。外◇1

ＭＯＸ燃料加工施設の第１高圧ガスト

レーラ庫は，高圧ガス保安法に基づき，

着火源を排除するとともに爆発時に発生

する爆風や飛来物が上方向に開放される

構造として設計することから，外部火災

防護対象施設を収納する建屋等に対して

影響を与えない設計とする。また，外部

火災防護対象施設を収納する建屋等は危

険限界距離以上の離隔を確保し，外部火

災防護対象施設の安全機能を損なわない

設計とする。外◇1

(３) 近隣の産業施設の火災及び航空機墜
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別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））（39 / 41） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
落による火災 

ａ．近隣の産業施設の火災外◇1  

安全機能を有する施設は，敷地内又は

その周辺において想定される近隣の産業

施設の火災に対して安全機能を損なわな

い設計とすること，若しくは近隣の産業

施設の火災による損傷を考慮して，代替

設備により必要な機能を確保すること，

安全上支障のない期間で修理を行うこと

又はそれらを適切に組み合わせることに

より，その安全機能を損なわない設計と

する。敷地周辺 10ｋｍの範囲内に存在す

る石油コンビナートとしては，再処理施

設に与える影響が大きい石油備蓄基地

（敷地西方向約 0.9ｋｍ）を対象とする。

石油備蓄基地の原油タンク火災による輻

射強度を考慮した場合においても，離隔

距離の確保等により，外部火災防護対象

施設を収納する建屋外壁等の温度を許容

温度以下とすることで，外部火災防護対

象施設の安全機能を損なわない設計とす

る。 

また，敷地内に存在する危険物貯蔵施

設等の火災による輻射強度を考慮した場

合においても，外部火災防護対象施設を

収納する建屋の外壁温度等を許容温度以

下とすること等により外部火災防護対象

施設の安全機能を損なわない設計とす

る。 

ｂ．航空機墜落による火災外◇1  
安全機能を有する施設は，敷地内又は

その周辺において想定される航空機墜落

による火災に対して安全機能を損なわな

い設計とすること，若しくは航空機墜落

による火災による損傷を考慮して，代替

設備により必要な機能を確保すること，

安全上支障のない期間で修理を行うこと

又はそれらを適切に組み合わせることに

より，その安全機能を損なわない設計と

する。 

航空機墜落による火災については，建

屋外壁等の外部火災防護対象施設を収納

する建屋等への影響が厳しい地点に墜落

した場合を想定し，火炎からの輻射強度

の影響により，建屋外壁等の温度上昇を

考慮した場合においても，外部火災防護

対象施設の安全機能を損なわない設計と

する。また，熱影響により外部火災防護

対象施設の安全機能を損なうおそれがあ

る場合には，耐火被覆又は遮熱板等の対

策を講ずることにより安全機能を損なわ

ない設計とする。さらに，航空機墜落に
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））（40 / 41） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
よる火災と危険物貯蔵施設等の火災及び

爆発との重畳を考慮した場合において

も，外部火災防護対象施設の安全機能を

損なわない設計とする。 

 

ｃ．二次的影響（ばい煙及び有毒ガス）

外◇1  
安全機能を有する施設は，敷地内又は

その周辺において想定される近隣の産業

施設の火災及び航空機墜落による火災に

より発生する二次的影響（ばい煙及び有

毒ガス）に対して安全機能を損なわない

設計とする。近隣の産業施設の火災及び

航空機墜落による火災により発生するば

い煙の影響に対しては，外部火災防護対

象施設を収納する建屋の換気設備，外気

を直接設備内に取り込む外部火災防護対

象施設は，フィルタによりばい煙の侵入

を防止する設計とするか，ばい煙が侵入

しても閉塞を防止する構造とし，外部火

災防護対象施設の安全機能を損なわない

設計とする。 

制御建屋の中央制御室については，制

御建屋中央制御室換気設備の外気との連

絡口を遮断し，制御建屋の中央制御室内

空気を再循環する措置を講じ，運転員の

居住性を確保する設計とする。また，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室については，必要に応じて外気との

連絡口を遮断し，運転員への影響を防止

する設計とする。 

 

(４) 有毒ガス外◇10  

安全機能を有する施設は，敷地内及び

敷地周辺で発生する有毒ガスに対して安

全機能を損なわない設計とする。また，

再処理施設は，想定される有毒ガスの発

生に対し，制御建屋中央制御室換気設備

により，中央制御室の居住性を損なわな

い設計とする。再処理施設周辺の固定施

設で発生する可能性のある有毒ガスとし

ては，六ヶ所ウラン濃縮工場から漏えい

する六ふっ化ウランが加水分解して発生

するふっ化ウラニル及びふっ化水素を想

定する。これらの有毒ガスが，再処理施

設の安全機能に直接影響を及ぼすことは

考えられない。また，六ヶ所ウラン濃縮

工場において六ふっ化ウランを正圧で扱

う工程における漏えい事故が発生したと

仮定しても，六ふっ化ウランが加水分解

して発生するふっ化ウラニル及びふっ化

水素の濃度は公衆に対する影響が十分に

小さい値となることから，六ヶ所ウラン
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第８条（外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））（41 / 41） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
濃縮工場の敷地外に立地する再処理施設

の運転員に対しても影響を及ぼすことは

ない。 

再処理施設周辺の可動施設から発生す

る有毒ガスについては，敷地周辺には鉄

道路線がないこと，最も近接する幹線道

路については中央制御室が設置される制

御建屋までは約 700ｍ離れていること及び

海岸から再処理施設までは約５ｋｍ離れ

ていることから，幹線道路及び船舶航路

にて運搬される有毒ガスが漏えいしたと

しても，再処理施設の安全機能及び運転

員に影響を及ぼすことは考え難い。 

万一，六ヶ所ウラン濃縮工場又は可動施

設から発生した有毒ガスが中央制御室に

到達するおそれがある場合には，必要に

応じて制御建屋中央制御室換気設備の外

気との連絡口を遮断し，制御建屋の中央

制御室内空気を再循環する措置を講ずる

ことにより，運転員への影響を防止する

ことで再処理施設の安全機能を損なわな

い設計とする。使用済燃料受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室においても，必要に

応じて外気との連絡口を遮断し，運転員

への影響を防止することで再処理施設の

安全機能を損なわない設計とする。 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

別紙１② 

第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災） 

１．技術基準の条文、解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 設工認資料作成の考え方（理由） 項・

号 

解

釈 

添付書類 

外① 外部火災防護設計の方針 技術基準の要求事項に対する基本方針に

ついて記載する。 

１、

２ 
- a 

外② 
外部火災防護に必要な措置 

外部火災防護のために必要な措置 

（事業指定本文に記載している内容） 
１ - a 

外③ 
森林火災防護措置 

森林火災に関する技術基準の要求事項に

対する基本方針について記載する。 
２ - a 

外④ 近隣の産業施設（近隣の工場，石

油コンビナート等特別防災区域，

危険物貯蔵所及び高圧ガス貯蔵施

設）の火災・爆発 

近隣の産業施設に関する技術基準要求事

項に対する基本方針について記載する。 
２ - a 

外⑤ 近隣の産業施設の火災と森林火災

の重畳に対する防護措置 

近隣の産業施設の火災と森林火災の重畳

に関する技術基準の要求事項に対する基

本方針について記載する。 

２ - a 

外⑥ 敷地内の危険物貯蔵施設等、敷地

内に設置されるMOX燃料加工施設

の第１高圧ガストレーラ庫の火

災・爆発火災の防護措置 

敷地内の危険物貯蔵施設等の火災・爆発に

関する技術基準の要求事項に対する基本

方針について記載する。 

１、

２ 
- a 

外⑦ 航空機墜落による火災防護措置 航空機墜落火災に関する技術基準の要求

事項に対する基本方針について記載する。 
２ - a 

外⑧ 危険物貯蔵施設等に対する火災防

護措置 

危険物貯蔵施設等に対する技術基準の要求

事項に対する基本方針について記載する。 

１，

２ 
- a 

外⑨ 二次的影響（ばい煙）に対する防

護措置 

二次的影響（ばい煙）に対する技術基準の

要求事項に対する基本方針について記載

する。 

１、

２ 
- a 

外⑩ 有毒ガスの影響に対する防護措置 有毒ガスの影響に対する技術基準の要求

事項に対する基本方針について記載する。 

１，

２ 
- a 

外⑪ 外部火災影響評価の定期的な実施 影響評価の実施について，保安規定にて担

保する。 

１，

２ 
- a 

外⑫ 重大事故等対処施設への措置 重大事故対処施設について記載する - - - 

２．事業変更許可申請書の本文のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

外□1  記載の明細化・重複 設置許可本文の記載を具体的な記載や重複を修文して

基本設計方針に記載するため，記載しない。 
－ 

３．事業変更許可申請書の添六のうち、基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

外◇1  本文と添付 6の重複記載 本文と同じ趣旨であり記載しない、又は添付 6内での

具体的な内容の展開であるため添付書類に記載する。 
－ 

4748■■■■■■48■■47



設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 

別紙１② 

外◇2  評価対象施設 設計対処施設の選定方針については外①で説明してお

り、詳細は添付書類にて記載する。 
a 

外◇3  森林火災の評価に関する事項 森林火災については外③で説明しており、詳細は添付

書類にて記載する。 
a 

外◇4  近隣の産業施設（近隣の工場，石

油コンビナート等特別防災区域，

危険物貯蔵所及び高圧ガス貯蔵施

設）の火災・爆発の評価に関する

事項 

近隣の産業施設の火災及び爆発については外④で説明

しており、詳細は添付書類にて記載する。 
a 

外◇5  近隣の産業施設の火災と森林火災

の重畳の評価に関する事項 

近隣の産業施設の火災と森林火災の重畳については外

⑤で説明しており、詳細は添付書類にて記載する。
a 

外◇6  敷地内の危険物貯蔵施設等、敷地

内に設置される MOX 燃料加工施設

の第１高圧ガストレーラ庫の火

災・爆発火災の評価に関する事項 

敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の火災及び爆発に

ついては外⑥で説明しており、詳細は添付書類にて記

載する。 

a 

外◇7  航空機墜落による火災の評価に関

する事項 

航空機墜落による火災については外⑦で説明してお

り、詳細は添付書類にて記載する。 
a 

外◇8  危険物貯蔵施設等への熱影響の評

価に関する事項 

危険物貯蔵施設等への影響については外⑧で説明して

おり、詳細は添付書類にて記載する。 
a 

外◇9  二次的影響（ばい煙）の評価に対

する事項 

二次的影響（ばい煙）ついては外⑨で説明しており、詳

細は添付書類にて記載する。 
a 

外◇10  有毒ガスの影響の評価に対する事

項 

有毒ガスの影響については外⑩②で説明しており、詳

細は添付書類にて記載する。 
a 

外◇11  体制・手順 設備設計の前提となる運用ではなく，詳細は保安規定

にて詳細に説明するため，基本設計方針に記載しない。 
a 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅵ-1-1-1-4 外部火災への配慮に関する説明書 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

3.3.3　外部火災
安全機能を有する施設は，想定される外部火災において，最も厳しい
火災が発生した場合においても，防火帯の設置，離隔距離の確保，建
屋による防護，耐火被覆又は遮熱板により，その安全機能を損なわな
い設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ○ 基本方針 －

2

外部火災から防護する施設（以下「外部火災防護対象施設」とい
う。）としては，安全評価上その機能を期待する構築物，系統及び機
器を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な構築物，系統及び機器
を抽出し，外部火災により冷却，水素掃気，火災及び爆発の防止，臨
界の防止等の安全機能を損なわないよう機械的強度を有すること等に
より，安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
定義

基本方針
基本方針
対象選定

○ 基本方針 －

3
また，外部火災防護対象施設等に波及的影響を及ぼして安全機能を損
なわせるおそれがある施設の影響を考慮した設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針
対象選定

○ 基本方針 －

4

上記に含まれない安全機能を有する施設については，外部火災に対し
て機能を維持すること若しくは外部火災による損傷を考慮して代替設
備により必要な機能を確保すること，安全上支障が生じない期間での
修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，安全機
能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ○ 基本方針 －

5
なお，使用済燃料収納キャスクは再処理施設内に一時的に保管される
ことを踏まえ，外部火災により使用済燃料収納キャスクに波及的破損
を与えない設計とする。

評価要求
使用済燃料輸送容器管理建屋（使用
済燃料収納使用済燃料輸送容器保管
庫）

基本方針
対象選定
設計方針（使用済燃料輸
送容器に対する熱影響評
価）
評価条件
評価方法
評価

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮に関する基本方針
2.外部火災防護に関する基本方針
2.1基本方針
2.1.1外部火災から防護すべき施設
2.2.2外部火災から防護すべき施設の設計方針
f.外部火災防護対象施設に含まれない安全機能を
有する施設に対する設計方針
Ⅵ-1-1-1-4-2　外部火災の影響を考慮する施設の
選定
2.1外部火災防護対象施設の選定
Ⅵ-1-1-1-4-4外部火災防護における許容温度、許
容応力の設定根拠
2.設定根拠
Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火災防護における評価方針
4.5　使用済燃料収納キャスクの波及的破損を及ぼ
し得る施設の影響評価
Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火災防護における評価条件及
び評価結果
2.5　使用済燃料収納キャスクに波及的破損を及ぼ
し得る施設の影響評価

【外部火災防護に対する基本方針、外部火災の影
響を考慮する施設の選定の基本方針及び外部火災
防護における評価の基本方針】
・使用済燃料を収納しているキャスクに波及的影
響を与える施設については，波及的破損を与えな
い施設を対象とし、波及的破損を及ぼさない事を
評価する。
【評価に使用する許容温度について】
使用済燃料収納キャスクについて許容温度と根拠
を示す。
【使用済燃料収納キャスクに波及的破損を及ぼし
得る施設の影響評価の方法】
・使用済燃料収納キャスクに波及的破損を及ぼし
得る施設については、外部火災防護対象施設の評
価に準じて、キャスクに対し波及的破損が無いよ
う、離隔距離等が適切に確保されていることを確
認する。
【使用済燃料収納キャスクに波及的影響を及ぼし
得る施設の評価結果】
評価結果を示す。

－ － － － － － － － － － －

6
さらに，重大事故等対処設備についても、外部火災からの影響に対
し，必要な機能を損なわれないよう，防護措置その他の適切な措置を
講ずる設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針
対象選定

－ － － － － － － － － － －

7

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等
対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用
する常設重大事故等対処設備は，外部火災による損傷を考慮して，代
替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での
修理の対応を行うこと又はこれらを適切に組み合わせることにより，
その機能を損なわない設計とする。また，機能が確保できない場合に
は，関連する工程を停止すること等を保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言
運用要求

基本方針 基本方針 － － － － － ○ － 基本方針 －

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮
に関する基本方針
1.概要
2.外部火災防護に関する基本方針
2.1基本方針
2.1.1外部火災から防護すべき施
設
2.2.2外部火災から防護すべき施
設の設計方針
f.外部火災防護対象施設に含まれ
ない安全機能を有する施設に対す
る設計方針
2.1.3　外部火災防護対象施設及
び重大事故等対処設備の評価方針

【外部火災防護に対する基本方
針】
・常設重大事故等対処設備のうち
安全上重要な施設以外の安全機能
を有する施設と兼用する常設重大
事故等対処設備については代替設
備又は安全上支障のない期間で修
繕等の対応を行う。

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回申請と同一

添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

添付書類　構成

第１回申請と同一

第１回申請と同一

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮に
関する基本方針
1.概要
2.外部火災防護に関する基本方針
2.1基本方針
2.1.1外部火災から防護すべき施設
2.2.2外部火災から防護すべき施設
の設計方針
f.外部火災防護対象施設に含まれ
ない安全機能を有する施設に対す
る設計方針
2.1.3　外部火災防護対象施設及び
重大事故等対処設備の評価方針

Ⅵ-1-1-1-4-2　外部火災の影響を
考慮する施設の選定1.概要
2.選定の基本方針
2.1外部火災防護対象施設の選定

【外部火災防護に対する基本方
針】
・外部火災防護対象施設は、外部
火災により必要な機能が損なわれ
ない設計とする。
・想定される外部火災において，
最も厳しい火災が発生した場合に
おいても，防火帯の設置，離隔距
離の確保，建屋による防護，耐火
被覆又は遮熱板により，外部火災
に対してその安全機能を損なわな
い設計とする。
・火災・爆発を考慮し、温度や危
険距離等を算出し、必要な機能が
損なわれない設計とする。
・外部火災による二次的影響（ば
い煙、有毒ガス）を考慮し、安全
機能を損なわない設計とする。
・外部火災防護対象施設を収納す
る建屋は、建屋を対象とする。
・外部火災防護対象施設以外の施
設については代替設備又は安全上
支障のない期間で修繕等の対応を
行う。
・使用済燃料を収納しているキャ
スクに波及的影響を与える施設に
ついては，波及的破損を与えない
施設として対象とする。
・外部火災として森林火災、近隣
の産業施設、航空機墜落火災につ
いて厳しい状況を想定する。
・外部火災の二次的影響を考慮
し、外部火災防護対象施設の安全
機能を損なわない設計とする。

【外部火災の影響を考慮する施設
の選定の基本方針】
・外部火災から防護すべき施設
は，外部火災防護対象施設とす
る。
・使用済燃料を収納している輸送
容器に波及的破損を与える施設を
対象とする。
・外部火災防護対象施設の内、建
屋内に保管される場合は、建屋を
対象とする。
・航空機墜落火災において、外部
火災防護対象施設に波及的影響を
及ぼすおそれのある施設、竜巻飛
来物防護板から影響を受ける建屋
内の外部火災防護対象施設を抽出
し、対象とする。
・建屋内にあっても森林火災、石
油備蓄基地火災において外気取入
れを行う非常用ディーゼル発電機
を対象とする。

第１回申請と同一

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮に関する基本方針
1.概要
2.外部火災防護に関する基本方針
2.1基本方針
2.1.1外部火災から防護すべき施設
2.2.2外部火災から防護すべき施設の設計方針
f.外部火災防護対象施設に含まれない安全機能を
有する施設に対する設計方針
2.1.3　外部火災防護対象施設及び重大事故等対処
設備の評価方針

Ⅵ-1-1-1-4-2　外部火災の影響を考慮する施設の
選定1.概要
2.選定の基本方針
2.1外部火災防護対象施設の選定

【外部火災防護に対する基本方針】
・外部火災防護対象施設は、外部火災により必要
な機能が損なわれない設計とする。
・想定される外部火災において，最も厳しい火災
が発生した場合においても，防火帯の設置，離隔
距離の確保，建屋による防護，耐火被覆又は遮熱
板により，外部火災に対してその安全機能を損な
わない設計とする。
・火災・爆発を考慮し、温度や危険距離等を算出
し、必要な機能が損なわれない設計とする。
・外部火災による二次的影響（ばい煙、有毒ガ
ス）を考慮し、安全機能を損なわない設計とす
る。
・外部火災防護対象施設を収納する建屋は、建屋
を対象とする。
・外部火災防護対象施設以外の施設については代
替設備又は安全上支障のない期間で修繕等の対応
を行う。
・使用済燃料を収納しているキャスクに波及的影
響を与える施設については，波及的破損を与えな
い施設として対象とする。
・外部火災として森林火災、近隣の産業施設、航
空機墜落火災について厳しい状況を想定する。
・外部火災の二次的影響を考慮し、外部火災防護
対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

【外部火災の影響を考慮する施設の選定の基本方
針】
・外部火災から防護すべき施設は，外部火災防護
対象施設とする。
・使用済燃料を収納している輸送容器に波及的破
損を与える施設を対象とする。
・外部火災防護対象施設の内、建屋内に保管され
る場合は、建屋を対象とする。
・航空機墜落火災において、外部火災防護対象施
設に波及的影響を及ぼすおそれのある施設、竜巻
飛来物防護板から影響を受ける建屋内の外部火災
防護対象施設を抽出し、対象とする。
・建屋内にあっても森林火災、石油備蓄基地火災
において外気取入れを行う非常用ディーゼル発電
機を対象とする。

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮に関する基本方針
1.概要
2.外部火災防護に関する基本方針
2.1基本方針
2.1.1外部火災から防護すべき施設
2.2.2外部火災から防護すべき施設の設計方針
f.外部火災防護対象施設に含まれない安全機能を
有する施設に対する設計方針
2.1.3　外部火災防護対象施設及び重大事故等対処
設備の評価方針

Ⅵ-1-1-1-4-2　外部火災の影響を考慮する施設の
選定1.概要
2.選定の基本方針
2.1外部火災防護対象施設の選定

【外部火災防護に対する基本方針】
・重大事故等対処設備は、外部火災により必要な
機能が損なわれない設計とする。
・想定される外部火災において，最も厳しい火災
が発生した場合においても，防火帯の設置，離隔
距離の確保，建屋による防護，耐火被覆又は遮熱
板により，外部火災に対してその安全機能を損な
わない設計とする。
・火災・爆発を考慮し、温度や危険距離等を算出
し、必要な機能が損なわれない設計とする。
・外部火災による二次的影響（ばい煙、有毒ガ
ス）を考慮し、安全機能を損なわない設計とす
る。
・重大事故等対処を収納する建屋は、建屋を対象
とする。
・常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施
設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重
大事故等対処設備については代替設備又は安全上
支障のない期間で修繕等の対応を行う。
・外部火災として森林火災について厳しい状況を
想定する。

【外部火災の影響を考慮する施設の選定の基本方
針】
・外部火災から防護すべき施設は，重大事故等対
処設備とする。
・重大事故等対処等対処施設の内、建屋内に保管
される場合は、建屋を対象とする。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙２

1

3.3.3　外部火災
安全機能を有する施設は，想定される外部火災において，最も厳しい
火災が発生した場合においても，防火帯の設置，離隔距離の確保，建
屋による防護，耐火被覆又は遮熱板により，その安全機能を損なわな
い設計とする。

冒頭宣言

2

外部火災から防護する施設（以下「外部火災防護対象施設」とい
う。）としては，安全評価上その機能を期待する構築物，系統及び機
器を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な構築物，系統及び機器
を抽出し，外部火災により冷却，水素掃気，火災及び爆発の防止，臨
界の防止等の安全機能を損なわないよう機械的強度を有すること等に
より，安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
定義

3
また，外部火災防護対象施設等に波及的影響を及ぼして安全機能を損
なわせるおそれがある施設の影響を考慮した設計とする。

冒頭宣言

4

上記に含まれない安全機能を有する施設については，外部火災に対し
て機能を維持すること若しくは外部火災による損傷を考慮して代替設
備により必要な機能を確保すること，安全上支障が生じない期間での
修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，安全機
能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

5
なお，使用済燃料収納キャスクは再処理施設内に一時的に保管される
ことを踏まえ，外部火災により使用済燃料収納キャスクに波及的破損
を与えない設計とする。

評価要求

6
さらに，重大事故等対処設備についても、外部火災からの影響に対
し，必要な機能を損なわれないよう，防護措置その他の適切な措置を
講ずる設計とする。

冒頭宣言

7

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等
対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用
する常設重大事故等対処設備は，外部火災による損傷を考慮して，代
替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での
修理の対応を行うこと又はこれらを適切に組み合わせることにより，
その機能を損なわない設計とする。また，機能が確保できない場合に
は，関連する工程を停止すること等を保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言
運用要求

項目
番号

基本設計方針 要求種別
説明対象

申請対象設備
（１項変更②）

申請対象設備
（２項変更③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備

（１項変更③）
申請対象設備

（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

－ － － － － － ○
使用済燃料輸送容器管理建屋（使用
済燃料収納使用済燃料輸送容器保管
庫）

－ － － －

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮に
関する基本方針
2.外部火災防護に関する基本方針
2.1基本方針
2.1.1外部火災から防護すべき施設
2.2.2外部火災から防護すべき施設
の設計方針
f.外部火災防護対象施設に含まれ
ない安全機能を有する施設に対す
る設計方針
Ⅵ-1-1-1-4-2　外部火災の影響を
考慮する施設の選定
2.1外部火災防護対象施設の選定
Ⅵ-1-1-1-4-4外部火災防護におけ
る許容温度、許容応力の設定根拠
2.設定根拠
Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火災防護にお
ける評価方針
4.5　使用済燃料収納キャスクの波
及的破損を及ぼし得る施設の影響
評価
Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火災防護にお
ける評価条件及び評価結果
2.5　使用済燃料収納キャスクに波
及的破損を及ぼし得る施設の影響

【外部火災防護に対する基本方
針、外部火災の影響を考慮する施
設の選定の基本方針及び外部火災
防護における評価の基本方針】
・使用済燃料を収納しているキャ
スクに波及的影響を与える施設に
ついては，波及的破損を与えない
施設を対象とし、波及的破損を及
ぼさない事を評価する。
【評価に使用する許容温度につい
て】
使用済燃料収納キャスクについて
許容温度と根拠を示す。
【使用済燃料収納キャスクに波及
的破損を及ぼし得る施設の影響評
価の方法】
・使用済燃料収納キャスクに波及
的破損を及ぼし得る施設について
は、外部火災防護対象施設の評価
に準じて、キャスクに対し波及的
破損が無いよう、離隔距離等が適
切に確保されていることを確認す
る。
【使用済燃料収納キャスクに波及
的影響を及ぼし得る施設の評価結

○ － 基本方針 －

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮
に関する基本方針
1.概要
2.外部火災防護に関する基本方針
2.1基本方針
2.1.1外部火災から防護すべき施
設
2.2.2外部火災から防護すべき施
設の設計方針
f.外部火災防護対象施設に含まれ
ない安全機能を有する施設に対す
る設計方針
2.1.3　外部火災防護対象施設及
び重大事故等対処設備の評価方針

【外部火災防護に対する基本方
針】
・重大事故等対処設備は、外部火
災により必要な機能が損なわれな
い設計とする。
・想定される外部火災において，
最も厳しい火災が発生した場合に
おいても，防火帯の設置，離隔距
離の確保，建屋による防護，耐火
被覆又は遮熱板により，外部火災
に対してその安全機能を損なわな
い設計とする。
・火災・爆発を考慮し、温度や危
険距離等を算出し、必要な機能が
損なわれない設計とする。
・外部火災による二次的影響（ば
い煙、有毒ガス）を考慮し、安全
機能を損なわない設計とする。
・重大事故等対処を収納する建屋
は、建屋を対象とする。
・常設重大事故等対処設備のうち
安全上重要な施設以外の安全機能
を有する施設と兼用する常設重大
事故等対処設備については代替設

第１回申請と同一

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

第１回申請と同一 第１回申請と同一

第１回申請と同一 第１回申請と同一

第１回申請と同一 第１回申請と同一

第２回（主要建屋SA設備等）申請と同一

第１回申請と同一

第２回（貯蔵庫共用）申請と同一 第２回（E施設共用関連）申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

添付書類　構成

8

(1)防護設計に考慮する外部火災に係る事象の設定
外部火災としては，「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」（以
下「外部火災ガイド」という。）を参考として，森林火災，近隣の産
業施設の火災及び爆発並びに航空機墜落による火災に対して，外部火
災防護対象施設を収納する建屋及び冷却塔等の屋外に設置する外部火
災防護対象施設（以下「屋外の外部火災防護対象施設」という。）の
影響を評価する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ○ 基本方針 －

9

また，外部火災防護対象施設へ影響を与えるおそれのある敷地内に存
在する屋外の危険物貯蔵施設及び可燃性ガスボンベ（以下「危険物貯
蔵施設等」という。）については，外部火災源としての影響及び外部
火災による影響を評価する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ○ 基本方針 －

10

さらに，近隣の産業施設の火災と森林火災の重畳，航空機墜落による
火災と危険物貯蔵施設等の火災及び爆発との重畳を考慮し，外部火災
防護対象施設を収納する建屋及び屋外の外部火災防護対象施設への影
響を評価する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 ○ 基本方針 －

11
ただし，航空機墜落火災については，屋外の外部火災防護対象施設に
波及的影響を及ぼすおそれのある施設及び飛来物防護板から建屋内の
外部火災防護対象施設への熱影響も評価する。

冒頭宣言
定義

基本方針
基本方針
対象選定

○ 基本方針 －

12

また，重大事故等対処設備については，重大事故等時における敷地及
びその周辺での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象
進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に重
大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事象として，森林火災
の影響を評価する。

冒頭宣言 基本方針
基本方針
対象選定

－ － － － － － － － － － －

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮に関する基本
方針
2.1.2外部火災から防護すべき施設の設計方針
(1)外部火災防護対象施設の設計方針
a.森林火災に対する設計方針
b.近隣の産業施の火災に対する設計方針
(a)石油備蓄基地火災に対する設計方針
(b)石油備蓄基地火災と森林火災の重畳に対す
る設計方針
(c)敷地内の危険物貯蔵施設等の火災に対する
設計方針
c.航空機墜落による火災に対する設計方針
d.航空機墜落火災と敷地内に設置する危険物貯
蔵施設等の火災・爆発の重畳に対する設計方針
e.敷地内の危険物貯蔵施設等に対する設計方針
2.1.3　外部火災防護対象施設及び重大事故等
対処設備の評価方針

Ⅵ-1-1-1-4-2　外部火災の影響を考慮する施設
の選定
1.概要
2.選定の基本方針
2.1外部火災防護対象施設の選定

【森林火災に対する基本方針】
・評価対象となる外部火災防護対象施設、重大
事故等対処設備が許容温度になることを確認
し、それ以上の離隔を確保する設計とする。
【近隣の産業施設による火災に対する基本方
針】
・近隣の産業施設の火災、近隣の産業施設の火
災と森林火災の重畳、敷地内の危険物貯蔵施設
等の火災・爆発を想定する。
【石油備蓄基地火災に対する基本方針】
・評価対象となる外部火災防護対象施設が許容
温度を満足することを確認し、それ以上の離隔
を確保する設計とする。
【石油備蓄基地火災と森林火災の重畳に対する
基本方針】
・評価対象となる外部火災防護対象施設が許容
温度となることを確認し、それ以上の離隔距離
を確保する設計とする。
【敷地内の危険物貯蔵施設等の火災・爆発に対
する基本方針】
・評価対象となる外部火災防護対象施設の危険
距離を算出し、それ以上の離隔距離を確保する
設計とする。
・0.01Mpaとなる危険限界距離を算出し、それ
以上の離隔距離を確保又は建屋健全性を確保す
る設計とする。
【航空機墜落火災に対する基本方針】
・対象航空機が建屋の直近等に墜落し，建屋外
壁等で火災が発生することを想定する。
・この航空機墜落火災の輻射強度による外部火
災防護対象施設が許容温度以下となることを確
認する。
・波及的影響を及ぼす施設、竜巻飛来物防護板
から影響を受ける屋内の外部火災防護対象施設
について、許容温度以下となることを確認す
る。
【航空機墜落火災と敷地内に設置する危険物貯
蔵施設等の火災及び爆発の重畳に対する基本方
針】
・航空機墜落火災と敷地内に設置する危険物貯
蔵施設等の火災の重畳は、建屋等の直近を想定
する航空機墜落火災に包絡される。
・爆発に対し、0.01Mpaとなる危険限界距離を
算出し、それ以上の離隔距離を確保又は建屋健
全性を確保する設計とする。
【敷地内の危険物貯蔵施設等に対する基本方
針】
・森林火災及び石油備蓄基地火災の影響がない
設計とし、外部火災防護対象施設に影響がない
設計とする。
【外部火災防護対象施設の評価方針】
・建屋に収納される外部火災防護対象施設及び
重大事故等対処設備は，建屋を評価する。
・航空機墜落による火災では，外部火災防護対
象施設に波及的影響を及ぼし得る施設や熱影響
を間接的に受ける外部火災防護対象施設を評価
する。
・敷地内に設置する屋外の危険物貯蔵施設は近
隣の産業施設及び森林火災を評価する。
・外部火災の影響評価は，火災・爆発源ごとに
設定した評価対象の危険距離等を算出し離隔距
離と比較する方法と，評価対象の温度を算出
し，許容温度と比較することで，同種の施設を
代表して評価する方法を用いる。
【外部火災の影響を考慮する施設の選定の基本
方針】
・外部火災から防護すべき施設は，外部火災防
護対象施設及び重大事故等対処設備とする。
・外部火災防護対象施設及び重大事故等対処等
対処施設の内、建屋内に保管される場合は、建
屋を対象とする。

第１回申請と同一

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮
に関する基本方針
2.1.2外部火災から防護すべき施
設の設計方針
(1)外部火災防護対象施設の設計
方針
a.森林火災に対する設計方針
b.近隣の産業施の火災に対する設
計方針
(a)石油備蓄基地火災に対する設
計方針
(b)石油備蓄基地火災と森林火災
の重畳に対する設計方針
(c)敷地内の危険物貯蔵施設等の
火災に対する設計方針
c.航空機墜落による火災に対する
設計方針
d.航空機墜落火災と敷地内に設置
する危険物貯蔵施設等の火災・爆
発の重畳に対する設計方針
e.敷地内の危険物貯蔵施設等に対
する設計方針
2.1.3　外部火災防護対象施設及
び重大事故等対処設備の評価方針

Ⅵ-1-1-1-4-2　外部火災の影響を
考慮する施設の選定
1.概要
2.選定の基本方針
2.1外部火災防護対象施設の選定

【森林火災に対する基本方針及び
石油備蓄基地火災に対する基本方
針及び石油備蓄基地火災と森林火
災の重畳に対する基本方針及び敷
地内の危険物貯蔵施設等の火災・
爆発に対する基本方針】
・評価対象となる外部火災防護対
象施設の温度、離隔を確保する設
計とする。
・0.01Mpaとなる危険限界距離以
上の離隔距離を確保又は建屋健全
性を確保する設計とする。
【航空機墜落火災に対する基本方
針】
・対象航空機が建屋の直近等に墜
落し，建屋外壁等で火災が発生す
ることを想定する。
・この航空機墜落火災の輻射強度
による外部火災防護対象施設が許
容温度以下となることを確認す
る。
・波及的影響を及ぼす施設、竜巻
飛来物防護板から影響を受ける屋
内の外部火災防護対象施設につい
て、許容温度以下となることを確
認する。
【航空機墜落火災と敷地内に設置
する危険物貯蔵施設等の火災及び
爆発の重畳に対する基本方針】
・航空機墜落と危険物貯蔵施設等
の火災の重畳は、航空機墜落火災
に包絡される。
・爆発に対し、0.01Mpaとなる危
険限界距離を算出し、離隔距離又
は建屋健全性を確保する設計とす
る。
【敷地内の危険物貯蔵施設等に対
する基本方針】
・森林火災及び石油備蓄基地火災
の影響がない設計とし、外部火災
防護対象施設に影響がない設計と
する。
【外部火災防護対象施設の評価方
針】
・建屋に収納される外部火災防護
対象施設建屋を評価する。
・航空機墜落による火災では，外
部火災防護対象施設に波及的影響
を及ぼし得る施設や熱影響を間接
的に受ける外部火災防護対象施設
を評価する。
・敷地内に設置する屋外の危険物
貯蔵施設は近隣の産業施設及び森
林火災を評価する。
・外部火災の影響評価は，火災・
爆発源ごとに設定した評価対象の
危険距離等を算出し離隔距離と比
較する方法と，評価対象の温度を
算出し，許容温度と比較すること
で，同種の施設を代表して評価す
る方法を用いる。
【外部火災の影響を考慮する施設
の選定の基本方針】
・外部火災から防護すべき施設
は，外部火災防護対象施設とす
る。
・外部火災防護対象施設の内、建
屋内に保管される場合は、建屋を
対象とする。

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

8

(1)防護設計に考慮する外部火災に係る事象の設定
外部火災としては，「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」（以
下「外部火災ガイド」という。）を参考として，森林火災，近隣の産
業施設の火災及び爆発並びに航空機墜落による火災に対して，外部火
災防護対象施設を収納する建屋及び冷却塔等の屋外に設置する外部火
災防護対象施設（以下「屋外の外部火災防護対象施設」という。）の
影響を評価する。

冒頭宣言

9

また，外部火災防護対象施設へ影響を与えるおそれのある敷地内に存
在する屋外の危険物貯蔵施設及び可燃性ガスボンベ（以下「危険物貯
蔵施設等」という。）については，外部火災源としての影響及び外部
火災による影響を評価する。

冒頭宣言

10

さらに，近隣の産業施設の火災と森林火災の重畳，航空機墜落による
火災と危険物貯蔵施設等の火災及び爆発との重畳を考慮し，外部火災
防護対象施設を収納する建屋及び屋外の外部火災防護対象施設への影
響を評価する。

冒頭宣言

11
ただし，航空機墜落火災については，屋外の外部火災防護対象施設に
波及的影響を及ぼすおそれのある施設及び飛来物防護板から建屋内の
外部火災防護対象施設への熱影響も評価する。

冒頭宣言
定義

12

また，重大事故等対処設備については，重大事故等時における敷地及
びその周辺での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事象
進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に重
大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事象として，森林火災
の影響を評価する。

冒頭宣言

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

○ － 基本方針 －

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮
に関する基本方針
2.1.2外部火災から防護すべき施
設の設計方針
(1)外部火災防護対象施設の設計
方針
a.森林火災に対する設計方針

2.1.3　外部火災防護対象施設及
び重大事故等対処設備の評価方針

Ⅵ-1-1-1-4-2　外部火災の影響を
考慮する施設の選定
1.概要
2.選定の基本方針
2.1外部火災防護対象施設の選定

【森林火災に対する基本方針】
・評価対象となる重大事故等対処
設備については、評価対象となる
施設が許容温度になることを確認
し、それ以上の離隔を確保する設
計とする。
【外部火災防護対象施設の評価方
針】
・建屋に収納される重大事故等対
処設備は，建屋を評価する。
【外部火災の影響を考慮する施設
の選定の基本方針】
・外部火災から防護すべき施設
は，外部火災防護対象施設及び重
大事故等対処設備とする。
・重大事故等対処等対処施設の
内、建屋内に保管される場合は、
建屋を対象とする。

第２回（主要建屋SA設備等）申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

添付書類　構成

13

(２) 森林火災に対する設計方針

森林火災については，初期条件を再処理施設への影響が厳しい評価と

なるように設定し算出した最大の火炎輻射強度（750ｋＷ／ｍ２）とな
るセルを評価対象の最短として配置し，火炎最前線の火炎が到達した
セルを横一列に並べ，危険距離及び温度を求め評価する。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋
冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プルトニウム混合脱
硝建屋塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液廃ガス処理
系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液廃ガス処理
系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設
備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備）

設計方針（森林火災に対
する熱影響評価）
評価条件
評価方法
評価

○ 安全冷却水B冷却塔 － － － － － － －

14

外部火災防護対象施設を収納する建屋は，外壁表面温度がコンクリー
トの圧縮強度が維持できる温度（以下、「コンクリートの許容温度」
という。）となる危険距離を求め，危険距離以上の離隔距離を確保す
る設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯
蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋

設計方針（森林火災に対
する熱影響評価）
評価条件
評価方法
評価

－ － － － － － － － －

15

屋外の外部火災防護対象施設については，輻射強度に基づき算出され
た温度が，冷却塔の最大運転温度等の機能又は構造強度が維持される
温度（以下、「屋外の外部火災防護対象施設の許容温度」という）以
下となる設計とする。

評価要求

冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃
縮廃液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣
廃液廃ガス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化
建屋換気設備）

設計方針（森林火災に対
する熱影響評価）
評価条件
評価方法
評価

○ 安全冷却水B冷却塔 － － － － － － －

16

非常用ディーゼル発電機におけるにおける外気取入口から室内に流入
する空気の温度評価は，輻射熱の影響が厳しい石油備蓄基地火災に包
絡されるため，「（２）近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設計
方針」に基づく設計とする。

定義 基本方針
基本方針
対象選定

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮に関する基本
方針
2.1.2外部火災から防護すべき施設の設計方針
(1)外部火災防護対象施設の設計方針
a.森林火災に対する設計方針

Ⅵ-1-1-1-4-2　外部火災の影響を考慮する施設
の選定
1.概要
2.選定の基本方針
2.1外部火災防護対象施設の選定

【森林火災に対する基本方針】
・非常用ディーゼル発電機の評価については、
石油備蓄基地火災に包絡される。

【外部火災の影響を考慮する施設の選定の基本
方針】
・建屋内にあっても森林火災、石油備蓄基地火
災において外気取入れを行う非常用ディーゼル
発電機を対象とする。

－ 基本方針 －

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮
に関する基本方針
2.1.2外部火災から防護すべき施
設の設計方針
(1)外部火災防護対象施設の設計
方針
a.森林火災に対する設計方針

Ⅵ-1-1-1-4-2　外部火災の影響を
考慮する施設の選定
1.概要
2.選定の基本方針
2.1外部火災防護対象施設の選定

【森林火災に対する基本方針】
・非常用ディーゼル発電機の評価
については、石油備蓄基地火災に
包絡される。

【外部火災の影響を考慮する施設
の選定の基本方針】
・建屋内にあっても森林火災、石
油備蓄基地火災において外気取入
れを行う非常用ディーゼル発電機
を対象とする。

－ － － － － －

17

屋内の常設重大事故等対処設備及び屋内に保管する可搬型重大事故等
対処設備は，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に設
置又は保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮に関する基本
方針
2.1.2外部火災から防護すべき施設の設計方針
(1)外部火災防護対象施設の設計方針
a.森林火災に対する設計方針

【森林火災に対する基本方針】
・屋内の常設重大事故等対処設備及び可搬型重
大事故等対処設備は，建屋内に設置又は保管す
ることにより，重大事故等への対処に必要な機
能を損なわない設計とする。
・重大事故等対処設備を収納する建屋は，外壁
表面温度がコンクリートの許容温度となる危険
距離を求め，危険距離以上の離隔距離を確保す
る設計とする。
・屋外の重大事故等対処設備は，防火帯の内側
に設置することにより危険距離以上の離隔距離
を確保することで必要な機能を損なわない設計
とする。

－ － － － － － － － － － －

Ⅵ-1-1-1-4-3　外部火災防護における評価の基
本方針
1.概要
2.外部火災防護における評価の基本方針
2.1火災及び爆発に対する評価の基本方針
2.1.1森林火災
2.2　許容温度及び許容応力

Ⅵ-1-1-1-4-4外部火災防護における許容温度、
許容応力の設定根拠
1.概要
2.設定根拠

Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火災防護における評価方針
4.1　森林火災に対する熱影響評価

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火災防護における評価条件
及び評価結果
1.概要
2.外部火災の影響を考慮する施設の外部火災に
よる熱影響評価の結果
2.1　森林火災に対する熱影響評価

【森林火災における評価の基本方針】
・森林火災については，外部火災防護対象施設
を収納する建屋の外壁表面温度が事業許可(変
更許可)を受けた許容温度（200℃）となる危険
距離23m以上の離隔距離を確保する設計とす
る。また，外部火災防護対象施設を収納する建
屋の外壁表面温度を許容温度以下とすることに
より外部火災防護対象施設の安全機能を損なわ
ないことを確認する。
・森林火災による輻射強度から，屋外の外部火
災防護対象施設の温度を算出し，安全機能を損
なわないことを確認する。
・非常用ディーゼル発電機の評価については、
石油備蓄基地火災に包絡される。
・重大事故等対処設備が許容温度以下となるこ
とを説明する。
・建屋、屋外の外部火災防護対象施設が許容温
度以下となることを確認する。

【評価に使用する許容温度について】
外部火災防護対象施設及び屋外の外部火災防護
対象施設の許容温度と根拠を示す。
'
【森林火災影響評価の方法】
・森林火災については危険距離又は許容温度を
算出し、これを上回る離隔距離が確保されてい
ることを確認する。
・評価対象は、外部火災防護対象施設を収納す
る建屋及び屋外の外部火災防護対象施設とす
る。
・森林火災の評価式を示す。

【森林火災における評価結果】
評価結果を示す。

Ⅵ-1-1-1-4-3　外部火災防護にお
ける評価の基本方針
1.概要
2.外部火災防護における評価の基
本方針
2.1評価の基本方針
2.1.1森林火災に対する算出の基
本方針

Ⅵ-1-1-1-4-4外部火災防護におけ
る許容温度、許容応力の設定根拠
1.概要
2.設定根拠

Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火災防護にお
ける評価方針
1.概要
2.外部火災影響評価方針
2.1外部火災影響の対象施設
2.2評価方針
2.2.1評価の分類
3.許容温度
4.外部火災の影響を考慮する施設
の外部火災による熱影響評価の基
本方針
4.1森林火災の熱影響評価方針

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火災防護にお
ける評価条件及び評価結果
1.概要
2.外部火災の影響を考慮する施設
の外部火災による熱影響評価の結
果
2.1　森林火災に対する熱影響評
価結果

【森林火災における評価の基本方
針】
・森林火災については，外部火災
防護対象施設を収納する建屋の外
壁表面温度が許容温度となる危険
距離を求め、それ以上の離隔距離
を確保する設計とする。
・森林火災による輻射強度から，
屋外の外部火災防護対象施設の温
度を算出し，安全機能を損なわな
いことを確認する。
・非常用ディーゼル発電機の評価
については、石油備蓄基地火災に
包絡される。
・森林火災において、防火帯（幅
25m）を前提に評価する。

【評価に使用する許容温度につい
て】
外部火災防護対象施設を収納する
建屋又は屋外の外部火災防護対象
施設の許容温度と根拠を示す。
'
【森林火災影響評価の方法】
・森林火災については危険距離又
は許容温度を算出し、これを上回
る離隔距離が確保されていること
を確認する。
・評価対象は、外部火災防護対象
施設を収納する建屋及び屋外の外
部火災防護対象施設とする。
・森林火災の評価式を示す。

【森林火災における評価結果】
評価結果を示す。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

13

(２) 森林火災に対する設計方針

森林火災については，初期条件を再処理施設への影響が厳しい評価と

なるように設定し算出した最大の火炎輻射強度（750ｋＷ／ｍ２）とな
るセルを評価対象の最短として配置し，火炎最前線の火炎が到達した
セルを横一列に並べ，危険距離及び温度を求め評価する。

評価要求

14

外部火災防護対象施設を収納する建屋は，外壁表面温度がコンクリー
トの圧縮強度が維持できる温度（以下、「コンクリートの許容温度」
という。）となる危険距離を求め，危険距離以上の離隔距離を確保す
る設計とする。

評価要求

15

屋外の外部火災防護対象施設については，輻射強度に基づき算出され
た温度が，冷却塔の最大運転温度等の機能又は構造強度が維持される
温度（以下、「屋外の外部火災防護対象施設の許容温度」という）以
下となる設計とする。

評価要求

16

非常用ディーゼル発電機におけるにおける外気取入口から室内に流入
する空気の温度評価は，輻射熱の影響が厳しい石油備蓄基地火災に包
絡されるため，「（２）近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設計
方針」に基づく設計とする。

定義

17

屋内の常設重大事故等対処設備及び屋内に保管する可搬型重大事故等
対処設備は，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に設
置又は保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損な
わない設計とする。

冒頭宣言

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

○ －

前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
非常用電源建屋
冷却水設備（安全冷却水系）
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設
備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃
液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液
廃ガス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱
硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋
換気設備）
竜巻防護対策設備

－ ○
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
冷却水設備（安全冷却水系）

精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建
屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
主排気筒管理建屋
主排気筒
換気設備（精製建屋換気設備）

－ － －

○ －

前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
非常用電源建屋

－ ○ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建
屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
主排気筒管理建屋

－ － －

○ －

冷却水設備（安全冷却水系）
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設
備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃
液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液
廃ガス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱
硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋
換気設備）

－ ○ 冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
換気設備（精製建屋換気設備）

－ － －

○ － 基本方針 －

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮
に関する基本方針
2.1.2外部火災から防護すべき施
設の設計方針
(1)外部火災防護対象施設の設計
方針
a.森林火災に対する設計方針

【森林火災に対する基本方針】
・屋内の常設重大事故等対処設備
及び可搬型重大事故等対処設備
は，建屋内に設置又は保管するこ
とにより，重大事故等への対処に
必要な機能を損なわない設計とす
る。
・重大事故等対処設備を収納する
建屋は，外壁表面温度がコンク
リートの許容温度となる危険距離
を求め，危険距離以上の離隔距離
を確保する設計とする。
・屋外の重大事故等対処設備は，
防火帯の内側に設置することによ
り危険距離以上の離隔距離を確保
することで必要な機能を損なわな
い設計とする。

第１回申請と同一 第１回申請と同一

Ⅵ-1-1-1-4-4外部火災防護におけ
る許容温度、許容応力の設定根拠
1.概要
2.設定根拠

Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火災防護にお
ける評価方針
1.概要
2.外部火災影響評価方針
2.1外部火災影響の対象施設
2.2評価方針
2.2.1評価の分類
3.許容温度
4.外部火災の影響を考慮する施設
の外部火災による熱影響評価の基
本方針
4.1森林火災の熱影響評価方針

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火災防護にお
ける評価条件及び評価結果
1.概要
2.外部火災の影響を考慮する施設
の外部火災による熱影響評価の結
果
2.1　森林火災に対する熱影響評
価結果

【評価に使用する許容温度につい
て】
外部火災防護対象施設を収納する
建屋又は屋外の外部火災防護対象
施設の許容温度と根拠を示す。
'
【森林火災影響評価の方法】
・森林火災については危険距離又
は許容温度を算出し、これを上回
る離隔距離が確保されていること
を確認する。
・評価対象は、外部火災防護対象
施設を収納する建屋及び屋外の外
部火災防護対象施設とする。
・森林火災の評価式を示す。

【森林火災における評価結果】
評価結果を示す。

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火災防護にお
ける評価条件及び評価結果
1.概要
2.外部火災の影響を考慮する施設
の外部火災による熱影響評価の結
果
2.1　森林火災に対する熱影響評
価結果

【森林火災における評価結果】
評価結果を示す。

第２回（主要建屋SA設備等）申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

添付書類　構成

18
重大事故等対処設備を収納する建屋は，外壁表面温度がコンクリート
の許容温度となる危険距離を求め，危険距離以上の離隔距離を確保す
る設計とする。

評価要求
第１保管庫・貯水所
第２保管庫・貯水所
緊急時対策所

設計方針（森林火災に対
する熱影響評価）
評価条件
評価方法
評価

－ － － － － － － － － － －

19

屋外の重大事故等対処設備は，防火帯の内側に設置することにより危
険距離以上の離隔距離を確保すること及び設計基準事故に対処するた
めの設備又は常設重大事故等対処設備を設置する場所と異なる場所に
保管することにより設計基準事故に対処するための設備又は常設重大
事故等対処設備と同時に必要な機能を損なわない設計とする。

評価要求 屋外の重大事故等対処設備

設計方針（森林火災に対
する熱影響評価）
評価条件
評価方法
評価

－ － － － － － － － － － －

20

自然現象として想定される森林火災については，森林火災シミュレー
ション解析コードを用いて算出される最大火線強度から設定し，事業
（変更）許可を受けた防火帯（幅25ｍ以上）を敷地内に設ける設計と
する。

設置要求 防火帯
基本方針
設計方針（防火帯幅の設
定）

○ 防火帯 － － － － － － －

21

防火帯は延焼防止機能を損なわない設計とし，防火帯内には原則とし
て可燃物となるものは設置しないこととする。ただし，防火帯に可燃
物を含む機器等を設置する場合には，必要最小限とするとともに，不
燃性シートで覆う等の対策を施す設計とする。

設置要求 防火帯
基本方針
設計方針（防火帯幅の設
定）

○ 防火帯 －

22

(３)　 近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設計方針

敷地周辺10ｋｍ範囲内に存在する近隣の産業施設の火災及び爆発につ
いては，石油備蓄基地の火災，敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及び
爆発を対象として，離隔距離を確保又は健全性の維持をすることで，
安全機能を有する施設の安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
定義

基本方針 基本方針 ○ 基本方針 －

23

また，敷地周辺を通行する燃料輸送車両の火災については，貯蔵量が
多く外部火災防護対象施設までの距離が近い敷地内に存在する危険物
貯蔵施設（重油タンク）火災の評価に包絡されるため，敷地内に存在
する危険物貯蔵施設により，評価を行う。

定義 基本方針 基本方針 ○ 基本方針 －

24

漂流船舶の影響については，再処理事業所は海岸から約５ｋｍ離れて
いるため，危険物の貯蔵量が多く外部火災防護対象施設までの距離が
近い敷地近傍の石油備蓄基地火災の影響に包絡されることから，石油
備蓄基地火災の影響により評価を行う。

定義 基本方針 基本方針 ○ 基本方針 －

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮
に関する基本方針
2.1.2外部火災から防護すべき施
設の設計方針
(1)外部火災防護対象施設の設計
方針
b.近隣の産業施設に対する設計方
針

【近隣の産業施設による火災に対
する基本方針】
・敷地周辺10kmの範囲にある近隣
の産業施設として、石油備蓄基地
火災を想定する。
・敷地内の危険物貯蔵施設等の火
災・爆発を想定する。
・燃料輸送車両及び漂流船舶の影
響については,他火災影響により
包絡される。

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮
に関する基本方針
2.1　基本方針

【森林火災における基本方針】
森林火災については，延焼防止を
目的として，事業指定（変更許
可）を受けた防火帯（25m以上）
を敷地内に設ける設計とし，防火
帯は延焼防止効果を損なわない設
計とする。
・防火帯に可燃物を含む機器等を
設置する場合は必要最小限とする
とともに，不燃性シートで覆う等
の対策を実施する。
・敷地周辺及び敷地内の植生の定
期的な現場確認を行い，植生に大
きな変化があった場合，あるいは
外部火災の評価条件に変更があっ
た場合は，外部火災防護対象施設
の安全機能への影響評価を実施す
る。

第１回申請と同一

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮に関する基本
方針
2.1.2外部火災から防護すべき施設の設計方針
(1)外部火災防護対象施設の設計方針
a.森林火災に対する設計方針

Ⅵ-1-1-1-4-3　外部火災防護における評価の基
本方針
1.概要
2.外部火災防護における評価の基本方針
2.1火災及び爆発に対する評価の基本方針
2.1.1森林火災

【森林火災に対する基本方針】
・防火帯を設ける設計とし、防火帯内は可燃物
を置かない設計とする。ただし、防火帯に可燃
物を設置する場合は、必要最小限とするととも
に，不燃性シートで覆う等の対策を実施するこ
とを保安規定に定めて、管理する。

【森林火災における評価の基本方針】
・森林火災において、防火帯（幅25m）を前提
に評価する。

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮に関する基本
方針
2.1.2外部火災から防護すべき施設の設計方針
(1)外部火災防護対象施設の設計方針
b.近隣の産業施設に対する設計方針

【近隣の産業施設による火災に対する基本方
針】
・敷地周辺10kmの範囲にある近隣の産業施設と
して、石油備蓄基地火災を想定する。
・敷地内の危険物貯蔵施設等の火災・爆発を想
定する。
・燃料輸送車両及び漂流船舶の影響について
は,他火災影響により包絡される。

Ⅵ-1-1-1-4-3　外部火災防護における評価の基
本方針
1.概要
2.外部火災防護における評価の基本方針
2.1火災及び爆発に対する評価の基本方針
2.1.1森林火災
2.2　許容温度及び許容応力

Ⅵ-1-1-1-4-4外部火災防護における許容温度、
許容応力の設定根拠
1.概要
2.設定根拠

Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火災防護における評価方針
4.1　森林火災に対する熱影響評価

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火災防護における評価条件
及び評価結果
1.概要
2.外部火災の影響を考慮する施設の外部火災に
よる熱影響評価の結果
2.1　森林火災に対する熱影響評価

【森林火災における評価の基本方針】
・森林火災については，重大事故等対処設備を
収納する建屋の外壁表面温度が事業許可(変更
許可)を受けた許容温度（200℃）となる危険距
離23m以上の離隔距離を確保する設計とする。
また，重大事故等対処設備を収納する建屋の外
壁表面温度を許容温度以下とすることにより外
部火災防護対象施設の安全機能を損なわないこ
とを確認する。

【評価に使用する許容温度について】
重大事故等対処施設を収納する建屋及び屋外の
重大事故等対処設備の許容温度と根拠を示す。
'
【森林火災影響評価の方法】
・森林火災については危険距離又は許容温度を
算出し、これを上回る離隔距離が確保されてい
ることを確認する。
・評価対象は、重大事故等対処設備を収納する
建屋及び屋外の重大事故等対処設備とする。
・森林火災の評価式を示す。

【森林火災における評価結果】
評価結果を示す。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

18
重大事故等対処設備を収納する建屋は，外壁表面温度がコンクリート
の許容温度となる危険距離を求め，危険距離以上の離隔距離を確保す
る設計とする。

評価要求

19

屋外の重大事故等対処設備は，防火帯の内側に設置することにより危
険距離以上の離隔距離を確保すること及び設計基準事故に対処するた
めの設備又は常設重大事故等対処設備を設置する場所と異なる場所に
保管することにより設計基準事故に対処するための設備又は常設重大
事故等対処設備と同時に必要な機能を損なわない設計とする。

評価要求

20

自然現象として想定される森林火災については，森林火災シミュレー
ション解析コードを用いて算出される最大火線強度から設定し，事業
（変更）許可を受けた防火帯（幅25ｍ以上）を敷地内に設ける設計と
する。

設置要求

21

防火帯は延焼防止機能を損なわない設計とし，防火帯内には原則とし
て可燃物となるものは設置しないこととする。ただし，防火帯に可燃
物を含む機器等を設置する場合には，必要最小限とするとともに，不
燃性シートで覆う等の対策を施す設計とする。

設置要求

22

(３) 近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設計方針

敷地周辺10ｋｍ範囲内に存在する近隣の産業施設の火災及び爆発につ
いては，石油備蓄基地の火災，敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及び
爆発を対象として，離隔距離を確保又は健全性の維持をすることで，
安全機能を有する施設の安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
定義

23

また，敷地周辺を通行する燃料輸送車両の火災については，貯蔵量が
多く外部火災防護対象施設までの距離が近い敷地内に存在する危険物
貯蔵施設（重油タンク）火災の評価に包絡されるため，敷地内に存在
する危険物貯蔵施設により，評価を行う。

定義

24

漂流船舶の影響については，再処理事業所は海岸から約５ｋｍ離れて
いるため，危険物の貯蔵量が多く外部火災防護対象施設までの距離が
近い敷地近傍の石油備蓄基地火災の影響に包絡されることから，石油
備蓄基地火災の影響により評価を行う。

定義

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

○ －
第１保管庫・貯水所
第２保管庫・貯水所 － ○ － 緊急時対策所 － － －

○ － 屋外の重大事故等対処設備 － ○ 屋外の重大事故等対処設備 屋外の重大事故等対処設備 － － －

－ － － － － － － － － － － － － －

第１回申請と同一 第１回申請と同一

第１回申請と同一 第１回申請と同一

第１回申請と同一 第１回申請と同一

第１回申請と同一 第１回申請と同一

Ⅵ-1-1-1-4-3　外部火災防護にお
ける評価の基本方針
1.概要
2.外部火災防護における評価の基
本方針
2.1火災及び爆発に対する評価の
基本方針
2.1.1森林火災
2.2　許容温度及び許容応力

Ⅵ-1-1-1-4-4外部火災防護におけ
る許容温度、許容応力の設定根拠
1.概要
2.設定根拠

Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火災防護にお
ける評価方針
4.1　森林火災に対する熱影響評
価

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火災防護にお
ける評価条件及び評価結果
1.概要
2.外部火災の影響を考慮する施設
の外部火災による熱影響評価の結
果
2.1　森林火災に対する熱影響評
価

【森林火災における評価の基本方
針】
・森林火災については，重大事故
等対処設備を収納する建屋の外壁
表面温度が事業許可(変更許可)を
受けた許容温度（200℃）となる
危険距離23m以上の離隔距離を確
保する設計とする。また，重大事
故等対処設備を収納する建屋の外
壁表面温度を許容温度以下とする
ことにより外部火災防護対象施設
の安全機能を損なわないことを確
認する。

【評価に使用する許容温度につい
て】
重大事故等対処施設を収納する建
屋及び屋外の重大事故等対処設備
の許容温度と根拠を示す。
'
【森林火災影響評価の方法】
・森林火災については危険距離又
は許容温度を算出し、これを上回
る離隔距離が確保されていること
を確認する。
・評価対象は、重大事故等対処設
備を収納する建屋及び屋外の重大
事故等対処設備とする。
・森林火災の評価式を示す。

【森林火災における評価結果】
評価結果を示す。

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火災防護にお
ける評価条件及び評価結果
2．外部火災防護対象施設に対す
る熱影響評価
2.1森林火災に対する熱影響評価

【森林火災における評価結果】
評価結果を示す。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

添付書類　構成

25

・石油備蓄基地の火災については，外部火災防護対象施設を収納する
建屋の外壁で受ける輻射強度を，コンクリートの許容温度となる危険
輻射強度（2.3ｋＷ／ｍ２）以下とすることで，危険距離以上の離隔を
確保し，安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯
蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋

設計方針（石油備蓄基地
火災の重畳）
評価条件
評価方法
評価

－ － － － － － － － －

26
屋外の外部火災防護対象施設については，輻射強度に基づき算出した
温度を屋外の外部火災防護対象施設の許容温度以下とすることで，安
全機能を損なわない設計とする。

評価要求

冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃
縮廃液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣
廃液廃ガス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化
建屋換気設備）

設計方針（石油備蓄基地
火災の重畳）
評価条件
評価方法
評価

○ 安全冷却水B冷却塔 － － － － － － －

27

非常用ディーゼル発電機は，外気取入口から室内に流入する空気の温
度が石油備蓄基地火災の熱影響によって上昇したとしても，室内温度
を設計最高使用温度以下とすることで，安全機能を損なわない設計と
する。

評価要求 電気設備（ディーゼル発電機）

設計方針（石油備蓄基地
火災の重畳）
評価条件
評価方法
評価

－ － － － － － － － － － －

28

・石油備蓄基地火災と森林火災の重畳を想定し，それぞれの輻射熱量
及び離隔距離を考慮し，外部火災防護対象施設を収納する建屋の外壁
表面温度をコンクリートの許容温度以下とすることで，建屋内に収納
する外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯
蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋

設計方針（石油備蓄基地
火災の重畳）
評価条件
評価方法
評価

○ 安全冷却水B冷却塔 － － － － － － －

29
屋外の外部火災防護対象施設については，輻射強度に基づき算出した
温度を屋外の外部火災防護対象施設の許容温度以下とすることで，安
全機能を損なわない設計とする。

評価要求

冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃
縮廃液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣
廃液廃ガス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化
建屋換気設備）

設計方針（石油備蓄基地
火災の重畳）
評価条件
評価方法
評価

○ 安全冷却水B冷却塔 － － － － － － －

Ⅵ-1-1-1-4-3　外部火災防護にお
ける評価の基本方針
2.1火災及び爆発に対する評価の
基本方針
2.1.2近隣の産業施設による火災
に対する算出の基本方針
(2)石油備蓄基地火災と森林火災
の重畳
2.2　許容温度及び許容応力

Ⅵ-1-1-1-4-4外部火災防護におけ
る許容温度、許容応力の設定根拠
1.概要
2.設定根拠

Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火災防護にお
ける評価方針
4.2近隣の産業施設による火災の
熱影響評価方針
4.2.2石油備蓄基地火災と森林火
災の重畳の熱影響評価方針

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火災防護にお
ける評価条件及び評価結果
2.2　近隣の産業施設と森林火災
の重畳による火災に対する熱影響
評価結果
2.2.2　石油備蓄基地火災と森林
火災の重畳の熱影響評価方針

【石油備蓄基地の火災と森林火災
の重畳における評価の基本方針】
・石油備蓄基地火災及び森林火災
の重畳については，外部火災防護
対象施設を収納する建屋等の外壁
及び屋外の外部火災防護対象施設
が受ける輻射強度を算出し，許容
温度以下であることを確認する。
・評価対象となる屋外の外部火災
防護対象施設の温度を評価し、許
容温度を満足することを確認し、
それ以上の離隔距離を確保できる
ことを確認する。
・建屋、屋外の外部火災防護対象
施設が許容温度以下となることを
確認する。
【評価に使用する許容温度につい
て】
外部火災防護対象施設を収納する
建屋及び屋外の外部火災防護対象
施設の許容温度と根拠を示す。
【石油備蓄基地火災と森林火災の
重畳影響評価の方法】
・石油備蓄基地火災と森林火災を
想定し，許容温度以下となること
を確認する。
・評価対象は外部火災防護対象施
設を収納する建屋，及び屋外の外
部火災防護対象施設にとする。
・石油備蓄基地火災と森林火災の
重畳の評価式を示す。
【石油備蓄基地火災と森林火災の
重畳における評価結果】
評価結果を示す。

Ⅵ-1-1-1-4-3　外部火災防護にお
ける評価の基本方針
2.1火災及び爆発に対する評価の
基本方針
2.1.2近隣の産業施設による火災
に対する算出の基本方針
(1)石油備蓄基地火災
2.2　許容温度及び許容応力

Ⅵ-1-1-1-4-4外部火災防護におけ
る許容温度、許容応力の設定根拠
1.概要
2.設定根拠

Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火災防護にお
ける評価方針
4.2近隣の産業施設による火災の
熱影響評価方針
4.2.1石油備蓄基地火災の熱影響
評価方針

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火災防護にお
ける評価条件及び評価結果
2.2　近隣の産業施設による火災
に対する熱影響評価結果
2.2.1石油備蓄基地火災の熱影響
評価方

【石油備蓄基地の火災における評
価の基本方針】
・外部火災防護対象施設を収納す
る建屋等の外壁が受ける輻射強度
及び許容温度となる危険輻射強度
を算出し，危険距離以上の離隔が
確保されていることを確認する。
・評価対象となる屋外の外部火災
防護対象施設の温度が許容温度以
下となる離隔距離を確保できるこ
とを確認する。
・非常用ディーゼル発電機につい
ては、給気温度が満足することを
確認する。
・建屋、屋外の外部火災防護対象
施設、非常用ディーゼル発電機が
許容温度以下となることを確認す
る。
【評価に使用する許容温度につい
て】
外部火災防護対象施設を収納する
建屋及び屋外の外部火災防護対象
施設の許容温度と根拠を示す。
【石油備蓄基地火災影響評価の方
法】
・石油備蓄基地火災については、
輻射強度を算出し，危険輻射強度
又は許容温度を満足することを確
認し、それ以上の離隔距離する。
・評価対象は、外部火災防護対象
施設を収納する建屋及び屋外の外
部火災防護対象施設とする。
・石油備蓄基地火災の評価式を示
す。
【石油備蓄基地火災における評価
結果】
評価結果を示す。

Ⅵ-1-1-1-4-3　外部火災防護における評価の基
本方針
2.1火災及び爆発に対する評価の基本方針
2.1.2近隣の産業施設による火災に対する算出
の基本方針
(2)石油備蓄基地火災と森林火災の重畳
2.2　許容温度及び許容応力

Ⅵ-1-1-1-4-4外部火災防護における許容温度、
許容応力の設定根拠
1.概要
2.設定根拠

Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火災防護における評価方針
4.2近隣の産業施設による火災の熱影響評価方
針
4.2.2石油備蓄基地火災と森林火災の重畳の熱
影響評価方針

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火災防護における評価条件
及び評価結果
2.2　近隣の産業施設と森林火災の重畳による
火災に対する熱影響評価結果
2.2.2　石油備蓄基地火災と森林火災の重畳の
熱影響評価方針

【石油備蓄基地の火災と森林火災の重畳におけ
る評価の基本方針】
・石油備蓄基地火災及び森林火災の重畳につい
ては，外部火災防護対象施設を収納する建屋等
の外壁及び屋外の外部火災防護対象施設が受け
る輻射強度を算出し，許容温度以下であること
を確認する。
・評価対象となる屋外の外部火災防護対象施設
の温度を評価し、許容温度を満足することを確
認し、それ以上の離隔距離を確保できることを
確認する。
・建屋、屋外の外部火災防護対象施設が許容温
度以下となることを確認する。

【評価に使用する許容温度について】
外部火災防護対象施設を収納する建屋及び屋外
の外部火災防護対象施設の許容温度と根拠を示
す。

【石油備蓄基地火災と森林火災の重畳影響評価
の方法】
・石油備蓄基地火災と森林火災を想定し，許容
温度以下となることを確認する。
・評価対象は外部火災防護対象施設を収納する
建屋，及び屋外の外部火災防護対象施設にとす
る。
・石油備蓄基地火災と森林火災の重畳の評価式
を示す。

【石油備蓄基地火災と森林火災の重畳における
評価結果】
評価結果を示す。

Ⅵ-1-1-1-4-3　外部火災防護における評価の基
本方針
2.1火災及び爆発に対する評価の基本方針
2.1.2近隣の産業施設による火災に対する算出
の基本方針
(1)石油備蓄基地火災
2.2　許容温度及び許容応力

Ⅵ-1-1-1-4-4外部火災防護における許容温度、
許容応力の設定根拠
1.概要
2.設定根拠

Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火災防護における評価方針
4.2近隣の産業施設による火災の熱影響評価方
針
4.2.1石油備蓄基地火災の熱影響評価方針

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火災防護における評価条件
及び評価結果
2.2　近隣の産業施設による火災に対する熱影
響評価結果
2.2.1石油備蓄基地火災の熱影響評価方針

【石油備蓄基地の火災における評価の基本方
針】
・外部火災防護対象施設を収納する建屋等の外
壁が受ける輻射強度及び許容温度となる危険輻
射強度を算出し，危険距離以上の離隔が確保さ
れていることを確認する。
・評価対象となる屋外の外部火災防護対象施設
の温度が許容温度以下となる離隔距離を確保で
きることを確認する。
・非常用ディーゼル発電機については、給気温
度が満足することを確認する。
・建屋、屋外の外部火災防護対象施設、非常用
ディーゼル発電機が許容温度以下となることを
確認する。

【評価に使用する許容温度について】
外部火災防護対象施設を収納する建屋及び屋外
の外部火災防護対象施設、ディーゼル発電機の
許容温度と根拠を示す。

'【石油備蓄基地火災影響評価の方法】
・石油備蓄基地火災については、輻射強度を算
出し，危険輻射強度又は許容温度を満足するこ
とを確認し、それ以上の離隔距離する。
・評価対象は、外部火災防護対象施設を収納す
る建屋及び屋外の外部火災防護対象施設とす
る。
・非常用ディーゼル発電機の外気取入口からの
空気の温度を許容温度以下となることを確認す
る。
・石油備蓄基地火災の評価式を示す。

【石油備蓄基地火災における評価結果】
評価結果を示す。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

25

・石油備蓄基地の火災については，外部火災防護対象施設を収納する
建屋の外壁で受ける輻射強度を，コンクリートの許容温度となる危険
輻射強度（2.3ｋＷ／ｍ２）以下とすることで，危険距離以上の離隔を
確保し，安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

26
屋外の外部火災防護対象施設については，輻射強度に基づき算出した
温度を屋外の外部火災防護対象施設の許容温度以下とすることで，安
全機能を損なわない設計とする。

評価要求

27

非常用ディーゼル発電機は，外気取入口から室内に流入する空気の温
度が石油備蓄基地火災の熱影響によって上昇したとしても，室内温度
を設計最高使用温度以下とすることで，安全機能を損なわない設計と
する。

評価要求

28

・石油備蓄基地火災と森林火災の重畳を想定し，それぞれの輻射熱量
及び離隔距離を考慮し，外部火災防護対象施設を収納する建屋の外壁
表面温度をコンクリートの許容温度以下とすることで，建屋内に収納
する外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

29
屋外の外部火災防護対象施設については，輻射強度に基づき算出した
温度を屋外の外部火災防護対象施設の許容温度以下とすることで，安
全機能を損なわない設計とする。

評価要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

○ －

前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
非常用電源建屋

－ ○ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建
屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
主排気筒管理建屋

－ － －

○ －

冷却水設備（安全冷却水系）
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設
備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃
液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液
廃ガス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱
硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋
換気設備）

－ ○ 冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
換気設備（精製建屋換気設備）

－ － －

○ － 電気設備（ディーゼル発電機）

Ⅵ-1-1-1-4-4外部火災防護におけ
る許容温度、許容応力の設定根拠
1.概要
2.設定根拠

Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火災防護にお
ける評価方針
4.2近隣の産業施設による火災の
熱影響評価方針
4.2.1石油備蓄基地火災の熱影響
評価方針

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火災防護にお
ける評価条件及び評価結果
2.2　近隣の産業施設による火災
に対する熱影響評価結果
2.2.1石油備蓄基地火災の熱影響
評価方

【近隣の産業施設による火災にお
ける評価の基本方針及び評価方
針】
非常用ディーゼル発電機の外気取
入口から流入する空気の温度が許
容温度以下とし，非常用ディーゼ
ル発電機の安全機能を損なわない
設計とする。

【近隣の産業施設による火災にお
ける評価結果】
非常用ディーゼル発電機の外気取
入口から流入する空気の温度が許
容温度以下となることを確認し
た。

－ － － － － － － －

○ －

前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
非常用電源建屋

－ ○ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建
屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
主排気筒管理建屋

－ － －

○ －

冷却水設備（安全冷却水系）
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設
備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃
液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液
廃ガス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱
硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋
換気設備）

－ ○ 冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
換気設備（精製建屋換気設備） － － －

【石油備蓄基地火災における評価
結果】
評価結果を示す。

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火災防護にお
ける評価条件及び評価結果
2.2　近隣の産業施設と森林火災
の重畳による火災に対する熱影響
評価結果
2.2.2　石油備蓄基地火災と森林
火災の重畳の熱影響評価方針

Ⅵ-1-1-1-4-4外部火災防護におけ
る許容温度、許容応力の設定根拠
1.概要
2.設定根拠

Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火災防護にお
ける評価方針
4.2近隣の産業施設による火災の
熱影響評価方針
4.2.1石油備蓄基地火災の熱影響
評価方針

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火災防護にお
ける評価条件及び評価結果
2.2　近隣の産業施設による火災
に対する熱影響評価結果
2.2.1石油備蓄基地火災の熱影響
評価方

【評価に使用する許容温度につい
て】
外部火災防護対象施設を収納する
建屋及び屋外の外部火災防護対象
施設の許容温度と根拠を示す。
【石油備蓄基地火災影響評価の方
法】
・石油備蓄基地火災については、
輻射強度を算出し，危険輻射強度
又は許容温度を満足することを確
認し、それ以上の離隔距離する。
・評価対象は、外部火災防護対象
施設を収納する建屋及び屋外の外
部火災防護対象施設とする。
・石油備蓄基地火災の評価式を示
す。
【石油備蓄基地火災における評価
結果】
評価結果を示す。

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火災防護にお
ける評価条件及び評価結果
2.2　近隣の産業施設による火災
に対する熱影響評価結果
2.2.1石油備蓄基地火災の熱影響
評価方

【石油備蓄基地火災と森林火災の
重畳における評価結果】
評価結果を示す。

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火災防護にお
ける評価条件及び評価結果
2.2　近隣の産業施設と森林火災
の重畳による火災に対する熱影響
評価結果
2.2.2　石油備蓄基地火災と森林
火災の重畳の熱影響評価方針

【石油備蓄基地火災と森林火災の
重畳における評価結果】
評価結果を示す。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

添付書類　構成

30

・敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災については，貯蔵量，配
置状況並びに外部火災防護対象施設を収納する建屋及び屋外の外部火
災防護対象施設への距離を考慮し，火災影響を及ぼすおそれがあるも
のを選定する。

定義 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮に関する基本
方針
2.1.2外部火災から防護すべき施設の設計方針
(1)外部火災防護対象施設の設計方針
b.近隣の産業施設に対する設計方針
(c)敷地内の危険物貯蔵施設等の火災爆発に対
する設計方針

【敷地内の危険物貯蔵施設等の火災・爆発に対
する基本方針】
・敷地内に設置する危険物貯蔵施設等について
は、貯蔵量等を考慮して影響を及ぼし得る施設
を対象とする。

○ 基本方針 －
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敷地内の危険物貯蔵施設等の火災においては，危険物貯留施設ごとに
輻射強度を求め，この輻射強度に基づき外部火災防護対象施設を収納
する建屋の外壁表面温度を求め，コンクリートの許容温度以下とする
ことで，建屋内に収納する外部火災防護対象施設の安全機能を損なわ
ない設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯
蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋

設計方針（敷地内の危険
物貯蔵施設に対する火災
評価方法）
評価条件
評価方法
評価

－ － －
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屋外の外部火災防護対象施設は，輻射強度に基づき温度を算出し，屋
外の外部火災防護対象施設の許容温度以下とすることで，安全機能を
損なわない設計とする。

評価要求

冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃
縮廃液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣
廃液廃ガス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化
建屋換気設備）

設計方針（敷地内の危険
物貯蔵施設に対する火災
評価方法）
評価条件
評価方法
評価

○ 安全冷却水B冷却塔 － － － － － － －
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・爆発源となる敷地内の危険物貯蔵施設等は，屋内に収納され，着火
源を排除するとともに可燃性ガスが漏えいした場合においても滞留し
ない構造とすることで爆発を防止する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮に関する基本
方針
2.1.2外部火災から防護すべき施設の設計方針
(1)外部火災防護対象施設の設計方針
b.近隣の産業施設に対する設計方針
(c)敷地内の危険物貯蔵施設等の火災爆発に対
する設計方針

【敷地内の危険物貯蔵施設等の火災・爆発に対
する基本方針】
・爆発源となる敷地内の危険物貯蔵施設等は、
屋内に収納され，着火源を排除する等の爆発を
防止する設計とする。

○ 基本方針 －

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮
に関する基本方針
2.1.2外部火災から防護すべき施
設の設計方針
(1)外部火災防護対象施設の設計
方針
b.近隣の産業施設に対する設計方
針
(c)敷地内の危険物貯蔵施設等の
火災爆発に対する設計方針

【敷地内の危険物貯蔵施設等の火
災・爆発に対する基本方針】
・爆発源となる敷地内の危険物貯
蔵施設等は、屋内に収納され，着
火源を排除する等の爆発を防止す
る設計とする。

34

その上で，敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の爆発を想定し，ガス
爆発の爆風圧が0.01MPaとなる危険限界距離を求め，必要な離隔距離を
確保することで外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計と
する。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋
冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液廃ガス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備）
竜巻防護対策設備

設計方針（敷地内の危険
物貯蔵施設の爆発に対す
る危険限界距離算出）
評価条件
評価方法
評価

○ 安全冷却水B冷却塔 －

Ⅵ-1-1-1-4-3　外部火災防護にお
ける評価の基本方針
(4)敷地内に設置する危険物貯蔵
施設等の爆発
2.2　許容温度及び許容応力
Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火災防護にお
ける評価方針
4.2.4敷地内に設置する危険物貯
蔵施設等の爆発の響評価方針
Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火災防護にお
ける評価条件及び評価結果
2.2.4敷地内に設置する危険物貯
蔵施設等の爆発の影響評価

【敷地内に設置する危険物貯蔵施
設等の爆発における評価の基本方
針】
・ガス爆発の爆風圧が0.01MPa と
なる危険限界距離を算出し，離隔
距離が確保されていることを評価
する。
【敷地内に存在する危険物貯蔵施
設等の爆発影響評価の方法】
・危険限界距離を算出し，その危
険限界距離を上回る離隔距離が確
保されていることを評価する。
・評価式を示す。
【敷地内に設置する危険物貯蔵施
設等の火災における評価結果】
評価結果を示す。

－ － － － － －
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また，危険限界距離以上の離隔距離を確保できない外部火災防護対象
施設を収納する建屋は，爆発によって発生する爆風圧に対して健全性
を維持する設計とすることで，外部火災防護対象施設の安全機能を損
なわない設計とする。

評価要求
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

設計方針（敷地内の危険
物貯蔵施設の爆発に対す
る危険限界距離算出）
評価条件
評価方法
評価

－ － － － － － － － － － －

Ⅵ-1-1-1-4-3　外部火災防護における評価の基
本方針
2.1火災及び爆発に対する評価の基本方針
2.1.2近隣の産業施設による火災に対する算出
の基本方針
(3)敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災
2.2　許容温度及び許容応力

Ⅵ-1-1-1-4-4外部火災防護における許容温度、
許容応力の設定根拠
1.概要
2.設定根拠

Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火災防護における評価方針
4.2近隣の産業施設による火災の熱影響評価方
針
4.2.3敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火
災の熱影響評価方針

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火災防護における評価条件
及び評価結果
2.2　近隣の産業施設と森林火災の重畳による
火災に対する熱影響評価結果
2.2.3　敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の
火災の熱影響評価

【敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災に
おける評価の基本方針】
・外部火災防護対象施設を収納する建屋の危険
距離を算出し、それ以上の離隔距離を確保して
いることを確認する。
・評価対象となる屋外の外部火災防護対象施設
の温度を許容温度以下とし、それ以上の離隔距
離を確保する。
・建屋、屋外の外部火災防護対象施設が許容温
度以下となることを確認する。

【評価に使用する許容温度について】
外部火災防護対象施設を収納する建屋及び屋外
の外部火災防護対象施設の許容温度と根拠を示
す。

【敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の火災影
響評価の方法】
・敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の火災に
ついては，外部火災防護対象施設を収納する建
屋の危険距離，評価対象となる屋外の外部火災
防護対象施設の温度を算出し，許容温度を満足
することを確認し，それ以上の離隔が確保され
ていることを確認する。
・敷地内の危険物貯蔵施設等の評価式を示す。

【敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災に
おける評価結果】
評価結果を示す。

Ⅵ-1-1-1-4-3　外部火災防護にお
ける評価の基本方針
2.1.2近隣の産業施設による火災
に対する算出の基本方針
2.1.2.3敷地内に設置する危険物
貯蔵施設等の火災に対する算出の
基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火災防護にお
ける評価方針
4.2近隣の産業施設による火災の
熱影響評価方針
4.2.3敷地内に設置する危険物貯
蔵施設等の火災の熱影響評価方針

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火災防護にお
ける評価条件及び評価
2.2　近隣の産業施設と森林火災
の重畳による火災に対する熱影響
評価結果
2.2.3　敷地内に設置する危険物
貯蔵施設等の火災の熱影響評価方
針

【敷地内に設置する危険物貯蔵施
設等の火災における評価の基本方
針】
火災源からの輻射強度，燃焼継続
時間等を求め，外部火災防護対象
施設等を収納する建屋の外壁表面
温度を許容温度以下とすることに
より，外部火災防護対象施設の安
全機能を損なわない設計とする。

【敷地内に設置する危険物貯蔵施
設等の火災における評価方針】
危険物貯蔵施設等の火災に対する
設計対処施設の熱影響を評価する
ため、敷地内に存在する危険物貯
蔵施設等の火災による輻射強度を
算出する。
敷地内に存在する存在する危険物
貯蔵施設の火災からの輻射強度の
算出においては、敷地内に複数存
在する危険物貯蔵施設の中から、
ボイラ用燃料受入れ・貯蔵所に設
置する重油タンクの火災、ボイ
ラー用燃料貯蔵所に設置する重油
タンクの火災及びディーゼル発電
機用燃料受入れ・貯蔵所に設置す
る重油タンクの火災を想定する。

【敷地内に設置する危険物貯蔵施
設等の火災における評価結果】
各設備の離隔が十分確保されてい
ることを確認する。また、外部火
災防護対象施設を収納する建屋の
外壁表面温度を許容温度以下であ
ることを確認した。

第１回申請と同一

第１回申請と同一

Ⅵ-1-1-1-4-3　外部火災防護における評価の基
本方針
2.1火災及び爆発に対する評価の基本方針
2.1.2近隣の産業施設による火災に対する算出
の基本方針
(4)敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の爆発
2.2　許容温度及び許容応力

Ⅵ-1-1-1-4-4外部火災防護における許容温度、
許容応力の設定根拠
1.概要
2.設定根拠

Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火災防護における評価方針
4.2近隣の産業施設による火災の熱影響評価方
針
4.2.4敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の爆
発の響評価方針

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火災防護における評価条件
及び評価結果
2.2　近隣の産業施設と森林火災の重畳による
火災に対する熱影響評価結果
2.2.4敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の爆
発の影響評価

【敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の爆発に
おける評価の基本方針】
・敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発について
は，ガス爆発の爆風圧が0.01MPa となる危険限
界距離を算出し，その危険限界距離を上回る離
隔距離が確保されていることを評価する。
・離隔距離を確保できない精製建屋ボンベ庫、
還元ガス製造建屋については、健全性を維持で
きることを評価する。
・離隔距離を確保できない建屋に対し、爆発圧
が許容応力以下であることを確認する。

【評価に使用する許容応力について】
ガス爆風圧0.01Mpaとなる危険限界距離以上の
離隔を取れない建屋について許容応力と根拠を
示す。

【敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の爆発影
響評価の方法】
・敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の爆発に
ついては，ガス爆発の爆風圧が人体に対して影
響を与えない危険限界距離を算出し，その危険
限界距離を上回る離隔距離が確保されているこ
とを評価する。
・敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の爆発に
対し，離隔距離が確保できない施設について
は，建屋の健全性を確認する。
・敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発の評価式を
示す。

【敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災に
おける評価結果】
評価結果を示す。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

30

・敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災については，貯蔵量，配
置状況並びに外部火災防護対象施設を収納する建屋及び屋外の外部火
災防護対象施設への距離を考慮し，火災影響を及ぼすおそれがあるも
のを選定する。

定義

31

敷地内の危険物貯蔵施設等の火災においては，危険物貯留施設ごとに
輻射強度を求め，この輻射強度に基づき外部火災防護対象施設を収納
する建屋の外壁表面温度を求め，コンクリートの許容温度以下とする
ことで，建屋内に収納する外部火災防護対象施設の安全機能を損なわ
ない設計とする。

評価要求

32
屋外の外部火災防護対象施設は，輻射強度に基づき温度を算出し，屋
外の外部火災防護対象施設の許容温度以下とすることで，安全機能を
損なわない設計とする。

評価要求

33
・爆発源となる敷地内の危険物貯蔵施設等は，屋内に収納され，着火
源を排除するとともに可燃性ガスが漏えいした場合においても滞留し
ない構造とすることで爆発を防止する設計とする。

冒頭宣言

34

その上で，敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の爆発を想定し，ガス
爆発の爆風圧が0.01MPaとなる危険限界距離を求め，必要な離隔距離を
確保することで外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計と
する。

評価要求

35

また，危険限界距離以上の離隔距離を確保できない外部火災防護対象
施設を収納する建屋は，爆発によって発生する爆風圧に対して健全性
を維持する設計とすることで，外部火災防護対象施設の安全機能を損
なわない設計とする。

評価要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

○ －

前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
非常用電源建屋

－ ○ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建
屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
主排気筒管理建屋

－ － －

○ －

冷却水設備（安全冷却水系）
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設
備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃
液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液
廃ガス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱
硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋
換気設備）

－ ○ 冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
換気設備（精製建屋換気設備） － － －

○ －

前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
非常用電源建屋
冷却水設備（安全冷却水系）
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設
備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃
液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液
廃ガス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱
硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋
換気設備）
竜巻防護対策設備

－

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火災防護にお
ける評価条件及び評価
2.2.4敷地内に設置する危険物貯
蔵施設等の爆発の熱影響評価結果

【敷地内に設置する危険物貯蔵施
設等の火災における評価結果】
評価結果を示す。

○
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
冷却水設備（安全冷却水系）

精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建
屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
主排気筒管理建屋
主排気筒
換気設備（精製建屋換気設備）

－ － －

○ － ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 －

Ⅵ-1-1-1-4-3　外部火災防護にお
ける評価の基本方針
2.1.2近隣の産業施設による火災
に対する算出の基本方針
2.1.2.4敷地内に設置する危険物
貯蔵施設等の爆発に対する算出の
基本方針
Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火災防護にお
ける評価方針
4.2.4敷地内に設置する危険物貯
蔵施設等の爆発の熱影響評価方針
Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火災防護にお
ける評価条件及び評価
2.2.4敷地内に設置する危険物貯
蔵施設等の爆発の熱影響評価結果

【敷地内に設置する危険物貯蔵施
設等の爆発における評価の基本方
針】
・離隔距離を確保できない建屋
は、健全性をを評価する。
【評価に使用する許容応力につい
て】
許容応力を根拠を示す。
【敷地内に存在する危険物貯蔵施
設等の爆発影響評価の方法】
・離隔距離が確保できない施設に
ついては，建屋の健全性を確認す
る評価式を示す。
【敷地内に設置する危険物貯蔵施
設等の火災における評価結果】
評価結果を示す。

○ － 精製建屋 － － －

第１回申請と同一 第１回申請と同一

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火災防護にお
ける評価条件及び評価
2.2.4敷地内に設置する危険物貯
蔵施設等の爆発の熱影響評価結果

【敷地内に設置する危険物貯蔵施
設等の火災における評価結果】
評価結果を示す。

第１回申請と同一 第１回申請と同一

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火災防護にお
ける評価条件及び評価
2.2　近隣の産業施設と森林火災
の重畳による火災に対する熱影響
評価結果
2.2.3　敷地内に設置する危険物
貯蔵施設等の火災の熱影響評価方
針

【敷地内に設置する危険物貯蔵施
設等の火災における評価結果】
各設備の離隔が十分確保されてい
ることを確認する。また、外部火
災防護対象施設を収納する建屋の
外壁表面温度を許容温度以下であ
ることを確認した。

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火災防護にお
ける評価条件及び評価
2.2　近隣の産業施設と森林火災
の重畳による火災に対する熱影響
評価結果
2.2.3　敷地内に設置する危険物
貯蔵施設等の火災の熱影響評価方
針

【敷地内に設置する危険物貯蔵施
設等の火災における評価結果】
各設備の離隔が十分確保されてい
ることを確認する。また、外部火
災防護対象施設を収納する建屋の
外壁表面温度を許容温度以下であ
ることを確認した。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

添付書類　構成

36

(４)　 航空機墜落による火災に対する設計方針

航空機墜落による火災については，対象航空機が外部火災防護対象施
設を収納する建屋等の直近に墜落する火災を想定し，火炎からの輻射
強度に基づき外部火災防護対象施設を収納する建屋の外壁及び建屋内
の温度を算出し，コンクリートの許容温度を満足する範囲で建屋外壁
が，要求される機能を損なわない及び建屋内の外部火災防護対象施設
の安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯
蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋

設計方針（航空機墜落火
災に対する熱影響評価）
評価条件
評価方法
評価

○ 安全冷却水B冷却塔 － － － － － － －

37

熱影響により外部火災防護対象施設の安全機能を損なうおそれがある
場合には，１時間耐火の大臣認定を取得した耐火被覆を施工する。駆
動部等で耐火被覆を施工できない部材は，遮熱板で囲むことにより安
全機能を損なわない設計とする。

設置要求
機能要求②

冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
竜巻防護対策設備

設計方針（航空機墜落火
災に対する熱影響評価）
評価条件
評価方法
評価

○ 安全冷却水B冷却塔 ○ － － － － － －

38
耐火被覆については，耐環境性を考慮した対策として上塗り、中塗り
を施す設計とする。

設置要求
冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
竜巻防護対策設備

基本方針
設計方針（航空機墜落火
災に対する熱影響評価）

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮に関する基本
方針
2.1.2外部火災から防護すべき施設の設計方針
(1)外部火災防護対象施設の設計方針
c.航空機墜落に対する設計方針

【航空機墜落火災に対する基本方針】
・耐火被覆について、耐環境性を考慮した対策
を施し、定期的な維持管理を保安規定に定め
て、管理する。

○ 基本方針 －

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮
に関する基本方針
2.1.2外部火災から防護すべき施
設の設計方針
(1)外部火災防護対象施設の設計
方針
c.航空機墜落に対する設計方針

【航空機墜落火災に対する基本方
針】
・耐火被覆について、耐環境性を
考慮した対策を施し、定期的な維
持管理を保安規定に定めて、管理
する。

39

屋外の外部火災防護対象施設は，主要部材である鋼材の強度が維持さ
れる温度以下とすることで，安全機能を損なわない設計とする。ま
た，外部火災防護対象施設である冷却塔については，冷却水出口温度
を最大運転温度以下とすることで，安全機能を損なわない設計とす
る。

評価要求

冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃
縮廃液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣
廃液廃ガス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化
建屋換気設備）

設計方針（航空機墜落火
災に対する熱影響評価）
評価条件
評価方法
評価

○ 安全冷却水B冷却塔 － － － － － － －

40

外部火災防護対象施設に波及的影響を及ぼすおそれのある施設は，主
要部材である鋼材の強度が一時的に低下しても構造が維持される温度
以下とすることで，外部火災防護対象施設に波及的影響を及ぼさない
設計とする。

評価要求 竜巻防護対策設備

設計方針（航空機墜落火
災に対する熱影響評価）
評価条件
評価方法
評価

○ 竜巻防護対策設備 － － － － － － －

41

航空機墜落火災による飛来物防護板の温度上昇により，熱影響を受け
る建屋内の外部火災防護対象施設については，飛来物防護板からの輻
射強度に基づく温度を算出し，外部火災防護対象施設の性能維持に必
要な温度以下とすることで，安全機能を損なわない設計とする

評価要求 電気設備（ディーゼル発電機）

設計方針（航空機墜落火
災に対する熱影響評価）
評価条件
評価方法
評価

－ － － － － － － － － － －

Ⅵ-1-1-1-4-3　外部火災防護にお
ける評価の基本方針
2.1火災及び爆発に対する評価の
基本方針
2.1.3航空機墜落による火災
2.2　許容温度及び許容応力

【航空機墜による火災における評
価の基本方針】
・航空機墜落による火災について
は，対象航空機建屋等の直近に墜
落することを想定する。
・外部火災防護対象施設を収納す
る建屋については外壁温度と内壁
温度上昇を算出し，建屋外壁が要
求される機能を損なわないことを
確認する。
・外部火災の影響を考慮する施設
については、航空機墜落火災の影
響を考慮し、耐火被覆，遮熱板等
の防護対策を実施しており、航空
機墜落火災においては、これらの
対策を考慮した温度を確認する。
・航空機墜落火災において建屋が
許容温度以下であることを確認す
る。

第１回申請と同一

Ⅵ-1-1-1-4-3　外部火災防護にお
ける評価の基本方針
2.1火災及び爆発に対する評価の
基本方針
2.1.3航空機墜落による火災
2.2　許容温度及び許容応力

Ⅵ-1-1-1-4-4外部火災防護におけ
る許容温度、許容応力の設定根拠
1.概要
2.設定根拠

Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火災防護にお
ける評価方針
4.3航空機墜落による火災の熱影
響評価方針

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火災防護にお
ける評価条件及び評価結果
2.3　航空機墜落による火災に対
する熱影響評価

【航空機墜による火災における評
価の基本方針】
・屋外に設置する外部火災防護対
象施設については、支持架構を含
め安全機能を損なわないことを確
認する。
・波及的影響を及ぼし得る施設は
一時的に強度低下を起こしても構
造が維持される許容温度以下とな
ることを確認する。
【評価に使用する許容温度につい
て】
・屋外の外部火災防護対象施設、
波及的影響を及ぼし得る施設の許
容温度と根拠を示す。
・なお、耐火被覆等の効果を考慮
した許容温度を設定する。

【航空機墜落火災影響評価の方
法】
・屋外の外部火災防護対象施設に
ついては，耐火被覆又は遮熱板を
考慮して，外部火災防護対象施設
の安全機能を損なわないことを確
認する。
・波及的影響を及ぼし得る施設に
ついては，耐火被覆を考慮し，一
時的な強度低下が起こっても倒壊
及び脱落しない温度となることを
確認する。
・航空機墜落火災影響の評価式を
示す。

【航空機墜による火災における評
価結果】
評価結果を示す。

Ⅵ-1-1-1-4-3　外部火災防護における評価の基
本方針
2.1火災及び爆発に対する評価の基本方針
2.1.3航空機墜落による火災
2.2　許容温度及び許容応力

Ⅵ-1-1-1-4-4外部火災防護における許容温度、
許容応力の設定根拠
1.概要
2.設定根拠

Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火災防護における評価方針
4.3航空機墜落による火災の熱影響評価方針

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火災防護における評価条件
及び評価結果
2.3　航空機墜落による火災に対する熱影響評
価

【航空機墜による火災における評価の基本方
針】
・航空機墜落による火災については，対象航空
機建屋等の直近に墜落することを想定する。
・外部火災防護対象施設を収納する建屋につい
ては外壁温度と内壁温度上昇を算出し，建屋外
壁が要求される機能を損なわないことを確認す
る。
・外部火災の影響を考慮する施設については、
航空機墜落火災の影響を考慮し、耐火被覆，遮
熱板等の防護対策を実施しており、航空機墜落
火災においては、これらの対策を考慮した温度
を確認する。
・航空機墜落火災において建屋が許容温度以下
であることを確認する。

【評価に使用する許容温度について】
・航空機墜落火災で考慮する外部火災防護対象
施設を収納する建屋の許容温度と根拠を示す。
・なお、耐火被覆等の効果を考慮した許容温度
を設定する。

【航空機墜落火災影響評価の方法】
・航空機墜落火災については，対象航空機が建
屋等の直近に墜落し，建屋外壁等で火災が発生
することを想定し，この航空機墜落火災の輻射
強度により，外部火災防護対象施設を収納する
建屋が、外壁に要求される機能を損なわないこ
とを確認する。

【航空機墜による火災における評価結果】
評価結果を示す。

Ⅵ-1-1-1-4-3　外部火災防護における評価の基
本方針
2.1火災及び爆発に対する評価の基本方針
2.1.3航空機墜落による火災
2.2　許容温度及び許容応力

Ⅵ-1-1-1-4-4外部火災防護における許容温度、
許容応力の設定根拠
1.概要
2.設定根拠

Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火災防護における評価方針
4.3航空機墜落による火災の熱影響評価方針

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火災防護における評価条件
及び評価結果
2.3　航空機墜落による火災に対する熱影響評
価

【航空機墜による火災における評価の基本方
針】
・屋外に設置する外部火災防護対象施設につい
ては、支持架構を含め安全機能を損なわないこ
とを確認する。
・波及的影響を及ぼし得る施設は一時的に強度
低下を起こしても構造が維持される許容温度以
下となることを確認する。
・飛来物防護板から輻射熱を受ける建屋内のる
外部火災防護対象施設については、許容温度以
下となることを確認する。

【評価に使用する許容温度について】
・航空機墜落火災で考慮するび屋外の外部火災
防護対象施設、波及的影響を及ぼし得る施設、
飛来物防護板からの輻射影響を受ける施設の許
容温度と根拠を示す。
・なお、耐火被覆等の効果を考慮した許容温度
を設定する。

【航空機墜落火災影響評価の方法】
・屋外の外部火災防護対象施設については，耐
火被覆又は遮熱板を考慮して，外部火災防護対
象施設の安全機能を損なわないことを確認す
る。
・波及的影響を及ぼし得る施設については，耐
火被覆を考慮し，一時的な強度低下が起こって
も倒壊及び脱落しない温度となることを確認す
る。
・建屋内にあっても間接的に受ける施設につい
ては，飛来物防護板等からの二次的な輻射を考
慮しても影響のない温度となることを確認す
る。
・航空機墜落火災影響の評価式を示す。

【航空機墜による火災における評価結果】
評価結果を示す。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

36

(４) 航空機墜落による火災に対する設計方針

航空機墜落による火災については，対象航空機が外部火災防護対象施
設を収納する建屋等の直近に墜落する火災を想定し，火炎からの輻射
強度に基づき外部火災防護対象施設を収納する建屋の外壁及び建屋内
の温度を算出し，コンクリートの許容温度を満足する範囲で建屋外壁
が，要求される機能を損なわない及び建屋内の外部火災防護対象施設
の安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

37

熱影響により外部火災防護対象施設の安全機能を損なうおそれがある
場合には，１時間耐火の大臣認定を取得した耐火被覆を施工する。駆
動部等で耐火被覆を施工できない部材は，遮熱板で囲むことにより安
全機能を損なわない設計とする。

設置要求
機能要求②

38
耐火被覆については，耐環境性を考慮した対策として上塗り、中塗り
を施す設計とする。

設置要求

39

屋外の外部火災防護対象施設は，主要部材である鋼材の強度が維持さ
れる温度以下とすることで，安全機能を損なわない設計とする。ま
た，外部火災防護対象施設である冷却塔については，冷却水出口温度
を最大運転温度以下とすることで，安全機能を損なわない設計とす
る。

評価要求

40

外部火災防護対象施設に波及的影響を及ぼすおそれのある施設は，主
要部材である鋼材の強度が一時的に低下しても構造が維持される温度
以下とすることで，外部火災防護対象施設に波及的影響を及ぼさない
設計とする。

評価要求

41

航空機墜落火災による飛来物防護板の温度上昇により，熱影響を受け
る建屋内の外部火災防護対象施設については，飛来物防護板からの輻
射強度に基づく温度を算出し，外部火災防護対象施設の性能維持に必
要な温度以下とすることで，安全機能を損なわない設計とする

評価要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

○ －

前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
非常用電源建屋

－ ○ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建
屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
主排気筒管理建屋

－ － －

○ － 冷却水設備（安全冷却水系） ○ ○ 冷却水設備（安全冷却水系） 主排気筒 － － ○

○ －

冷却水設備（安全冷却水系）
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設
備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃
液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液
廃ガス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱
硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋
換気設備）

－ ○ 冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
換気設備（精製建屋換気設備） － － －

○ － 竜巻防護対策設備 － ○ 竜巻防護対策設備 竜巻防護対策設備 － － －

○ － 電気設備（ディーゼル発電機） －

Ⅵ-1-1-1-4-3　外部火災防護にお
ける評価の基本方針
2.1.3航空機墜落による火災
2.2　許容温度及び許容応力

Ⅵ-1-1-1-4-4外部火災防護におけ
る許容温度、許容応力の設定根拠
2.設定根拠

Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火災防護にお
ける評価方針
4.3航空機墜落による火災の熱影
響評価方針

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火災防護にお
ける評価条件及び評価結果
2.3　航空機墜落による火災に対
する熱影響評価

【航空機墜による火災における評
価の基本方針】
・飛来物防護板から輻射熱を受け
る建屋内のる外部火災防護対象施
設については、許容温度以下とな
ることを確認する。
【評価に使用する許容温度につい
て】
・飛来物防護板からの輻射影響を
受ける施設の許容温度と根拠を示
す。
【航空機墜落火災影響評価の方
法】
・飛来物防護板等からの二次的な
輻射を考慮しても影響のない温度
となることを確認する評価式を示
す。
【航空機墜による火災における評
価結果】
評価結果を示す。

－ － － － － － － －

Ⅵ-1-1-1-4-4外部火災防護におけ
る許容温度、許容応力の設定根拠
1.概要
2.設定根拠

Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火災防護にお
ける評価方針
4.3航空機墜落による火災の熱影
響評価方針

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火災防護にお
ける評価条件及び評価結果
2.3　航空機墜落による火災に対
する熱影響評価

【評価に使用する許容温度につい
て】
・航空機墜落火災で考慮する外部
火災防護対象施設を収納する建屋
の許容温度と根拠を示す。
・なお、耐火被覆等の効果を考慮
した許容温度を設定する。

【航空機墜落火災影響評価の方
法】
・航空機墜落火災については，対
象航空機が建屋等の直近に墜落
し，建屋外壁等で火災が発生する
ことを想定し，この航空機墜落火
災の輻射強度により，外部火災防
護対象施設を収納する建屋が、外
壁に要求される機能を損なわない
ことを確認する。

【航空機墜による火災における評
価結果】
評価結果を示す。

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火災防護にお
ける評価条件及び評価結果
2.3　航空機墜落による火災に対
する熱影響評価

【航空機墜による火災における評
価結果】
評価結果を示す。

第１回申請と同一 第１回申請と同一

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火災防護にお
ける評価条件及び評価結果
2.3　航空機墜落による火災に対
する熱影響評価

【航空機墜による火災における評
価結果】
評価結果を示す。

Ⅵ-1-1-1-4-4外部火災防護におけ
る許容温度、許容応力の設定根拠
1.概要
2.設定根拠

Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火災防護にお
ける評価方針
4.3航空機墜落による火災の熱影
響評価方針

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火災防護にお
ける評価条件及び評価結果
2.3　航空機墜落による火災に対
する熱影響評価

【評価に使用する許容温度につい
て】
・屋外の外部火災防護対象施設
（主排気筒）の許容温度と根拠を
示す。

【航空機墜落火災影響評価の方
法】
・屋外の外部火災防護対象施設
（主排気筒）の航空機墜落火災影
響の評価式を示す。

【航空機墜による火災における評
価結果】
評価結果を示す。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

添付書類　構成

42

敷地内の危険物貯蔵施設等の火災と航空機墜落火災の重畳について
は，航空機が危険物貯蔵施設等に直撃し，危険物及び航空機燃料によ
る重畳火災を想定したとしても，外部火災防護対象施設の直近におけ
る航空機墜落による火災評価に包絡されることから，航空機墜落火災
により評価する。

定義 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮に関する基本
方針
2.1.2外部火災から防護すべき施設の設計方針
(1)外部火災防護対象施設の設計方針
d.航空機墜落火災と敷地内に設置する危険物貯
蔵施設等の火災・爆発の重畳に対する設計方針

【航空機墜落による火災と敷地内の危険物貯蔵
施設等の火災の重畳における基本方針】
・敷地内の危険物貯蔵施設等の火災と航空機墜
落火災の重畳については，航空機が危険物貯蔵
施設等に直撃し，危険物及び航空機燃料による
重畳火災を想定したとしても，直近における航
空機墜落による火災評価に包絡される。

○ 基本方針 －

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮
に関する基本方針
2.1.2外部火災から防護すべき施
設の設計方針
(1)外部火災防護対象施設の設計
方針
d.航空機墜落火災と敷地内に設置
する危険物貯蔵施設等の火災・爆
発の重畳に対する設計方針

【航空機墜落による火災と敷地内
の危険物貯蔵施設等の火災の重畳
における基本方針】
・敷地内の危険物貯蔵施設等の火
災と航空機墜落火災の重畳につい
ては，航空機が危険物貯蔵施設等
に直撃し，危険物及び航空機燃料
による重畳火災を想定したとして
も，直近における航空機墜落によ
る火災評価に包絡される。

43

航空機墜落による火災と危険物貯蔵施設等の爆発が重畳した場合を想
定し，ガス爆発の爆風圧が0.01MPpaとなる危険限界距離を求め，危険
物貯蔵施設等までの離隔距離を確保することで，外部火災防護対象施
設の安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋
冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プルトニウム混合脱
硝建屋塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液廃ガス処理
系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液廃ガス処理
系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設
備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備）

設計方針（航空機墜落火
災の重畳）
評価条件
評価方法
評価

○ 安全冷却水B冷却塔 －

Ⅵ-1-1-1-4-3　外部火災防護にお
ける評価の基本方針
2.1.4航空機墜落火災と敷地内に
設置する危険物貯蔵施設等の爆発
2.2　許容温度及び許容応力
Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火災防護にお
ける評価方針
4.4航空機墜落火災と敷地内に設
置する危険物貯蔵施設等の爆発
Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火災防護にお
ける評価条件及び評価結果
2.4航空機墜落火災と敷地内に設
置する危険物貯蔵施設等の爆発の
影響評価

【航空機墜落火災と敷地内に設置
する危険物貯蔵施設等の爆発にお
ける評価の基本方針】
・ガス爆発の爆風圧の危険限界距
離を算出し，離隔距離を評価す
る。
【航空機墜落火災と敷地内に設置
する危険物貯蔵施設等の爆発にお
ける評価方針】
・危険限界距離を算出し，離隔距
離が確保されていることを評価す
る評価式を示す。
【航空機墜落火災と敷地内に設置
する危険物貯蔵施設等の火災にお
ける評価結果】
評価結果を示す。

－ － － － － －

44

また，危険限界距離以上の離隔距離を確保することが出来ない外部火
災防護対象施設を収納する建屋は，爆発によって発生する爆風圧に対
して健全性を維持する設計とすることで，外部火災防護対象施設の安
全機能を損なわない設計とする。

評価要求
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

設計方針（航空機墜落火
災の健全性）
評価条件
評価方法
評価

－ － － － － － － － － － －

45

(５) 危険物貯蔵施設等に対する設計方針
危険物貯蔵施設等への熱影響については，森林火災及び近隣の産業施
設の火災の影響を想定しても，敷地内の危険物貯蔵施設等の貯蔵物の
温度を許容温度以下とすることで，危険物貯蔵施設等の火災及び爆発
を防止し，外部火災防護対象施設を収納する建屋及び屋外の外部火災
防護対象施設へ影響を与えない設計とする。

評価要求
－
(危険物貯蔵施設等)

設計方針（危険物貯蔵施
設等の防護方針）
評価条件
評価方法
評価

○
－
(危険物貯蔵施設等) － － － － － － －

46
また，近隣の産業施設の爆発の影響を想定しても，危険物貯蔵施設等
の爆発を防止し，外部火災防護対象施設を収納する建屋及び屋外の外
部火災防護対象施設へ影響を与えない設計とする。

評価要求
－
(危険物貯蔵施設等)

設計方針（危険物貯蔵施
設等の防護方針）
評価条件
評価方法
評価

○
－
(危険物貯蔵施設等) － － － － － － －

Ⅵ-1-1-1-4-3　外部火災防護における評価の基
本方針
2.1火災及び爆発に対する評価の基本方針
2.1.5敷地内の危険物貯蔵施設等の火災の発生
防止
2.2　許容温度及び許容応力

Ⅵ-1-1-1-4-4外部火災防護における許容温度、
許容応力の設定根拠
1.概要
2.設定根拠

Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火災防護における評価方針
4.6敷地内の危険物貯蔵施設等の火災の発生防
止

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火災防護における評価条件
及び評価結果
2.6敷地内の危険物貯蔵施設等の火災の発生防
止

【敷地内の危険物貯蔵施設等の火災の発生防止
における評価の基本方針】
・敷地内の危険物貯蔵施設について、森林火災
及び近隣の産業施設の火災を想定しても、危険
物貯蔵施設を許容温度以下とすることで、外部
火災防護対象施設に影響を与えない設計とす
る。
・また、近隣の産業施設の爆発を想定しても、
危険物貯蔵施設等の爆発を防止し、外部火災防
護対象施設に影響を与えない設計とする。
・近隣の産業施設の火災は石油備蓄基地火災と
し、爆発は、MOX燃料加工施設の第１高圧ガス
トレーラ庫の爆発を対象とする。
・危険物貯蔵施設等が許容温度以下となること
を確認する。

【評価に使用する許容温度について】
・危険物貯蔵施設等の許容温度と根拠を示す。

【敷地内の危険物貯蔵施設への火災・爆発の影
響評価の方法】
・敷地内の危険物貯蔵施設への火災の影響につ
いて、森林火災及び石油備蓄基地火災を想定す
る。
・森林火災及び石油備蓄基地火災から最も距離
の近い危険物貯蔵施設等を評価の対象とする。
・近隣の産業施設の爆発については、MOX燃料
加工施設の第１高圧ガストレーラ庫に対する危
険限界距離以上の離隔距離を確保する。
・敷地内の危険物貯蔵施設への火災・爆発の影
響の評価式を示す。

【敷地内の危険物貯蔵施設等の火災の発生防止
の評価結果】
評価結果を示す。

Ⅵ-1-1-1-4-3　外部火災防護にお
ける評価の基本方針
2.1火災及び爆発に対する評価の
基本方針
2.1.5敷地内の危険物貯蔵施設等
の火災の発生防止
2.2　許容温度及び許容応力

Ⅵ-1-1-1-4-4外部火災防護におけ
る許容温度、許容応力の設定根拠
1.概要
2.設定根拠

Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火災防護にお
ける評価方針
4.6敷地内の危険物貯蔵施設等の
火災の発生防止

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火災防護にお
ける評価条件及び評価結果
2.6敷地内の危険物貯蔵施設等の
火災の発生防止

【敷地内の危険物貯蔵施設等の火
災の発生防止における評価の基本
方針】
・敷地内の危険物貯蔵施設につい
て、森林火災及び近隣の産業施設
の火災を想定しても、危険物貯蔵
施設を許容温度以下とすること
で、影響を与えない設計とする。
・また、近隣の産業施設の爆発を
想定し、危険物貯蔵施設等の爆発
を防止する。
・石油備蓄基地火災とし、爆発
は、MOX燃料加工施設の第１高圧
ガストレーラ庫の爆発を対象とす
る。
【評価に使用する許容温度につい
て】
・危険物貯蔵施設等の許容温度と
根拠を示す。
【敷地内の危険物貯蔵施設への火
災・爆発の影響評価の方法】
・森林火災及び石油備蓄基地火災
を想定する。
・森林火災及び石油備蓄基地火災
から最も距離の近い危険物貯蔵施
設等を評価の対象とする。
・近隣の産業施設の爆発について
は、MOX燃料加工施設の第１高圧
ガストレーラ庫に対する危険限界
距離以上の離隔距離を確保する。
・敷地内の危険物貯蔵施設への火
災・爆発の影響の評価式を示す。
【敷地内の危険物貯蔵施設等の火
災の発生防止の評価結果】
評価結果を示す。

第１回申請と同一

Ⅵ-1-1-1-4-3　外部火災防護における評価の基
本方針
2.1火災及び爆発に対する評価の基本方針
2.1.4航空機墜落火災と敷地内に設置する危険
物貯蔵施設等の爆発
2.2　許容温度及び許容応力

Ⅵ-1-1-1-4-4外部火災防護における許容温度、
許容応力の設定根拠
1.概要
2.設定根拠

Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火災防護における評価方針
4.4航空機墜落火災と敷地内に設置する危険物
貯蔵施設等の爆発

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火災防護における評価条件
及び評価結果
2.4航空機墜落火災と敷地内に設置する危険物
貯蔵施設等の爆発の影響評価

【航空機墜落火災と敷地内に設置する危険物貯
蔵施設等の爆発における評価の基本方針】
・航空機墜落火災と敷地内の危険物貯蔵施設等
の爆発については，ガス爆発の爆風圧が
0.01MPa となる危険限界距離を算出し，その危
険限界距離を上回る離隔距が確保されているこ
とを評価する。
・離隔距離を確保できない精製建屋ボンベ庫、
還元ガス製造建屋については、健全性を維持で
きることを評価する。
・離隔距離を確保できない建屋に対し、爆発圧
が許容応力以下であることを確認する。

【評価に使用する許容応力について】
ガス爆風圧0.01Mpaとなる危険限界距離以上の
離隔を取れない建屋について許容応力と根拠を
示す。

【航空機墜落火災と敷地内に設置する危険物貯
蔵施設等の爆発における評価方針】
航空機墜落火災と敷地内の危険物貯蔵施設等の
爆発については，ガス爆発の爆風圧が0.01MPa
となる危険限界距離を算出し，その危険限界距
離を上回る離隔距離が確保されていることを評
価する。
　離隔距離を確保できない精製建屋ボンベ庫、
還元ガス製造建屋については、健全性を維持で
きることを確認
・航空機墜落火災と敷地内に設置する危険物貯
蔵施設等の爆発の評価式を示す。

【航空機墜落火災と敷地内に設置する危険物貯
蔵施設等の火災における評価結果】
評価結果を示す。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

42

敷地内の危険物貯蔵施設等の火災と航空機墜落火災の重畳について
は，航空機が危険物貯蔵施設等に直撃し，危険物及び航空機燃料によ
る重畳火災を想定したとしても，外部火災防護対象施設の直近におけ
る航空機墜落による火災評価に包絡されることから，航空機墜落火災
により評価する。

定義

43

航空機墜落による火災と危険物貯蔵施設等の爆発が重畳した場合を想
定し，ガス爆発の爆風圧が0.01MPpaとなる危険限界距離を求め，危険
物貯蔵施設等までの離隔距離を確保することで，外部火災防護対象施
設の安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

44

また，危険限界距離以上の離隔距離を確保することが出来ない外部火
災防護対象施設を収納する建屋は，爆発によって発生する爆風圧に対
して健全性を維持する設計とすることで，外部火災防護対象施設の安
全機能を損なわない設計とする。

評価要求

45

(５)　危険物貯蔵施設等に対する設計方針
危険物貯蔵施設等への熱影響については，森林火災及び近隣の産業施
設の火災の影響を想定しても，敷地内の危険物貯蔵施設等の貯蔵物の
温度を許容温度以下とすることで，危険物貯蔵施設等の火災及び爆発
を防止し，外部火災防護対象施設を収納する建屋及び屋外の外部火災
防護対象施設へ影響を与えない設計とする。

評価要求

46
また，近隣の産業施設の爆発の影響を想定しても，危険物貯蔵施設等
の爆発を防止し，外部火災防護対象施設を収納する建屋及び屋外の外
部火災防護対象施設へ影響を与えない設計とする。

評価要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

○ －

前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
非常用電源建屋
冷却水設備（安全冷却水系）
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設
備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃
液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液
廃ガス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱
硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋
換気設備）
竜巻防護対策設備

－

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火災防護にお
ける評価条件及び評価結果
2.4航空機墜落火災と敷地内に設
置する危険物貯蔵施設等の爆発の
影響評価

【航空機墜落火災と敷地内に設置
する危険物貯蔵施設等の火災にお
ける評価結果】
評価結果を示す。

○
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
冷却水設備（安全冷却水系）

精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建
屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
主排気筒管理建屋
主排気筒
換気設備（精製建屋換気設備）

－ － －

○ － ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 －

Ⅵ-1-1-1-4-3　外部火災防護にお
ける評価の基本方針
2.1.4航空機墜落火災と敷地内に
設置する危険物貯蔵施設等の爆発
2.2　許容温度及び許容応力
Ⅵ-1-1-1-4-4外部火災防護におけ
る許容温度、許容応力の設定根拠
2.設定根拠
Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火災防護にお
ける評価方針
4.4航空機墜落火災と敷地内に設
置する危険物貯蔵施設等の爆発
Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火災防護にお
ける評価条件及び評価結果
2.4航空機墜落火災と敷地内に設
置する危険物貯蔵施設等の爆発の
影響評価

【航空機墜落火災と敷地内に設置
する危険物貯蔵施設等の爆発にお
ける評価の基本方針】
・離隔距離を確保できない建屋
は、健全性を評価する。
【評価に使用する許容応力につい
て】
許容応力を根拠を示す。
【航空機墜落火災と敷地内に設置
する危険物貯蔵施設等の爆発にお
ける評価方針】
・離隔距離が確保できない施設の
評価式を示す。
【航空機墜落火災と敷地内に設置
する危険物貯蔵施設等の火災にお
ける評価結果】
評価結果を示す。

○ － 精製建屋 － － －

－ － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － － －

第１回申請と同一 第１回申請と同一

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火災防護にお
ける評価条件及び評価結果
2.4航空機墜落火災と敷地内に設
置する危険物貯蔵施設等の爆発の
影響評価

【航空機墜落火災と敷地内に設置
する危険物貯蔵施設等の火災にお
ける評価結果】
評価結果を示す。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

添付書類　構成

47

(６)　二次的影響（ばい煙）に対する設計方針
外部火災の二次的影響であるばい煙による影響については，建屋換気
設備等に適切な防護対策を講じることで，外部火災防護対象施設の安
全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮に関する基本
方針
2.1.2外部火災から防護すべき施設の設計方針
h.外部火災による二次的影響に対する設計方針
(a)　2次的影響ばい煙の設計方針

【二次的影響（ばい煙）における基本方針】
・外部火災の二次的影響であるばい煙による影
響については，建屋換気設備等に適切な防護対
策を講じることで，安全機能を有する施設の安
全機能を損なわない設計とする。
・外部火災防護対象施設を収納する建屋の換気
設備の給気系は，粒子フィルタ又は中性能フィ
ルタにより，ばい煙の侵入を防止することで，
外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない
設計とする。
・制御建屋や使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の制御室については，外気遮断等の手段を
保安規定に定めて管理する。

－ － － － － － － － － － －

48

(a)換気空調系統
外部火災防護対象施設を収納する建屋の換気設備の給気系は，フィル
タにより，ばい煙の侵入を防止することで，外部火災防護対象施設の
安全機能を損なわない設計とする。

機能要求①

ガラス固化体貯蔵設備（ガラス固化体貯蔵設備）
電気設備（ディーゼル発電機）
安全圧縮空気系（安全圧縮空気系）
制御室（制御室）
制御室換気設備（制御室換気設備）
せん断処理・溶解廃ガス処理設備（せん断処理・溶解
廃ガス処理設備）
塔槽類排ガス処理設備（前処理建屋塔槽類廃ガス処理
設備）
塔槽類排ガス処理設備（分離建屋塔槽類廃ガス処理設
備）
塔槽類排ガス処理設備（精製建屋塔槽類廃ガス処理設
備）
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プルトニウム混合脱
硝建屋塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液廃ガス処理
系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液廃ガス処理
系）
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備（高レベル廃
液ガラス固化廃ガス処理設備）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設
備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備）
緊急時対策所（緊急時対策所）

基本方針
対象選定
設計方針（第２Ｇｒ以
降）

－ － － － － － － － － － －

49
中央制御室は，運転員の居住性を確保するため，制御室の換気設備の
外気取入口に設置するフィルタにより，一定以上の粒径のばい煙粒子
を捕獲する設計とする。

機能要求①
制御室（制御室）
制御室換気設備（制御室換気設備）

基本方針
対象選定
設計方針（第２Ｇｒ以
降）

－ － － － － － － － － － －

50

(b)ディーゼル発電機
非常用ディーゼル発電機についてはフィルタやワイヤーネットによ
り，ばい煙の侵入を防止することで，安全機能を損なわない設計とす
る。

機能要求① 電気設備（ディーゼル発電機）

基本方針
対象選定
設計方針（第２Ｇｒ以
降）

－ － － － － － － － － － －

51

　(c)安全空気圧縮機系の圧縮空気
外部火災防護対象施設の安全圧縮空気系の空気圧縮機の吸気側につい
ては，フィルタにより，ばい煙の侵入を防止することで，安全機能を
損なわない設計とする。

機能要求① 安全圧縮空気系（安全圧縮空気系）

基本方針
対象選定
設計方針（第２Ｇｒ以
降）

－ － － － － － － － － － －

52

(ｄ)収納管及び通風管
ガラス固化体貯蔵設備の収納管と通風管については，外気とともに自
然空冷の通気流路にばい煙が流入するが，流路の閉塞を防止する構造
とし，安全機能を損なわない設計とする。

機能要求①
ガラス固化体貯蔵設備（ガラス固化
体貯蔵設備）

基本方針
対象選定
設計方針（第２Ｇｒ以
降）

－ － － － － － － － － － －

53

(6)　二次的影響 （有毒ガス）に対する設計方針
有毒ガスによる影響については，中央制御室換気設備の連絡口との外
気取入れを遮断し制御室内空気を再循環することにより，居住性に影
響を及ぼさない設計とする

冒頭宣言 基本方針

基本方針
対象選定
設計方針（第２Ｇｒ以
降）

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮に関する基本
方針
2.1.2外部火災から防護すべき施設の設計方針
h.外部火災による二次的影響に対する設計方針
(a)　2次的影響ばい煙の設計方針

Ⅵ-1-1-1-4-7　二次的影響（ばい煙）及び有毒
ガスに対する設計
2.1.2　2次的影響有毒ガスの設計方針

【二次的影響（有毒ガス）における基本方針】
・有毒ガスによる影響については，運転員の作
業環境を確保するため制御建屋の中央制御室内
空気を再循環する設計とし，居住性に影響を及
ぼさない設計とする。

－ － － － － － － － － － －

Ⅵ-1-1-1-4-7　二次的影響（ばい煙）及び有毒
ガスに対する設計
2.1　2次系ばい煙の評価方針

【ばい煙における設計方針】
ばい煙については，外部火災防護対象施設を収
納する建屋に設置された外気を取り入れる給気
系に設置されたフィルタにより、一定以上の粒
径のばい煙の侵入が防止され、影響がない範囲
となることを確認する。

【ばい煙における設計方針】
ばい煙については，外部火災防護対象施設を収
納する建屋に設置された外気を取り入れる給気
系に設置されたフィルタにより、一定以上の粒
径のばい煙の侵入が防止され、影響がない範囲
となることを確認する。

Ⅵ-1-1-1-4-7　二次的影響（ばい煙）及び有毒
ガスに対する設計
2.1.1　2次系ばい煙の評価方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

47

(６)　二次的影響（ばい煙）に対する設計方針
外部火災の二次的影響であるばい煙による影響については，建屋換気
設備等に適切な防護対策を講じることで，外部火災防護対象施設の安
全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

48

(a)換気空調系統
外部火災防護対象施設を収納する建屋の換気設備の給気系は，フィル
タにより，ばい煙の侵入を防止することで，外部火災防護対象施設の
安全機能を損なわない設計とする。

機能要求①

49
中央制御室は，運転員の居住性を確保するため，制御室の換気設備の
外気取入口に設置するフィルタにより，一定以上の粒径のばい煙粒子
を捕獲する設計とする。

機能要求①

50

(b)ディーゼル発電機
非常用ディーゼル発電機についてはフィルタやワイヤーネットによ
り，ばい煙の侵入を防止することで，安全機能を損なわない設計とす
る。

機能要求①

51

　(c)安全空気圧縮機系の圧縮空気
外部火災防護対象施設の安全圧縮空気系の空気圧縮機の吸気側につい
ては，フィルタにより，ばい煙の侵入を防止することで，安全機能を
損なわない設計とする。

機能要求①

52

(ｄ)収納管及び通風管
ガラス固化体貯蔵設備の収納管と通風管については，外気とともに自
然空冷の通気流路にばい煙が流入するが，流路の閉塞を防止する構造
とし，安全機能を損なわない設計とする。

機能要求①

53

(6)　二次的影響 （有毒ガス）に対する設計方針
有毒ガスによる影響については，中央制御室換気設備の連絡口との外
気取入れを遮断し制御室内空気を再循環することにより，居住性に影
響を及ぼさない設計とする

冒頭宣言

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

○ － 基本方針 －

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮
に関する基本方針
2.1.2外部火災から防護すべき施
設の設計方針
h.外部火災による二次的影響に対
する設計方針
(a)　2次的影響ばい煙の設計方針

【二次的影響（ばい煙）における
基本方針】
・外部火災の二次的影響であるば
い煙による影響については，建屋
換気設備等に適切な防護対策を講
じる。
・外部火災防護対象施設を収納す
る建屋の換気設備の給気系は，粒
子フィルタ又は中性能フィルタに
より，ばい煙の侵入を防止するこ
とで，外部火災防護対象施設の安
全機能を損なわない設計とする。
・外気遮断等の手段を保安規定に
定めて管理する。

○ －

電気設備（ディーゼル発電機）
安全圧縮空気系（安全圧縮空気系）
せん断処理・溶解廃ガス処理設備
（せん断処理・溶解廃ガス処理設
備）
塔槽類排ガス処理設備（前処理建屋
塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類排ガス処理設備（分離建屋塔
槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃
縮廃液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣
廃液廃ガス処理系）
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理
設備（高レベル廃液ガラス固化廃ガ
ス処理設備）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋換気設備）

－

Ⅵ-1-1-1-4-7　二次的影響（ばい
煙）及び有毒ガスに対する設計
2.1　2次系ばい煙の評価方針

【ばい煙における設計方針】
ばい煙については，外部火災防護
対象施設を収納する建屋に設置さ
れた外気を取り入れる給気系に設
置されたフィルタにより、一定以
上の粒径のばい煙の侵入が防止さ
れ、影響がない範囲となることを
確認する。

制御室（制御室）
制御室換気設備（制御室換気設備）

ガラス固化体貯蔵設備（ガラス固化
体貯蔵設備）
安全圧縮空気系（安全圧縮空気系）
制御室（制御室）
制御室換気設備（制御室換気設備）
塔槽類排ガス処理設備（精製建屋塔
槽類廃ガス処理設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混
合酸化物貯蔵建屋換気設備）
緊急時対策所（緊急時対策所）

－ － －

－ － － － － － ○
制御室（制御室）
制御室換気設備（制御室換気設備）

－ － － －

○ － 電気設備（ディーゼル発電機） － － － － － － － － －

○ － 安全圧縮空気系（安全圧縮空気系） － ○ － 安全圧縮空気系（安全圧縮空気系） － － －

－ － － － － － ○ －
ガラス固化体貯蔵設備（ガラス固化
体貯蔵設備）

－ － －

－ － － － － － ○ － 制御建屋 － － －

Ⅵ-1-1-1-4-7　二次的影響（ばい
煙）及び有毒ガスに対する設計
2.1.2　2次的影響有毒ガスの設計
方針

【二次的影響（有毒ガス）におけ
る基本方針】
・有毒ガスによる影響について
は，運転員の作業環境を確保する
ため制御建屋の中央制御室内空気
を再循環する設計とし，居住性に
影響を及ぼさない設計とする。

第２回（主要建屋SA設備等）申請と同一

Ⅵ-1-1-1-4-7　二次的影響（ばい
煙）及び有毒ガスに対する設計
2.1　2次系ばい煙の評価方針

【ばい煙における設計方針】
ばい煙については，外部火災防護
対象施設を収納する建屋に設置さ
れた外気を取り入れる給気系に設
置されたフィルタにより、一定以
上の粒径のばい煙の侵入が防止さ
れ、影響がない範囲となることを
確認する。

Ⅵ-1-1-1-4-7　二次的影響（ばい
煙）及び有毒ガスに対する設計
2.1　2次系ばい煙の評価方針

【ばい煙における設計方針】
ばい煙については，外部火災防護
対象施設を収納する建屋に設置さ
れた外気を取り入れる給気系に設
置されたフィルタにより、一定以
上の粒径のばい煙の侵入が防止さ
れ、影響がない範囲となることを
確認する。

Ⅵ-1-1-1-4-7　二次的影響（ばい
煙）及び有毒ガスに対する設計
2.1.1　2次系ばい煙の評価方針

【ばい煙における設計方針】
ばい煙については，外部火災防護
対象施設を収納する建屋に設置さ
れた外気を取り入れる給気系に設
置されたフィルタにより、一定以
上の粒径のばい煙の侵入が防止さ
れ、影響がない範囲となることを
確認する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

添付書類　構成

54

(8) 必要な機能を損なわないための運用上の措置
外部火災に関する設計条件等に係る新知見の収集や防護措置との組合
せにより安全機能や重大事故等の対処に必要な機能を損なわないため
の運用上の措置として，以下を保安規定に定めて，管理する。

・外部火災の評価の条件及び新知見について，定期的に確認を行うこ
と。
・外部火災の評価条件の変更や新知見が得られた場合に評価を行うこ
と。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮に関する基本
方針
2.1.3　外部火災防護対象施設及び重大事故等
対処設備の評価方針

【外部火災防護に対する基本方針】
・外部火災の評価の条件及び新知見について，
定期的に確認を行い，条件の変更や新知見が得
られた場合に評価を行うことを保安規定に定め
て，管理する。

○ 施設共通　基本設計方針 －

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮
に関する基本方針
2.1.3　外部火災防護対象施設及
び重大事故等対処設備の評価方針

【外部火災防護に対する基本方
針】
・外部火災の評価の条件及び新知
見について，定期的に確認を行
い，条件の変更や新知見が得られ
た場合に評価を行うことを保安規
定に定めて，管理する。

55
・防火帯内には原則として可燃物となるものは設置しないこと，可燃
物を含む機器等を設置する場合には，必要最小限とするとともに，不
燃性シートで覆う等の対策を行うこと。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮に関する基本
方針
2.1.2外部火災から防護すべき施設の設計方針
(1)外部火災防護対象施設の設計方針
a.森林火災に対する設計方針

【森林火災に対する基本方針】
・防火帯を設ける設計とし、防火帯内は可燃物
を置かない設計とする。ただし、防火帯に可燃
物を設置する場合は、必要最小限とするととも
に，不燃性シートで覆う等の対策を実施するこ
とを保安規定に定めて、管理する。

○ 施設共通　基本設計方針 －

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮
に関する基本方針
2.1.2外部火災から防護すべき施
設の設計方針
(1)外部火災防護対象施設の設計
方針
a.森林火災に対する設計方針

【森林火災に対する基本方針】
・防火帯を設ける設計とし、防火
帯内は可燃物を置かない設計とす
る。ただし、防火帯に可燃物を設
置する場合は、必要最小限とする
とともに，不燃性シートで覆う等
の対策を実施することを保安規定
に定めて、管理する。

56 ・耐火被覆の定期的な保守管理を行うこと。 運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮に関する基本
方針
2.1.2外部火災から防護すべき施設の設計方針
(1)外部火災防護対象施設の設計方針
c.航空機墜落に対する設計方針

【航空機墜落火災に対する基本方針】
・耐火被覆について、耐環境性を考慮した対策
を施し、定期的な維持管理を保安規定に定め
て、管理する。

○ 施設共通　基本設計方針 －

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮
に関する基本方針
2.1.2外部火災から防護すべき施
設の設計方針
(1)外部火災防護対象施設の設計
方針
c.航空機墜落に対する設計方針

【航空機墜落火災に対する基本方
針】
・耐火被覆について、耐環境性を
考慮した対策を施し、定期的な維
持管理を保安規定に定めて、管理
する。

57
・航空機墜落火災が発生した場合は，火災の影響を確認し，復旧する
までの間，関連する工程を停止すること。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮に関する基本
方針
2.1.2外部火災から防護すべき施設の設計方針
(1)外部火災防護対象施設の設計方針
c.航空機墜落に対する設計方針

【航空機墜落火災に対する基本方針】
・なお、航空機墜落火災が発生した場合は、火
災の影響で破損した耐火被覆が復旧するまでの
間関連する工程を停止する等の手順を保安規定
に定めて、管理する。

○ 施設共通　基本設計方針 －

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮
に関する基本方針
2.1.2外部火災から防護すべき施
設の設計方針
(1)外部火災防護対象施設の設計
方針
c.航空機墜落に対する設計方針

【航空機墜落火災に対する基本方
針】
・なお、航空機墜落火災が発生し
た場合は、火災の影響で破損した
耐火被覆が復旧するまでの間関連
する工程を停止する等の手順を保
安規定に定めて、管理する。

58
・制御建屋中央制御室換気設備の外気との連絡口を遮断し，制御建屋
の中央制御室内の空気を再循環すること

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮に関する基本
方針
h.外部火災による二次的影響に対する設計方針
(a)　2次的影響ばい煙の設計方針
(b)　　2次的影響有毒ガスの設計方針

【二次的影響（ばい煙）における設計方針、二
次的影響（有毒ガス）における基本方針】
・制御建屋や使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の制御室については，外気遮断等の手段を
保安規定に定めて管理する。

－ － － － －

59
・屋外の重大事故等対処設備については，消防車による初期消火、必
要に応じて設備の移動を行うこと。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮に関する基本
方針
2.1.2外部火災から防護すべき施設の設計方針
(1)外部火災防護対象施設の設計方針
a.森林火災に対する設計方針

【森林火災に対する基本方針】
・屋外の重大事故等対処設備について，危消防
車による初期消火、必要に応じて設備の移動を
行うことを保安規定に定めて，管理する。

－ － － － －

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一

第１回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

54

(8) 必要な機能を損なわないための運用上の措置
外部火災に関する設計条件等に係る新知見の収集や防護措置との組合
せにより安全機能や重大事故等の対処に必要な機能を損なわないため
の運用上の措置として，以下を保安規定に定めて，管理する。

・外部火災の評価の条件及び新知見について，定期的に確認を行うこ
と。
・外部火災の評価条件の変更や新知見が得られた場合に評価を行うこ
と。

運用要求

55
・防火帯内には原則として可燃物となるものは設置しないこと，可燃
物を含む機器等を設置する場合には，必要最小限とするとともに，不
燃性シートで覆う等の対策を行うこと。

運用要求

56 ・耐火被覆の定期的な保守管理を行うこと。 運用要求

57
・航空機墜落火災が発生した場合は，火災の影響を確認し，復旧する
までの間，関連する工程を停止すること。

運用要求

58
・制御建屋中央制御室換気設備の外気との連絡口を遮断し，制御建屋
の中央制御室内の空気を再循環すること

運用要求

59
・屋外の重大事故等対処設備については，消防車による初期消火、必
要に応じて設備の移動を行うこと。

運用要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

○ － 施設共通　基本設計方針 －

Ⅵ-1-1-1-4-7　二次的影響（ばい
煙）及び有毒ガスに対する設計
2.1.1　　2次的影響（ばい煙）の
評価方針
2.1.2　2次的影響（有毒ガス）の
設計方針

【二次的影響（ばい煙）における
設計方針、二次的影響（有毒ガ
ス）における基本方針】
・制御建屋や使用済燃料の受入れ
施設及び貯蔵施設の制御室につい
ては，外気遮断等の手段を保安規
定に定めて管理する。

○ － 施設共通　基本設計方針 －

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮
に関する基本方針
2.1.2外部火災から防護すべき施
設の設計方針
(1)外部火災防護対象施設の設計
方針
a.森林火災に対する設計方針

【森林火災に対する基本方針】
・屋外の重大事故等対処設備につ
いて，危消防車による初期消火、
必要に応じて設備の移動を行うこ
とを保安規定に定めて，管理す
る。

第２回（主要建屋SA設備等）申請と同一

第１回申請と同一 第１回申請と同一

第１回申請と同一 第１回申請と同一

第１回申請と同一 第１回申請と同一

第２回（主要建屋SA設備等）申請と同一

第１回申請と同一第１回申請と同一

凡例

・「申請回次」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目

△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目
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基本設計方針の添付書類への展開
（第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項

1
3.3.3　外部火災
安全機能を有する施設は，想定される外部火災において，最も厳しい火災が発生した場合においても，防火帯の設置，離隔距離の確保，
建屋による防護，耐火被覆又は遮熱板により，その安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

2
外部火災から防護する施設（以下「外部火災防護対象施設」という。）としては，安全評価上その機能を期待する構築物，系統及び機器
を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な構築物，系統及び機器を抽出し，外部火災により冷却，水素掃気，火災及び爆発の防止，臨
界の防止等の安全機能を損なわないよう機械的強度を有すること等により，安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
定義

基本方針 基本方針

3 また，外部火災防護対象施設等に波及的影響を及ぼして安全機能を損なわせるおそれがある施設の影響を考慮した設計とする。 冒頭宣言 基本方針 基本方針

4
上記に含まれない安全機能を有する施設については，外部火災に対して機能を維持すること若しくは外部火災による損傷を考慮して代替
設備により必要な機能を確保すること，安全上支障が生じない期間での修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，安
全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

5
なお，使用済燃料収納キャスクは再処理施設内に一時的に保管されることを踏まえ，外部火災により使用済燃料収納キャスクに波及的破
損を与えない設計とする。

評価要求
使用済燃料輸送容器管理建屋
（使用済燃料収納使用済燃料輸
送容器保管庫）

基本方針

6
さらに，重大事故等対処設備についても、外部火災からの影響に対し，必要な機能を損なわれないよう，防護措置その他の適切な措置を
講ずる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

7

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼
用する常設重大事故等対処設備は，外部火災による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間
での修理の対応を行うこと又はこれらを適切に組み合わせることにより，その機能を損なわない設計とする。また，機能が確保できない
場合には，関連する工程を停止すること等を保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言
運用要求

基本方針 基本方針

8

(1)防護設計に考慮する外部火災に係る事象の設定
外部火災としては，「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」（以下「外部火災ガイド」という。）を参考として，森林火災，近隣の
産業施設の火災及び爆発並びに航空機墜落による火災に対して，外部火災防護対象施設を収納する建屋及び冷却塔等の屋外に設置する外
部火災防護対象施設（以下「屋外の外部火災防護対象施設」という。）の影響を評価する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

12
また，重大事故等対処設備については，重大事故等時における敷地及びその周辺での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事
象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事象として，森林
火災の影響を評価する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

16
非常用ディーゼル発電機におけるにおける外気取入口から室内に流入する空気の温度評価は，輻射熱の影響が厳しい石油備蓄基地火災に
包絡されるため，「（２）近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設計方針」に基づく設計とする。

定義 基本方針 基本方針

2.1.2外部火災から防護すべき施設の
設計方針
(1)外部火災防護対象施設の設計方針
a.森林火災に対する設計方針

【森林火災に対する基本方針】
・非常用ディーゼル発電機の評価については、石油備蓄基地火災に包絡される。

17
屋内の常設重大事故等対処設備及び屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に
設置又は保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

【森林火災に対する基本方針】
・屋内の常設重大事故等対処設備及び可搬型重大事故等対処設備は，建屋内に設置又は保管することにより，重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
・重大事故等対処設備を収納する建屋は，外壁表面温度がコンクリートの許容温度となる危険距離を求め，危険距離
以上の離隔距離を確保する設計とする。
・屋外の重大事故等対処設備は，防火帯の内側に設置することにより危険距離以上の離隔距離を確保することで必要
な機能を損なわない設計とする。

59 ・屋外の重大事故等対処設備については，消防車による初期消火、必要に応じて設備の移動を行うこと。 運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

【森林火災に対する基本方針】
・屋外の重大事故等対処設備について，消防車による初期消火、必要に応じて設備の移動を行うことを保安規定に定
めて，管理する。

20
自然現象として想定される森林火災については，森林火災シミュレーション解析コードを用いて算出される最大火線強度から設定し，事
業（変更）許可を受けた防火帯（幅25ｍ以上）を敷地内に設ける設計とする。

設置要求 防火帯 基本方針

21
防火帯は延焼防止機能を損なわない設計とし，防火帯内には原則として可燃物となるものは設置しないこととする。ただし，防火帯に可
燃物を含む機器等を設置する場合には，必要最小限とするとともに，不燃性シートで覆う等の対策を施す設計とする。

設置要求 防火帯 基本方針

55
・防火帯内には原則として可燃物となるものは設置しないこと，可燃物を含む機器等を設置する場合には，必要最小限とするとともに，
不燃性シートで覆う等の対策を行うこと。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

8

(1)防護設計に考慮する外部火災に係る事象の設定
外部火災としては，「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」（以下「外部火災ガイド」という。）を参考として，森林火災，近隣の
産業施設の火災及び爆発並びに航空機墜落による火災に対して，外部火災防護対象施設を収納する建屋及び冷却塔等の屋外に設置する外
部火災防護対象施設（以下「屋外の外部火災防護対象施設」という。）の影響を評価する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

9
また，外部火災防護対象施設へ影響を与えるおそれのある敷地内に存在する屋外の危険物貯蔵施設及び可燃性ガスボンベ（以下「危険物
貯蔵施設等」という。）については，外部火災源としての影響及び外部火災による影響を評価する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

10
さらに，近隣の産業施設の火災と森林火災の重畳，航空機墜落による火災と危険物貯蔵施設等の火災及び爆発との重畳を考慮し，外部火
災防護対象施設を収納する建屋及び屋外の外部火災防護対象施設への影響を評価する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

【外部火災から防護すべき施設】
⇒外部火災から防護すべき施設として、安全機能を有する施
設、重大事故等対処施設、それら施設に波及的影響を及ぼし得
る施設、及び使用済燃料を収納しているキャスクに波及的影響
を及ぼし得る施設の選定について、補足説明する。
・[補足　外外火08]外部火災より防護すべき施設について

【森林火災における防火帯の設置方針について】
⇒森林火災における防火帯の運用方法、防火帯内に設置する構
築物について説明する
⇒[外外火13]防火帯の設置方針について

【森林火災の評価について】
「Ⅴ-1-1-1-4-5　外部火災防護における評価方針」に示すとお
り，外部火災に係る評価は外部火災ガイドを参考に影響を確認
しており，当該方針の補足は不要。

【森林火災の評価条件について】
⇒森林火災の初期条件となる植生、気象条件等の評価条件、防
火帯の設定条件について、補足説明する。
・[外外火02]森林火災について

【外部火災より防護すべき施設の代表制】
⇒各申請回次の代表施設について、評価対象となる施設につい
て説明する。
・[未作成]外部火災の施設の代表性について

展開先（小項目）

b.近隣の産業施の火災に対する設計方
針

【外部火災防護に対する基本方針】
・外部火災防護対象施設及び重大事故等対処設備は、外部火災により必要な機能が損なわれない設計とする。
・想定される外部火災において，最も厳しい火災が発生した場合においても，防火帯の設置，離隔距離の確保，建屋
による防護，耐火被覆又は遮熱板により，外部火災に対してその安全機能を損なわない設計とする。
・火災・爆発を考慮し、温度や危険距離等を算出し、必要な機能が損なわれない設計とする。
・外部火災による二次的影響（ばい煙、有毒ガス）を考慮し、安全機能を損なわない設計とする。

【外部火災から防護すべき施設の概要】
・安全機能を有する施設の内外部火災防護対象施設及び重大事故等対処設備を対象とする。
・外部火災防護対象施設や重大事故等対処を収納する建屋は、建屋を対象とする。
・屋外にある施設は、外部火災防護対象施設及び常設重大事故等対処設備を対象とする。
・外部火災防護対象施設以外の施設及び常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施
設と兼用する常設重大事故等対処設備については代替設備又は安全上支障のない期間で修繕等の対応を行う。
・使用済燃料を収納しているキャスクに波及的影響を与える施設については，波及的破損を与えない施設として対象
とする。
・外部火災として森林火災、近隣の産業施設、航空機墜落火災について厳しい状況を想定する。
・外部火災の二次的影響を考慮し、外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

1.概要
2.外部火災防護に関する基本方針
2.1基本方針

2.1.1外部火災から防護すべき施設

【森林火災に対する基本方針】
・評価対象となる外部火災防護対象施設を収納する建屋及び屋外の外部火災防護対象施設の許容温度となる危険距離
を算出し、それ以上の離隔距離を確保する設計とする。
・重大事故等対処設備を収納する建屋及び屋外の重大事故対処施設については、評価対象となる施設が許容温度にな
ることを確認し、それ以上の離隔を確保する設計とする。

2.1.2外部火災から防護すべき施設の
設計方針
(1)外部火災防護対象施設の設計方針
a.森林火災に対する設計方針

2.1.2外部火災から防護すべき施設の
設計方針
(1)外部火災防護対象施設の設計方針
a.森林火災に対する設計方針

【森林火災に対する基本方針】
・防火帯を設ける設計とし、防火帯内は可燃物を置かない設計とする。ただし、防火帯に可燃物を設置する場合は、
必要最小限とするとともに，不燃性シートで覆う等の対策を実施することを保安規定に定めて、管理する。

2.1.2外部火災から防護すべき施設の
設計方針
(1)外部火災防護対象施設の設計方針
a.森林火災に対する設計方針

Ⅵ-1-1-1-4-1 外
部火災への配慮
に関する基本方
針

【近隣の産業施設による火災に対する基本方針】
・近隣の産業施設の火災、近隣の産業施設の火災と森林火災の重畳、敷地内の危険物貯蔵施設等の火災・爆発を想定
する。

【近隣の危険物貯蔵施設等の選定】
⇒近隣の危険物貯蔵施設、敷地内の危険物貯蔵施設等の選定の
考え方に対して補足する。
・[外外火06]近隣の産業施設の火災源及び爆発源の選定につい
て
・[外外火03]敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災及び爆
発源の選定について
・[外外火15]燃料輸送車両火災の影響について
・[外外火16]漂流船舶の影響について

【石油備蓄基地火災の建屋の評価方針】
⇒石油備蓄基地火災については危険距離ではなく危険輻射強度
を用いて熱影響評価をしている理由について補足する。
・[未作成]石油備蓄基地火災における建屋及び非常用ディーゼ
ル発電機の評価方法について

【石油備蓄基地火災（建屋以外）、石油備蓄基地火災と森林火
災の重畳及び敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災・爆発
の評価について】
「Ⅴ-1-1-1-4-5 外部火災防護における評価方針」に示すとお
り，外部火災に係る評価は外部火災ガイドを参考に影響を確認
しており，当該方針の補足は不要。

【外部火災より防護すべき施設の代表制】
⇒各申請回次の代表施設について、評価対象となる施設につい
て説明する。
・[未作成]外部火災の施設の代表性について
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22

(３) 近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設計方針

敷地周辺10ｋｍ範囲内に存在する近隣の産業施設の火災及び爆発については，石油備蓄基地の火災，敷地内の危険物貯蔵施設等の火災及
び爆発を対象として，離隔距離を確保又は健全性の維持をすることで，安全機能を有する施設の安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
定義

基本方針 基本方針

23
また，敷地周辺を通行する燃料輸送車両の火災については，貯蔵量が多く外部火災防護対象施設までの距離が近い敷地内に存在する危険
物貯蔵施設（重油タンク）火災の評価に包絡されるため，敷地内に存在する危険物貯蔵施設により，評価を行う。

定義 基本方針 基本方針

24
漂流船舶の影響については，再処理事業所は海岸から約５ｋｍ離れているため，危険物の貯蔵量が多く外部火災防護対象施設までの距離
が近い敷地近傍の石油備蓄基地火災の影響に包絡されることから，石油備蓄基地火災の影響により評価を行う。

定義 基本方針 基本方針

8

(1)防護設計に考慮する外部火災に係る事象の設定
外部火災としては，「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」（以下「外部火災ガイド」という。）を参考として，森林火災，近隣の
産業施設の火災及び爆発並びに航空機墜落による火災に対して，外部火災防護対象施設を収納する建屋及び冷却塔等の屋外に設置する外
部火災防護対象施設（以下「屋外の外部火災防護対象施設」という。）の影響を評価する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

9
また，外部火災防護対象施設へ影響を与えるおそれのある敷地内に存在する屋外の危険物貯蔵施設及び可燃性ガスボンベ（以下「危険物
貯蔵施設等」という。）については，外部火災源としての影響及び外部火災による影響を評価する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

30
・敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災については，貯蔵量，配置状況並びに外部火災防護対象施設を収納する建屋及び屋外の外部
火災防護対象施設への距離を考慮し，火災影響を及ぼすおそれがあるものを選定する。

定義 基本方針 基本方針

33
・爆発源となる敷地内の危険物貯蔵施設等は，屋内に収納され，着火源を排除するとともに可燃性ガスが漏えいした場合においても滞留
しない構造とすることで爆発を防止する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

8

(1)防護設計に考慮する外部火災に係る事象の設定
外部火災としては，「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」（以下「外部火災ガイド」という。）を参考として，森林火災，近隣の
産業施設の火災及び爆発並びに航空機墜落による火災に対して，外部火災防護対象施設を収納する建屋及び冷却塔等の屋外に設置する外
部火災防護対象施設（以下「屋外の外部火災防護対象施設」という。）の影響を評価する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

11
ただし，航空機墜落火災については，屋外の外部火災防護対象施設に波及的影響を及ぼすおそれのある施設及び飛来物防護板から建屋内
の外部火災防護対象施設への熱影響も評価する。

冒頭宣言
定義

基本方針 基本方針

38 耐火被覆については，耐環境性を考慮した対策として上塗り、中塗りを施す設計とする。 設置要求
冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
竜巻防護対策設備

基本方針

56 ・耐火被覆の定期的な保守管理を行うこと。 運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

57 ・航空機墜落火災が発生した場合は，火災の影響を確認し，復旧するまでの間，関連する工程を停止すること。 運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針 c.航空機墜落に対する設計方針
【航空機墜落火災に対する基本方針】
・なお、航空機墜落火災が発生した場合は、火災の影響を確認し、復旧するまでの間関連する工程を停止する等の手
順を保安規定に定めて、管理する。

10
さらに，近隣の産業施設の火災と森林火災の重畳，航空機墜落による火災と危険物貯蔵施設等の火災及び爆発との重畳を考慮し，外部火
災防護対象施設を収納する建屋及び屋外の外部火災防護対象施設への影響を評価する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針
d.航空機墜落火災と敷地内に設置する
危険物貯蔵施設等の火災・爆発の重畳
に対する設計方針

【航空機墜落火災と敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災及び爆発の重畳に対する基本方針】
・航空機墜落火災と敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災及び爆発の重畳について安全機能を損なわない設計と
する。
・航空機墜落火災と敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災の重畳については、建屋等の直近を想定する航空機墜
落火災に包絡される。
・爆発に対し、0.01Mpaとなる危険限界距離を算出し、それ以上の離隔距離を確保する設計とする。
・危険限界距離を確保できない爆発については、建屋健全性を確保する設計とする。

42
敷地内の危険物貯蔵施設等の火災と航空機墜落火災の重畳については，航空機が危険物貯蔵施設等に直撃し，危険物及び航空機燃料によ
る重畳火災を想定したとしても，外部火災防護対象施設の直近における航空機墜落による火災評価に包絡されることから，航空機墜落火
災により評価する。

定義 基本方針 基本方針
d.航空機墜落火災と敷地内に設置する
危険物貯蔵施設等の火災・爆発の重畳
に対する設計方針

【航空機墜落による火災と敷地内の危険物貯蔵施設等の火災の重畳における基本方針】
・敷地内の危険物貯蔵施設等の火災と航空機墜落火災の重畳については，航空機が危険物貯蔵施設等に直撃し，危険
物及び航空機燃料による重畳火災を想定したとしても，直近における航空機墜落による火災評価に包絡される。

9
また，外部火災防護対象施設へ影響を与えるおそれのある敷地内に存在する屋外の危険物貯蔵施設及び可燃性ガスボンベ（以下「危険物
貯蔵施設等」という。）については，外部火災源としての影響及び外部火災による影響を評価する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針
e.敷地内の危険物貯蔵施設等に対する
設計方針

【敷地内の危険物貯蔵施設等に対する基本方針】
・敷地内に設置する危険物貯蔵施設等について、森林火災及び石油備蓄基地火災の影響がない設計とし、外部火災防
護対象施設に影響がない設計とする。

【敷地内の危険物貯蔵施設等の対象選定、評価方針について】
⇒危険物貯蔵施設等の配置，貯蔵物の物性等及び評価対象、評
価方法について補足する。
・[未作成]敷地内の危険物貯蔵施設等に対する設計方針

(a)石油備蓄基地火災に対する設計方
針
(b)石油備蓄基地火災と森林火災の重
畳に対する設計方針
(c)敷地内の危険物貯蔵施設等の火災
に対する設計方針

Ⅵ-1-1-1-4-1 外
部火災への配慮
に関する基本方
針

Ⅵ-1-1-1-4-1 外
部火災への配慮
に関する基本方
針

b.近隣の産業施設に対する設計方針 【近隣の産業施設による火災に対する基本方針】
・敷地周辺10kmの範囲にある近隣の産業施設として、石油備蓄基地火災を想定する。
・敷地内の危険物貯蔵施設等の火災・爆発を想定する。
・燃料輸送車両及び漂流船舶の影響については,他火災影響により包絡される。

c.航空機墜落に対する設計方針 【航空機墜落火災に対する基本方針】
・航空機墜落による火災については，対象航空機が建屋の直近等に墜落し，建屋外壁等で火災が発生することを想定
する。
・この航空機墜落火災の輻射強度による外部火災防護対象施設を収納する建屋及び屋外の外部火災防護対象施設が許
容温度以下となることを確認する。
・波及的影響を及ぼす施設、竜巻飛来物防護板から影響を受ける屋内の外部火災防護対象施設について、許容温度以
下となることを確認する。

【航空機墜落火災の防護方針について】
・航空機墜落火災の対象航空機、評価方法、耐火被覆及び遮熱
板の防護方針、評価対象の考え方について補足説明する
⇒【外外火04】　航空機墜落による火災の防護設計について

c.航空機墜落に対する設計方針
【航空機墜落火災に対する基本方針】
・耐火被覆について、耐環境性を考慮した対策を施し、定期的な維持管理を保安規定に定めて、管理する。

【近隣の危険物貯蔵施設等の選定】
⇒近隣の危険物貯蔵施設、敷地内の危険物貯蔵施設等の選定の
考え方に対して補足する。
・[外外火06]近隣の産業施設の火災源及び爆発源の選定につい
て
・[外外火03]敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災及び爆
発源の選定について
・[外外火15]燃料輸送車両火災の影響について
・[外外火16]漂流船舶の影響について

【石油備蓄基地火災の建屋の評価方針】
⇒石油備蓄基地火災については危険距離ではなく危険輻射強度
を用いて熱影響評価をしている理由について補足する。
・[未作成]石油備蓄基地火災における建屋及び非常用ディーゼ
ル発電機の評価方法について

【石油備蓄基地火災（建屋以外）、石油備蓄基地火災と森林火
災の重畳及び敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災・爆発
の評価について】
「Ⅴ-1-1-1-4-5　外部火災防護における評価方針」に示すとお
り，外部火災に係る評価は外部火災ガイドを参考に影響を確認
しており，当該方針の補足は不要。

【外部火災より防護すべき施設の代表制】
⇒各申請回次の代表施設について、評価対象となる施設につい
て説明する。
・[未作成]外部火災の施設の代表性について

【石油備蓄基地火災に対する基本方針】
・石油備蓄基地火災について、評価対象となる外部火災防護対象施設を収納する建屋、屋外の外部火災防護対象施設
の温度を評価し、許容温度を満足することを確認し、それ以上の離隔距離を確保できることを確認する。

【石油備蓄基地火災と森林火災の重畳に対する基本方針】
・石油備蓄基地火災と森林火災の重畳を想定する。評価対象となる外部火災防護対象施設を収納する建屋及び屋外の
外部火災防護対象施設が許容温度となることを確認し、それ以上の離隔距離を確保する設計とする。

【敷地内の危険物貯蔵施設等の火災・爆発に対する基本方針】
・敷地内の危険物貯蔵施設等の火災に対し、評価対象となる外部火災防護対象施設を収納する建屋及び屋外の外部火
災防護対象施設が許容温度となる危険距離を算出し、それ以上の離隔距離を確保する設計とする。
・敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発に対し、0.01Mpaとなる危険限界距離を算出し、それ以上の離隔距離を確保する
設計とする。
・危険限界距離を確保できない爆発については、建屋健全性を確保する設計とする。

(c)敷地内の危険物貯蔵施設等の火災
爆発に対する設計方針

【航空機墜落火災と敷地内危険物貯蔵施設火災の重畳につい
て】
⇒航空機墜落火災と敷地内危険物貯蔵施設火災の重畳が単独の
航空機墜落火災に包絡されることを説明する。
・[外外火14]航空機墜落火災と敷地内危険物貯蔵施設等の火災
の重畳について

【航空機墜落火災と敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災
及び爆発の重畳のうち爆発の評価について】
「Ⅴ-1-1-1-4-5　外部火災防護における評価方針」に示すとお
り，外部火災に係る評価は外部火災ガイドを参考に影響を確認
しており，当該方針の補足は不要。

【外部火災より防護すべき施設の代表制】
⇒各申請回次の代表施設について、評価対象となる施設につい
て説明する。
・[未作成]外部火災の施設の代表性について

【敷地内の危険物貯蔵施設等の火災・爆発に対する基本方針】
・敷地内に設置する危険物貯蔵施設等については、貯蔵量等を考慮して影響を及ぼし得る施設を対象とする。
・爆発源となる敷地内の危険物貯蔵施設等は、屋内に収納され，着火源を排除する等の爆発を防止する設計とする。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

1
3.3.3　外部火災
安全機能を有する施設は，想定される外部火災において，最も厳しい火災が発生した場合においても，防火帯の設置，離隔距離の確保，
建屋による防護，耐火被覆又は遮熱板により，その安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

2
外部火災から防護する施設（以下「外部火災防護対象施設」という。）としては，安全評価上その機能を期待する構築物，系統及び機器
を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な構築物，系統及び機器を抽出し，外部火災により冷却，水素掃気，火災及び爆発の防止，臨
界の防止等の安全機能を損なわないよう機械的強度を有すること等により，安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
定義

基本方針 基本方針

3 また，外部火災防護対象施設等に波及的影響を及ぼして安全機能を損なわせるおそれがある施設の影響を考慮した設計とする。 冒頭宣言 基本方針 基本方針

4
上記に含まれない安全機能を有する施設については，外部火災に対して機能を維持すること若しくは外部火災による損傷を考慮して代替
設備により必要な機能を確保すること，安全上支障が生じない期間での修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，安
全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

5
なお，使用済燃料収納キャスクは再処理施設内に一時的に保管されることを踏まえ，外部火災により使用済燃料収納キャスクに波及的破
損を与えない設計とする。

評価要求
使用済燃料輸送容器管理建屋
（使用済燃料収納使用済燃料輸
送容器保管庫）

基本方針

6
さらに，重大事故等対処設備についても、外部火災からの影響に対し，必要な機能を損なわれないよう，防護措置その他の適切な措置を
講ずる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

7

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼
用する常設重大事故等対処設備は，外部火災による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間
での修理の対応を行うこと又はこれらを適切に組み合わせることにより，その機能を損なわない設計とする。また，機能が確保できない
場合には，関連する工程を停止すること等を保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言
運用要求

基本方針 基本方針

1
3.3.3　外部火災
安全機能を有する施設は，想定される外部火災において，最も厳しい火災が発生した場合においても，防火帯の設置，離隔距離の確保，
建屋による防護，耐火被覆又は遮熱板により，その安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

2
外部火災から防護する施設（以下「外部火災防護対象施設」という。）としては，安全評価上その機能を期待する構築物，系統及び機器
を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な構築物，系統及び機器を抽出し，外部火災により冷却，水素掃気，火災及び爆発の防止，臨
界の防止等の安全機能を損なわないよう機械的強度を有すること等により，安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
定義

基本方針 基本方針

3 また，外部火災防護対象施設等に波及的影響を及ぼして安全機能を損なわせるおそれがある施設の影響を考慮した設計とする。 冒頭宣言 基本方針 基本方針

4
上記に含まれない安全機能を有する施設については，外部火災に対して機能を維持すること若しくは外部火災による損傷を考慮して代替
設備により必要な機能を確保すること，安全上支障が生じない期間での修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，安
全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

5
なお，使用済燃料収納キャスクは再処理施設内に一時的に保管されることを踏まえ，外部火災により使用済燃料収納キャスクに波及的破
損を与えない設計とする。

評価要求
使用済燃料輸送容器管理建屋
（使用済燃料収納使用済燃料輸
送容器保管庫）

基本方針

6
さらに，重大事故等対処設備についても、外部火災からの影響に対し，必要な機能を損なわれないよう，防護措置その他の適切な措置を
講ずる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

7

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼
用する常設重大事故等対処設備は，外部火災による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間
での修理の対応を行うこと又はこれらを適切に組み合わせることにより，その機能を損なわない設計とする。また，機能が確保できない
場合には，関連する工程を停止すること等を保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言
運用要求

基本方針 基本方針

47
(６) 二次的影響（ばい煙）に対する設計方針
外部火災の二次的影響であるばい煙による影響については，建屋換気設備等に適切な防護対策を講じることで，外部火災防護対象施設の
安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

58 ・制御建屋中央制御室換気設備の外気との連絡口を遮断し，制御建屋の中央制御室内の空気を再循環すること 運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

53
(6) 二次的影響 （有毒ガス）に対する設計方針
有毒ガスによる影響については，中央制御室換気設備の連絡口との外気取入れを遮断し制御室内空気を再循環することにより，居住性に
影響を及ぼさない設計とする

冒頭宣言 基本方針 基本方針

58 ・制御建屋中央制御室換気設備の外気との連絡口を遮断し，制御建屋の中央制御室内の空気を再循環すること 運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

h.外部火災による二次的影響に対する
設計方針
(a) 2次的影響ばい煙の設計方針

【二次的影響（ばい煙）における基本方針】
・外部火災の二次的影響であるばい煙による影響については，建屋換気設備等に適切な防護対策を講じることで，安
全機能を有する施設の安全機能を損なわない設計とする。
・外部火災防護対象施設を収納する建屋の換気設備の給気系は，粒子フィルタ又は中性能フィルタにより，ばい煙の
侵入を防止することで，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。
・制御建屋や使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室については，外気遮断等の手段を保安規定に定めて管理
する。

Gr2以降申請範囲
【二次的影響(ばい煙)への対応】
⇒換気設備の給気設備及び非管理区域換気空調設備並びに非常
用所内電源設備の非常用発電機に係る二次的影響（ばい煙）へ
の対応について説明する。
・[未作成]ばい煙の影響について
※有毒ガスによる居住性が悪化した際の施設の監視等の対応に
ついて8条火山で示す。

【外部火災における薬品タンクの影響】
h.外部火災による二次的影響に対する
設計方針
(b) 2次的影響有毒ガスの設計方針

【二次的影響（有毒ガス）における基本方針】
・有毒ガスによる影響については，運転員の作業環境を確保するため制御建屋の中央制御室内空気を再循環する設計
とし，居住性に影響を及ぼさない設計とする。
・制御建屋や使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室については，外気遮断等の手段を保安規定に定めて管理
する。

Gr2以降申請範囲
【二次的影響(ばい煙)への対応】
⇒換気設備の給気設備及び非管理区域換気空調設備並びに非常
用所内電源設備の非常用発電機に係る二次的影響（ばい煙）へ
の対応について説明する。
・[未作成]ばい煙の影響について
※有毒ガスによる居住性が悪化した際の施設の監視等の対応に
ついて8条火山で示す。

【外部火災における薬品タンクの影響】

f.外部火災防護対象施設に含まれない
安全機能を有する施設に対する設計方
針

【外部火災防護対象施設に含まれない安全機能を有する施設に対する設計方針】
・外部火災防護対象施設以外の施設及び常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施
設と兼用する常設重大事故等対処設備については代替設備又は安全上支障のない期間で修繕等の対応を行う。
・使用済燃料を収納しているキャスクに波及的影響を与える施設については，外部火災を考慮しても輸送容器に波及
的破損を与えない設計とする。

【外部火災から防護すべき施設】
⇒外部火災から防護すべき施設として、安全機能を有する施
設、重大事故等対処施設、それら施設に波及的影響を及ぼし得
る施設、及び使用済燃料を収納しているキャスクに波及的影響
を及ぼし得る施設の選定について、補足説明する。
・[補足　外外火02]外部火災より防護すべき施設について

g.外部火災防護対象施設及び重大事故
等対処設備の許容温度及び施設の選定

【外部火災から防護すべき施設の選定】
・安全機能を有する施設の内、外部火災防護対象施設及び重大事故等対処設備を対象とする。
・外部火災防護対象施設や重大事故等対処を収納する建屋は、建屋を対象とする。
・屋外にある施設は、外部火災防護対象施設及び常設重大事故等対処設備を対象とする。
・外部火災防護対象施設以外の施設及び常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施
設と兼用する常設重大事故等対処設備については代替設備又は安全上支障のない期間で修繕等の対応を行う。
・使用済燃料を収納しているキャスクに波及的影響を与える施設については，波及的破損を与えない施設として対象
とする。
・外部火災として森林火災、近隣の産業施設、航空機墜落火災について厳しい状況を想定する。
・外部火災の二次的影響を考慮し、外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

【外部火災から防護すべき施設】
⇒外部火災から防護すべき施設として、安全機能を有する施
設、重大事故等対処施設、それら施設に波及的影響を及ぼし得
る施設、及び使用済燃料を収納しているキャスクに波及的影響
を及ぼし得る施設の選定について、補足説明する。
・[補足　外外火02]外部火災より防護すべき施設について

Ⅵ-1-1-1-4-1 外
部火災への配慮
に関する基本方
針
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基本設計方針の添付書類への展開
（第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

8

(1)防護設計に考慮する外部火災に係る事象の設定
外部火災としては，「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」（以下「外部火災ガイド」という。）を参考として，森林火災，近隣の
産業施設の火災及び爆発並びに航空機墜落による火災に対して，外部火災防護対象施設を収納する建屋及び冷却塔等の屋外に設置する外
部火災防護対象施設（以下「屋外の外部火災防護対象施設」という。）の影響を評価する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

9
また，外部火災防護対象施設へ影響を与えるおそれのある敷地内に存在する屋外の危険物貯蔵施設及び可燃性ガスボンベ（以下「危険物
貯蔵施設等」という。）については，外部火災源としての影響及び外部火災による影響を評価する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

10
さらに，近隣の産業施設の火災と森林火災の重畳，航空機墜落による火災と危険物貯蔵施設等の火災及び爆発との重畳を考慮し，外部火
災防護対象施設を収納する建屋及び屋外の外部火災防護対象施設への影響を評価する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

11
ただし，航空機墜落火災については，屋外の外部火災防護対象施設に波及的影響を及ぼすおそれのある施設及び飛来物防護板から建屋内
の外部火災防護対象施設への熱影響も評価する。

冒頭宣言
定義

基本方針 基本方針

12
また，重大事故等対処設備については，重大事故等時における敷地及びその周辺での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事
象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事象として，森林
火災の影響を評価する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

54

(8) 必要な機能を損なわないための運用上の措置
外部火災に関する設計条件等に係る新知見の収集や防護措置との組合せにより安全機能や重大事故等の対処に必要な機能を損なわないた
めの運用上の措置として，以下を保安規定に定めて，管理する。

・外部火災の評価の条件及び新知見について，定期的に確認を行うこと。
・外部火災の評価条件の変更や新知見が得られた場合に評価を行うこと。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針
2.1.3　外部火災防護対象施設及び重
大事故等対処設備の評価方針

【外部火災防護に対する基本方針】
・外部火災の評価の条件及び新知見について，定期的に確認を行い，条件の変更や新知見が得られた場合に評価を行
うことを保安規定に定めて，管理する。

【森林火災における植生調査の運用】
⇒森林火災における評価条件となる植生調査の運用を説明す
る。
・[外外火02]森林火災について

2.1.3　外部火災防護対象施設及び重
大事故等対処設備の評価方針

【外部火災防護対象施設の評価方針】
・建屋に収納される外部火災防護対象施設及び重大事故等対処設備は，建屋を評価する。
・航空機墜落による火災では，建屋等の直近の火災を想定することから，これに加え，外部火災防護対象施設に波及
的影響を及ぼし得る施設や熱影響を間接的に受ける外部火災防護対象施設を評価する。
・敷地内に設置する屋外の危険物貯蔵施設は近隣の産業施設及び森林火災を評価する。
・外部火災の影響評価は，火災・爆発源ごとに設定した評価対象の危険距離等を算出し離隔距離と比較する方法と，
評価対象の温度を算出し，許容温度と比較することで，同種の施設を代表して評価する方法を用いる。

【森林火災、石油備蓄基地火災（建屋以外）、石油備蓄基地火
災と森林火災の重畳、敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火
災・爆発、航空機墜落火災と敷地内に設置する危険物貯蔵施設
等の爆発の評価について】
「Ⅴ-1-1-1-4-5　外部火災防護における評価方針」に示すとお
り，外部火災に係る評価は外部火災ガイドを参考に影響を確認
しており，当該方針の補足は不要。

【石油備蓄基地火災の建屋の評価方針】
⇒石油備蓄基地火災については危険距離ではなく危険輻射強度
を用いて熱影響評価をしている理由について補足する。
・[未作成]石油備蓄基地火災における建屋及び非常用ディーゼ
ル発電機の評価方法について

【離隔距離を確保できない敷地内に設置する危険物貯蔵施設等
の爆発の評価について】
⇒離隔距離を確保できない建屋における評価方針を補足する。
・[未作成]離隔距離を確保できない施設における爆発の健全性
評価方法について

【航空機墜落火災の防護方針について】
・航空機墜落火災の対象航空機、評価方法、耐火被覆及び遮熱
板の防護方針の考え方について補足説明する
⇒【外外火04】　航空機墜落による火災の防護設計について

【敷地内の危険物貯蔵施設等の対象選定、評価方針について】
⇒危険物貯蔵施設等の配置，貯蔵物の物性等及び評価対象、評
価方法について補足する。
・[未作成]敷地内の危険物貯蔵施設等に対する設計方針

Ⅵ-1-1-1-4-1 外
部火災への配慮
に関する基本方
針
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基本設計方針の添付書類への展開
（第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

2
外部火災から防護する施設（以下「外部火災防護対象施設」という。）としては，安全評価上その機能を期待する構築物，系統及び機器
を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な構築物，系統及び機器を抽出し，外部火災により冷却，水素掃気，火災及び爆発の防止，臨
界の防止等の安全機能を損なわないよう機械的強度を有すること等により，安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
定義

基本方針 対象選定

3 また，外部火災防護対象施設等に波及的影響を及ぼして安全機能を損なわせるおそれがある施設の影響を考慮した設計とする。 冒頭宣言 基本方針 対象選定

5
なお，使用済燃料収納キャスクは再処理施設内に一時的に保管されることを踏まえ，外部火災により使用済燃料収納キャスクに波及的破
損を与えない設計とする。

評価要求
使用済燃料輸送容器管理建屋
（使用済燃料収納使用済燃料輸
送容器保管庫）

対象選定

6
さらに，重大事故等対処設備についても、外部火災からの影響に対し，必要な機能を損なわれないよう，防護措置その他の適切な措置を
講ずる設計とする。

冒頭宣言 基本方針 対象選定

11
ただし，航空機墜落火災については，屋外の外部火災防護対象施設に波及的影響を及ぼすおそれのある施設及び飛来物防護板から建屋内
の外部火災防護対象施設への熱影響も評価する。

冒頭宣言
定義

基本方針 対象選定

12
また，重大事故等対処設備については，重大事故等時における敷地及びその周辺での発生の可能性，重大事故等対処設備への影響度，事
象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事象として，森林
火災の影響を評価する。

冒頭宣言 基本方針 対象選定

16
非常用ディーゼル発電機におけるにおける外気取入口から室内に流入する空気の温度評価は，輻射熱の影響が厳しい石油備蓄基地火災に
包絡されるため，「（２）近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設計方針」に基づく設計とする。

定義 基本方針 対象選定

48
(a)換気空調系統
外部火災防護対象施設を収納する建屋の換気設備の給気系は，フィルタにより，ばい煙の侵入を防止することで，外部火災防護対象施設
の安全機能を損なわない設計とする。

機能要求①

ガラス固化体貯蔵設備（ガラス固化体貯蔵設
備）
電気設備（ディーゼル発電機）
安全圧縮空気系（安全圧縮空気系）
制御室（制御室）
制御室換気設備（制御室換気設備）
せん断処理・溶解廃ガス処理設備（せん断処
理・溶解廃ガス処理設備）
塔槽類排ガス処理設備（前処理建屋塔槽類廃
ガス処理設備）
塔槽類排ガス処理設備（分離建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備）
塔槽類排ガス処理設備（精製建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液廃
ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液廃ガ
ス処理系）
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備（高
レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合酸化物
貯蔵建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気
設備）
緊急時対策所（緊急時対策所）

対象選定

49
中央制御室は，運転員の居住性を確保するため，制御室の換気設備の外気取入口に設置するフィルタにより，一定以上の粒径のばい煙粒
子を捕獲する設計とする。

機能要求①
制御室（制御室）
制御室換気設備（制御室換気設
備）

対象選定

50
(b)ディーゼル発電機
非常用ディーゼル発電機についてはフィルタやワイヤーネットにより，ばい煙の侵入を防止することで，安全機能を損なわない設計とす
る。

機能要求① 電気設備（ディーゼル発電機） 対象選定

51
(c)安全空気圧縮機系の圧縮空気

外部火災防護対象施設の安全圧縮空気系の空気圧縮機の吸気側については，フィルタにより，ばい煙の侵入を防止することで，安全機能
を損なわない設計とする。

機能要求①
安全圧縮空気系（安全圧縮空気
系）

対象選定

52
(ｄ)収納管及び通風管
ガラス固化体貯蔵設備の収納管と通風管については，外気とともに自然空冷の通気流路にばい煙が流入するが，流路の閉塞を防止する構
造とし，安全機能を損なわない設計とする。

機能要求①
ガラス固化体貯蔵設備（ガラス
固化体貯蔵設備） 対象選定

53
(6) 二次的影響 （有毒ガス）に対する設計方針
有毒ガスによる影響については，中央制御室換気設備の連絡口との外気取入れを遮断し制御室内空気を再循環することにより，居住性に
影響を及ぼさない設計とする

冒頭宣言 基本方針 対象選定

Ⅵ-1-1-1-4-2
外部火災の影響
を考慮する施設
の選定

1.概要
2.選定の基本方針
2.1外部火災防護対象施設の選定
(1)外部火災防護対象施設及び重大事
故等対処設備を収納する建屋
(2)屋外の外部火災防護対象施設及び
重大事故等対処等対処設備
(3)外部火災の影響を受ける屋内の外
部火災防護対象施設
(4)航空機墜落火災の想定において考
慮すべき外部火災防護施設以外の施設
(5)使用済燃料輸送容器への波及的破
損を及ぼす施設
(6)外部火災の二次的影響（ばい煙）
を考慮する施設の選定
(7)外部火災の二次的影響（有毒ガ
ス）を考慮する施設の選定

【外部火災の影響を考慮する施設の選定の基本方針】
・外部火災から防護すべき施設は，外部火災防護対象施設及び重大事故等対処設備とする。
・使用済燃料を収納している輸送容器に波及的破損を与える施設を対象とする。
・外部火災防護対象施設及び重大事故等対処等対処施設の内、建屋内に保管される場合は、建屋を対象とする。
・航空機墜落火災において、外部火災防護対象施設に波及的影響を及ぼすおそれのある施設、竜巻飛来物防護板から
影響を受ける建屋内の外部火災防護対象施設を抽出し、対象とする。
・建屋内にあっても森林火災、石油備蓄基地火災において外気取入れを行う非常用ディーゼル発電機を対象とする。

【外部火災から防護すべき施設】
⇒外部火災から防護すべき施設として、安全機能を有する施
設、重大事故等対処施設、それら施設に波及的影響を及ぼし得
る施設、及び使用済燃料を収納しているキャスクに波及的影響
を及ぼし得る施設の選定について、補足説明する。
・[補足　外外火02]外部火災より防護すべき施設について
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基本設計方針の添付書類への展開
（第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

5
なお，使用済燃料収納キャスクは再処理施設内に一時的に保管されることを踏まえ，外部火災により使用済燃料収納キャスクに波及的破
損を与えない設計とする。

評価要求
使用済燃料輸送容器管理建屋
（使用済燃料収納使用済燃料輸
送容器保管庫）

設計方針
1.概要
2.外部火災防護における評価の基本方
針

【外部火災防護における評価の基本方針】
・使用済燃料を輸送する輸送容器に対して、波及的破損を及ぼさない事を評価する。

【使用済燃料収納キャスクに対して波及的破損を及ぼし得る施
設の評価方法について】
⇒使用済燃料を輸送する輸送容器に対して波及的影響を及ぼし
得る施設の評価方法について、評価条件、評価方法について補
足説明する。
・[未作成]使用済燃料収納キャスクに波及的破損を及ぼし得る
施設の評価について

13

(２) 森林火災に対する設計方針

森林火災については，初期条件を再処理施設への影響が厳しい評価となるように設定し算出した最大の火炎輻射強度（750ｋＷ／ｍ２）と
なるセルを評価対象の最短として配置し，火炎最前線の火炎が到達したセルを横一列に並べ，危険距離及び温度を求め評価する。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋
冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液廃
ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液廃ガ
ス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気
設備）

設計方針

14
外部火災防護対象施設を収納する建屋は，外壁表面温度がコンクリートの圧縮強度が維持できる温度（以下、「コンクリートの許容温
度」という。）となる危険距離を求め，危険距離以上の離隔距離を確保する設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化
物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋

設計方針

15
屋外の外部火災防護対象施設については，輻射強度に基づき算出された温度が，冷却塔の最大運転温度等の機能又は構造強度が維持され
る温度（以下、「屋外の外部火災防護対象施設の許容温度」という）以下となる設計とする。

評価要求

冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベ
ル濃縮廃液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解
残渣廃液廃ガス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設
備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス
固化建屋換気設備）

設計方針

18
重大事故等対処設備を収納する建屋は，外壁表面温度がコンクリートの許容温度となる危険距離を求め，危険距離以上の離隔距離を確保
する設計とする。

評価要求
第１保管庫・貯水所
第２保管庫・貯水所
緊急時対策所

設計方針

19
屋外の重大事故等対処設備は，防火帯の内側に設置することにより危険距離以上の離隔距離を確保すること及び設計基準事故に対処する
ための設備又は常設重大事故等対処設備を設置する場所と異なる場所に保管することにより設計基準事故に対処するための設備又は常設
重大事故等対処設備と同時に必要な機能を損なわない設計とする。

評価要求 屋外の重大事故等対処設備 設計方針

20
自然現象として想定される森林火災については，森林火災シミュレーション解析コードを用いて算出される最大火線強度から設定し，事
業（変更）許可を受けた防火帯（幅25ｍ以上）を敷地内に設ける設計とする。

設置要求 防火帯 設計方針

1.概要
2.外部火災防護における評価の基本方
針
2.1火災及び爆発に対する評価の基本
方針
2.1.1森林火災

【森林火災における評価の基本方針】
・森林火災については，外部火災防護対象施設を収納する建屋の外壁表面温度が許容温度となる危険距離を求め、そ
れ以上の離隔距離を確保する設計とする。
・森林火災による輻射強度から，屋外の外部火災防護対象施設の温度を算出し，安全機能を損なわないことを確認す
る。
・非常用ディーゼル発電機の評価については、石油備蓄基地火災に包絡される。
・重大事故等対処設備を収納する建屋の外壁表面温度が許容温度となる危険距離を求め、それ以上の離隔距離を確保
する設計とする。
・屋外の重大事故等対処施設は温度を算出し、許容温度以下であることを確認する。
・森林火災において、防火帯（幅25m）を前提に評価する。

【森林火災の評価について】
「Ⅴ-1-1-1-4-5　外部火災防護における評価方針」に示すとお
り，外部火災に係る評価は外部火災ガイドを参考に影響を確認
しており，当該方針の補足は不要。

【森林火災の評価条件について】
⇒森林火災の初期条件となる植生、気象条件等の評価条件、防
火帯の設定条件について、補足説明する。
・[外外火02]森林火災について

【外部火災より防護すべき施設の代表制】
⇒各申請回次の代表施設について、評価対象となる施設につい
て説明する。
・[未作成]外部火災の施設の代表性について

Ⅵ-1-1-1-4-3
外部火災防護に
おける評価の基
本方針

7677■■■■■■77■■76



基本設計方針の添付書類への展開
（第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

21
防火帯は延焼防止機能を損なわない設計とし，防火帯内には原則として可燃物となるものは設置しないこととする。ただし，防火帯に可
燃物を含む機器等を設置する場合には，必要最小限とするとともに，不燃性シートで覆う等の対策を施す設計とする。

設置要求 防火帯 設計方針

25
・石油備蓄基地の火災については，外部火災防護対象施設を収納する建屋の外壁で受ける輻射強度を，コンクリートの許容温度となる危
険輻射強度（2.3ｋＷ／ｍ２）以下とすることで，危険距離以上の離隔を確保し，安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化
物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋

設計方針

26
屋外の外部火災防護対象施設については，輻射強度に基づき算出した温度を屋外の外部火災防護対象施設の許容温度以下とすることで，
安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベ
ル濃縮廃液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解
残渣廃液廃ガス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設
備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス
固化建屋換気設備）

設計方針

27
非常用ディーゼル発電機は，外気取入口から室内に流入する空気の温度が石油備蓄基地火災の熱影響によって上昇したとしても，室内温
度を設計最高使用温度以下とすることで，安全機能を損なわない設計とする。

評価要求 電気設備（ディーゼル発電機） 設計方針

28
・石油備蓄基地火災と森林火災の重畳を想定し，それぞれの輻射熱量及び離隔距離を考慮し，外部火災防護対象施設を収納する建屋の外
壁表面温度をコンクリートの許容温度以下とすることで，建屋内に収納する外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化
物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋

設計方針

29
屋外の外部火災防護対象施設については，輻射強度に基づき算出した温度を屋外の外部火災防護対象施設の許容温度以下とすることで，
安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベ
ル濃縮廃液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解
残渣廃液廃ガス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設
備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス
固化建屋換気設備）

設計方針

1.概要
2.外部火災防護における評価の基本方
針
2.1火災及び爆発に対する評価の基本
方針
2.1.1森林火災

【森林火災における評価の基本方針】
・森林火災については，外部火災防護対象施設を収納する建屋の外壁表面温度が許容温度となる危険距離を求め、そ
れ以上の離隔距離を確保する設計とする。
・森林火災による輻射強度から，屋外の外部火災防護対象施設の温度を算出し，安全機能を損なわないことを確認す
る。
・非常用ディーゼル発電機の評価については、石油備蓄基地火災に包絡される。
・重大事故等対処設備を収納する建屋の外壁表面温度が許容温度となる危険距離を求め、それ以上の離隔距離を確保
する設計とする。
・屋外の重大事故等対処施設は温度を算出し、許容温度以下であることを確認する。
・森林火災において、防火帯（幅25m）を前提に評価する。

【森林火災の評価について】
「Ⅴ-1-1-1-4-5 外部火災防護における評価方針」に示すとお
り，外部火災に係る評価は外部火災ガイドを参考に影響を確認
しており，当該方針の補足は不要。

【森林火災の評価条件について】
⇒森林火災の初期条件となる植生、気象条件等の評価条件、防
火帯の設定条件について、補足説明する。
・[外外火02]森林火災について

【外部火災より防護すべき施設の代表制】
⇒各申請回次の代表施設について、評価対象となる施設につい
て説明する。
・[未作成]外部火災の施設の代表性について

2.1.2近隣の産業施設による火災に対
する算出の基本方針
(1)石油備蓄基地火災

【石油備蓄基地の火災における評価の基本方針】
・外部火災防護対象施設を収納する建屋等の外壁が受ける輻射強度及び許容温度となる危険輻射強度を算出し，その
輻射強度が危険輻射強度を下回り，危険距離以上の離隔が確保されていることを確認する。
・評価対象となる屋外の外部火災防護対象施設の温度を評価し、許容温度を満足することを確認し、それ以上の離隔
距離を確保できることを確認する。
・非常用ディーゼル発電機については、給気温度が満足することを確認する。

Ⅵ-1-1-1-4-3
外部火災防護に
おける評価の基
本方針

Ⅵ-1-1-1-4-3
外部火災防護に
おける評価の基
本方針

2.1.2近隣の産業施設による火災に対
する算出の基本方針
(2)石油備蓄基地火災と森林火災の重
畳

【石油備蓄基地の火災と森林火災の重畳における評価の基本方針】
・石油備蓄基地火災及び森林火災の重畳については，外部火災防護対象施設を収納する建屋等の外壁及び屋外の外部
火災防護対象施設が受ける輻射強度を算出し，許容温度以下であることを確認する。
・評価対象となる屋外の外部火災防護対象施設の温度を評価し、許容温度を満足することを確認し、それ以上の離隔
距離を確保できることを確認する。

【石油備蓄基地火災と森林火災の重畳の評価について】
「Ⅴ-1-1-1-4-5　外部火災防護における評価方針」に示すとお
り，外部火災に係る評価は外部火災ガイドを参考に影響を確認
しており，当該方針の補足は不要。

【外部火災より防護すべき施設の代表制】
⇒各申請回次の代表施設について、評価対象となる施設につい
て説明する。
・[未作成]外部火災の施設の代表性について

【近隣の危険物貯蔵施設等の選定】
⇒近隣の危険物貯蔵施設、敷地内の危険物貯蔵施設等の選定の
考え方に対して補足する。
・[外外火06]近隣の産業施設の火災源及び爆発源の選定につい
て
・[外外火03]敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災及び爆
発源の選定について
・[外外火15]燃料輸送車両火災の影響について
・[外外火16]漂流船舶の影響について

【石油備蓄基地火災（建屋以外）、石油備蓄基地火災と森林火
災の重畳及び敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災・爆発
の評価について】
「Ⅴ-1-1-1-4-5　外部火災防護における評価方針」に示すとお
り，外部火災に係る評価は外部火災ガイドを参考に影響を確認
しており，当該方針の補足は不要。

【石油備蓄基地火災の建屋の評価方針】
⇒石油備蓄基地火災については危険距離ではなく危険輻射強度
を用いて熱影響評価をしている理由について補足する。
・[未作成]石油備蓄基地火災における建屋及び非常用ディーゼ
ル発電機の評価方法について
【石油備蓄基地火災のディーゼル発電機の評価方針】
⇒ディーゼル発電機の給気温度の評価方法について補足説明す
る。
・[未作成]石油備蓄基地火災における建屋及び非常用ディーゼ
ル発電機の評価方法について

【外部火災より防護すべき施設の代表制】
⇒各申請回次の代表施設について、評価対象となる施設につい
て説明する。
・[未作成]外部火災の施設の代表性について
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31
敷地内の危険物貯蔵施設等の火災においては，危険物貯留施設ごとに輻射強度を求め，この輻射強度に基づき外部火災防護対象施設を収
納する建屋の外壁表面温度を求め，コンクリートの許容温度以下とすることで，建屋内に収納する外部火災防護対象施設の安全機能を損
なわない設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化
物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋

設計方針

32
屋外の外部火災防護対象施設は，輻射強度に基づき温度を算出し，屋外の外部火災防護対象施設の許容温度以下とすることで，安全機能
を損なわない設計とする。

評価要求

冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベ
ル濃縮廃液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解
残渣廃液廃ガス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設
備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス
固化建屋換気設備）

設計方針

34
その上で，敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の爆発を想定し，ガス爆発の爆風圧が0.01MPaとなる危険限界距離を求め，必要な離隔距離
を確保することで外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化
物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋
冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベ
ル濃縮廃液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解
残渣廃液廃ガス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設
備）

設計方針

35
また，危険限界距離以上の離隔距離を確保できない外部火災防護対象施設を収納する建屋は，爆発によって発生する爆風圧に対して健全
性を維持する設計とすることで，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

評価要求
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋

設計方針

Ⅵ-1-1-1-4-3
外部火災防護に
おける評価の基
本方針

【敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の爆発における評価の基本方針】
・敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発については，ガス爆発の爆風圧が0.01MPa となる危険限界距離を算出し，その危
険限界距離を上回る離隔距離が確保されていることを評価する。
・離隔距離を確保できない精製建屋ボンベ庫、還元ガス製造建屋については、健全性を維持できることを評価する。

【敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の爆発の評価について】
「Ⅴ-1-1-1-4-5　外部火災防護における評価方針」に示すとお
り，外部火災に係る評価は外部火災ガイドを参考に影響を確認
しており，当該方針の補足は不要。

【離隔距離を確保できない敷地内に設置する危険物貯蔵施設等
の爆発の評価について】
⇒離隔距離を確保できない建屋における評価方針を補足する。
・[未作成]離隔距離を確保できない施設における爆発の健全性
評価方法について

【外部火災より防護すべき施設の代表制】
⇒各申請回次の代表施設について、評価対象となる施設につい
て説明する。
・[未作成]外部火災の施設の代表性について

2.1.2近隣の産業施設による火災に対
する算出の基本方針
(4)敷地内に設置する危険物貯蔵施設
等の爆発

2.1.2近隣の産業施設による火災に対
する算出の基本方針
(3)敷地内に設置する危険物貯蔵施設
等の火災

【敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災における評価の基本方針】
・外部火災防護対象施設を収納する建屋の危険距離を算出し、それ以上の離隔距離を確保していることを確認する。
・評価対象となる屋外の外部火災防護対象施設の温度を許容温度以下とし、それ以上の離隔距離を確保する。

【敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災の評価について】
「Ⅴ-1-1-1-4-5　外部火災防護における評価方針」に示すとお
り，外部火災に係る評価は外部火災ガイドを参考に影響を確認
しており，当該方針の補足は不要。

【外部火災より防護すべき施設の代表制】
⇒各申請回次の代表施設について、評価対象となる施設につい
て説明する。
・[未作成]外部火災の施設の代表性について
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36

(４) 航空機墜落による火災に対する設計方針

航空機墜落による火災については，対象航空機が外部火災防護対象施設を収納する建屋等の直近に墜落する火災を想定し，火炎からの輻
射強度に基づき外部火災防護対象施設を収納する建屋の外壁及び建屋内の温度を算出し，コンクリートの許容温度を満足する範囲で建屋
外壁が，要求される機能を損なわない及び建屋内の外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化
物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋

設計方針

37
熱影響により外部火災防護対象施設の安全機能を損なうおそれがある場合には，１時間耐火の大臣認定を取得した耐火被覆を施工する。
駆動部等で耐火被覆を施工できない部材は，遮熱板で囲むことにより安全機能を損なわない設計とする。

設置要求
機能要求②

冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
竜巻防護対策設備

設計方針

39
屋外の外部火災防護対象施設は，主要部材である鋼材の強度が維持される温度以下とすることで，安全機能を損なわない設計とする。ま
た，外部火災防護対象施設である冷却塔については，冷却水出口温度を最大運転温度以下とすることで，安全機能を損なわない設計とす
る。

評価要求

冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃
縮廃液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣
廃液廃ガス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化
建屋換気設備）

設計方針

40
外部火災防護対象施設に波及的影響を及ぼすおそれのある施設は，主要部材である鋼材の強度が一時的に低下しても構造が維持される温
度以下とすることで，外部火災防護対象施設に波及的影響を及ぼさない設計とする。

評価要求 竜巻防護対策設備 設計方針

41
航空機墜落火災による飛来物防護板の温度上昇により，熱影響を受ける建屋内の外部火災防護対象施設については，飛来物防護板からの
輻射強度に基づく温度を算出し，外部火災防護対象施設の性能維持に必要な温度以下とすることで，安全機能を損なわない設計とする

評価要求 電気設備（ディーゼル発電機） 設計方針

43
航空機墜落による火災と危険物貯蔵施設等の爆発が重畳した場合を想定し，ガス爆発の爆風圧が0.01MPpaとなる危険限界距離を求め，危
険物貯蔵施設等までの離隔距離を確保することで，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯
蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋
冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プ
ルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃
縮廃液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣
廃液廃ガス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混
合脱硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化
建屋換気設備）

設計方針

44
また，危険限界距離以上の離隔距離を確保することが出来ない外部火災防護対象施設を収納する建屋は，爆発によって発生する爆風圧に
対して健全性を維持する設計とすることで，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

評価要求
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋

設計方針

45

(５) 危険物貯蔵施設等に対する設計方針
危険物貯蔵施設等への熱影響については，森林火災及び近隣の産業施設の火災の影響を想定しても，敷地内の危険物貯蔵施設等の貯蔵物
の温度を許容温度以下とすることで，危険物貯蔵施設等の火災及び爆発を防止し，外部火災防護対象施設を収納する建屋及び屋外の外部
火災防護対象施設へ影響を与えない設計とする。

評価要求
－
(危険物貯蔵施設等)

設計方針

46
また，近隣の産業施設の爆発の影響を想定しても，危険物貯蔵施設等の爆発を防止し，外部火災防護対象施設を収納する建屋及び屋外の
外部火災防護対象施設へ影響を与えない設計とする。

評価要求
－
(危険物貯蔵施設等) 設計方針

【航空機墜落火災の防護方針について】
・航空機墜落火災の対象航空機、評価方法、耐火被覆及び遮熱
板の防護方針、評価対象の考え方について補足説明する
⇒【外外火04】　航空機墜落による火災の防護設計について

Ⅵ-1-1-1-4-3
外部火災防護に
おける評価の基
本方針

【離隔距離を確保できない敷地内に設置する危険物貯蔵施設等
の爆発の評価について】
⇒離隔距離を確保できない建屋における評価方針を補足する。
・[未作成]離隔距離を確保できない施設における爆発の健全性
評価方法について

【外部火災より防護すべき施設の代表制】
⇒各申請回次の代表施設について、評価対象となる施設につい
て説明する。
・[未作成]外部火災の施設の代表性について

【敷地内の危険物貯蔵施設等の対象選定、評価方針について】
⇒危険物貯蔵施設等の配置，貯蔵物の物性等及び評価対象、評
価方法について補足する。
・[未作成]敷地内の危険物貯蔵施設等に対する設計方針

2.1火災及び爆発に対する評価の基本
方針
2.1.4航空機墜落火災と敷地内に設置
する危険物貯蔵施設等の爆発

【航空機墜落火災と敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の爆発における評価の基本方針】
・航空機墜落火災と敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発については，ガス爆発の爆風圧が0.01MPa となる危険限界距離
を算出し，その危険限界距離を上回る離隔距が確保されていることを評価する。
・離隔距離を確保できない精製建屋ボンベ庫、還元ガス製造建屋については、健全性を維持できることを評価する。

2.1火災及び爆発に対する評価の基本
方針
2.1.5敷地内の危険物貯蔵施設等の火
災の発生防止

【敷地内の危険物貯蔵施設等の火災の発生防止における評価の基本方針】
・敷地内の危険物貯蔵施設について、森林火災及び近隣の産業施設の火災を想定しても、危険物貯蔵施設を許容温度
以下とすることで、外部火災防護対象施設に影響を与えない設計とする。
・また、近隣の産業施設の爆発を想定しても、危険物貯蔵施設等の爆発を防止し、外部火災防護対象施設に影響を与
えない設計とする。
・近隣の産業施設の火災は石油備蓄基地火災とし、爆発は、MOX燃料加工施設の第１高圧ガストレーラ庫の爆発を対
象とする。

2.1.3航空機墜落による火災 【航空機墜による火災における評価の基本方針】
・航空機墜落による火災については，対象航空機建屋等の直近に墜落することを想定する。
・外部火災防護対象施設を収納する建屋については外壁温度と内壁温度上昇を算出し，建屋外壁が要求される機能を
損なわないことを確認する。
・屋外に設置する外部火災防護対象施設については、支持架構を含め安全機能を損なわないことを確認する。
・波及的影響を及ぼし得る施設は一時的に強度低下を起こしても構造が維持される許容温度以下となることを確認す
る。
・飛来物防護板から輻射熱を受ける建屋内のる外部火災防護対象施設については、許容温度以下となることを確認す
る。
・外部火災の影響を考慮する施設については、航空機墜落火災の影響を考慮し、耐火被覆，遮熱板等の防護対策を実
施しており、航空機墜落火災においては、これらの対策を考慮した温度を確認する。
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13

(２) 森林火災に対する設計方針

森林火災については，初期条件を再処理施設への影響が厳しい評価となるように設定し算出した最大の火炎輻射強度（750ｋＷ／ｍ２）と
なるセルを評価対象の最短として配置し，火炎最前線の火炎が到達したセルを横一列に並べ，危険距離及び温度を求め評価する。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋
冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液廃
ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液廃ガ
ス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気
設備）

設計方針

Ⅵ-1-1-1-4-3
外部火災防護に
おける評価の基
本方針

14
外部火災防護対象施設を収納する建屋は，外壁表面温度がコンクリートの圧縮強度が維持できる温度（以下、「コンクリートの許容温
度」という。）となる危険距離を求め，危険距離以上の離隔距離を確保する設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化
物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋

設計方針

15
屋外の外部火災防護対象施設については，輻射強度に基づき算出された温度が，冷却塔の最大運転温度等の機能又は構造強度が維持され
る温度（以下、「屋外の外部火災防護対象施設の許容温度」という）以下となる設計とする。

評価要求

冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベ
ル濃縮廃液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解
残渣廃液廃ガス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設
備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス
固化建屋換気設備）

設計方針

18
重大事故等対処設備を収納する建屋は，外壁表面温度がコンクリートの許容温度となる危険距離を求め，危険距離以上の離隔距離を確保
する設計とする。

評価要求
第１保管庫・貯水所
第２保管庫・貯水所
緊急時対策所

設計方針

19
屋外の重大事故等対処設備は，防火帯の内側に設置することにより危険距離以上の離隔距離を確保すること及び設計基準事故に対処する
ための設備又は常設重大事故等対処設備を設置する場所と異なる場所に保管することにより設計基準事故に対処するための設備又は常設
重大事故等対処設備と同時に必要な機能を損なわない設計とする。

評価要求 屋外の重大事故等対処設備 設計方針

・建屋、屋外の外部火災防護対象施設、重大事故等対処施設が許容温度以下となることを確認する。

2.2　許容温度及び許容応力
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基本設計方針の添付書類への展開
（第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

25
・石油備蓄基地の火災については，外部火災防護対象施設を収納する建屋の外壁で受ける輻射強度を，コンクリートの許容温度となる危
険輻射強度（2.3ｋＷ／ｍ２）以下とすることで，危険距離以上の離隔を確保し，安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化
物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋

設計方針

26
屋外の外部火災防護対象施設については，輻射強度に基づき算出した温度を屋外の外部火災防護対象施設の許容温度以下とすることで，
安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベ
ル濃縮廃液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解
残渣廃液廃ガス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設
備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス
固化建屋換気設備）

設計方針

27
非常用ディーゼル発電機は，外気取入口から室内に流入する空気の温度が石油備蓄基地火災の熱影響によって上昇したとしても，室内温
度を設計最高使用温度以下とすることで，安全機能を損なわない設計とする。

評価要求 電気設備（ディーゼル発電機） 設計方針

28
・石油備蓄基地火災と森林火災の重畳を想定し，それぞれの輻射熱量及び離隔距離を考慮し，外部火災防護対象施設を収納する建屋の外
壁表面温度をコンクリートの許容温度以下とすることで，建屋内に収納する外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化
物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋

設計方針

29
屋外の外部火災防護対象施設については，輻射強度に基づき算出した温度を屋外の外部火災防護対象施設の許容温度以下とすることで，
安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベ
ル濃縮廃液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解
残渣廃液廃ガス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設
備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス
固化建屋換気設備）

設計方針

2.2　許容温度及び許容応力 ・建屋、屋外の外部火災防護対象施設、非常用ディーゼル発電機が許容温度以下となることを確認する。

2.2　許容温度及び許容応力 ・建屋、屋外の外部火災防護対象施設が許容温度以下となることを確認する。

Ⅵ-1-1-1-4-3
外部火災防護に
おける評価の基
本方針
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基本設計方針の添付書類への展開
（第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

31
敷地内の危険物貯蔵施設等の火災においては，危険物貯留施設ごとに輻射強度を求め，この輻射強度に基づき外部火災防護対象施設を収
納する建屋の外壁表面温度を求め，コンクリートの許容温度以下とすることで，建屋内に収納する外部火災防護対象施設の安全機能を損
なわない設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化
物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋

設計方針

32
屋外の外部火災防護対象施設は，輻射強度に基づき温度を算出し，屋外の外部火災防護対象施設の許容温度以下とすることで，安全機能
を損なわない設計とする。

評価要求

冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベ
ル濃縮廃液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解
残渣廃液廃ガス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設
備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス
固化建屋換気設備）

設計方針

34
その上で，敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の爆発を想定し，ガス爆発の爆風圧が0.01MPaとなる危険限界距離を求め，必要な離隔距離
を確保することで外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋
冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液廃
ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液廃ガ
ス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気
設備）
竜巻防護対策設備

設計方針

35
また，危険限界距離以上の離隔距離を確保できない外部火災防護対象施設を収納する建屋は，爆発によって発生する爆風圧に対して健全
性を維持する設計とすることで，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

評価要求
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋

設計方針

Ⅵ-1-1-1-4-3
外部火災防護に
おける評価の基
本方針

2.2　許容温度及び許容応力 ・建屋、屋外の外部火災防護対象施設が許容温度以下となることを確認する。

2.2　許容温度及び許容応力 ・離隔距離を確保できない建屋に対し、爆発圧が許容応力以下であることを確認する。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

36

(４) 航空機墜落による火災に対する設計方針

航空機墜落による火災については，対象航空機が外部火災防護対象施設を収納する建屋等の直近に墜落する火災を想定し，火炎からの輻
射強度に基づき外部火災防護対象施設を収納する建屋の外壁及び建屋内の温度を算出し，コンクリートの許容温度を満足する範囲で建屋
外壁が，要求される機能を損なわない及び建屋内の外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化
物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋

設計方針

37
熱影響により外部火災防護対象施設の安全機能を損なうおそれがある場合には，１時間耐火の大臣認定を取得した耐火被覆を施工する。
駆動部等で耐火被覆を施工できない部材は，遮熱板で囲むことにより安全機能を損なわない設計とする。

設置要求
機能要求②

冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
竜巻防護対策設備

設計方針

39
屋外の外部火災防護対象施設は，主要部材である鋼材の強度が維持される温度以下とすることで，安全機能を損なわない設計とする。ま
た，外部火災防護対象施設である冷却塔については，冷却水出口温度を最大運転温度以下とすることで，安全機能を損なわない設計とす
る。

評価要求

冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベ
ル濃縮廃液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解
残渣廃液廃ガス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設
備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス
固化建屋換気設備）

設計方針

40
外部火災防護対象施設に波及的影響を及ぼすおそれのある施設は，主要部材である鋼材の強度が一時的に低下しても構造が維持される温
度以下とすることで，外部火災防護対象施設に波及的影響を及ぼさない設計とする。

評価要求 竜巻防護対策設備 設計方針

41
航空機墜落火災による飛来物防護板の温度上昇により，熱影響を受ける建屋内の外部火災防護対象施設については，飛来物防護板からの
輻射強度に基づく温度を算出し，外部火災防護対象施設の性能維持に必要な温度以下とすることで，安全機能を損なわない設計とする

評価要求 電気設備（ディーゼル発電機） 設計方針

43
航空機墜落による火災と危険物貯蔵施設等の爆発が重畳した場合を想定し，ガス爆発の爆風圧が0.01MPpaとなる危険限界距離を求め，危
険物貯蔵施設等までの離隔距離を確保することで，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋
冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液廃
ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液廃ガ
ス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気
設備）

設計方針

44
また，危険限界距離以上の離隔距離を確保することが出来ない外部火災防護対象施設を収納する建屋は，爆発によって発生する爆風圧に
対して健全性を維持する設計とすることで，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

評価要求
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋

設計方針

45

(５) 危険物貯蔵施設等に対する設計方針
危険物貯蔵施設等への熱影響については，森林火災及び近隣の産業施設の火災の影響を想定しても，敷地内の危険物貯蔵施設等の貯蔵物
の温度を許容温度以下とすることで，危険物貯蔵施設等の火災及び爆発を防止し，外部火災防護対象施設を収納する建屋及び屋外の外部
火災防護対象施設へ影響を与えない設計とする。

評価要求
－
(危険物貯蔵施設等) 設計方針

46
また，近隣の産業施設の爆発の影響を想定しても，危険物貯蔵施設等の爆発を防止し，外部火災防護対象施設を収納する建屋及び屋外の
外部火災防護対象施設へ影響を与えない設計とする。

評価要求
－
(危険物貯蔵施設等) 設計方針

2.2　許容温度及び許容応力 ・航空機墜落火災において建屋、屋外の外部火災防護対象施設、波及的影響を及ぼすおそれのある施設、竜巻飛来物
防護板からの輻射熱により影響を受ける施設が許容温度以下であることを確認する。

Ⅵ-1-1-1-4-3
外部火災防護に
おける評価の基
本方針

2.2　許容温度及び許容応力 ・離隔距離を確保できない建屋に対し、爆発圧が許容応力以下であることを確認する。

2.2　許容温度及び許容応力 ・危険物貯蔵施設等が許容温度以下となることを確認する。
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48
(a)換気空調系統
外部火災防護対象施設を収納する建屋の換気設備の給気系は，フィルタにより，ばい煙の侵入を防止することで，外部火災防護対象施設
の安全機能を損なわない設計とする。

機能要求①

ガラス固化体貯蔵設備（ガラス固化体貯蔵設
備）
電気設備（ディーゼル発電機）
安全圧縮空気系（安全圧縮空気系）
制御室（制御室）
制御室換気設備（制御室換気設備）
せん断処理・溶解廃ガス処理設備（せん断処
理・溶解廃ガス処理設備）
塔槽類排ガス処理設備（前処理建屋塔槽類廃
ガス処理設備）
塔槽類排ガス処理設備（分離建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備）
塔槽類排ガス処理設備（精製建屋塔槽類廃ガ
ス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液廃
ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液廃ガ
ス処理系）
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備（高
レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合酸化物
貯蔵建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気
設備）
緊急時対策所（緊急時対策所）

設計方針

Ⅵ-1-1-1-4-7
二次的影響（ば
い煙）及び有毒
ガスに対する設
計

2.1.1　2次系ばい煙の評価方針 【ばい煙における設計方針】
ばい煙については，外部火災防護対象施設を収納する建屋に設置された外気を取り入れる給気系に設置されたフィル
タにより、一定以上の粒径のばい煙の侵入が防止され、影響がない範囲となることを確認する。

Gr2以降申請範囲
【二次的影響(ばい煙)への対応】
⇒換気設備の給気設備及び非管理区域換気空調設備並びに非常
用所内電源設備の非常用発電機に係る二次的影響（ばい煙）へ
の対応について説明する。
・[未作成]ばい煙の影響について
※有毒ガスによる居住性が悪化した際の施設の監視等の対応に
ついて8条火山で示す。

【外部火災における薬品タンクの影響】
外部火災における消火活動に支障をきたす可能性のある薬品タ
ンクの影響を説明する。
・[外外火17]薬品タンクの影響について

49
中央制御室は，運転員の居住性を確保するため，制御室の換気設備の外気取入口に設置するフィルタにより，一定以上の粒径のばい煙粒
子を捕獲する設計とする。

機能要求①
制御室（制御室）
制御室換気設備（制御室換気設
備）

設計方針

50
(b)ディーゼル発電機
非常用ディーゼル発電機についてはフィルタやワイヤーネットにより，ばい煙の侵入を防止することで，安全機能を損なわない設計とす
る。

機能要求① 電気設備（ディーゼル発電機） 設計方針

51
(c)安全空気圧縮機系の圧縮空気

外部火災防護対象施設の安全圧縮空気系の空気圧縮機の吸気側については，フィルタにより，ばい煙の侵入を防止することで，安全機能
を損なわない設計とする。

機能要求①
安全圧縮空気系（安全圧縮空気
系） 設計方針

52
(ｄ)収納管及び通風管
ガラス固化体貯蔵設備の収納管と通風管については，外気とともに自然空冷の通気流路にばい煙が流入するが，流路の閉塞を防止する構
造とし，安全機能を損なわない設計とする。

機能要求①
ガラス固化体貯蔵設備（ガラス
固化体貯蔵設備） 設計方針

53
(6) 二次的影響 （有毒ガス）に対する設計方針
有毒ガスによる影響については，中央制御室換気設備の連絡口との外気取入れを遮断し制御室内空気を再循環することにより，居住性に
影響を及ぼさない設計とする

冒頭宣言 基本方針 設計方針

2.1.2　2次的影響有毒ガスの設計方針 【二次的影響（有毒ガス）における基本方針】
・有毒ガスによる影響については，運転員の作業環境を確保するため制御建屋の中央制御室内空気を再循環する設計
とし，居住性に影響を及ぼさない設計とする。
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5
なお，使用済燃料収納キャスクは再処理施設内に一時的に保管されることを踏まえ，外部火災により使用済燃料収納キャスクに波及的破
損を与えない設計とする。

評価要求
使用済燃料輸送容器管理建屋
（使用済燃料収納使用済燃料輸
送容器保管庫）

評価条件

【評価に使用する許容温度について】
使用済燃料収納キャスクについて許容温度と根拠を示す。

13

(２) 森林火災に対する設計方針

森林火災については，初期条件を再処理施設への影響が厳しい評価となるように設定し算出した最大の火炎輻射強度（750ｋＷ／ｍ２）と
なるセルを評価対象の最短として配置し，火炎最前線の火炎が到達したセルを横一列に並べ，危険距離及び温度を求め評価する。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋
冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液廃
ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液廃ガ
ス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気
設備）

評価条件

14
外部火災防護対象施設を収納する建屋は，外壁表面温度がコンクリートの圧縮強度が維持できる温度（以下、「コンクリートの許容温
度」という。）となる危険距離を求め，危険距離以上の離隔距離を確保する設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化
物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋

評価条件

15
屋外の外部火災防護対象施設については，輻射強度に基づき算出された温度が，冷却塔の最大運転温度等の機能又は構造強度が維持され
る温度（以下、「屋外の外部火災防護対象施設の許容温度」という）以下となる設計とする。

評価要求

冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベ
ル濃縮廃液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解
残渣廃液廃ガス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設
備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス
固化建屋換気設備）

評価条件

18
重大事故等対処設備を収納する建屋は，外壁表面温度がコンクリートの許容温度となる危険距離を求め，危険距離以上の離隔距離を確保
する設計とする。

評価要求
第１保管庫・貯水所
第２保管庫・貯水所
緊急時対策所

評価条件

19
屋外の重大事故等対処設備は，防火帯の内側に設置することにより危険距離以上の離隔距離を確保すること及び設計基準事故に対処する
ための設備又は常設重大事故等対処設備を設置する場所と異なる場所に保管することにより設計基準事故に対処するための設備又は常設
重大事故等対処設備と同時に必要な機能を損なわない設計とする。

評価要求 屋外の重大事故等対処設備 評価条件

Ⅵ-1-1-1-4-4外
部火災防護にお
ける許容温度、
許容応力の設定
根拠

1.概要
2.外部火災の影響を考慮する施設の許
容温度、許容応力の設定根拠
(1)建屋
(2)冷却塔
(3)主排気筒
(4)重大事故等対処設備
(5)非常用ディーゼル発電機
(6)爆発に対し危険限界距離を確保で
きない施設の許容応力
(7)航空機墜落火災における許容温度
3.敷地内の危険物貯蔵施設等の許容温
度

【評価に使用する許容温度について】
外部火災防護対象施設又は重大事故等対処施設を収納する建屋並びに屋外の外部火災防護対象施設及び重大事故等対
処設備の許容温度と根拠を示す。
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25
・石油備蓄基地の火災については，外部火災防護対象施設を収納する建屋の外壁で受ける輻射強度を，コンクリートの許容温度となる危
険輻射強度（2.3ｋＷ／ｍ２）以下とすることで，危険距離以上の離隔を確保し，安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化
物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋

評価条件

26
屋外の外部火災防護対象施設については，輻射強度に基づき算出した温度を屋外の外部火災防護対象施設の許容温度以下とすることで，
安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベ
ル濃縮廃液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解
残渣廃液廃ガス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設
備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス
固化建屋換気設備）

評価条件

27
非常用ディーゼル発電機は，外気取入口から室内に流入する空気の温度が石油備蓄基地火災の熱影響によって上昇したとしても，室内温
度を設計最高使用温度以下とすることで，安全機能を損なわない設計とする。

評価要求 電気設備（ディーゼル発電機） 評価条件

28
・石油備蓄基地火災と森林火災の重畳を想定し，それぞれの輻射熱量及び離隔距離を考慮し，外部火災防護対象施設を収納する建屋の外
壁表面温度をコンクリートの許容温度以下とすることで，建屋内に収納する外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化
物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋

評価条件

29
屋外の外部火災防護対象施設については，輻射強度に基づき算出した温度を屋外の外部火災防護対象施設の許容温度以下とすることで，
安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベ
ル濃縮廃液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解
残渣廃液廃ガス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設
備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス
固化建屋換気設備）

評価条件

31
敷地内の危険物貯蔵施設等の火災においては，危険物貯留施設ごとに輻射強度を求め，この輻射強度に基づき外部火災防護対象施設を収
納する建屋の外壁表面温度を求め，コンクリートの許容温度以下とすることで，建屋内に収納する外部火災防護対象施設の安全機能を損
なわない設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化
物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋

評価条件

32
屋外の外部火災防護対象施設は，輻射強度に基づき温度を算出し，屋外の外部火災防護対象施設の許容温度以下とすることで，安全機能
を損なわない設計とする。

評価要求

冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液廃
ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液廃ガ
ス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気
設備）

評価条件

【評価に使用する許容温度について】
外部火災防護対象施設を収納する建屋及び屋外の外部火災防護対象施設、ディーゼル発電機の許容温度と根拠を示
す。

【評価に使用する許容温度について】
外部火災防護対象施設を収納する建屋及び屋外の外部火災防護対象施設の許容温度と根拠を示す。

1.概要
2.外部火災の影響を考慮する施設の許
容温度、許容応力の設定根拠
(1)建屋
(2)冷却塔
(3)主排気筒
(4)重大事故等対処設備
(5)非常用ディーゼル発電機
(6)爆発に対し危険限界距離を確保で
きない施設の許容応力
(7)航空機墜落火災における許容温度
3.敷地内の危険物貯蔵施設等の許容温
度

Ⅵ-1-1-1-4-4外
部火災防護にお
ける許容温度、
許容応力の設定
根拠

8687■■■■■■87■■86



基本設計方針の添付書類への展開
（第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））
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項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

34
その上で，敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の爆発を想定し，ガス爆発の爆風圧が0.01MPaとなる危険限界距離を求め，必要な離隔距離
を確保することで外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋
冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液廃
ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液廃ガ
ス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気
設備）
竜巻防護対策設備

評価条件

35
また，危険限界距離以上の離隔距離を確保できない外部火災防護対象施設を収納する建屋は，爆発によって発生する爆風圧に対して健全
性を維持する設計とすることで，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

評価要求
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋

評価条件

36

(４) 航空機墜落による火災に対する設計方針

航空機墜落による火災については，対象航空機が外部火災防護対象施設を収納する建屋等の直近に墜落する火災を想定し，火炎からの輻
射強度に基づき外部火災防護対象施設を収納する建屋の外壁及び建屋内の温度を算出し，コンクリートの許容温度を満足する範囲で建屋
外壁が，要求される機能を損なわない及び建屋内の外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化
物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋

評価条件

37
熱影響により外部火災防護対象施設の安全機能を損なうおそれがある場合には，１時間耐火の大臣認定を取得した耐火被覆を施工する。
駆動部等で耐火被覆を施工できない部材は，遮熱板で囲むことにより安全機能を損なわない設計とする。

設置要求
機能要求②

冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
竜巻防護対策設備

評価条件

39
屋外の外部火災防護対象施設は，主要部材である鋼材の強度が維持される温度以下とすることで，安全機能を損なわない設計とする。ま
た，外部火災防護対象施設である冷却塔については，冷却水出口温度を最大運転温度以下とすることで，安全機能を損なわない設計とす
る。

評価要求

冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベ
ル濃縮廃液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解
残渣廃液廃ガス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設
備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス
固化建屋換気設備）

評価条件

40
外部火災防護対象施設に波及的影響を及ぼすおそれのある施設は，主要部材である鋼材の強度が一時的に低下しても構造が維持される温
度以下とすることで，外部火災防護対象施設に波及的影響を及ぼさない設計とする。

評価要求 竜巻防護対策設備 評価条件

41
航空機墜落火災による飛来物防護板の温度上昇により，熱影響を受ける建屋内の外部火災防護対象施設については，飛来物防護板からの
輻射強度に基づく温度を算出し，外部火災防護対象施設の性能維持に必要な温度以下とすることで，安全機能を損なわない設計とする

評価要求 電気設備（ディーゼル発電機） 設計方針

43
航空機墜落による火災と危険物貯蔵施設等の爆発が重畳した場合を想定し，ガス爆発の爆風圧が0.01MPpaとなる危険限界距離を求め，危
険物貯蔵施設等までの離隔距離を確保することで，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋
冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液廃
ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液廃ガ
ス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気
設備）

設計方針

【評価に使用する許容応力について】
ガス爆風圧0.01Mpaとなる危険限界距離以上の離隔を取れない建屋について許容応力と根拠を示す。

【評価に使用する許容温度について】
・航空機墜落火災で考慮する外部火災防護対象施設を収納する建屋及び屋外の外部火災防護対象施設、波及的影響を
及ぼし得る施設、飛来物防護板からの輻射影響を受ける施設の許容温度と根拠を示す。
・なお、耐火被覆等の効果を考慮した許容温度を設定する。

【評価に使用する許容応力について】
ガス爆風圧0.01Mpaとなる危険限界距離以上の離隔を取れない建屋について許容応力と根拠を示す。

Ⅵ-1-1-1-4-4外
部火災防護にお
ける許容温度、
許容応力の設定
根拠

1.概要
2.外部火災の影響を考慮する施設の許
容温度、許容応力の設定根拠
(1)建屋
(2)冷却塔
(3)主排気筒
(4)重大事故等対処設備
(5)非常用ディーゼル発電機
(6)爆発に対し危険限界距離を確保で
きない施設の許容応力
(7)航空機墜落火災における許容温度
3.敷地内の危険物貯蔵施設等の許容温
度
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基本設計方針の添付書類への展開
（第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））
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項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

44
また，危険限界距離以上の離隔距離を確保することが出来ない外部火災防護対象施設を収納する建屋は，爆発によって発生する爆風圧に
対して健全性を維持する設計とすることで，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

評価要求
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋

評価条件

45

(５)　危険物貯蔵施設等に対する設計方針
危険物貯蔵施設等への熱影響については，森林火災及び近隣の産業施設の火災の影響を想定しても，敷地内の危険物貯蔵施設等の貯蔵物
の温度を許容温度以下とすることで，危険物貯蔵施設等の火災及び爆発を防止し，外部火災防護対象施設を収納する建屋及び屋外の外部
火災防護対象施設へ影響を与えない設計とする。

評価要求
－
(危険物貯蔵施設等)

設計方針

46
また，近隣の産業施設の爆発の影響を想定しても，危険物貯蔵施設等の爆発を防止し，外部火災防護対象施設を収納する建屋及び屋外の
外部火災防護対象施設へ影響を与えない設計とする。

評価要求
－
(危険物貯蔵施設等)

評価条件

1.概要
2.外部火災の影響を考慮する施設の許
容温度、許容応力の設定根拠
(1)建屋
(2)冷却塔
(3)主排気筒
(4)重大事故等対処設備
(5)非常用ディーゼル発電機
(6)爆発に対し危険限界距離を確保で
きない施設の許容応力
(7)航空機墜落火災における許容温度
3.敷地内の危険物貯蔵施設等の許容温
度

Ⅵ-1-1-1-4-4外
部火災防護にお
ける許容温度、
許容応力の設定
根拠

【評価に使用する許容温度について】
・危険物貯蔵施設等の許容温度と根拠を示す。

【評価に使用する許容応力について】
ガス爆風圧0.01Mpaとなる危険限界距離以上の離隔を取れない建屋について許容応力と根拠を示す。

Ⅵ-1-1-1-4-4外
部火災防護にお
ける許容温度、
許容応力の設定
根拠

1.概要
2.外部火災の影響を考慮する施設の許
容温度、許容応力の設定根拠
(1)建屋
(2)冷却塔
(3)主排気筒
(4)重大事故等対処設備
(5)非常用ディーゼル発電機
(6)爆発に対し危険限界距離を確保で
きない施設の許容応力
(7)航空機墜落火災における許容温度
3.敷地内の危険物貯蔵施設等の許容温
度
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13

(２)　森林火災に対する設計方針

森林火災については，初期条件を再処理施設への影響が厳しい評価となるように設定し算出した最大の火炎輻射強度（750ｋＷ／ｍ２）と
なるセルを評価対象の最短として配置し，火炎最前線の火炎が到達したセルを横一列に並べ，危険距離及び温度を求め評価する。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋
冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液廃
ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液廃ガ
ス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気
設備）

評価方法

14
外部火災防護対象施設を収納する建屋は，外壁表面温度がコンクリートの圧縮強度が維持できる温度（以下、「コンクリートの許容温
度」という。）となる危険距離を求め，危険距離以上の離隔距離を確保する設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化
物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋

評価方法

18
重大事故等対処設備を収納する建屋は，外壁表面温度がコンクリートの許容温度となる危険距離を求め，危険距離以上の離隔距離を確保
する設計とする。

評価要求
第１保管庫・貯水所
第２保管庫・貯水所
緊急時対策所

評価方法

15
屋外の外部火災防護対象施設については，輻射強度に基づき算出された温度が，冷却塔の最大運転温度等の機能又は構造強度が維持され
る温度（以下、「屋外の外部火災防護対象施設の許容温度」という）以下となる設計とする。

評価要求

冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベ
ル濃縮廃液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解
残渣廃液廃ガス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設
備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス
固化建屋換気設備）

評価方法

19
屋外の重大事故等対処設備は，防火帯の内側に設置することにより危険距離以上の離隔距離を確保すること及び設計基準事故に対処する
ための設備又は常設重大事故等対処設備を設置する場所と異なる場所に保管することにより設計基準事故に対処するための設備又は常設
重大事故等対処設備と同時に必要な機能を損なわない設計とする。

評価要求 屋外の重大事故等対処設備 評価方法

25
・石油備蓄基地の火災については，外部火災防護対象施設を収納する建屋の外壁で受ける輻射強度を，コンクリートの許容温度となる危
険輻射強度（2.3ｋＷ／ｍ２）以下とすることで，危険距離以上の離隔を確保し，安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化
物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋

評価方法

26
屋外の外部火災防護対象施設については，輻射強度に基づき算出した温度を屋外の外部火災防護対象施設の許容温度以下とすることで，
安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベ
ル濃縮廃液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解
残渣廃液廃ガス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設
備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス
固化建屋換気設備）

評価方法

Ⅵ-1-1-1-4-5
外部火災防護に
おける評価方針

1.概要
2.外部火災影響評価方針
2.1外部火災影響の対象施設
2.2評価方針
2.2.1評価の分類
3.許容温度
4.評価について
4.1　森林火災に対する熱影響評価

【森林火災影響評価の方法】
・森林火災については危険距離又は許容温度を算出し、これを上回る離隔距離が確保されていることを確認する。
・評価対象は、外部火災防護対象施設を収納する建屋及び重大事故等対処設備を収納する建屋並びに屋外の外部火災
防護対象施設又は屋外の重大事故等対処設備とする。
・森林火災の評価式を示す。

【森林火災の評価について】
「Ⅴ-1-1-1-4-5　外部火災防護における評価方針」に示すとお
り，外部火災に係る評価は外部火災ガイドを参考に影響を確認
しており，当該方針の補足は不要。

【森林火災の評価条件について】
⇒森林火災の初期条件となる植生、気象条件等の評価条件、防
火帯の設定条件について、補足説明する。
・[外外火02]森林火災について

【外部火災より防護すべき施設の代表制】
⇒各申請回次の代表施設について、評価対象となる施設につい
て説明する。
・[未作成]外部火災の施設の代表性について

4.2近隣の産業施設による火災の熱影
響評価方針
4.2.1石油備蓄基地火災の熱影響評価
方針

【石油備蓄基地火災影響評価の方法】
・石油備蓄基地火災については、輻射強度を算出し，危険輻射強度又は許容温度を満足することを確認し、それ以上
の離隔距離する。
・評価対象は、外部火災防護対象施設を収納する建屋及び屋外の外部火災防護対象施設とする。
・非常用ディーゼル発電機の外気取入口からの空気の温度を許容温度以下となることを確認する。
・石油備蓄基地火災の評価式を示す。

【石油備蓄基地火災（建屋以外）、石油備蓄基地火災と森林火
災の重畳及び敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災・爆発
の評価について】
「Ⅴ-1-1-1-4-5　外部火災防護における評価方針」に示すとお
り，外部火災に係る評価は外部火災ガイドを参考に影響を確認
しており，当該方針の補足は不要。

【石油備蓄基地火災の建屋の評価方針】
⇒石油備蓄基地火災については危険距離ではなく危険輻射強度
を用いて熱影響評価をしている理由について補足する。
・[未作成]石油備蓄基地火災における建屋及び非常用ディーゼ
ル発電機の評価方法について
【石油備蓄基地火災のディーゼル発電機の評価方針】
⇒ディーゼル発電機の給気温度の評価方法について補足説明す
る。
・[未作成]石油備蓄基地火災における建屋及び非常用ディーゼ
ル発電機の評価方法について

【外部火災より防護すべき施設の代表制】
⇒各申請回次の代表施設について、評価対象となる施設につい
て説明する。
・[未作成]外部火災の施設の代表性について
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基本設計方針の添付書類への展開
（第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））
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27
非常用ディーゼル発電機は，外気取入口から室内に流入する空気の温度が石油備蓄基地火災の熱影響によって上昇したとしても，室内温
度を設計最高使用温度以下とすることで，安全機能を損なわない設計とする。

評価要求 電気設備（ディーゼル発電機） 評価方法

28
・石油備蓄基地火災と森林火災の重畳を想定し，それぞれの輻射熱量及び離隔距離を考慮し，外部火災防護対象施設を収納する建屋の外
壁表面温度をコンクリートの許容温度以下とすることで，建屋内に収納する外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化
物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋

評価方法

29
屋外の外部火災防護対象施設については，輻射強度に基づき算出した温度を屋外の外部火災防護対象施設の許容温度以下とすることで，
安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベ
ル濃縮廃液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解
残渣廃液廃ガス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設
備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス
固化建屋換気設備）

評価方法

31
敷地内の危険物貯蔵施設等の火災においては，危険物貯留施設ごとに輻射強度を求め，この輻射強度に基づき外部火災防護対象施設を収
納する建屋の外壁表面温度を求め，コンクリートの許容温度以下とすることで，建屋内に収納する外部火災防護対象施設の安全機能を損
なわない設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化
物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋

評価方法

32
屋外の外部火災防護対象施設は，輻射強度に基づき温度を算出し，屋外の外部火災防護対象施設の許容温度以下とすることで，安全機能
を損なわない設計とする。

評価要求

冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベ
ル濃縮廃液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解
残渣廃液廃ガス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設
備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス
固化建屋換気設備）

評価方法

34
その上で，敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の爆発を想定し，ガス爆発の爆風圧が0.01MPaとなる危険限界距離を求め，必要な離隔距離
を確保することで外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋
冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液廃
ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液廃ガ
ス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気
設備）
竜巻防護対策設備

評価方法

4.2近隣の産業施設による火災の熱影
響評価方針
4.2.2石油備蓄基地火災と森林火災の
重畳の熱影響評価方針

【石油備蓄基地火災と森林火災の重畳影響評価の方法】
・石油備蓄基地火災と森林火災を想定し，許容温度以下となることを確認する。
・評価対象は外部火災防護対象施設を収納する建屋，及び屋外の外部火災防護対象施設にとする。
・石油備蓄基地火災と森林火災の重畳の評価式を示す。

【石油備蓄基地火災と森林火災の重畳の評価について】
「Ⅴ-1-1-1-4-5　外部火災防護における評価方針」に示すとお
り，外部火災に係る評価は外部火災ガイドを参考に影響を確認
しており，当該方針の補足は不要。

【外部火災より防護すべき施設の代表制】
⇒各申請回次の代表施設について、評価対象となる施設につい
て説明する。
・[未作成]外部火災の施設の代表性について

4.2近隣の産業施設による火災の熱影
響評価方針
4.2.3敷地内に設置する危険物貯蔵施
設等の火災の熱影響評価方針

【敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の火災影響評価の方法】
・敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の火災については，外部火災防護対象施設を収納する建屋の危険距離，評価対
象となる屋外の外部火災防護対象施設の温度を算出し，許容温度を満足することを確認し，それ以上の離隔が確保さ
れていることを確認する。
・敷地内の危険物貯蔵施設等の評価式を示す。

【敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災の評価について】
「Ⅴ-1-1-1-4-5　外部火災防護における評価方針」に示すとお
り，外部火災に係る評価は外部火災ガイドを参考に影響を確認
しており，当該方針の補足は不要。

【外部火災より防護すべき施設の代表制】
⇒各申請回次の代表施設について、評価対象となる施設につい
て説明する。
・[未作成]外部火災の施設の代表性について

4.2近隣の産業施設による火災の熱影
響評価方針
4.2.4敷地内に設置する危険物貯蔵施
設等の爆発の響評価方針

【敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の爆発影響評価の方法】
・敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の爆発については，ガス爆発の爆風圧が人体に対して影響を与えない危険限界
距離を算出し，その危険限界距離を上回る離隔距離が確保されていることを評価する。
・敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の爆発に対し，離隔距離が確保できない施設については，建屋の健全性を確認
する。
・敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発の評価式を示す。

【敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の爆発の評価について】
「Ⅴ-1-1-1-4-5　外部火災防護における評価方針」に示すとお
り，外部火災に係る評価は外部火災ガイドを参考に影響を確認
しており，当該方針の補足は不要。

【離隔距離を確保できない敷地内に設置する危険物貯蔵施設等
の爆発の評価について】
⇒離隔距離を確保できない建屋における評価方針を補足する。
・[未作成]離隔距離を確保できない施設における爆発の健全性
評価方法について

【外部火災より防護すべき施設の代表制】
⇒各申請回次の代表施設について、評価対象となる施設につい
て説明する。
・[未作成]外部火災の施設の代表性について

Ⅵ-1-1-1-4-5
外部火災防護に
おける評価方針

Ⅵ-1-1-1-4-5
外部火災防護に
おける評価方針

4.2近隣の産業施設による火災の熱影
響評価方針
4.2.1石油備蓄基地火災の熱影響評価
方針

【石油備蓄基地火災影響評価の方法】
・石油備蓄基地火災については、輻射強度を算出し，危険輻射強度又は許容温度を満足することを確認し、それ以上
の離隔距離する。
・評価対象は、外部火災防護対象施設を収納する建屋及び屋外の外部火災防護対象施設とする。
・非常用ディーゼル発電機の外気取入口からの空気の温度を許容温度以下となることを確認する。
・石油備蓄基地火災の評価式を示す。

【石油備蓄基地火災（建屋以外）、石油備蓄基地火災と森林火
災の重畳及び敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災・爆発
の評価について】
「Ⅴ-1-1-1-4-5　外部火災防護における評価方針」に示すとお
り，外部火災に係る評価は外部火災ガイドを参考に影響を確認
しており，当該方針の補足は不要。

【石油備蓄基地火災の建屋の評価方針】
⇒石油備蓄基地火災については危険距離ではなく危険輻射強度
を用いて熱影響評価をしている理由について補足する。
・[未作成]石油備蓄基地火災における建屋及び非常用ディーゼ
ル発電機の評価方法について
【石油備蓄基地火災のディーゼル発電機の評価方針】
⇒ディーゼル発電機の給気温度の評価方法について補足説明す
る。
・[未作成]石油備蓄基地火災における建屋及び非常用ディーゼ
ル発電機の評価方法について

【外部火災より防護すべき施設の代表制】
⇒各申請回次の代表施設について、評価対象となる施設につい
て説明する。
・[未作成]外部火災の施設の代表性について
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35
また，危険限界距離以上の離隔距離を確保できない外部火災防護対象施設を収納する建屋は，爆発によって発生する爆風圧に対して健全
性を維持する設計とすることで，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

評価要求
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋

評価方法

36

(４)　 航空機墜落による火災に対する設計方針

航空機墜落による火災については，対象航空機が外部火災防護対象施設を収納する建屋等の直近に墜落する火災を想定し，火炎からの輻
射強度に基づき外部火災防護対象施設を収納する建屋の外壁及び建屋内の温度を算出し，コンクリートの許容温度を満足する範囲で建屋
外壁が，要求される機能を損なわない及び建屋内の外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化
物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋

評価方法

37
熱影響により外部火災防護対象施設の安全機能を損なうおそれがある場合には，１時間耐火の大臣認定を取得した耐火被覆を施工する。
駆動部等で耐火被覆を施工できない部材は，遮熱板で囲むことにより安全機能を損なわない設計とする。

設置要求
機能要求②

冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
竜巻防護対策設備

評価方法

39
屋外の外部火災防護対象施設は，主要部材である鋼材の強度が維持される温度以下とすることで，安全機能を損なわない設計とする。ま
た，外部火災防護対象施設である冷却塔については，冷却水出口温度を最大運転温度以下とすることで，安全機能を損なわない設計とす
る。

評価要求

冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベ
ル濃縮廃液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解
残渣廃液廃ガス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設
備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス
固化建屋換気設備）

評価方法

40
外部火災防護対象施設に波及的影響を及ぼすおそれのある施設は，主要部材である鋼材の強度が一時的に低下しても構造が維持される温
度以下とすることで，外部火災防護対象施設に波及的影響を及ぼさない設計とする。

評価要求 竜巻防護対策設備 評価方法

41
航空機墜落火災による飛来物防護板の温度上昇により，熱影響を受ける建屋内の外部火災防護対象施設については，飛来物防護板からの
輻射強度に基づく温度を算出し，外部火災防護対象施設の性能維持に必要な温度以下とすることで，安全機能を損なわない設計とする

評価要求 電気設備（ディーゼル発電機） 評価方法

43
航空機墜落による火災と危険物貯蔵施設等の爆発が重畳した場合を想定し，ガス爆発の爆風圧が0.01MPpaとなる危険限界距離を求め，危
険物貯蔵施設等までの離隔距離を確保することで，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化
物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋
冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベ
ル濃縮廃液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解
残渣廃液廃ガス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設
備）

評価方法

44
また，危険限界距離以上の離隔距離を確保することが出来ない外部火災防護対象施設を収納する建屋は，爆発によって発生する爆風圧に
対して健全性を維持する設計とすることで，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

評価要求
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋

評価方法

5
なお，使用済燃料収納キャスクは再処理施設内に一時的に保管されることを踏まえ，外部火災により使用済燃料収納キャスクに波及的破
損を与えない設計とする。

評価要求
使用済燃料輸送容器管理建屋
（使用済燃料収納使用済燃料輸
送容器保管庫）

評価方法

1.概要
2.外部火災影響評価方針
2.1外部火災影響の対象施設
2.2評価方針
2.2.1評価の分類
3.許容温度
4.評価について
4.5　使用済燃料収納キャスクの波及
的破損を及ぼし得る施設の影響評価

【使用済燃料収納キャスクに波及的破損を及ぼし得る施設の影響評価の方法】
・使用済燃料収納キャスクに波及的破損を及ぼし得る施設については、外部火災防護対象施設の評価に準じて評価を
行う。
・キャスクに対し波及的破損が無いよう、離隔距離等が適切に確保されていることを確認する。

【使用済燃料収納キャスクに対して波及的破損を及ぼし得る施
設の評価方法について】
⇒使用済燃料を輸送する輸送容器に対して波及的影響を及ぼし
得る施設の評価方法について、評価条件、評価方法について補
足説明する。
・[未作成]使用済燃料収納キャスクに波及的破損を及ぼし得る
施設の評価について

45

(５)　危険物貯蔵施設等に対する設計方針
危険物貯蔵施設等への熱影響については，森林火災及び近隣の産業施設の火災の影響を想定しても，敷地内の危険物貯蔵施設等の貯蔵物
の温度を許容温度以下とすることで，危険物貯蔵施設等の火災及び爆発を防止し，外部火災防護対象施設を収納する建屋及び屋外の外部
火災防護対象施設へ影響を与えない設計とする。

評価要求
－
(危険物貯蔵施設等) 評価方法

4.6敷地内の危険物貯蔵施設等の火災
の発生防止

【敷地内の危険物貯蔵施設への火災・爆発の影響評価の方法】
・敷地内の危険物貯蔵施設への火災の影響について、森林火災及び石油備蓄基地火災を想定する。
・森林火災及び石油備蓄基地火災から最も距離の近い危険物貯蔵施設等を評価の対象とする。
・近隣の産業施設の爆発については、MOX燃料加工施設の第１高圧ガストレーラ庫に対する危険限界距離以上の離隔
距離を確保する。
・敷地内の危険物貯蔵施設への火災・爆発の影響の評価式を示す。

【敷地内の危険物貯蔵施設等の対象選定、評価方針について】
⇒危険物貯蔵施設等の配置，貯蔵物の物性等及び評価対象、評
価方法について補足する。
・[未作成]敷地内の危険物貯蔵施設等に対する設計方針

4.2近隣の産業施設による火災の熱影
響評価方針
4.2.4敷地内に設置する危険物貯蔵施
設等の爆発の響評価方針

【敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の爆発影響評価の方法】
・敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の爆発については，ガス爆発の爆風圧が人体に対して影響を与えない危険限界
距離を算出し，その危険限界距離を上回る離隔距離が確保されていることを評価する。
・敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の爆発に対し，離隔距離が確保できない施設については，建屋の健全性を確認
する。
・敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発の評価式を示す。

【敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の爆発の評価について】
「Ⅴ-1-1-1-4-5　外部火災防護における評価方針」に示すとお
り，外部火災に係る評価は外部火災ガイドを参考に影響を確認
しており，当該方針の補足は不要。

【離隔距離を確保できない敷地内に設置する危険物貯蔵施設等
の爆発の評価について】
⇒離隔距離を確保できない建屋における評価方針を補足する。
・[未作成]離隔距離を確保できない施設における爆発の健全性
評価方法について

【外部火災より防護すべき施設の代表制】
⇒各申請回次の代表施設について、評価対象となる施設につい
て説明する。
・[未作成]外部火災の施設の代表性について

Ⅵ-1-1-1-4-5
外部火災防護に
おける評価方針

Ⅵ-1-1-1-4-5
外部火災防護に
おける評価方針

4.3航空機墜落による火災の熱影響評
価方針

【航空機墜落火災影響評価の方法】
・航空機墜落火災については，対象航空機が建屋等の直近に墜落し，建屋外壁等で火災が発生することを想定し，こ
の航空機墜落火災の輻射強度により，外部火災防護対象施設を収納する建屋が、外壁に要求される機能を損なわない
ことを確認する。
・屋外の外部火災防護対象施設については，耐火被覆又は遮熱板を考慮して，外部火災防護対象施設の安全機能を損
なわないことを確認する。
・波及的影響を及ぼし得る施設については，耐火被覆を考慮し，一時的な強度低下が起こっても倒壊及び脱落しない
温度となることを確認する。
・建屋内にあっても間接的に受ける施設については，飛来物防護板等からの二次的な輻射を考慮しても影響のない温
度となることを確認する。
・航空機墜落火災影響の評価式を示す。

【航空機墜落火災の防護方針について】
・航空機墜落火災の対象航空機、評価方法、耐火被覆及び遮熱
板の防護方針、評価対象の考え方について補足説明する
⇒【外外火04】　航空機墜落による火災の防護設計について

4.4航空機墜落火災と敷地内に設置す
る危険物貯蔵施設等の爆発

【航空機墜落火災と敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の爆発における評価方針】
航空機墜落火災と敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発については，ガス爆発の爆風圧が0.01MPa となる危険限界距離を
算出し，その危険限界距離を上回る離隔距離が確保されていることを評価する。
　離隔距離を確保できない精製建屋ボンベ庫、還元ガス製造建屋については、健全性を維持できることを確認
・航空機墜落火災と敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の爆発の評価式を示す。

【離隔距離を確保できない敷地内に設置する危険物貯蔵施設等
の爆発の評価について】
⇒離隔距離を確保できない建屋における評価方針を補足する。
・[未作成]離隔距離を確保できない施設における爆発の健全性
評価方法について

【外部火災より防護すべき施設の代表制】
⇒各申請回次の代表施設について、評価対象となる施設につい
て説明する。
・[未作成]外部火災の施設の代表性について
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46
また，近隣の産業施設の爆発の影響を想定しても，危険物貯蔵施設等の爆発を防止し，外部火災防護対象施設を収納する建屋及び屋外の
外部火災防護対象施設へ影響を与えない設計とする。

評価要求
－
(危険物貯蔵施設等) 評価方法

13

(２)　森林火災に対する設計方針

森林火災については，初期条件を再処理施設への影響が厳しい評価となるように設定し算出した最大の火炎輻射強度（750ｋＷ／ｍ２）と
なるセルを評価対象の最短として配置し，火炎最前線の火炎が到達したセルを横一列に並べ，危険距離及び温度を求め評価する。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋
冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液廃
ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液廃ガ
ス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気
設備）

評価

14
外部火災防護対象施設を収納する建屋は，外壁表面温度がコンクリートの圧縮強度が維持できる温度（以下、「コンクリートの許容温
度」という。）となる危険距離を求め，危険距離以上の離隔距離を確保する設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化
物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋

評価

15
屋外の外部火災防護対象施設については，輻射強度に基づき算出された温度が，冷却塔の最大運転温度等の機能又は構造強度が維持され
る温度（以下、「屋外の外部火災防護対象施設の許容温度」という）以下となる設計とする。

評価要求

冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベ
ル濃縮廃液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解
残渣廃液廃ガス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設
備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス
固化建屋換気設備）

評価

18
重大事故等対処設備を収納する建屋は，外壁表面温度がコンクリートの許容温度となる危険距離を求め，危険距離以上の離隔距離を確保
する設計とする。

評価要求
第１保管庫・貯水所
第２保管庫・貯水所
緊急時対策所

評価

19
屋外の重大事故等対処設備は，防火帯の内側に設置することにより危険距離以上の離隔距離を確保すること及び設計基準事故に対処する
ための設備又は常設重大事故等対処設備を設置する場所と異なる場所に保管することにより設計基準事故に対処するための設備又は常設
重大事故等対処設備と同時に必要な機能を損なわない設計とする。

評価要求 屋外の重大事故等対処設備 評価

25
・石油備蓄基地の火災については，外部火災防護対象施設を収納する建屋の外壁で受ける輻射強度を，コンクリートの許容温度となる危
険輻射強度（2.3ｋＷ／ｍ２）以下とすることで，危険距離以上の離隔を確保し，安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化
物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋

評価

Ⅵ-1-1-1-4-6
外部火災防護に
おける評価条件
及び評価結果

4.6敷地内の危険物貯蔵施設等の火災
の発生防止

【敷地内の危険物貯蔵施設への火災・爆発の影響評価の方法】
・敷地内の危険物貯蔵施設への火災の影響について、森林火災及び石油備蓄基地火災を想定する。
・森林火災及び石油備蓄基地火災から最も距離の近い危険物貯蔵施設等を評価の対象とする。
・近隣の産業施設の爆発については、MOX燃料加工施設の第１高圧ガストレーラ庫に対する危険限界距離以上の離隔
距離を確保する。
・敷地内の危険物貯蔵施設への火災・爆発の影響の評価式を示す。

【敷地内の危険物貯蔵施設等の対象選定、評価方針について】
⇒危険物貯蔵施設等の配置，貯蔵物の物性等及び評価対象、評
価方法について補足する。
・[未作成]敷地内の危険物貯蔵施設等に対する設計方針

1.概要
2.外部火災の影響を考慮する施設の外
部火災による熱影響評価の結果
2.1　森林火災に対する熱影響評価

【森林火災における評価結果】
評価結果を示す。

2.2　近隣の産業施設による火災に対
する熱影響評価結果
2.2.1石油備蓄基地火災の熱影響評価

【石油備蓄基地火災における評価結果】
評価結果を示す。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

26
屋外の外部火災防護対象施設については，輻射強度に基づき算出した温度を屋外の外部火災防護対象施設の許容温度以下とすることで，
安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベ
ル濃縮廃液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解
残渣廃液廃ガス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設
備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス
固化建屋換気設備）

評価

27
非常用ディーゼル発電機は，外気取入口から室内に流入する空気の温度が石油備蓄基地火災の熱影響によって上昇したとしても，室内温
度を設計最高使用温度以下とすることで，安全機能を損なわない設計とする。

評価要求 電気設備（ディーゼル発電機） 評価

28
・石油備蓄基地火災と森林火災の重畳を想定し，それぞれの輻射熱量及び離隔距離を考慮し，外部火災防護対象施設を収納する建屋の外
壁表面温度をコンクリートの許容温度以下とすることで，建屋内に収納する外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化
物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋

評価

Ⅵ-1-1-1-4-6
外部火災防護に
おける評価条件
及び評価結果

29
屋外の外部火災防護対象施設については，輻射強度に基づき算出した温度を屋外の外部火災防護対象施設の許容温度以下とすることで，
安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベ
ル濃縮廃液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解
残渣廃液廃ガス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設
備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス
固化建屋換気設備）

評価

31
敷地内の危険物貯蔵施設等の火災においては，危険物貯留施設ごとに輻射強度を求め，この輻射強度に基づき外部火災防護対象施設を収
納する建屋の外壁表面温度を求め，コンクリートの許容温度以下とすることで，建屋内に収納する外部火災防護対象施設の安全機能を損
なわない設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化
物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋

評価

32
屋外の外部火災防護対象施設は，輻射強度に基づき温度を算出し，屋外の外部火災防護対象施設の許容温度以下とすることで，安全機能
を損なわない設計とする。

評価要求

冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベ
ル濃縮廃液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解
残渣廃液廃ガス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設
備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス
固化建屋換気設備）

評価

34
その上で，敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の爆発を想定し，ガス爆発の爆風圧が0.01MPaとなる危険限界距離を求め，必要な離隔距離
を確保することで外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化
物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋
冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベ
ル濃縮廃液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解
残渣廃液廃ガス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設
備）

評価

Ⅵ-1-1-1-4-6
外部火災防護に
おける評価条件
及び評価結果

2.2　近隣の産業施設による火災に対
する熱影響評価結果
2.2.1石油備蓄基地火災の熱影響評価

【石油備蓄基地火災における評価結果】
評価結果を示す。

2.2　近隣の産業施設と森林火災の重
畳による火災に対する熱影響評価結果
2.2.2　石油備蓄基地火災と森林火災
の重畳の熱影響評価

【石油備蓄基地火災と森林火災の重畳における評価結果】
評価結果を示す。

【敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災における評価結果】
評価結果を示す。

2.2　近隣の産業施設と森林火災の重
畳による火災に対する熱影響評価結果
2.2.3　敷地内に設置する危険物貯蔵
施設等の火災の熱影響評価

2.2　近隣の産業施設と森林火災の重
畳による火災に対する熱影響評価結果
2.2.4敷地内に設置する危険物貯蔵施
設等の爆発の影響評価

【敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災における評価結果】
評価結果を示す。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

35
また，危険限界距離以上の離隔距離を確保できない外部火災防護対象施設を収納する建屋は，爆発によって発生する爆風圧に対して健全
性を維持する設計とすることで，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

評価要求
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋

評価

2.2　近隣の産業施設と森林火災の重
畳による火災に対する熱影響評価結果
2.2.4敷地内に設置する危険物貯蔵施
設等の爆発の影響評価

【敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災における評価結果】
評価結果を示す。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

36

(４) 航空機墜落による火災に対する設計方針

航空機墜落による火災については，対象航空機が外部火災防護対象施設を収納する建屋等の直近に墜落する火災を想定し，火炎からの輻
射強度に基づき外部火災防護対象施設を収納する建屋の外壁及び建屋内の温度を算出し，コンクリートの許容温度を満足する範囲で建屋
外壁が，要求される機能を損なわない及び建屋内の外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化
物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋

評価

37
熱影響により外部火災防護対象施設の安全機能を損なうおそれがある場合には，１時間耐火の大臣認定を取得した耐火被覆を施工する。
駆動部等で耐火被覆を施工できない部材は，遮熱板で囲むことにより安全機能を損なわない設計とする。

設置要求
機能要求②

冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
竜巻防護対策設備

評価

39
屋外の外部火災防護対象施設は，主要部材である鋼材の強度が維持される温度以下とすることで，安全機能を損なわない設計とする。ま
た，外部火災防護対象施設である冷却塔については，冷却水出口温度を最大運転温度以下とすることで，安全機能を損なわない設計とす
る。

評価要求

冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋
塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベ
ル濃縮廃液廃ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解
残渣廃液廃ガス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設
備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス
固化建屋換気設備）

評価

40
外部火災防護対象施設に波及的影響を及ぼすおそれのある施設は，主要部材である鋼材の強度が一時的に低下しても構造が維持される温
度以下とすることで，外部火災防護対象施設に波及的影響を及ぼさない設計とする。

評価要求 竜巻防護対策設備 評価

41
航空機墜落火災による飛来物防護板の温度上昇により，熱影響を受ける建屋内の外部火災防護対象施設については，飛来物防護板からの
輻射強度に基づく温度を算出し，外部火災防護対象施設の性能維持に必要な温度以下とすることで，安全機能を損なわない設計とする

評価要求 電気設備（ディーゼル発電機） 評価

43
航空機墜落による火災と危険物貯蔵施設等の爆発が重畳した場合を想定し，ガス爆発の爆風圧が0.01MPpaとなる危険限界距離を求め，危
険物貯蔵施設等までの離隔距離を確保することで，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
制御建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋
冷却水設備（安全冷却水系）
主排気筒
塔槽類廃ガス処理設備（ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備）
塔槽類廃ガス処理設備（高レベル濃縮廃液廃
ガス処理系）
塔槽類廃ガス処理設備（不溶解残渣廃液廃ガ
ス処理系）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合脱硝建
屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建屋換気
設備）

評価

44
また，危険限界距離以上の離隔距離を確保することが出来ない外部火災防護対象施設を収納する建屋は，爆発によって発生する爆風圧に
対して健全性を維持する設計とすることで，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

評価要求
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋

評価

5
なお，使用済燃料収納キャスクは再処理施設内に一時的に保管されることを踏まえ，外部火災により使用済燃料収納キャスクに波及的破
損を与えない設計とする。

評価要求
使用済燃料輸送容器管理建屋
（使用済燃料収納使用済燃料輸
送容器保管庫）

評価

2.５　使用済燃料収納キャスクに波及
的破損を及ぼし得る施設の影響評価

【使用済燃料収納キャスクに波及的影響を及ぼし得る施設の評価結果】
評価結果を示す。

45

(５) 危険物貯蔵施設等に対する設計方針
危険物貯蔵施設等への熱影響については，森林火災及び近隣の産業施設の火災の影響を想定しても，敷地内の危険物貯蔵施設等の貯蔵物
の温度を許容温度以下とすることで，危険物貯蔵施設等の火災及び爆発を防止し，外部火災防護対象施設を収納する建屋及び屋外の外部
火災防護対象施設へ影響を与えない設計とする。

評価要求
－
(危険物貯蔵施設等) 評価

2.6敷地内の危険物貯蔵施設等の火災
の発生防止

【敷地内の危険物貯蔵施設等の火災の発生防止の評価結果】
評価結果を示す。

52 また，近隣の産業施設の爆発の影響を想定しても，危険物貯蔵施設等の爆発を防止し，外部火災防護対象施設を収納する建屋及び屋外の 評価要求 － 評価

2.4航空機墜落火災と敷地内に設置す
る危険物貯蔵施設等の爆発の影響評価

【航空機墜落火災と敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災における評価結果】
評価結果を示す。

Ⅵ-1-1-1-4-6
外部火災防護に
おける評価条件
及び評価結果

【航空機墜による火災における評価結果】
評価結果を示す。

2.3　航空機墜落による火災に対する
熱影響評価
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基本設計方針の添付書類への展開
（第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙３②

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 1Gr 第１Ｇｒ　記載概要 2Gr(貯) 第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）　記載概要 2Gr 第２Ｇｒ(主要4建屋、E施設共用) 記載概要 3Gr 第３Ｇｒ　記載概要

1. 概要

【外部火災概要】
・外部火災防護設計が、技術基準規則八
条、三十六条を踏まえた設計について説明
するものである。

○
技術基準規則八条を踏まえた設計であるこ
との説明

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○ 技術基準規則三十六条を踏まえた設計であ
ることの説明

△
第２回ですべて説明されるため追加項目な
し

2. 外部火災防護に関する基本方針 －

2.1 基本方針

【外部火災防護に対する基本方針】
・外部火災防護対象施設及び重大事故等対
処設備は、外部火災により必要な機能が損
なわれない設計とする。
・想定される外部火災において，最も厳し
い火災が発生した場合においても，防火帯
の設置，離隔距離の確保，建屋による防
護，耐火被覆又は遮熱板により，外部火災
に対してその安全機能を損なわない設計と
する。
・火災・爆発を考慮し、温度や危険距離等
を算出し、必要な機能が損なわれない設計
とする。
・外部火災による二次的影響（ばい煙、有
毒ガス）を考慮し、安全機能を損なわない
設計とする。
・外部火災の評価の条件に変更があった場
合は，外部火災防護対象施設の安全機能へ
の影響評価を実施することを保安規定に定
めて，管理する。

○
外部火災防護対象施設の外部火災防護に対
する基本方針について説明

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○
重大事故等対処設備の外部火災防護に対す
る基本方針について説明

△
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

2.1.1 外部火災から防護すべき施設

【外部火災から防護すべき施設の概要】
・安全機能を有する施設の内、外部火災防
護対象施設及び重大事故等対処設備を対象
とする。
・外部火災防護対象施設や重大事故等対処
を収納する建屋は、建屋を対象とする。
・屋外にある施設は、外部火災防護対象施
設及び常設重大事故等対処設備を対象とす
る。
・外部火災防護対象施設以外の施設、常設
重大事故等対処施設の内、安全上重要な施
設以外の施設については、安全上支障のな
い期間で修繕等の対応を行う。。
・外部火災として森林火災、近隣の産業施
設、航空機墜落火災について厳しい状況を
想定する。
・使用済燃料を収納しているキャスクに波
及的影響を与える施設については，波及的
破損を与えない施設として対象とする。
・外部火災の二次的影響を考慮し、外部火
災防護対象施設の安全機能を損なわない設
計とする。

○
外部火災防護対象施設の外部火災から防護
すべき施設の概要について説明

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○
重大事故等対処施設の外部火災から防護す
べき施設の概要について説明

△
第１回、第２回ですべて説明されるため追
加項目なし

【外部火災から防護すべき施
設】
⇒外部火災から防護すべき施
設として、安全機能を有する
施設、重大事故等対処施設、
それら施設に波及的影響を及
ぼし得る施設、及び使用済燃
料を収納しているキャスクに
波及的影響を及ぼし得る施設
の選定について、補足説明す
る。
・[補足　外外火02]外部火災
より防護すべき施設について

2.1.2 外部火災から防護すべき施設の設計方針 －

(1) 外部火災防護対象施設の設計方針 －

a. 森林火災に対する設計方針

【森林火災に対する基本方針】
・森林火災について、評価対象となる外部
火災防護対象施設を収納する建屋及び屋外
の外部火災防護対象施設の許容温度となる
危険距離を算出し、それ以上の離隔距離を
確保する設計とする。
・重大事故等対処設備を収納する建屋及び
屋外の重大事故対処施設については、評価
対象となる施設が許容温度になることを確
認し、それ以上の離隔を確保する設計とす
る。
・非常用ディーゼル発電機の評価について
は、石油備蓄基地火災に包絡される。
・屋外の重大事故等対処設備について，危
消防車による初期消火、必要に応じて設備
の移動を行うことを保安規定に定めて，管
理する。
・防火帯を設ける設計とし、防火帯内は可
燃物を置かない設計とする。ただし、防火
帯に可燃物を設置する場合は、必要最小限
とするとともに，不燃性シートで覆う等の
対策を実施することを保安規定に定めて、
管理する。

○
外部火災防護対象施設の森林火災に対する
基本方針について説明

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○
重大事故等対処設備の森林火災に対する基
本方針について説明

△
第１回、第２回ですべて説明されるため追
加項目なし

【森林火災の評価条件につい
て】
⇒森林火災の初期条件となる
植生、気象条件等の評価条
件、防火帯の設定条件につい
て、補足説明する。
・[外外火02]森林火災につい
て

【外部火災より防護すべき施
設の選定方法】
⇒各申請回次の代表施設につ
いて、評価対象となる施設に
ついて説明する。
・[未作成]外部火災より防護
すべき施設について

【森林火災における防火帯の
設置方針について】
⇒森林火災における防火帯の
運用方法、防火帯内に設置す
る構築物について説明する
⇒[外外火13]防火帯の設置方
針について

b. 近隣の産業施設の火災に対する設計方針

【近隣の産業施設に対する基本方針】
・敷地周辺10kmの範囲にある近隣の産業施
設として、石油備蓄基地火災を想定する。
・近隣の産業施設の火災と森林火災の重畳
を想定する。
・敷地内の危険物貯蔵施設等の火災・爆発
を想定する。
・燃料輸送車両及び漂流船舶の影響につい
ては,他火災影響により包絡される。

○
近隣の産業施設に対する基本方針について
説明

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし △
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

△
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮に関する基本方針

【近隣の危険物貯蔵施設等の
選定】
⇒近隣の危険物貯蔵施設、敷
地内の危険物貯蔵施設等の選
定の考え方に対して補足す
る。
・[外外火06]近隣の産業施設
の火災源及び爆発源の選定に
ついて
・[外外火03]敷地内に設置す
る危険物貯蔵施設等の火災及
び爆発源の選定について
・[外外火15]燃料輸送車両火
災の影響について
・[外外火16]漂流船舶の影響
について

【石油備蓄基地火災の建屋の
評価方針】
⇒石油備蓄基地火災について
は危険距離ではなく危険輻射
強度を用いて熱影響評価をし
ている理由について補足す
る。
・[未作成]石油備蓄基地火災
における建屋及び非常用
ディーゼル発電機の評価方法
について

【外部火災より防護すべき施
設の選定方法】
⇒各申請回次の代表施設につ
いて、評価対象となる施設に
ついて説明する。
・[未作成]外部火災より防護
すべき施設について

再処理目次
再処理添付書類構成案 補足説明資料記載概要

申請回次
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基本設計方針の添付書類への展開
（第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙３②

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 1Gr 第１Ｇｒ　記載概要 2Gr(貯) 第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）　記載概要 2Gr 第２Ｇｒ(主要4建屋、E施設共用) 記載概要 3Gr 第３Ｇｒ　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 補足説明資料記載概要

申請回次

(a) 石油備蓄基地火災に対する設計方針

【石油備蓄基地火災に対する基本方針】
・敷地周辺10kmの範囲にある近隣の産業施
設として、石油備蓄基地火災を想定する。
・石油備蓄基地火災について、評価対象と
なる外部火災防護対象施設を収納する建屋
の許容温度となる危険輻射強度を算出し、
それ以上の離隔距離を確保する設計とす
る。
・評価対象となる屋外の外部火災防護対象
施設の温度を評価し、許容温度を満足する
ことを確認し、それ以上の離隔距離を確保
できることを確認する。
・非常用ディーゼル発電機については、給
気温度が満足することを確認する。

○
外部火災防護対象施設の近隣の産業施設の
火災に対する基本方針について説明

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし △
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

△
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

(b) 石油備蓄基地火災及び森林火災の重畳に対する設計方針

【石油備蓄基地火災と森林火災の重畳に対
する基本方針】
・石油備蓄基地火災と森林火災の重畳を想
定する。評価対象となる外部火災防護対象
施設を収納する建屋及び屋外の外部火災防
護対象施設が許容温度となることを確認
し、それ以上の離隔距離を確保する設計と
する。

○
外部火災防護対象施設の石油備蓄基地火災
と森林火災の重畳に対する基本方針につい
て説明

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし △
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

△
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

(c) 敷地内の危険物貯蔵施設等の火災・爆発に対する設計方針

【敷地内の危険物貯蔵施設等の火災・爆発
に対する基本方針】
・敷地内の危険物貯蔵施設等の火災に対
し、評価対象となる外部火災防護対象施設
を収納する建屋及び屋外の外部火災防護対
象施設が許容温度となる危険距離を算出
し、それ以上の離隔距離を確保する設計と
する。
・敷地内に設置する危険物貯蔵施設等につ
いては、貯蔵量等を考慮して影響を及ぼし
得る施設を対象とする。

・爆発源となる敷地内の危険物貯蔵施設等
は、屋内に収納され，着火源を排除する等
の爆発を防止する設計とする。
・敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発に対
し、0.01Mpaとなる危険限界距離を算出し、
それ以上の離隔距離を確保する設計とす
る。
・危険限界距離を確保できない爆発につい
ては、建屋健全性を確保する設計とする。

○
外部火災防護対象施設の敷地内の危険物貯
蔵施設等の火災・爆発に対する基本方針に
ついて説明

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし △
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

△
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

c. 航空機墜落火災に対する設計方針

【航空機墜落火災に対する基本方針】
・航空機墜落による火災については，対象
航空機が建屋の直近等に墜落し，建屋外壁
等で火災が発生することを想定する。
・この航空機墜落火災の輻射強度による外
部火災防護対象施設を収納する建屋及び屋
外の外部火災防護対象施設が許容温度以下
となることを確認する。
・波及的影響を及ぼす施設について、許容
温度以下となることを確認する。
・竜巻飛来物防護板から影響を受ける屋内
の外部火災防護対象施設について、許容温
度以下となることを確認する。
・耐火被覆について、耐環境性を考慮した
対策を施し、定期的な維持管理を保安規定
に定めて、管理する。
・なお、航空機墜落火災が発生した場合
は、火災の影響で破損した耐火被覆が復旧
するまでの間関連する工程を停止する等の
手順を保安規定に定めて、管理する。

○
屋外の外部火災防護対象施設（冷却塔）の
航空機墜落火災に対する基本方針について
説明

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○

外部火災防護対象施設を収納する建屋及び
竜巻飛来物防護板から影響を受ける屋内の
外部火災防護対象施設の航空機墜落火災に
対する基本方針について説明

○
屋外の外部火災防護対象施設（排気塔）の
航空機墜落火災に対する設計方針

【航空機墜落火災の防護方針
について】
・航空機墜落火災の対象航空
機、評価方法、耐火被覆及び
遮熱板の防護方針、評価対象
の考え方について補足説明す
る
⇒【外外火04】　航空機墜落
による火災の防護設計につい
て

d.
航空機墜落火災と敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火
災・爆発の重畳に対する設計方針

【航空機墜落火災と敷地内に設置する危険
物貯蔵施設等の火災及び爆発の重畳に対す
る基本方針】
・航空機墜落火災と敷地内に設置する危険
物貯蔵施設等の火災及び爆発の重畳につい
て安全機能を損なわない設計とする。
・航空機墜落火災と敷地内に設置する危険
物貯蔵施設等の火災の重畳については、建
屋等の直近を想定する航空機墜落火災に包
絡される。
・爆発に対し、0.01Mpaとなる危険限界距離
を算出し、それ以上の離隔距離を確保する
設計とする。
・危険限界距離を確保できない爆発につい
ては、建屋健全性を確保する設計とする。

○

外部火災防護対象施設の航空機墜落火災と
敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災
及び爆発の重畳に対する基本方針について
説明

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし △
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

△
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

【航空機墜落火災と敷地内危
険物貯蔵施設火災の重畳につ
いて】
⇒航空機墜落火災と敷地内危
険物貯蔵施設火災の重畳が単
独の航空機墜落火災に包絡さ
れることを説明する。
・[外外火14]航空機墜落火災
と敷地内危険物貯蔵施設等の
火災の重畳について

【外部火災より防護すべき施
設の選定方法】
⇒各申請回次の代表施設につ
いて、評価対象となる施設に
ついて説明する。
・[未作成]外部火災より防護
すべき施設について

e. 敷地内の危険物貯蔵施設等に対する設計方針

【危険物貯蔵施設等の火災に対する基本方
針】
・敷地内に設置する危険物貯蔵施設等につ
いて、森林火災及び石油備蓄基地火災の影
響がない設計とし、外部火災防護対象施設
に影響がない設計とする。

○
危険物貯蔵施設等の火災に対する基本方針
について説明

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし △
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

△
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

【敷地内の危険物貯蔵施設等
の対象選定、評価方針につい
て】
⇒危険物貯蔵施設等の配置，
貯蔵物の物性等及び評価対
象、評価方法について補足す
る。
・[未作成]敷地内の危険物貯
蔵施設等に対する設計方針

f.
外部火災防護対象施設に含まれない安全機能を有する施設
に対する設計方針

－

【近隣の危険物貯蔵施設等の
選定】
⇒近隣の危険物貯蔵施設、敷
地内の危険物貯蔵施設等の選
定の考え方に対して補足す
る。
・[外外火06]近隣の産業施設
の火災源及び爆発源の選定に
ついて
・[外外火03]敷地内に設置す
る危険物貯蔵施設等の火災及
び爆発源の選定について
・[外外火15]燃料輸送車両火
災の影響について
・[外外火16]漂流船舶の影響
について

【石油備蓄基地火災の建屋の
評価方針】
⇒石油備蓄基地火災について
は危険距離ではなく危険輻射
強度を用いて熱影響評価をし
ている理由について補足す
る。
・[未作成]石油備蓄基地火災
における建屋及び非常用
ディーゼル発電機の評価方法
について

【外部火災より防護すべき施
設の選定方法】
⇒各申請回次の代表施設につ
いて、評価対象となる施設に
ついて説明する。
・[未作成]外部火災より防護
すべき施設について
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基本設計方針の添付書類への展開
（第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙３②

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 1Gr 第１Ｇｒ　記載概要 2Gr(貯) 第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）　記載概要 2Gr 第２Ｇｒ(主要4建屋、E施設共用) 記載概要 3Gr 第３Ｇｒ　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 補足説明資料記載概要

申請回次

(a） 外部火災防護対象施設に含まれない安全機能を有する施設

【外部火災防護対象施設に含まれない安全
機能を有する施設に対する基本方針】
・外部火災防護対象施設以外の施設及び常
設重大事故等対処設備のうち安全上重要な
施設以外の安全機能を有する施設と兼用す
る常設重大事故等対処設備については代替
設備又は安全上支障のない期間で修繕等の
対応を行う。

○
外部火災防護対象施設に含まれない安全機
能を有する施設に対する基本方針について
説明

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○

常設重大事故等対処設備のうち安全上重要
な施設以外の安全機能を有する施設と兼用
する常設重大事故等対処設備に対する基本
方針について説明する。

△
第２回ですべて説明されるため追加項目な
し

(b）
使用済燃料を収納している輸送容器に波及的破損を与える
施設

【使用済燃料を収納している輸送容器に波
及的破損を与える施設に対する基本方針】
・使用済燃料を収納している輸送容器に波
及的影響を与える施設については，外部火
災を考慮しても輸送容器に波及的破損を与
えない設計とする。

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○
使用済燃料を収納している輸送容器に波及
的破損を与える施設に対する基本方針につ
いて説明

g.
外部火災防護対象施設及び重大事故等対処設備の許容温度
及び施設の選定

【外部火災の影響を考慮する施設の選定の
概要】
・外部火災から防護すべき施設は，外部火
災防護対象施設及び重大事故等対処設備と
する。
・外部火災防護対象施設及び重大事故等対
処等対処施設の内、建屋内に保管される場
合は、建屋を対象とする。
・建屋内にあっても森林火災等において外
気取入れを行う非常用ディーゼル発電機を
対象とする。
・建屋内にあっても航空機墜落火災におい
て、竜巻飛来物防護板から影響を受ける建
屋内の外部火災防護対象施設を抽出し、対
象とする。
・航空機墜落火災において、外部火災防護
対象施設に波及的影響を及ぼす施設も対象
とする。
・使用済燃料を収納している輸送容器に波
及的破損を与える施設を対象とする。

○

以下の外部火災の影響を考慮する施設の選
定の基本方針について説明

・外部火災防護対象施設を収納する建屋
・屋外の外部火災防護対象施設
・建屋内の外部火災防護対象施設
・航空機墜落火災において、外部火災防護
対象施設に波及的影響を及ぼす施設の選定
・使用済燃料を収納している輸送容器に波
及的破損を与える施設の選定

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○
重大事故等対処等対処施設の選定の基本方
針について説明

△
第１回、第２回ですべて説明されるため追
加項目なし

【外部火災から防護すべき施
設】
⇒外部火災から防護すべき施
設として、安全機能を有する
施設、重大事故等対処施設、
それら施設に波及的影響を及
ぼし得る施設、及び使用済燃
料を収納しているキャスクに
波及的影響を及ぼし得る施設
の選定について、補足説明す
る。
・[補足　外外火02]外部火災
より防護すべき施設について

h. 外部火災による二次的影響に対する設計方針

【二次的影響の基本方針】
外部火災による二次的影響については，換
気設備等に適切な防護対策を講じること
で，安全機能を有する施設の安全機能を損
なわない設計とする。

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○ 二次的影響の基本方針について説明 △

(a) 二次的影響（ばい煙）に対する設計方針

【二次的影響（ばい煙）における基本方
針】
・外部火災の二次的影響であるばい煙によ
る影響については，建屋換気設備等に適切
な防護対策を講じることで，安全機能を有
する施設の安全機能を損なわない設計とす
る。
・外部火災防護対象施設を収納する建屋の
換気設備の給気系は，粒子フィルタ又は中
性能フィルタにより，ばい煙の侵入を防止
することで，外部火災防護対象施設の安全
機能を損なわない設計とする。
・制御建屋や使用済燃料の受入れ施設及び
貯蔵施設の制御室については，外気遮断等
の手段を保安規定に定めて管理する。

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○
二次的影響（ばい煙）における基本方針
について説明

△
第２回ですべて説明されるため追加項目な
し

Gr2以降申請範囲
【二次的影響(ばい煙)への対
応】
⇒換気設備の給気設備及び非
管理区域換気空調設備並びに
非常用所内電源設備の非常用
発電機に係る二次的影響（ば
い煙）への対応について説明
する。
・[未作成]ばい煙の影響につ
いて
※有毒ガスによる居住性が悪
化した際の施設の監視等の対
応について8条火山で示す。

【外部火災における薬品タン

(b) 二次的影響（有毒ガス）に対する設計方針

【二次的影響（有毒ガス）における基本方
針】
・有毒ガスによる影響については，運転員
の作業環境を確保するため制御建屋の中央
制御室内空気を再循環する設計とし，居住
性に影響を及ぼさない設計とする。
・制御建屋や使用済燃料の受入れ施設及び
貯蔵施設の制御室については，外気遮断等
の手段を保安規定に定めて管理する。

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○ 二次的影響（有毒ガス）における基本方針

Gr2以降申請範囲
【二次的影響(ばい煙)への対
応】
⇒換気設備の給気設備及び非
管理区域換気空調設備並びに
非常用所内電源設備の非常用
発電機に係る二次的影響（ば
い煙）への対応について説明
する。
・[未作成]ばい煙の影響につ
いて
※有毒ガスによる居住性が悪

第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

【石油備蓄基地火災の建屋の
評価方針】
⇒石油備蓄基地火災について
は危険距離ではなく危険輻射
強度を用いて熱影響評価をし
ている理由について補足す
る。
・[未作成]石油備蓄基地火災
における建屋及び非常用
ディーゼル発電機の評価方法
について

【離隔距離を確保できない敷
地内に設置する危険物貯蔵施
設等の爆発の評価について】
⇒離隔距離を確保できない建
屋における評価方針を補足す
る。
・[未作成]離隔距離を確保で
きない施設における爆発の健
全性評価方法について

【航空機墜落火災の防護方針
について】
・航空機墜落火災の対象航空
機、評価方法、耐火被覆及び
遮熱板の防護方針の考え方に
ついて補足説明する
⇒【外外火04】 航空機墜落
による火災の防護設計につい
て

【敷地内の危険物貯蔵施設等
の対象選定、評価方針につい
て】
⇒危険物貯蔵施設等の配置，
貯蔵物の物性等及び評価対
象、評価方法について補足す
る。
・[未作成]敷地内の危険物貯
蔵施設等に対する設計方針

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○
重大事故等対処設備の評価方針の基本方針
について説明 △

【外部火災から防護すべき施
設】
⇒外部火災から防護すべき施
設として、安全機能を有する
施設、重大事故等対処施設、
それら施設に波及的影響を及
ぼし得る施設、及び使用済燃
料を収納しているキャスクに
波及的影響を及ぼし得る施設
の選定について、補足説明す
る。
・[補足　外外火02]外部火災
より防護すべき施設について

2.1.3 外部火災防護対象施設及び重大事故等対処設備の評価方針

【外部火災防護対象施設の評価方針】
・建屋に収納される外部火災防護対象施設
及び重大事故等対処設備は，建屋を評価す
る。
・使用済燃料を収納しているキャスクに波
及的影響を与える施設については，波及的
破損を与えないか評価する。
・航空機墜落による火災では，建屋等の直
近の火災を想定することから，これに加
え，外部火災防護対象施設に波及的影響を
及ぼし得る施設や熱影響を間接的に受ける
外部火災防護対象施設を評価する。
・敷地内に設置する屋外の危険物貯蔵施設
は近隣の産業施設及び森林火災を評価す
る。
・外部火災の影響評価は，火災・爆発源ご
とに設定した評価対象の危険距離等を算出
し離隔距離と比較する方法と，評価対象の
温度を算出し，許容温度と比較すること
で，同種の施設を代表して評価する方法を
用いる。
・外部火災の評価の条件及び新知見につい
て，定期的に確認を行い，条件の変更や新
知見が得られた場合に評価を行うことを保
安規定に定めて，管理する。 ○

外部火災防護対象施設の評価方針の基本方
針について説明

9899■■■■■■99■■98



基本設計方針の添付書類への展開
（第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙３②

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 1Gr 第１Ｇｒ　記載概要 2Gr(貯) 第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）　記載概要 2Gr 第２Ｇｒ(主要4建屋、E施設共用) 記載概要 3Gr 第３Ｇｒ　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 補足説明資料記載概要

申請回次

2.2 適用規格及び適用基準 外部火災評価に適用する規格基準を示す。 ○ 外部火災評価に適用する規格基準を示す － 対象となる設備無しのため、記載事項なし △
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

△
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

1. 概要

【外部火災の影響を考慮する施設の選定の
概要】
・添付資料Ⅵ-1-1-1-4-1に該当する施設を
説明する。 ○

外部火災の影響を考慮する施設の選定の概
要について説明

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし △
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

△
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

2. 選定の基本方針

【外部火災の影響を考慮する施設の選定の
基本方針】
・外部火災から防護すべき施設は，外部火
災防護対象施設及び重大事故等対処設備と
する。
・使用済燃料を収納している輸送容器に波
及的破損を与える施設を対象とする。
・外部火災防護対象施設及び重大事故等対
処等対処施設の内、建屋内に保管される場
合は、建屋を対象とする。
・航空機墜落火災において、外部火災防護
対象施設に波及的影響を及ぼすおそれのあ
る施設、竜巻飛来物防護板から影響を受け
る建屋内の外部火災防護対象施設を抽出
し、対象とする。
・建屋内にあっても森林火災、石油備蓄基
地火災において外気取入れを行う非常用
ディーゼル発電機を対象とする。

○

以下の外部火災の影響を考慮する施設の選
定の基本方針について説明

・外部火災防護対象施設を収納する建屋
・屋外の外部火災防護対象施設
・建屋内の外部火災防護対象施設
・波及的影響を及ぼし得る施設
・二次的影響を考慮する施設
・使用済燃料を収納している輸送容器に波
及的破損を与える施設

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○
重大事故等対処設備の選定の概要について
説明について説明 － 対象となる設備無しのため、記載事項なし

2.1 外部火災防護対象対処施設及び重大事故等対処設備の選定

【外部火災の影響を考慮する施設の選定の
概要】
・外部火災防護対象施設、重大事故等対処
設備の内、地下に設置されているものは選
定の対象外とする。
・外部火災防護対象施設及び重大事故等対
処等対処施設の内、建屋内に保管される場
合は、建屋を選定する。
・建屋内にあっても、火災時に影響を受け
る屋内の外部火災防護対象施設を選定す
る。
・航空機墜落火災時に波及的影響を及ぼす
施設を選定する。
・使用済燃料を収納している輸送容器に波
及的破損を与える施設を選定する。
・二次的影響を考慮する施設を選定する。

○

以下の外部火災の影響を考慮する施設の選
定の概要について説明

・外部火災防護対象施設を収納する建屋
・屋外の外部火災防護対象施設
・建屋内の外部火災防護対象施設
・波及的影響を及ぼし得る施設
・使用済燃料を収納している輸送容器に波
及的破損を与える施設
・二次的影響を考慮する施設

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○
重大事故等対処設備の選定の概要について
説明について説明 － 対象となる設備無しのため、記載事項なし

(1)
外部火災防護対象施設及び重大事故等対処設備を収納する
建屋

外部火災防護対象施設の及び重大事故等対
処を収納する建屋の選定結果を示す。

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○ 当該申請開示の選定結果を示す。 ○ 当該申請開示の選定結果を示す。

(2)
屋外の外部火災防護対象施設及び重大事故等対処等対処設
備

屋外の外部火災防護対象施設及び重大事故
等対処設備の選定結果を示す。

○ 当該申請開示の選定結果を示す － 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○ 当該申請開示の選定結果を示す ○ 当該申請開示の選定結果を示す

(3) 外部火災の影響を受ける屋内の外部火災防護対象施設
屋内の外部火災防護対象施設のうち外部火
災の影響を考慮する施設の選定結果を示
す。

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○ 当該申請開示の選定結果を示す － 対象となる設備無しのため、記載事項なし

第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

【石油備蓄基地火災の建屋の
評価方針】
⇒石油備蓄基地火災について
は危険距離ではなく危険輻射
強度を用いて熱影響評価をし
ている理由について補足す
る。
・[未作成]石油備蓄基地火災
における建屋及び非常用
ディーゼル発電機の評価方法
について

【離隔距離を確保できない敷
地内に設置する危険物貯蔵施
設等の爆発の評価について】
⇒離隔距離を確保できない建
屋における評価方針を補足す
る。
・[未作成]離隔距離を確保で
きない施設における爆発の健
全性評価方法について

【航空機墜落火災の防護方針
について】
・航空機墜落火災の対象航空
機、評価方法、耐火被覆及び
遮熱板の防護方針の考え方に
ついて補足説明する
⇒【外外火04】　航空機墜落
による火災の防護設計につい
て

【敷地内の危険物貯蔵施設等
の対象選定、評価方針につい
て】
⇒危険物貯蔵施設等の配置，
貯蔵物の物性等及び評価対
象、評価方法について補足す
る。
・[未作成]敷地内の危険物貯
蔵施設等に対する設計方針

Ⅵ－１－１－１－４－２　外部火災の影響を考慮する施設の選定

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○
重大事故等対処設備の評価方針の基本方針
について説明 △2.1.3 外部火災防護対象施設及び重大事故等対処設備の評価方針

【外部火災防護対象施設の評価方針】
・建屋に収納される外部火災防護対象施設
及び重大事故等対処設備は，建屋を評価す
る。
・使用済燃料を収納しているキャスクに波
及的影響を与える施設については，波及的
破損を与えないか評価する。
・航空機墜落による火災では，建屋等の直
近の火災を想定することから，これに加
え，外部火災防護対象施設に波及的影響を
及ぼし得る施設や熱影響を間接的に受ける
外部火災防護対象施設を評価する。
・敷地内に設置する屋外の危険物貯蔵施設
は近隣の産業施設及び森林火災を評価す
る。
・外部火災の影響評価は，火災・爆発源ご
とに設定した評価対象の危険距離等を算出
し離隔距離と比較する方法と，評価対象の
温度を算出し，許容温度と比較すること
で，同種の施設を代表して評価する方法を
用いる。
・外部火災の評価の条件及び新知見につい
て，定期的に確認を行い，条件の変更や新
知見が得られた場合に評価を行うことを保
安規定に定めて，管理する。 ○

外部火災防護対象施設の評価方針の基本方
針について説明
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基本設計方針の添付書類への展開
（第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙３②

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 1Gr 第１Ｇｒ　記載概要 2Gr(貯) 第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）　記載概要 2Gr 第２Ｇｒ(主要4建屋、E施設共用) 記載概要 3Gr 第３Ｇｒ　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 補足説明資料記載概要

申請回次

(4)
航空機墜落火災の想定において考慮すべき外部火災防護施
設以外の施設

－

a.
外部火災防護対象施設に対して波及的影響を及ぼし得る施
設

外部火災防護対象施設に対して波及的影響
を及ぼし得る施設の選定結果を示す。

○ 当該申請開示の選定結果を示す － 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○ 当該申請開示の選定結果を示す ○ 当該申請開示の選定結果を示す

b.
飛来物防護板から間接的に影響を受ける屋内の外部火災防
護対象施設

飛来物防護板から間接的に影響を受ける屋
内の外部火災防護対象施設の選定結果を示
す。

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○ 当該申請開示の選定結果を示す ○ 当該申請開示の選定結果を示す

(5) 使用済燃料輸送容器への波及的破損を及ぼす施設
使用済燃料輸送容器への波及的破損を及ぼ
す施設の選定結果を示す。

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○ 当該申請開示の選定結果を示す

2.2 外部火災の二次的影響（ばい煙）を考慮する施設の選定

外部火災の二次的影響（ばい煙）を考慮す
る施設の選定結果を示す。

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○ 当該申請開示の選定結果を示す ○ 当該申請開示の選定結果を示す

2.3 外部火災の二次的影響（有毒ガス）を考慮する施設の選定

外部火災の二次的影響（有毒ガス）を考慮
する施設の選定結果を示す。

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○ 当該申請開示の選定結果を示す

1. 概要

【外部火災の評価の基本方針の概要】
・添付資料Ⅵ-1-1-1-4-1の設計方針を踏ま
え、評価方針を説明する。 ○

【外部火災の評価の基本方針の概要】
・添付資料Ⅵ-1-1-1-4-1の設計方針を踏ま
え、評価方針を説明

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし △
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

△
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

2. 外部火災防護における評価の基本方針

【外部火災防護における評価の基本方針】
・建屋に収納される外部火災防護対象施設
及び重大事故等対処設備は，建屋の評価を
行い，屋外の外部火災防護対象施設はそれ
ぞれの評価対象当該施設を評価する。
・航空機墜落による火災では，建屋等の直
近の火災を想定することから，これに加
え，外部火災防護対象施設に波及的影響を
及ぼし得る施設や熱影響を間接的に受ける
外部火災防護対象施設を評価する。
・敷地内に設置する屋外の危険物貯蔵施設
は近隣の産業施設及び森林火災を評価す
る。

○
外部火災防護対象施設に対する外部火災防
護における評価の基本方針について説明

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○
重大事故等対処設備に対する外部火災防護
における評価の基本方針

△
第１回、第２回ですべて説明されるため追
加項目なし

【使用済燃料収納キャスクに
対して波及的破損を及ぼし得
る施設の評価方法について】
⇒使用済燃料を輸送する輸送
容器に対して波及的影響を及
ぼし得る施設の評価方法につ
いて、評価条件、評価方法に
ついて補足説明する。
・[未作成]使用済燃料収納
キャスクに波及的破損を及ぼ
し得る施設の評価について

2.1 火災及び爆発に対する評価の基本方針 －

2.1.1 森林火災

【森林火災における評価の基本方針】
・森林火災については，外部火災防護対象
施設を収納する建屋の外壁表面温度が事業
許可(変更許可)を受けた許容温度（200℃）
となる危険距離23m以上の離隔距離を確保す
る設計とする。また，外部火災防護対象施
設を収納する建屋の外壁表面温度を許容温
度以下とすることにより外部火災防護対象
施設の安全機能を損なわないことを確認す
る。
・森林火災による輻射強度から，屋外の外
部火災防護対象施設の温度を算出し，安全
機能を損なわないことを確認する。
・非常用ディーゼル発電機の評価について
は、石油備蓄基地火災に包絡される。
・重大事故等対処設備が許容温度以下とな
ることを説明する。
・森林火災において、防火帯（幅25m）を前
提に評価する。

○
外部火災防護対象施設に対する森林火災に
おける評価の基本方針について説明

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○
重大事故等対処設備に対する森林火災にお
ける評価の基本方針

△
第１回、第２回ですべて説明されるため追
加項目なし

【森林火災の評価条件につい
て】
⇒森林火災の初期条件となる
植生、気象条件等の評価条
件、防火帯の設定条件につい
て、補足説明する。
・[外外火02]森林火災につい
て

【外部火災より防護すべき施
設の選定方法】
⇒各申請回次の代表施設につ
いて、評価対象となる施設に
ついて説明する。
・[外外火XX]外部火災より防
護すべき施設について

2.1.2 近隣の産業施設の火災及び爆発

【近隣の産業施設による火災における評価
の基本方針】
・石油備蓄基地火災、石油備蓄基地火災と
森林火災の重畳、危険物貯蔵施設等の火
災・爆発を想定し、安全機能を損なわない
ことを確認する。

○
近隣の産業施設による火災に対する評価の
基本方針について説明

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし △
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

△
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

【近隣の危険物貯蔵施設等の
選定】
⇒近隣の危険物貯蔵施設、敷
地内の危険物貯蔵施設等の選
定の考え方に対して補足す
る。
・[外外火06]近隣の産業施設
の火災源及び爆発源の選定に
ついて
・[外外火03]敷地内に設置す
る危険物貯蔵施設等の火災及
び爆発源の選定について
・[外外火15]燃料輸送車両火
災の影響について
・[外外火16]漂流船舶の影響
について

(1) 石油備蓄基地の火災

【石油備蓄基地の火災における評価の基本
方針】
・外部火災防護対象施設を収納する建屋等
の外壁が受ける輻射強度及び許容温度とな
る危険輻射強度を算出し，その輻射強度が
危険輻射強度を下回り，危険距離以上の離
隔が確保されていることを確認する。
・評価対象となる屋外の外部火災防護対象
施設の温度を評価し、許容温度を満足する
ことを確認し、それ以上の離隔距離を確保
できることを確認する。
・非常用ディーゼル発電機については、給
気温度が満足することを確認する。

○
近隣の産業施設による火災における評価の
基本方針について説明

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし △
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

△
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

【石油備蓄基地火災の建屋の
評価方針】
⇒石油備蓄基地火災について
は危険距離ではなく危険輻射
強度を用いて熱影響評価をし
ている理由について補足す
る。
・[未作成]石油備蓄基地火災
における建屋及び非常用
ディーゼル発電機の評価方法
について
【石油備蓄基地火災のディー
ゼル発電機の評価方針】
⇒ディーゼル発電機の給気温
度の評価方法について補足説
明する。

Ⅵ－１－１－１－４－３　外部火災防護における評価の基本方針
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基本設計方針の添付書類への展開
（第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙３②

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 1Gr 第１Ｇｒ　記載概要 2Gr(貯) 第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）　記載概要 2Gr 第２Ｇｒ(主要4建屋、E施設共用) 記載概要 3Gr 第３Ｇｒ　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 補足説明資料記載概要

申請回次

(2) 石油備蓄基地の火災及び森林火災の重畳

【石油備蓄基地の火災と森林火災の重畳に
おける評価の基本方針】
・石油備蓄基地火災及び森林火災の重畳に
ついては，外部火災防護対象施設を収納す
る建屋等の外壁及び屋外の外部火災防護対
象施設が受ける輻射強度を算出し，許容温
度以下であることを確認する。
・評価対象となる屋外の外部火災防護対象
施設の温度を評価し、許容温度を満足する
ことを確認し、それ以上の離隔距離を確保
できることを確認する。

○
近隣の産業施設による火災と森林火災の重
畳における評価の基本方針について説明

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし △
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

△
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

【外部火災より防護すべき施
設の選定方法】
⇒各申請回次の代表施設につ
いて、評価対象となる施設に
ついて説明する。
・[外外火XX]外部火災より防
護すべき施設について

(3) 敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の火災

【敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火
災における評価の基本方針】
・外部火災防護対象施設を収納する建屋の
危険距離を算出し、それ以上の離隔距離を
確保していることを確認する。
・評価対象となる屋外の外部火災防護対象
施設の温度を許容温度以下とし、それ以上
の離隔距離を確保する。

○
敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災
における評価の基本方針について説明

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし △
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

△
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

【外部火災より防護すべき施
設の選定方法】
⇒各申請回次の代表施設につ
いて、評価対象となる施設に
ついて説明する。
・[外外火XX]外部火災より防
護すべき施設について

(4) 敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の爆発

【敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の爆
発における評価の基本方針】
敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発について
は，ガス爆発の爆風圧が0.01MPa となる危
険限界距離を算出し，その危険限界距離を
上回る離隔距離が確保されていることを評
価する。
　離隔距離を確保できない精製建屋ボンベ
庫、還元ガス製造建屋については、健全性
を維持できることを評価する。

○
敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の爆発
における評価の基本方針について説明

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし △
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

△
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

【離隔距離を確保できない敷
地内に設置する危険物貯蔵施
設等の爆発の評価について】
⇒離隔距離を確保できない建
屋における評価方針を補足す
る。
・[未作成]離隔距離を確保で
きない施設における爆発の健
全性評価方法について

【外部火災より防護すべき施
設の選定方法】
⇒各申請回次の代表施設につ
いて、評価対象となる施設に

2.1.3 航空機墜落による火災

【航空機墜による火災における評価の基本
方針】
・航空機墜落による火災については，対象
航空機建屋等の直近に墜落することを想定
する。
・外部火災防護対象施設を収納する建屋に
ついては外壁温度と内壁温度上昇を算出
し，建屋外壁が要求される機能を損なわな
いことを確認する。
・屋外に設置する外部火災防護対象施設に
ついては、支持架構を含め安全機能を損な
わないことを確認する。
・波及的影響を及ぼし得る施設の許容温度
以下となることを確認する。
・飛来物防護板から輻射熱を受ける建屋内
のる外部火災防護対象施設については、許
容温度以下となることを確認する。
・外部火災の影響を考慮する施設について
は、航空機墜落火災の影響を考慮し、耐火
被覆，遮熱板等の防護対策を実施してお
り、航空機墜落火災においては、これらの
対策を考慮した温度を確認する。

○
航空機墜による火災における評価の基本方
針について説明

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○
・飛来物防護板から輻射熱を受ける建屋内
のる外部火災防護対象施設については、許
容温度以下となることを確認する。

△
第１、２回ですべて説明されるため追加項
目なし

【航空機墜落火災の防護方針
について】
・航空機墜落火災の対象航空
機、評価方法、耐火被覆及び
遮熱板の防護方針、評価対象
の考え方について補足説明す
る
⇒【外外火04】　航空機墜落
による火災の防護設計につい
て

2.1.4
航空機墜落による火災と敷地内の危険物貯蔵施設等の火
災・爆発の重畳

【航空機墜落による火災と敷地内の危険物
貯蔵施設等の火災の重畳における基本方
針】
・敷地内の危険物貯蔵施設等の火災と航空
機墜落火災の重畳については，航空機が危
険物貯蔵施設等に直撃し，危険物及び航空
機燃料による重畳火災を想定したとして
も，直近における航空機墜落による火災評
価に包絡される。

【航空機墜落火災と敷地内に設置する危険
物貯蔵施設等の爆発における評価の基本方
針】
航空機墜落火災と敷地内の危険物貯蔵施設
等の爆発については，ガス爆発の爆風圧が
0.01MPa となる危険限界距離を算出し，そ
の危険限界距離を上回る離隔距離が確保さ
れていることを評価する。
　離隔距離を確保できない精製建屋ボンベ
庫、還元ガス製造建屋については、健全性
を維持できることを評価する。

○
航空機墜落による火災と敷地内の危険物貯
蔵施設等の火災と爆発の重畳における基本
方針について説明

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし △
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

△
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

【離隔距離を確保できない敷
地内に設置する危険物貯蔵施
設等の爆発の評価について】
⇒離隔距離を確保できない建
屋における評価方針を補足す
る。
・[未作成]離隔距離を確保で
きない施設における爆発の健
全性評価方法について

【外部火災より防護すべき施
設の選定方法】
⇒各申請回次の代表施設につ
いて、評価対象となる施設に
ついて説明する。
・[外外火XX]外部火災より防
護すべき施設について
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申請回次

2.1.5 敷地内の危険物貯蔵施設等の火災の発生防止

【敷地内の危険物貯蔵施設等の火災の発生
防止における評価の基本方針】
・敷地内の危険物貯蔵施設について、森林
火災及び近隣の産業施設の火災を想定して
も、危険物貯蔵施設を許容温度以下とする
ことで、外部火災防護対象施設に影響を与
えない設計とする。
・また、近隣の産業施設の爆発を想定して
も、危険物貯蔵施設等の爆発を防止し、外
部火災防護対象施設に影響を与えない設計
とする。
・近隣の産業施設の火災は石油備蓄基地火
災とし、爆発は、MOX燃料加工施設の第１高
圧ガストレーラ庫の爆発を対象とする。

○
敷地内の危険物貯蔵施設等の火災の発生防
止における評価の基本方針について説明

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし △
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

△
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

【敷地内の危険物貯蔵施設等
の対象選定、評価方針につい
て】
⇒危険物貯蔵施設等の配置，
貯蔵物の物性等及び評価対
象、評価方法について補足す
る。
・[未作成]敷地内の危険物貯
蔵施設等に対する設計方針

2.2 許容温度及び許容応力

【許容温度及び許容応力の評価の基本方
針】
・外部火災防護対象施設、重大事故等対処
設備の必要な機能を損なわない設計とする
ための許容温度、許容応力の基本的な考え
方を示す。

○
外部火災防護対象施設の許容温度及び許容
応力の評価の基本方針について説明

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○
重大事故等対処設備の許容温度及び許容応
力の評価の基本方針について説明

△
第１、２回ですべて説明されるため追加項
目なし

2.2.1 外部火災の影響を考慮する施設 －

(1) 建屋

【建屋の許容温度の考え方】
・外部火災防護対象施設を収納する建屋及
び重大事故等対処設備を収納する建屋の許
容温度は、コンクリートの許容温度とす
る。

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○ 当該回次の許容温度の考え方を示す － 対象となる設備無しのため、記載事項なし

(2) 冷却塔
【冷却塔の許容温度の考え方】
・外部火災防護対象施設（冷却塔）の許容
温度は、運転最大温度を許容温度とする。

○ 当該回次の許容温度の考え方を示す － 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○ 当該回次の許容温度の考え方を示す ○ 当該回次の許容温度の考え方を示す

(3) 主排気筒
【主排気筒の許容温度の考え方】
・外部火災防護対象施設（主排気筒）の許
容温度は、鋼材の許容温度とする。

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○ 当該回次の許容温度の考え方を示す

(4) 重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の許容温度の考え
方】
必要な機能を損なわない温度を許容温度と
する。

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○ 当該回次の許容温度の考え方を示す ○ 当該回次の許容温度の考え方を示す

(5) 非常用ディーゼル発電機

【非常用ディーゼル発電機の許容温度の考
え方】
・外気取入れにより機能喪失をしない温度
を許容温度とする。

(6) 爆発に対し危険限界距離を確保できない施設の許容応力
【建屋健全性の考え方】
建屋健全性を維持する応力とする、

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○ 当該回次の許容応力の考え方を示す △
第２回ですべて説明されるため追加項目な
し

(7) 航空機墜落火災の想定における許容温度

【航空機墜落火災における許容温度の考え
方】
・外部火災防護対象施設を収納する建屋等
の直近を想定する航空機墜落火災について
は、以下の通り許容温度を設定する。

○
航空機墜落火災における許容温度の考え方
について説明

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし △
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

△
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

a. 建屋

【航空機墜落火災における建屋の許容温度
の考え方】
・外部火災防護対象施設を収納する建屋及
び重大事故等対処設備を収納する建屋の建
屋内外の温度により、必要な機能を損なわ
ない温度を許容温度とする。

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○ 当該回次の許容温度の考え方を示す △
第２回ですべて説明されるため追加項目な
し

b. 冷却塔

【航空機墜落火災における冷却塔の許容温
度の考え方】
・外部火災防護対象施設（冷却塔）の許容
温度は、運転最大温度を許容温度とする。
・支持架構は、鋼材の許容温度とする。

○ 当該回次の許容温度の考え方を示す － 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○ 当該回次の許容温度の考え方を示す ○ 当該回次の許容温度の考え方を示す

c. 主排気筒

【航空機墜落火災における主排気筒の許容
温度の考え方】
・外部火災防護対象施設（主排気筒）の許
容温度は、鋼材の許容温度とする。

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○ 当該回次の許容温度の考え方を示す

d.
外部火災防護対象施設に対して波及的影響を及ぼし得る施
設

【航空機墜落火災における波及的影響を及
ぼし得る施設の許容温度の考え方】
・一時的な強度低下があっても、倒壊等を
引き起こさない温度とする。

○ 当該回次の許容温度の考え方を示す － 対象となる設備無しのため、記載事項なし △
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

△
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し
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e. 間接的に影響を受ける屋内の外部火災防護対象施設
【航空機墜落火災における間接的な影響を
受ける設の許容温度の考え方】
・安全機能を損なわない温度とする。

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○ 当該回次の許容温度の考え方を示す ○ 当該回次の許容温度の考え方を示す

2.2.2 敷地内の危険物貯蔵施設等
【敷地内の危険物貯蔵施設等の許容温度の
考え方】
・火災の発生を防止する温度とする。

○
敷地内の危険物貯蔵施設等の許容温度の考
え方について説明する

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし △
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

△
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

Ⅵ－１－１－１－４－４　外部火災防護に関する許容温
度、許容応力の設定根拠

1. 概要

【外部火災の評価の基本方針の概要】
・添付資料Ⅵ-1-1-1-4-1の設計方針、添付
書類1-1-1-4-2を対象機器及び添付書類1-1-
1-4-3の評価の基本方針を踏まえ、許容温度
等の根拠を説明する。

○
外部火災の評価の基本方針の概要について
説明

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし △
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

△
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

2.
外部火災の影響を考慮する施設の許容温度、許容応力の設
定根拠

【許容温度及び許容応力の評価の基本方
針】
・外部火災防護対象施設、重大事故等対処
設備の必要な機能を損なわない設計とする
ための許容温度、許容応力の基本的な考え
方を示す。

○
外部火災防護対象施設の許容温度及び許容
応力の評価の基本方針について説明

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○
重大事故等対処設備の許容温度及び許容応
力の評価の基本方針について説明

△
第１回、第２回ですべて説明されるため追
加項目なし

(1) 建屋

【建屋の許容温度の考え方】
・外部火災防護対象施設を収納する建屋及
び重大事故等対処設備を収納する建屋の許
容温度は、コンクリートの許容温度とす
る。

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○ 建屋の許容温度の考え方について説明 △
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

(2) 冷却塔
【冷却塔の許容温度の考え方】
・外部火災防護対象施設（冷却塔）の許容
温度は、運転最大温度を許容温度とする。

○ 当該回次の許容温度の考え方について説明 － 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○ 当該回次の許容温度の考え方について説明 ○ 当該回次の許容温度の考え方について説明

(3) 主排気筒
【主排気筒の許容温度の考え方】
・外部火災防護対象施設（主排気筒）の許
容温度は、鋼材の許容温度とする。

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○ 当該回次の許容温度の考え方について説明

(4) 重大事故等対処設備

【重大事故等対処設備の許容温度の考え
方】
必要な機能を損なわない温度を許容温度と
する。

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○ 当該回次の許容温度の考え方について説明 ○ 当該回次の許容温度の考え方について説明

(5) 非常用ディーゼル発電機

【非常用ディーゼル発電機の許容温度の考
え方】
・外気取入れにより機能喪失をしない温度
を許容温度とする。

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○
非常用ディーゼル発電機の許容温度の考え
方について

△
第２回ですべて説明されるため追加項目な
し

(6) 爆発に対し危険限界距離を確保できない施設の許容応力
【建屋健全性の考え方】
建屋健全性を維持する応力とする、

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○ 建屋健全性の考え方について説明 △
第２回ですべて説明されるため追加項目な
し

(7) 航空機墜落火災の想定における許容温度

【航空機墜落火災における許容温度の考え
方】
・外部火災防護対象施設を収納する建屋等
の直近を想定する航空機墜落火災について
は、以下の通り許容温度を設定する。

○
航空機墜落火災における許容温度の考え方
について説明

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし △
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

△
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

a. 建屋

【航空機墜落火災における建屋の許容温度
の考え方】
・外部火災防護対象施設を収納する建屋及
び重大事故等対処設備を収納する建屋の建
屋内外の温度により、必要な機能を損なわ
ない温度を許容温度とする。

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○
航空機墜落火災における建屋の許容温度の
考え方について

△
第２回ですべて説明されるため追加項目な
し

b. 冷却塔

【航空機墜落火災における冷却塔の許容温
度の考え方】
・外部火災防護対象施設（冷却塔）の許容
温度は、運転最大温度を許容温度とする。
・支持架構は、鋼材の許容温度とする。

○ 当該回次の許容温度の考え方について説明 － 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○ 当該回次の許容温度の考え方について説明 ○ 当該回次の許容温度の考え方について説明

c. 主排気筒

【航空機墜落火災における主排気筒の許容
温度の考え方】
・外部火災防護対象施設（主排気筒）の許
容温度は、鋼材の許容温度とする。

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○ 当該回次の許容温度の考え方について説明

d.
外部火災防護対象施設に対して波及的影響を及ぼし得る施
設

【航空機墜落火災における波及的影響を及
ぼし得る施設の許容温度の考え方】
・一時的な強度低下があっても、倒壊等を
引き起こさない温度とする。

○
航空機墜落火災における波及的影響を及ぼ
し得る施設の許容温度の考え方について説
明

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし △
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

△
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

e. 間接的に影響を受ける屋内の外部火災防護対象施設
【航空機墜落火災における間接的な影響を
受ける設の許容温度の考え方】
・安全機能を損なわない温度とする。

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○
航空機墜落火災における間接的な影響を受
ける設の許容温度の考え方について説明

△
第２回ですべて説明されるため追加項目な
し

3. 敷地内の危険物貯蔵施設等の許容温度
【敷地内の危険物貯蔵施設等の許容温度の
考え方】
・火災の発生を防止する温度とする。

○
敷地内の危険物貯蔵施設等の許容温度の考
え方について説明する

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし △
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

△
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し
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基本設計方針の添付書類への展開
（第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））
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1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 1Gr 第１Ｇｒ　記載概要 2Gr(貯) 第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）　記載概要 2Gr 第２Ｇｒ(主要4建屋、E施設共用) 記載概要 3Gr 第３Ｇｒ　記載概要
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4. 参考文献 参考文献を示す。 ○ 当該回次で引用した参考文献について説明 － 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○ 当該回次で引用した参考文献について説明 ○ 当該回次で引用した参考文献について説明

1. 概要

【外部火災の評価の基本方針の概要】
・添付資料Ⅵ-1-1-1-4-1の設計方針、添付
書類1-1-1-4-2の対象及び添付書類1-1-1-4-
3の評価の基本方針、添付書類1-1-1-4-4の
許容温度等を踏まえ、評価方針を説明す
る。

○
外部火災の評価の基本方針の概要について
説明

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし △
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

△
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

2. 外部火災影響評価方針 －

2.1 外部火災影響評価の対象施設

【外部火災影響評価の対象施設】
添付書類「Ⅵ－１－１－１－４－２　外部
火災の影響を考慮する施設の選定」に従っ
て選定した外部火災防護対象施設を収納す
る建屋又は重大事故等対処設備を収納する
建屋並びに屋外の外部火災防護対象施設又
は屋外の重大事故等対処設備を評価対象と
する。

○
外部火災防護対象施設の外部火災影響評価
の対象施設について説明

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○
重大事故等対処設備の外部火災影響評価の
対象施設について説明

△
第２回ですべて説明されるため追加項目な
し

2.2 評価方針

・添付書類「Ⅵ－１－１－１－４－１　外
部火災への配慮に関する基本方針」に従い
評価する。 ○ 評価方針について説明 － 対象となる設備無しのため、記載事項なし △

第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

△
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

2.2.1 評価の分類

【外部火災影響評価の分類】
・外部火災としては，外部火災ガイドを参
考として，森林火災，石油備蓄基地火災，
石油備蓄基地火災と森林火災の重畳，危険
物貯蔵施設等の火災，危険物貯蔵施設等の
爆発，航空機墜落による火災，航空機墜落
による火災と敷地内の危険物貯蔵施設等の
爆発の重畳，石油備蓄基地火災，石油備蓄
基地火災と森林火災の重畳を対象とする。
また，危険物貯蔵施設等への熱影響につい
ても評価の対象とする。
・評価対象とする施設は，外部火災の影響
を考慮する施設であるが，外部火災毎に評
価の結果の厳しい外部火災の影響を考慮す
る施設を選定し，代表で評価を行う。

○ 外部火災影響評価の分類について説明 － 対象となる設備無しのため、記載事項なし △
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

△
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

3. 許容温度

【許容温度】
添付書類「Ⅵ－１－１－１－４－４　外部
火災防護に関する許容温度設定根拠」に示
す許容温度とする。

○ 許容温度について説明 － 対象となる設備無しのため、記載事項なし △
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

△
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

4. 評価について

【外部火災影響評価の方法】
・外部火災としては，外部火災ガイドを参
考として，森林火災，石油備蓄基地火災，
石油備蓄基地火災と森林火災の重畳，危険
物貯蔵施設等の火災，危険物貯蔵施設等の
爆発，航空機墜落による火災，航空機墜落
による火災と敷地内の危険物貯蔵施設等の
爆発の重畳，石油備蓄基地火災，石油備蓄
基地火災と森林火災の重畳に対するそれぞ
れの評価方針を示す。
・評価対象は外部火災防護対象施設を収納
する建屋及び重大事故等対処設備並びに屋
外の外部火災防護対象施設及び重大事故等
対処設備を対象とする。

○
外部火災防護対象施設の外部火災影響評価
の方法について説明 － 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○

重大事故等対処設備の外部火災影響評価の
方法について説明 △

第２回ですべて説明されるため追加項目な
し

4.1 森林火災に対する熱影響評価

【森林火災影響評価の方法】
・森林火災については危険距離又は許容温
度を算出し、これを上回る離隔距離が確保
されていることを確認する。
・評価対象は、外部火災防護対象施設を収
納する建屋及び重大事故等対処設備を収納
する建屋並びに屋外の外部火災防護対象施
設又は屋外の重大事故等対処設備とする。

○

屋外の外部火災防護対象施設（冷却塔）の
森林火災に対する影響評価の方法について
説明

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○

外部火災防護対象施設を収納する建屋、重
大事故等対処設備の森林火災に対する影響
評価の方法について説明

△
第２回ですべて説明されるため追加項目な
し

【森林火災の評価条件につい
て】
⇒森林火災の初期条件となる
植生、気象条件等の評価条
件、防火帯の設定条件につい
て、補足説明する。
・[外外火02]森林火災につい
て

【外部火災より防護すべき施
設の選定方法】

4.2 近隣の産業施設の火災に対する熱影響評価 －

4.2.1 石油備蓄基地火災に対する熱影響評価

【石油備蓄基地火災影響評価の方法】
・石油備蓄基地火災については、輻射強度
を算出し，危険輻射強度又は許容温度を満
足することを確認し、それ以上の離隔距離
する。
・評価対象は、外部火災防護対象施設を収
納する建屋及び屋外の外部火災防護対象施
設とする。
・非常用ディーゼル発電機の外気取入口か
らの空気の温度を許容温度以下となること
を確認する。

○
屋外の外部火災防護対象施設（冷却塔）の
石油備蓄基地火災に対する影響評価の方法
について説明

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○

外部火災防護対象施設を収納する建屋、非
常用ディーゼル発電機の石油備蓄基地火災
に対する影響評価の方法について説明

△
第２回ですべて説明されるため追加項目な
し

【石油備蓄基地火災の建屋の
評価方針】
⇒石油備蓄基地火災について
は危険距離ではなく危険輻射
強度を用いて熱影響評価をし
ている理由について補足す
る。
・[未作成]石油備蓄基地火災
における建屋及び非常用
ディーゼル発電機の評価方法
について
【石油備蓄基地火災のディー

4.2.2 石油備蓄基地火災と森林火災の重畳に対する熱影響評価

【石油備蓄基地火災と森林火災の重畳影響
評価の方法】
・石油備蓄基地火災と森林火災を想定し，
許容温度以下となることを確認する。
・評価対象は外部火災防護対象施設を収納
する建屋，及び屋外の外部火災防護対象施
設にとする。

○

屋外の外部火災防護対象施設（冷却塔）の
石油備蓄基地火災と森林火災の重畳に対す
る影響評価の方法について説明

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○

外部火災防護対象施設を収納する建屋の石
油備蓄基地火災と森林火災の重畳に対する
影響評価の方法について説明

△
第２回ですべて説明されるため追加項目な
し

【外部火災より防護すべき施
設の選定方法】
⇒各申請回次の代表施設につ
いて、評価対象となる施設に
ついて説明する。
・[外外火XX]外部火災より防
護すべき施設について

Ⅵ－１－１－１－４－５　外部火災防護における評価方針
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基本設計方針の添付書類への展開
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再処理目次
再処理添付書類構成案 補足説明資料記載概要

申請回次

4.2.3 敷地内の危険物貯蔵施設等に対する熱影響評価

【敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の火
災影響評価の方法】
・敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の火
災については，外部火災防護対象施設を収
納する建屋の危険距離，評価対象となる屋
外の外部火災防護対象施設の温度を算出
し，許容温度を満足することを確認し，そ
れ以上の離隔が確保されていることを確認
する。

○

屋外の外部火災防護対象施設（冷却塔）の
敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の火災
に対する影響評価の方法について説明

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○
外部火災防護対象施設を収納する建屋の敷
地内に存在する危険物貯蔵施設等の火災に
対する影響評価の方法について説明

△
第２回ですべて説明されるため追加項目な
し

【外部火災より防護すべき施
設の選定方法】
⇒各申請回次の代表施設につ
いて、評価対象となる施設に
ついて説明する。
・[外外火XX]外部火災より防
護すべき施設について

4.2.4 敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発の影響評価

【敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の爆
発影響評価の方法】
・敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の爆
発については，ガス爆発の爆風圧が人体に
対して影響を与えない危険限界距離を算出
し，その危険限界距離を上回る離隔距離が
確保されていることを評価する。
・敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の爆
発に対し，離隔距離が確保できない施設に
ついては，建屋の健全性を確認する。 ○

外部火災防護対象施設の敷地内に存在する
危険物貯蔵施設等の爆発影響評価の方法に
ついて説明

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○
敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の爆発
に対し離隔距離を確保できない建屋の評価
の方法について説明

△
第２回ですべて説明されるため追加項目な
し

【離隔距離を確保できない敷
地内に設置する危険物貯蔵施
設等の爆発の評価について】
⇒離隔距離を確保できない建
屋における評価方針を補足す
る。
・[未作成]離隔距離を確保で
きない施設における爆発の健
全性評価方法について

【外部火災より防護すべき施
設の選定方法】
⇒各申請回次の代表施設につ
いて、評価対象となる施設に
ついて説明する。
・[外外火XX]外部火災より防
護すべき施設について

4.3 航空機墜落による火災の熱影響評価

【航空機墜落火災影響評価の方法】
・航空機墜落火災については，対象航空機
が建屋等の直近に墜落し，建屋外壁等で火
災が発生することを想定し，この航空機墜
落火災の輻射強度により，外部火災防護対
象施設を収納する建屋が、外壁に要求され
る機能を損なわないことを確認する。
また，屋外の外部火災防護対象施設につい
ては，耐火被覆又は遮熱板を考慮して，外
部火災防護対象施設の安全機能を損なわな
いことを確認する。
波及的影響を及ぼし得る施設については，
耐火被覆を考慮し，一時的な強度低下が起
こっても倒壊及び脱落しない温度となるこ
とを確認する。
建屋内にあっても間接的に受ける施設につ
いては，飛来物防護板等からの二次的な輻
射を考慮しても影響のない温度となること
を確認する。

○

屋外の外部火災防護対象施設（冷却塔）及
び波及的影響を及ぼし得る施設並びに耐火
被覆及び遮熱板の航空機墜落火災に対する
影響評価の方法について説明

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○

外部火災防護対象施設を収納する建屋及び
屋内にあっても間接的に影響を受ける施設
の航空機墜落火災影響評価の方法について
説明

○
屋外の外部火災防護対象施設（主排気筒、
屋外配管及び屋外ダクト）の航空機墜落火
災に対する影響評価の方法について説明

【航空機墜落火災の防護方針
について】
・航空機墜落火災の対象航空
機、評価方法、耐火被覆及び
遮熱板の防護方針、評価対象
の考え方について補足説明す
る
⇒【外外火04】　航空機墜落
による火災の防護設計につい
て

4.4
航空機墜落による火災と敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発
との重畳の熱影響評価

【航空機墜落火災と敷地内の危険物貯蔵施
設の爆発の影響評価の方法】
・航空機墜落による火災と敷地内に存在す
る危険物貯蔵施設等の爆発については，敷
地内に存在する危険物貯蔵施設等に航空機
が墜落することを想定し、ガス爆発の爆風
圧が人体に対して影響を与えない危険限界
距離を算出し，その危険限界距離を上回る
離隔距離が確保されていることを評価す
る。
・敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の爆
発に対し，離隔距離が確保できない施設に
ついては，建屋の健全性を確認する。

○
航空機墜落火災と敷地内の危険物貯蔵施設
の爆発の影響評価の方法について説明

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○
航空機墜落火災と敷地内の危険物貯蔵施設
の爆発の重畳に対し離隔距離を確保できな
い建屋の評価の方法について説明

△
第２回ですべて説明されるため追加項目な
し

【離隔距離を確保できない敷
地内に設置する危険物貯蔵施
設等の爆発の評価について】
⇒離隔距離を確保できない建
屋における評価方針を補足す
る。
・[未作成]離隔距離を確保で
きない施設における爆発の健
全性評価方法について

【外部火災より防護すべき施
設の選定方法】
⇒各申請回次の代表施設につ
いて、評価対象となる施設に
ついて説明する。
・[外外火XX]外部火災より防
護すべき施設について

4.5

使用済燃料収納キャスクに波及的破損を及ぼし得る施設の
影響評価

【使用済燃料収納キャスクに波及的破損を
及ぼし得る施設の影響評価の方法】
・使用済燃料収納キャスクに波及的破損を
及ぼし得る施設については、外部火災防護
対象施設の評価に準じて評価を行う。
・キャスクに対し波及的破損が無いよう、
離隔距離等が適切に確保されていることを
確認する。 － 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○

使用済燃料収納キャスクに波及的破損を及
ぼし得る施設の影響評価の方法について説
明

【使用済燃料収納キャスクに
対して波及的破損を及ぼし得
る施設の評価方法について】
⇒使用済燃料を輸送する輸送
容器に対して波及的影響を及
ぼし得る施設の評価方法につ
いて、評価条件、評価方法に
ついて補足説明する。
・[未作成]使用済燃料収納
キャスクに波及的破損を及ぼ
し得る施設の評価について

4.6

敷地内の危険物貯蔵施設等の火災の発生防止の影響評価 【敷地内の危険物貯蔵施設への火災・爆発
の影響評価の方法】
・敷地内の危険物貯蔵施設への火災の影響
について、森林火災及び石油備蓄基地火災
を想定する。
・森林火災及び石油備蓄基地火災から最も
距離の近い危険物貯蔵施設等を評価の対象
とする。
・近隣の産業施設の爆発については、MOX燃
料加工施設の第１高圧ガストレーラ庫に対
する危険限界距離以上の離隔距離を確保す
る。

○

外部火災防護対象施設の敷地内に存在する
危険物貯蔵施設等の火災影響評価の方法に
ついて説明

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし △
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

△
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

【敷地内の危険物貯蔵施設等
の対象選定、評価方針につい
て】
⇒危険物貯蔵施設等の配置，
貯蔵物の物性等及び評価対
象、評価方法について補足す
る。
・[未作成]敷地内の危険物貯
蔵施設等に対する設計方針
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基本設計方針の添付書類への展開
（第8条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙３②

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 1Gr 第１Ｇｒ　記載概要 2Gr(貯) 第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）　記載概要 2Gr 第２Ｇｒ(主要4建屋、E施設共用) 記載概要 3Gr 第３Ｇｒ　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 補足説明資料記載概要

申請回次

1. 概要

【外部火災の評価の基本方針の概要】
・添付資料Ⅵ-1-1-1-4-1の設計方針、添付
書類1-1-1-4-2の対象及び添付書類1-1-1-4-
3の評価の基本方針、添付書類1-1-1-4-4の
許容温度等、添付書類1-1-1-4-5の評価方針
を踏まえ、評価結果を説明する。

○ 概要について説明 － 対象となる設備無しのため、記載事項なし △ 第１回ですべて説明されるため追加項目なし △
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

2. 外部火災による熱影響評価の結果 －

2.1 森林火災に対する熱影響評価 ・森林火災における評価結果を示す。 ○ 当該回次の対象機器の評価結果を示す。 － 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○ 当該回次の代表機器評価結果を示す。 ○ 当該回次の代表機器評価結果を示す。

2.2 近隣の産業施設に対する熱影響評価

【近隣の産業施設の評価結果の概要】
近隣の産業施設の結果として、石油備蓄基
地火災、石油備蓄基地火災と森林火災の重
畳、敷地内の危険物貯蔵施設の火災・爆発
の評価結果を示す。

○
近隣の産業施設の評価結果の概要について
説明

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし △ 第１回ですべて説明されるため追加項目なし △
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

2.2.1 石油備蓄基地火災に対する熱影響評価 ・石油備蓄基地火災の評価結果を示す。 ○ 当該回次の対象機器の評価結果を示す。 － 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○ 当該回次の代表機器評価結果を示す。 ○ 当該回次の代表機器評価結果を示す。

2.2.2 石油備蓄基地火災と森林火災の重畳
・石油備蓄基地火災と森林火災の重畳の評
価結果を示す。 ○ 当該回次の対象機器の評価結果を示す。 － 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○ 当該回次の代表機器評価結果を示す。 ○ 当該回次の代表機器評価結果を示す。

2.2.3 敷地内の危険物貯蔵施設等の火災に対する熱影響評価
・敷地内の危険物貯蔵施設等の火災の評価
結果を示す。 ○ 当該回次の対象機器の評価結果を示す。 － 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○ 当該回次の代表機器評価結果を示す。 ○ 当該回次の代表機器評価結果を示す。

2.2.4 危険物貯蔵施設等の爆発に対する影響評価
・敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発の評価
結果を示す。

○ 当該回次の対象機器の評価結果を示す。 － 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○ 当該回次の代表機器評価結果を示す。 ○ 当該回次の代表機器評価結果を示す。

2.3 航空機墜落による火災に対する熱影響評価 ・航空機墜落による火災の評価結果を示す。 ○ 当該回次の対象機器の評価結果を示す。 － 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○ 当該回次の代表機器評価結果を示す。 ○ 当該回次の代表機器評価結果を示す。

2.4
航空機墜落による火災と敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発
との重畳に対する影響評価

・航空機墜落による火災と敷地内の危険物
貯蔵施設等の爆発との重畳の評価結果を示
す。

○ 当該回次の対象機器の評価結果を示す。 － 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○ 当該回次の代表機器評価結果を示す。 ○ 当該回次の代表機器評価結果を示す。

2.5
使用済燃料収納キャスクに波及的破損を及ぼし得る施設の
影響評価

・使用済燃料収納キャスクに波及的破損を
及ぼし得る施設の評価結果を示す。 － 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○ 当該回次の代表機器評価結果を示す。

2.6 敷地内の危険物貯蔵施設等の火災の発生防止
・敷地内の危険物貯蔵施設等の火災の発生
防止の評価結果を示す。

○ 当該回次の対象機器の評価結果を示す。 － 対象となる設備無しのため、記載事項なし △
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

△
第１回ですべて説明されるため追加項目な
し

1. 概 要

【二次的影響（ばい煙）及び有毒ガスの設
計方針の概要】
・外部火災による外部火災により発生する
火炎及び輻射熱からの直接影響及び輻射熱
からの直接影響並びに二次的影響（ばい
煙）及び二次的影響（有毒ガス）を考慮
し，外部火災防護対象施設の安全機能を損
なわない設計とする。

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○
二次的影響（ばい煙）及び有毒ガスの設計
方針の概要について説明

△
第２回ですべて説明されるため追加項目な
し

2. 二次的影響（ばい煙）及び有毒ガスに対する設計 －

2.1 二次的影響（ばい煙）に対する設計

【ばい煙における設計方針】
ばい煙については，外部火災防護対象施設
を収納する建屋に設置された外気を取り入
れる給気系に設置されたフィルタにより、
一定以上の粒径のばい煙の侵入が防止さ
れ、影響がない範囲となることを確認す
る。

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○ ばい煙における設計方針について説明 ○ 当該回次の機器の設計方針を示す。

2.2 二次的影響（有毒ガス）に対する設計

【有毒ガスにおける設計方針】
有毒ガスについては，外気取入れを遮断
し、影響がない範囲となることを確認す
る。

－ 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし － 対象となる設備無しのため、記載事項なし ○ 有毒ガスにおける設計方針について説明

Ⅵ－１－１－１－４－６　外部火災防護における評価条件及び評価結果

Ⅵ－１－１－１－４－７　二次的影響（ばい煙）及び有毒ガスに対する設計

凡例

・「申請回次」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目

△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮に関する基本方針】(1／24) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

1. 概要 

本資料は，発電用原子炉施設の外部火災防護設

計が「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術

基準に関する規則」（以下「技術基準規則」という。）

第 7 条及びその「実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」

という。）に適合することを説明し，技術基準規則

第 54条及びその解釈に規定される「重大事故等対

処設備」を踏まえた重大事故等対処設備への配慮

についても説明するものである。 

 

2. 外部火災防護に関する基本方針 

2.1 基本方針 

発電用原子炉施設の外部火災防護設計は，外部

事象防護対象施設について外部火災により安全機

能を損なわないこと及び安全性を損なうおそれが

ある場合は防護措置その他の適切な措置を講じな

ければならないこと，重大事故等対処設備につい

ては外部火災により重大事故等時に対処するため

に必要な機能が損なわれるおそれがないことを目

的とし，技術基準規則に適合するように設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

1. 概要 

本資料は，再処理施設の外部火災防護設計が「再

処理施設の技術基準に関する規則」(以下「技術基

準規則」という。)第八条に適合することを説明す

るものである。 

なお，技術基準規則第三十六条（重大事故等対処

設備）に係る説明については後次回申請以降で申

請する。 

 

 

 

2. 外部火災防護に関する基本方針 

2.1  基本方針 

再処理施設の外部火災防護設計は，外部火災防

護対象施設について外部火災により安全機能を損

なわないこと及び安全機能を損なうおそれがある

場合は防護措置その他の適切な措置を講じなけれ

ばならないことを目的とし，技術基準規則に適合

するように設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回申請範囲である

安全機能を有する施設

に対する記載とし，重

大事故等対処施設につ

いては次回申請以降で

申請することを記載。

以降，本資料において

重大事故等対処施設の

記載有無による先行炉

との差異理由は同様。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下線： 

・プラントの違いによらない記載内容の差異 

・章立ての違いによる記載位置の違いによる差異    

二重下線： 

・プラント固有の事項による記載内容の差異 

・後次回の申請範囲に伴う差異 

【凡例】 
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【Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮に関する基本方針】(2／24) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

外部事象防護対象施設は，防火帯の設置，建屋

による防護，離隔距離の確保による防護を行うこ

とで，安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部火災の影響については，保安規定に定期的

な評価の実施を定めることにより評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部火災防護対象施設は，防火帯の設置，離隔距

離の確保，建屋による防護，耐火被覆又は遮熱板に

より，その安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

なお，技術基準規則第三十六条（重大事故等対処

設備）に係る説明については後次回申請以降で申

請する。 

 

外部火災に関する設計条件等に係る新知見の収

集や防護措置との組合せにより，安全機能や重大

事故等の対処に必要な機能を損なわないための運

用上の措置として，以下を保安規定に定めて，管理

する。 

・外部火災の評価の条件及び新知見について，定

期的に確認を行うこと。 

・外部火災の評価条件の変更や新知見が得られ

た場合に評価を行うこと。 

・防火帯内には原則として可燃物となるものは

設置しないこと，可燃物を含む機器等を設置

する場合には，必要最小限とするとともに，不

燃性シートで覆う等の対策を行うこと。 

・耐火被覆の定期的な保守管理を行うこと。 

・航空機墜落火災が発生した場合は，火災の影響

を確認し，復旧するまでの間，関連する工程を

停止すること。 

当社では，航空機墜落

火災への防護として，

サイト条件から発電炉

とは異なる設計を行う

ものであり，新たな論

点として管理する。 

 

 

 

 

 

事業許可において示し

た，防火帯設計（幅）

の管理に必要な「植生

に大きな変更があった

場合の再解析」の手

順，各施設の火災源か

らの離隔設計管理に必

要な「評価条件に変更

があった場合の影響評

価」の手順等をまと

め，新知見の確認につ

いて明確化した上で，

「定期的な確認」及び

「変更があった場合に

評価」を行うことを明

記したものであり，新

たな論点が生じるもの
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【Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮に関する基本方針】(3／24) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

想定される外部火災において，火災・爆発源を

発電所敷地内及び敷地外に設定し，外部事象防護

対象施設に係る温度や距離を算出し，これらによ

る影響評価を行い，最も厳しい火災・爆発が発生

した場合においても安全機能を損なわない設計と

する。 

 

外部火災による二次的影響（ばい煙），外部火災

起因を含む有毒ガスの影響，爆発による飛来物の

影響についても評価を行い，外部事象防護対象施

設の安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

発電所敷地内の火災・爆発源としては，森林火

災，発電所敷地内に設置する屋外の危険物タンク，

危険物貯蔵所，常時危険物を貯蔵する一般取扱所，

危険物を搭載した車両及び危険物を内包する貯蔵

設備以外の設備（以下「危険物貯蔵施設等」とい

・制御建屋中央制御室換気設備の外気との連絡

口を遮断し，制御建屋の中央制御室内の空気

を再循環すること。 

 

なお，技術基準規則第三十六条（重大事故等対処

設備）に係る説明については後次回申請以降で申

請する。 

 

想定される外部火災において，火災・爆発源を再

処理施設敷地内及び敷地外に設定し，外部火災防

護対象施設に係る温度や距離を算出し，これらに

よる影響評価を行い，最も厳しい火災・爆発が発生

した場合においても安全機能を損なわない設計と

する。 

 

外部火災による二次的影響（ばい煙）及び二次的

影響（有毒ガス）を考慮し，外部火災防護対象施設

の安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

再処理施設の外部火災防護設計において考慮す

る火災・爆発源としては，「原子力発電所の外部火

災影響評価ガイド」（以下「外部火災ガイド」とい

う。）を参考として，森林火災，近隣の産業施設の

火災及び爆発並びに航空機墜落による火災を想定

ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業許可整合の観点で

爆発による飛来物につ

いては，当社では，燃

料輸送車両及び漂流船

舶からの離隔距離が十

分にあり影響がないこ

とから，新たな論点が

生じるものではない。 

事業許可整合の観点で

ガイドを参考にする旨

記載したものであり，

新たな論点が生じるも

のではない。 
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【Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮に関する基本方針】(4／24) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

う。）の火災・爆発，航空機墜落による火災及び発

電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災と

航空機墜落による火災が同時に発生した場合の重

畳火災を想定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電所敷地外又はその周辺で想定される発電用

原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそ

れがある事象であって人為によるもの（故意によ

るものを除く。）として想定される発電所敷地外の

火災・爆発源としては，近隣の産業施設の火災・爆

発，発電所近くを通る燃料輸送車両の火災・爆発

及び発電所近くを航行する船舶の火災・爆発を想

定する。 

 

建屋内に設置する外部事象防護対象施設は，建

屋にて防護することから建屋の評価を行い，屋外

の外部事象防護対象施設は，当該施設を評価する。 

する。 

 

 

 

また，外部火災防護対象施設へ影響を与えるお

それのある敷地内に存在する屋外の危険物貯蔵施

設及び可燃性ガスボンベ（以下「危険物貯蔵施設

等」という。）については，外部火災源としての影

響及び外部火災による影響を評価する。 

 

さらに，近隣の産業施設の火災と森林火災の重

畳，航空機墜落による火災と危険物貯蔵施設等の

火災及び爆発との重畳を考慮し，外部火災防護対

象施設を収納する建屋及び屋外の外部火災防護対

象施設への影響を評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建屋内に設置する外部火災防護対象施設は，建

屋にて防護することから建屋の評価を行い，屋外

の外部火災防護対象施設は，当該施設を評価する。 

 

 

 

 

事業許可整合の観点で

危険物貯蔵施設等につ

いて記載したものであ

り，新たな論点が生じ

るものではない。 

 

事業許可整合の観点で

重畳について記載した

ものであり，新たな論

点が生じるものではな

い。 

 

近隣の産業施設の想定

は，事業許可整合の観

点で p.8で展開するた

め，新たな論点が生じ

るものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

■■111



別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮に関する基本方針】(5／24) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価結果が満足しない場合は，防護措置として

適切な処置を講じるものとする。 

 

津波防護施設は，森林火災から広範囲に影響を

受ける可能性がある防潮堤の各部位（鋼管杭鉄筋

コンクリート防潮壁及び止水ジョイント部）及び

防潮扉について森林火災の評価を行う。また，津

波防護施設の近くで発生する可燃物物品の火災

は．影響範囲が局所的であることから，消火活動

及び補修による処置を講じるものとする。 

 

外部火災評価においては，発電所に最も厳しい

火災・爆発が発生した場合を想定し，評価を行う。 

 

 

2.1.1  外部火災より防護すべき施設 

外部火災より防護すべき施設は，添付書類「Ⅴ-

1-1-2-1-1 発電用原子炉施設に対する自然現象等

による損傷の防止に関する基本方針」の「2.3外部

からの衝撃より防護すべき施設」に従い，外部事

 

ただし，航空機墜落火災については，外部火災防

護対象施設を収納する建屋等の直近の火災を想定

することから，上記に加え，建屋内の外部火災防護

対象施設への飛来物防護板からの熱影響及び屋外

に設置する外部火災防護対象施設に波及的影響を

与える施設の影響を評価する。 

 

評価結果が満足しない場合は，防護措置として

適切な処置を講じるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部火災評価においては，再処理施設に最も厳

しい火災・爆発が発生した場合を想定し，評価を行

う。 

 

2.1.1  外部火災から防護すべき施設 

安全機能を有する施設のうち，安全評価上その

機能を期待する施設の安全機能を維持し，かつ，冷

却，水素掃気，火災及び爆発の防止，臨界の防止等

の安全機能を損なわないようにするため，安全上

 

事業許可整合の観点で

航空機墜落火災の評価

対象を記載したもので

あり，新たな論点が生

じるものではない。 

 

 

 

 

 

発電炉固有の考慮すべ

き事項であり，記載の

差異により新たな論点

が生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該記載については，

事業許可と同様に，安

全上重要な施設は安全

機能を有する施設から
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【Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮に関する基本方針】(6／24) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

象防護対象施設及び重大事故等対処設備とする。 

 

 

 

 

 

 

2.1.2  外部火災より防護すべき施設の設計方針 

(1) 外部事象防護対象施設の設計方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

森林火災については，外部事象防護対象施設を

内包する建屋（垂直外壁面及び天井スラブから選

定した，火災の輻射に対して最も厳しい箇所）の

表面温度が許容温度（200℃）となる危険距離及び

屋外の外部事象防護対象施設の温度が許容温度

（主排気筒の表面温度及び放水路ゲート駆動装置

外殻の表面温度325℃，非常用ディーゼル発電機及

び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（以下「非

常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機を含む。）」という。）の流入空気温度

53℃並びに残留熱除去系海水系ポンプの冷却空気

重要な施設を外部火災防護対象施設とする。外部

火災から防護すべき施設は，外部火災防護対象施

設とする。 

外部火災から防護すべき施設のうち，重大事故

等対処設備については次回以降に詳細を説明す

る。 

 

2.1.2  外部火災から防護すべき施設の設計方針 

(1) 外部火災防護対象施設及び重大事故等対処設

備の設計方針 

 

 

 

 

 

 

a.森林火災に対する設計方針 

森林火災については，事業申請（変更許可）を受

けた最大の火炎輻射発散度(750ｋＷ／ｍ２ 発火

点３)となるセルを評価対象の最短として配置し，

火炎最前線の火炎が到達したセルを横一列に並べ

て，すべてのセルからの火炎輻射強度を考慮する。 

外部火災防護対象施設を収納する建屋について

は，防火帯から最も近い位置にある建屋について，

外壁表面温度がコンクリートの圧縮強度が維持で

きる温度（200℃）（以下「コンクリートの許容温度」

という。）危険距離を上回る離隔距離を確保する設

計とし，外壁表面温度を許容温度以下とすること

展開されることを明確

化するものであり，新

たな論点が生じるもの

ではない。 

 

 

 

当社では基本設計方針

から重大事故等対処設

備の方針を記載するこ

ととしており、新たな

論点を生じるものでは

ない。 

 

 

 

 

事業許可整合の観点で

森林火災についての記

載したものであるとと

もに，当社と発電炉の

設備の差異であること

から，新たな論点が生

じるものではない。 
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【Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮に関する基本方針】(7／24) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

温度70℃並びに非常用ディーゼル発電機用海水ポ

ンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用

海水ポンプ（以下「非常用ディーゼル発電機（高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水

ポンプ」という。）の冷却空気温度 60℃）となる危

険距離を算出し，その危険距離を上回る離隔距離

を確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

により建屋内に収納される外部火災防護対象施設

の安全機能を損なわない設計とする。 

屋外の外部火災防護対象施設のうちの冷却塔に

ついては，防火帯から最も近い位置にある冷却塔

について，火災源からの輻射強度を算出し，冷却塔

の冷却水出口温度を算出し最大運転温度（使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系

で 35℃，再処理設備本体用 安全冷却水系で ，

第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系で

37℃）（以下「最大運転温度」という。）以下とする

ことで，冷却塔の安全機能を損なわない設計とす

る。 

屋外の外部火災防護対象施設のうちの主排気筒

並びに主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダク

トについては，主要材が鋼材であり，コンクリート

に比べ熱に対しての許容温度が高い。また，森林火

災の評価対象である防火帯から最も近い位置にあ

る外部火災防護対象施設を収納する建屋より距離

が離れていることから，主排気筒に接続する屋外

配管及び屋外ダクトが火炎から受ける輻射強度

は，評価対象の建屋より低い。よって，森林火災に

対して，防火帯から最も近い位置にある外部火災

防護対象施設を収納する建屋において，評価対象

の外壁表面温度は許容温度以下とすることから，

主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダクトにつ

いても安全機能を損なわない設計とする。 

非常用ディーゼル発電機における外気取入口か

ら室内に流入する空気の温度評価は，輻射熱の影
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮に関する基本方針】(8／24) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

響が厳しい石油備蓄基地火災に包絡されるため，

近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設計方針

に基づく設計とする。 

森林火災については，延焼防止を目的として，事

業指定（変更許可）を受けた防火帯（25ｍ以上）を

敷地内に設ける設計とし，防火帯は延焼防止効果

を損なわない設計とするため，防火帯に可燃物を

含む機器等を設置する場合は必要最小限とすると

ともに，不燃性シートで覆う等の対策を実施する。 

外部火災から防護すべき施設のうち，重大事故

等対処設備については次回以降に詳細を説明す

る。 

 

b.近隣の産業施設の火災に対する設計方針 

再処理施設敷地外の火災である近隣の産業施設

の火災については，敷地周辺 10ｋｍ範囲内に存在

するむつ小川原国家石油備蓄基地（敷地西方向約

0.9ｋｍ）（以下「石油備蓄基地」という。）の火

災，敷地内に存在する屋外の危険物貯蔵施設及び

可燃性ガスボンベ（以下「危険物貯蔵施設等」とい

う。）の火災及び爆発を想定する。 

石油備蓄基地火災については，石油備蓄基地に

配置している 51基の原油タンク（約 11.1万ｍ３／

基）の原油全てが防油堤内に流出した全面火災を

想定する。 

 

危険物貯蔵施設等に対しては，森林火災及び石

油備蓄基地の火災からの影響を想定する。 

 

 

 

当該記載については，

発電炉では p16に記載

されており，新たな論

点が生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

 

当該記載については，

発電炉では p17に記載

されており，双方の違

いとして，サイト条件

から近隣の産業施設と

して，抽出される結果

が異なるもの及び施設

の違いであり，新たな

論点が生じるものでは

ない。 

 

 

事業許可整合の観点で

の記載であり，新たな
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮に関する基本方針】(9／24) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに，石油備蓄基地の火災と森林火災の重畳，

航空機墜落による火災と危険物貯蔵施設等の火災

及び爆発との重畳を想定する。 

 

なお，敷地付近を通行する燃料輸送車両の火災

及び爆発については，貯蔵量が多く外部火災防護

対象施設までの距離が近い敷地内に存在する危険

物貯蔵施設（重油タンク）火災の評価に包絡される

ため，敷地内に存在する危険物貯蔵施設により，評

価を行う。 

また，敷地近くを漂流する船舶の火災及び爆発

については，再処理事業所は海岸から約５ｋｍ離

れているため，危険物の貯蔵量が多く外部火災防

護対象施設までの距離が近い敷地近傍の石油備蓄

基地の火災の影響に包絡されることから，石油備

蓄基地の火災の影響により評価を行う。 

 

（ａ）石油備蓄基地火災に対する設計方針 

石油備蓄基地の火災における外部火災防護対象

施設を内包する建屋の評価対象は，石油備蓄基地

から最短となる建屋とする。火災により外部火災

防護対象施設を収納する建屋の外壁が許容温度と

なる輻射強度（以下「危険輻射強度」という。）を

算出し，外部火災防護対象施設を収納する建屋が

石油備蓄基地の火災により受ける輻射強度を，危

険輻射強度（2.3ｋＷ／ｍ２）以下となる設計とする

ことで，危険距離以上の離隔を確保する設計とす

る。 

論点が生じるものでは

ない。 

 

 

当社では，敷地付近を

通行する燃料輸送車両

の火災・爆発及び敷地

近くを漂流する船舶の

火災・爆発について，

サイト条件から発電炉

とは異なる方針により

評価を行うものであ

り，新たな論点が生じ

るものではない。 

 

 

 

 

事業許可整合の観点で

の記載であり，新たな

論点が生じるものでは

ない。 
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮に関する基本方針】(10／24) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外に設置する外部火災防護対象施設のうちの

冷却塔については，石油備蓄基地から最短となる

冷却塔とし，火災源からの輻射強度を算出し，この

輻射強度に基づき算出する冷却塔の冷却水出口温

度を最大運転温度以下とすることで，冷却塔の安

全機能を損なわない設計とする。 

屋外の外部火災防護対象施設のうちの主排気筒

並びに主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダク

トについては，主要材が鋼材であり，熱に対しての

許容温度が高い。また，石油備蓄基地から最も近い

位置にある外部火災防護対象施設を収納する建屋

より距離が離れていることから，主排気筒に接続

する屋外配管及び屋外ダクトが火炎から受ける輻

射強度は，評価対象より低い。石油備蓄基地火災に

対して，評価対象の外壁表面温度は許容温度以下

とすることから，主排気筒に接続する屋外配管及

び屋外ダクトについても，安全機能を損なわない

設計とする。 

非常用ディーゼル発電機の外気取入口から流入

する空気の温度の評価については，外気取入口か

ら流入する空気の温度を許容温度（40℃）以下と

し，非常用ディーゼル発電機の安全機能を損なわ

ない設計とする。 

 

（ｂ）石油備蓄基地火災及び森林火災の重畳に対

する設計方針 

近隣の産業施設の火災により周辺の森林へ飛び

火し敷地へ火炎が迫ることを想定し，石油備蓄基

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業許可整合の観点で

の記載であり，新たな
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮に関する基本方針】(11／24) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火

災及び航空機墜落による火災については，火災源

ごとに輻射強度，燃焼継続時間等を求め，外部事

象防護対象施設を内包する建屋（垂直外壁面及び

天井スラブから選定した，火災の輻射に対して最

も厳しい箇所）の表面温度及び屋外の外部事象防

護対象施設の温度を算出し，許容温度を満足する

設計とする。ただし，津波の流入を防ぐための閉

止機能を有している放水路ゲートについては，航

空機落下を起因として津波が発生することはない

こと及び放水路ゲートは大量の放射性物質を蓄え

地火災と森林火災から受ける輻射強度に基づき，

石油備蓄基地火災と森林火災の輻射熱量及び離隔

距離を考慮し，石油備蓄基地火災及び森林火災か

ら受ける輻射強度が大きくなる外部火災防護対象

施設を収納する建屋について，外壁表面温度をコ

ンクリートの許容温度以下とすることで，外部火

災防護対象施設を収納する建屋の安全機能を損な

わない設計とする。 

屋外の外部火災防護対象施設のうちの冷却塔に

ついては，防火帯から最も近い位置にある冷却塔

について火災源からの輻射強度を算出し，冷却塔

の冷却水出口温度を算出し最大運転温度以下とす

ることで，冷却塔の安全機能を損なわない設計と

する。 

 

（ｃ）敷地内の危険物貯蔵施設等の火災・爆発に対

する設計方針 

再処理施設敷地内の危険物貯蔵施設等の火災に

ついては，火災源からの輻射強度，燃焼継続時間等

を求め，外部火災防護対象施設等を収納する建屋

の中で，ボイラ用燃料受入れ・貯蔵所からの距離が

最短となる建屋の外壁表面温度をコンクリートの

許容温度以下とすることにより，建屋内に収納さ

れる外部火災防護対象施設の安全機能を損なわな

い設計とする。 

屋外の外部火災防護対象施設等のうちの冷却塔

の中で，ボイラ用燃料受入れ・貯蔵所からの距離が

最短となる冷却塔の火災源からの輻射強度を算出

論点が生じるものでは

ない。 

当該記載については，

発電炉では p17に記載

されており，新たな論

点が生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業許可整合の観点で

の記載であるととも

に，当社と発電炉の設

備の差異であり，新た

な論点が生じるもので

はない。 
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮に関する基本方針】(12／24) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

ておらず，原子炉の安全停止（炉心冷却を含む。）

機能を有していないため，航空機落下確率を算出

する標的面積として抽出しないことから，航空機

墜落による火災評価は実施しない。また，排気筒

モニタについては，安全上支障のない期間に補修

等の対応を行うことで，安全機能を損なわない設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，発電所敷地内において，燃料補充用のタ

ンクローリ火災が発生した場合の影響について

は，燃料補充時は監視人が立会を実施することを

保安規定に定めて管理し，万一の火災発生時は速

やかに消火活動が可能である体制であることか

ら，外部事象防護対象施設への影響を与えること

はない。 

 

外部事象防護対象施設以外の設計基準対象施設

し，この輻射強度に基づき算出する冷却塔の冷却

水出口温度を最大運転温度以下とすることで，冷

却塔の安全機能を損なわない設計とする。 

屋外の外部火災防護対象施設等のうちの主排気

筒並びに主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダ

クトについては，主要材が鋼材であり，コンクリー

トに比べ熱に対しての許容温度が高い。 

また，森林火災の評価対象である防火帯から最

も近い位置にある外部火災防護対象施設を収納す

る建屋より距離が離れていることから，主排気筒

に接続する屋外配管及び屋外ダクトが火炎から受

ける輻射強度は，評価対象の建屋より低い。よっ

て，森林火災に対して，防火帯から最も近い位置に

ある外部火災防護対象施設を収納する建屋におい

て，評価対象の外壁表面温度は許容温度以下とす

ることから，主排気筒に接続する屋外配管及び屋

外ダクトについても安全機能を損なわない設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社では，既許可の本

文及び添付資料に記載

がないため，事業許可

整合の観点から記載の

展開は必要なく，記載

の差異により新たな論

点が生じるものではな

い。 

当該記載については，
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮に関する基本方針】(13／24) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

については，その火災による損傷を考慮して代替

設備により必要な機能を確保すること，安全上支

障のない期間での修復等の対応を行うこと又はそ

れらを適切に組み合わせることで，安全機能を損

なわない設計とする。 

 

 

発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の爆

発については，ガス爆発の爆風圧が 0.01MPa とな

る危険限界距離を算出し，その危険限界距離を上

回る離隔距離を確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処事業所敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発に

ついては，ガス爆発の爆風圧が 0.01MPa となる危

険限界距離を算出し，その危険限界距離を上回る

離隔距離を確保する設計とする。 

 

また，危険物貯蔵施設等のうち精製建屋ボンベ

庫及び還元ガス製造建屋については，外部火災防

護対象施設を収納する建屋に隣接しており，危険

限界距離の確保は出来ない。そのため，外部火災防

護対象施設を収納する建屋については，爆発によ

って発生する爆風圧に対して健全性を維持する設

計とすることで，外部火災防護対象施設の安全機

能を損なわない設計とする。 

 

c.航空機墜落火災に対する設計方針 

航空機墜落による火災については，対象航空機

が外部火災防護対象施設を収納する建屋等の直近

に墜落する火災を想定し，火炎からの輻射強度に

基づき外部火災防護対象施設を収納する建屋の外

壁及び建屋内の温度上昇を算出し，コンクリート

の許容温度を満足する範囲で建屋外壁が，要求さ

再処理では p17に記載

されており，新たな論

点が生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該記載については，

当社では危険距離を確

保できない建屋がある

ことから，爆風圧に対

する健全性を説明する

ものであり，新たな論

点が生じるものではな

い。 

 

 

当該記載については，

当社では，航空機墜落

による火災は，サイト

条件から発電炉とは異

なる評価を行うもので

あり，新たな論点とし
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮に関する基本方針】(14／24) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

れる機能を損なわない及び，建屋内の外部火災防

護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

火炎から輻射熱を直接受熱する屋外の外部火災

防護対象施設や外部火災防護対象施設に波及的影

響を及ぼし得る施設については，火炎からの輻射

熱を受けて高温になるため，離隔距離に基づき，１

時間耐火の大臣認定を取得した耐火被覆を施工す

る。駆動部等で耐火被覆を施工できない部材は，遮

熱板で囲むことにより安全機能を損なわない設計

とする。 

耐火被覆については，耐環境性を考慮した対策

として上塗り，中塗りを施す設計とする。 

屋外に設置する外部火災防護対象施設は，耐火

被覆により，支持架構を含め主要部材である鋼材

の強度が維持される温度(325℃)以下とすること

で，安全機能を損なわない設計とする。また，安全

冷却水系冷却塔については，火炎からの輻射強度

に基づき算出する冷却水出口温度を最大運転温度

以下とすることで，安全機能を損なわない設計と

する。 

外部火災防護対象施設に対して波及的影響を及

ぼし得る施設については，耐火被覆又は遮熱板に

より，支持構造物である架構等の主要部材である

鋼材の強度が一時的に低下しても倒壊及び脱落が

生じない温度(450℃)以下とすることで，外部火災

防護対象施設に波及的な影響を与えない設計とす

る。 

また，建屋内に収納する外部火災防護対象施設

て管理する。 

当該記載については，

発電炉では p11に記載

されており，新たな論

点が生じるものではな

い。 
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮に関する基本方針】(15／24) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火

災と航空機墜落による火災が同時に発生した場合

の重畳火災については，外部事象防護対象施設を

内包する建屋（垂直外壁面及び天井スラブから選

定した，火災の輻射に対して最も厳しい箇所）の

表面温度及び屋外の外部事象防護対象施設の温度

を算出し，許容温度を満足する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のうち，航空機墜落火災の熱影響を受ける施設に

ついては，建屋開口部に設置している飛来物防護

板等からの間接的な熱影響を考慮し，安全機能を

損なわない設計とする。 

 

 

 

d.航空機墜落火災と敷地内に設置する危険物貯蔵

施設等の火災・爆発の重畳に対する設計方針 

航空機墜落による火災と再処理施設敷地内に設

置する危険物貯蔵施設等の火災の重畳火災につい

ては，外部火災防護対象施設を収納する建屋及び

屋外に設置する外部火災防護対象施設の直近にお

ける航空機墜落による火災評価に包絡されるため

火災評価は実施しない。航空機墜落による火災と

敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の爆発の重畳

については，低レベル廃棄物処理建屋 プロパン

ボンベ庫及びボイラ建屋 ボンベ置場について，

危険距離を算出する。ガス爆発の爆風圧が 0.01MPa

となる危険限界距離を算出し，その危険限界距離

を上回る離隔距離を確保する設計とする。 

 

精製建屋ボンベ庫及び還元ガス製造建屋につい

ては，外部火災防護対象施設を収納する建屋に対

し，離隔距離を確保できない。そのため，外部火災

防護対象施設を収納する建屋については，爆発に

よって発生する爆風圧に対して健全性を維持する

設計とすることで,外部火災防護対象施設の安全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業許可整合の観点で

の記載であり，新たな

論点が生じるものでは

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該記載については，

当社では危険距離を確

保できない建屋がある

ことから，爆風圧に対

する健全性を説明する

ものであり，新たな論
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮に関する基本方針】(16／24) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

外部事象防護対象施設等が外部火災に対して十

分な健全性を有することを確認するための評価に

用いる許容温度の設定根拠は，添付書類「Ⅴ-1-1-

2-5-4 外部火災防護に関する許容温度設定根拠」

に示す。 

外部火災より防護すべき施設のうち，外部火災

の影響について評価を行う施設（以下「外部火災

の影響を考慮する施設」という。）の選定について

は，添付書類「Ⅴ-1-1-2-5-2 外部火災の影響を考

慮する施設の選定」に示す。 

 

 森林火災については，延焼防止を目的として，

設置（変更）許可を受けた防火帯(約 23m)を敷地内

に設ける設計とし，防火帯は延焼防止効果を損な

わない設計とするため，防火帯に可燃物を含む機

器等を設置する場合は必要最小限とする。また，

防火帯をより有効に機能させるため，熱感知カメ

ラ及び警報による早期の火災覚知，防火帯近傍へ

の消火栓の設置等の対策を講じ，防火帯付近の予

防散水活動（飛び火を抑制する効果を期待）を行

うものとする。また，設置（変更）許可を受けた発

火点１～７について，火炎継続時間等を考慮した

発火点毎の評価の結果，最も熱影響が厳しくなる

発火点は，燃焼継続時間を用いる評価で発火点５，

燃焼継続時間を用いない評価で発火点３であるこ

とを特定した。このため，危険距離の算出で用い

機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点が生じるものではな

い。 

当該記載については，

再処理では p18に記載

されており，新たな論

点が生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

 

当該記載については，

再処理では p7に記載さ

れており，新たな論点

が生じるものではな

い。 
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮に関する基本方針】(17／24) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

る，防火帯の外縁（火炎側）付近における火炎輻射

強度については，燃焼継続時間を用いる建屋評価

では発火点５の 444kW/m2を，燃焼継続時間を用い

ないその他評価では発火点３の 442kW/m2 を用い

る。 

発電所敷地外半径 10km以内の産業施設，燃料輸

送車両及び発電所近くを航行する船舶の爆発につ

いては，ガス爆発の爆風圧が 0.01MPa となる危険

限界距離を算出し，その危険限界距離を上回る離

隔距離を確保する設計とする。また，ガス爆発に

よる容器破損時に破片の最大飛散距離を算出し，

最大飛散距離を上回る離隔距離を確保する設計，

又は飛来物の衝突時においても，外部事象防護対

象施設が安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.敷地内の危険物貯蔵施設等に対する設計方針 

危険物貯蔵施設等への熱影響については，森林

火災及び近隣の産業施設の火災の影響を想定して

も，敷地内の危険物貯蔵施設等の貯蔵物の温度を

許容温度以下とすることで，危険物貯蔵施設等の

火災及び爆発を防止し，外部火災防護対象施設を

収納する建屋及び屋外の外部火災防護対象施設へ

影響を与えない設計とする。 

また，近隣の産業施設の爆発の影響を想定して

も，危険物貯蔵施設等の爆発を防止し，外部火災防

護対象施設を収納する建屋及び屋外の外部火災防

護対象施設へ影響を与えない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

当社では，事業指定

（変更許可）のとお

り，敷地内のガス爆発

に包絡されることから,

新たな論点が生じるも

のではない。 

 

 

 

 

事業許可整合の観点で

の記載であり，新たな

論点が生じるものでは

ない。 
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮に関する基本方針】(18／24) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.外部火災防護対象施設に含まれない安全機能を

有する施設に対する設計方針 

(ａ)外部火災防護対象施設に含まれない安全機能

を有する施設 

外部火災防護対象施設を収納する建屋及び屋外

に設置する外部火災防護対象施設に含まれない安

全機能を有する施設については，外部火災に対し

て機能を維持すること若しくは外部火災による損

傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保す

ること，安全上支障が生じない期間での修理を行

うこと又はそれらを適切に組み合わせることによ

り，安全機能を損なわない設計とする。 

 

(ｂ)使用済燃料を収納している輸送容器に波及的

影響を与える施設 

使用済燃料収納キャスクは、再処理施設内に一

時的に保管されることを踏まえ，外部火災により

使用済燃料収納キャスクに波及的破損を与えない

設計とする。 

 

g.外部火災防護対象施設及び重大事故等対処設備

の許容温度及び施設の選定 

外部火災防護対象施設を収納する建屋が外部火

災に対して十分な健全性を有することを確認する

ための評価に用いる許容温度の設定根拠は，添付

書類「Ⅵ－１－１－１－４－４ 外部火災防護に

関する許容温度設定根拠」に示す。 

外部火災から防護すべき施設のうち，外部火災

 

 

 

 

当該記載は，発電炉で

は p12に記載されてお

り，事業許可整合の観

点で整理するものであ

り，記載の展開は必要

なく，新たな論点が生

じるものではない。 

 

 

 

 

事業許可整合の観点で

の記載であり，新たな

論点が生じるものでは

ない。 

 

 

 

当該記載については，

発電炉では p15に記載

されており，新たな論

点が生じるものではな

い。 

 

■■125



別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮に関する基本方針】(19／24) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部火災による二次的影響（ばい煙）による影

響については，侵入を防止するため適切な防護対

策を講じることで，外部事象防護対象施設の安全

機能を損なわない設計とする。 

外部火災を起因とするばい煙の発生により外気

を取り込む空調系統（室内の空気を取り込む機器

を含む。）へのばい煙の侵入を防止するため，フィ

ルタを設置する設計とする。 

外気を直接設備内に取り込む屋内設置機器（非

常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機を含む。）に対しては，ばい煙の侵入

を防止するため，フィルタを設置する設計，又は

ばい煙が侵入したとしても機器の損傷，閉塞を防

止するため，ばい煙が流路に溜まりにくい構造と

する設計とする。 

外気を取り込む屋外設置機器（残留熱除去系海

の影響について評価を行う施設の選定について

は，添付書類「Ⅵ－１－１－１－４－２ 設計対処

施設及び外部火災の影響を考慮する施設の選定」

に示す。 

 

h.外部火災による二次的影響に対する設計方針 

外部火災による二次的影響については，換気設

備等に適切な防護対策を講じることで，安全機能

を有する施設の安全機能を損なわない設計とす

る。 

 

（ａ）二次的影響（ばい煙）に対する設計方針 

ばい煙による影響については，ばい煙の侵入を

防止するため，適切な対策を講ずることで外部火

災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とす

る。 

外部火災防護対象施設を収納する建屋等の換気

設備の給気系は，ばい煙の侵入を防止するため，フ

ィルタを設置する設計とする 

制御建屋の中央制御室は，運転員の居住性を確

保するため，制御建屋中央制御室換気設備の外気

取入口にフィルタを設置するとともに，制御建屋

中央制御室換気設備の外気との連絡口を遮断し，

制御建屋の中央制御室内の空気を再循環する措置

を講ずる設計とする。 

また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室については，必要に応じて外気との連絡口

を遮断し，運転員への影響を防止する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

事業許可整合の観点で

の記載であり，新たな

論点が生じるものでは

ない。 

 

 

事業許可整合の観点で

ばい煙について記載し

たものであるととも

に，当社と発電炉の対

策設備の差異であり，

新たな論点が生じるも

のではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■126



別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮に関する基本方針】(20／24) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

水系ポンプ及び非常用ディーゼル発電機（高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポ

ンプ）に対しては，ばい煙の侵入による機器の損

傷を防止するため，機器本体を全閉構造とする設

計，又はばい煙が侵入したとしても機器の損傷，

閉塞を防止するため，ばい煙が流路に溜まりにく

い構造とする設計とする。 

 

 

外部火災起因を含む有毒ガスが発生した場合に

は，室内に滞在する人員の環境劣化を防止するた

めに設置した外気取入ダンパの閉止，建屋内の空

気を閉回路循環運転させることにより，有毒ガス

の侵入を防止する設計とする。なお，外気取入ダ

ンパの閉止，閉回路循環運転又は空調ファンの停

止による外気取入れの遮断を保安規定に定めて管

理する。 

主要道路，鉄道路線，定期航路及び石油コンビ

ナート施設は離隔距離を確保することで事故等に

よる火災に伴う発電所への有毒ガスの影響がない

設計とする。 

なお，ばい煙及び有毒ガスに対する具体的な設

計については，添付書類「Ⅴ-1-1-2-5-7二次的影

響（ばい煙）及び有毒ガスに対する設計」に示す。 

 

 

(2) 重大事故等対処設備の設計方針 

屋内の重大事故等対処設備についてはこれらを

非常用ディーゼル発電機及び空気圧縮機は，ば

い煙の侵入を防止するため，フィルタを設置する

設計とする。 

ガラス固化体貯蔵設備の収納管と通風管で形成

する円環流路については，ばい煙の侵入による閉

塞を防止する設計とする。 

 

 

（ｂ）二次的影響（有毒ガス）に対する設計方針 

有毒ガスによる影響については，有毒ガスの侵

入を防止するため，適切な対策を講ずることで外

部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計

とする。 

制御建屋の中央制御室は，運転員の居住性を確

保するため，有毒ガスの侵入を防止できるよう，制

御建屋中央制御室換気設備の外気との連絡口を遮

断し，制御建屋の中央制御室内の空気を再循環す

る措置を講ずる設計とする。また，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室については，必要

に応じて外気との連絡口を遮断し，運転員への影

響を防止する設計とする。 

制御建屋の中央制御室及び使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室の居住性を確保するた

めの外気遮断，再循環の実施等の手順を整備する

ことを保安規定に定めて管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業許可整合の観点で

有毒ガスについて記載

したものであるととも

に，当社と発電炉の対

策設備の差異であり，

新たな論点が生じるも

のではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■127



別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への配慮に関する基本方針】(21／24) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

内包する建屋にて防護し，屋外の重大事故等対処

設備については必要な機能を損なわないよう，位

置的分散を図る。具体的な位置的分散については，

添付書類「Ⅴ-1-1-6安全設備及び重大事故等対処

設備が使用される条件の下における健全性に関す

る説明書」に示す。 

 

 

2.1.3 津波防護施設の設計方針 

津波防護施設については，発電所を囲むよう設

置しているため，森林火災から広範囲に影響を受

ける可能性があることを踏まえ，森林火災の最大

火炎輻射強度による熱影響を考慮し，津波防護施

設のうち森林火災の影響を受ける防潮堤の各部位

（鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁及び止水ジョイ

ント部）及び防潮扉の許容温度となる危険距離を

算出し，その危険距離を上回る離隔距離を確保す

る設計とする。危険距離の算出で用いる火炎輻射

強度については，外部事象防護対象施設の評価と

同様に，燃焼継続時間を用いる鋼管杭鉄筋コンク

リート評価では発火点５の 444kW/m2を，燃焼継続

時間を用いないその他評価では発火点３の

442kW/m2を用いる。 

 なお，津波防護施設と植生の間の離隔距離を確

保するために管理が必要となる隣接事業所敷地に

ついては，隣接事業所との合意文書に基づき，必

要とする植生管理を当社が実施する。また，保安

規定に植生管理（隣接事業所を含む）により必要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社では 2.1.3にて，

後次回で方針を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

当社と発電炉の対策設

備の差異であり，新た

な論点が生じるもので

はない。 
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となる離隔距離を維持することを定め管理するこ

とで津波防護施設の機能を維持する設計とする。 

 その他の津波防護施設の近くで発生する可燃物

物品の火災は，影響範囲が局所的であることから，

消火活動及び補修により防護する設計とする。 

 

 

 

2.1.4 外部事象防護対象施設の評価方針 

 

屋内に設置する外部事象防護対象施設は，建屋

にて防護することから建屋にて評価を行い，屋外

の外部事象防護対象施設は当該施設を評価する。 

外部火災影響評価は，火災・爆発源ごとに危険

距離又は危険限界距離を算出し離隔距離と比較す

る方法と，建屋表面温度及び屋外の外部事象防護

対象施設の温度（主排気筒の表面温度，放水路ゲ

ート駆動装置外殻の表面温度，非常用ディーゼル

発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

含む。）の流入空気温度，残留熱除去系海水系ポン

プの冷却空気温度及び非常用ディーゼル発電機

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）

用海水ポンプの冷却空気温度）を算出し許容温度

と比較する方法を用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3  外部火災防護対象施設及び重大事故等対

処設備の評価方針 

建屋に収納される外部火災防護対象施設は，建

屋にて防護することから建屋にて評価を行い，屋

外の外部火災防護対象施設はそれぞれの評価対象

を評価する。 

また，航空機墜落による火災では，外部火災防護

対象施設を収納する建屋等の直近の火災を想定す

ることから，外部火災防護対象施設を収納する建

屋，屋外の外部火災防護対象施設は当該施設を評

価するとともに，外部火災防護対象施設に波及的

影響を及ぼし得る施設や熱影響を間接的に受ける

外部火災防護対象施設を評価する。 

森林火災又は近隣の産業施設の火災について

は，外部火災防護対象施設を収納する建屋及び屋

外の外部火災防護対象施設に加え，敷地内に設置

する屋外の危険物貯蔵施設を評価する。 

外部火災影響評価は，火災・爆発源ごとに設定し

た評価対象の危険距離又は危険限界距離を算出し

離隔距離と比較する方法と，評価対象の温度を算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業許可整合の観点で

評価対象について記載

したものであるととも

に，当社と発電炉の設

備の差異であり，新た

な論点が生じるもので

はない。 
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外部火災における評価方針を添付書類「Ⅴ-1-1-

2-5-3 外部火災防護における評価の基本方針」に

示す。 

火災・爆発源ごとの森林火災をはじめとする評

価方針は，添付書類「Ⅴ-1-1-2-5-5 外部火災防護

における評価方針」に示す。 

火災・爆発源ごとの森林火災をはじめとする評

価条件及び評価結果は，添付書類「Ⅴ-1-1-2-5-6 

外部火災防護における評価条件及び評価結果」に

示す。 

 

2.2  適用規格及び適用基準 

適用する規格としては，最新の規格基準を含め

技術的妥当性及び適用性を示した上で適用可能と

する。 

適用する規格を以下に示す。 

 

(1) 「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド（原

規技発第 13061912号（平成 25年 6月 19日原

子力規制委員会制定））」（原子力規制委員会） 

出し，許容温度と比較することで，同種の施設を代

表して評価する方法を用いる。 

外部火災から防護すべき施設のうち，重大事故

等対処設備については次回以降に詳細を説明す

る。 

 

 

 

外部火災における評価方針を添付書類「Ⅵ－１

－１－１－４－３ 外部火災防護における評価の

基本方針」に示す。 

森林火災をはじめとする火災・爆発源ごとの評

価方針は，添付書類「Ⅵ－１－１－１－４－５ 外

部火災防護における評価方針」に示す。 

森林火災をはじめとする火災・爆発源ごとの評

価条件及び評価結果は，添付書類「Ⅵ－１－１－１

－４－６ 外部火災防護における評価条件及び評

価結果」に示す。 

 

2.2  適用規格及び適用基準 

適用する規格としては，最新の規格基準を含め

技術的妥当性及び適用性を示した上で適用可能と

する。 

適用する規格を以下に示す。 

 

(1) 「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド(原

規技発第 13061912 号(平成 25 年６月 19 日

原子力規制委員会制定))」(原子力規制委員
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(2) 「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要

度分類に関する審査指針」（平成 2 年 8 月 30

日原子力安全委員会） 

(3) 「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率

の評価基準について（内規）」（平成 21・06・

25原院第 1号） 

(4) 「石油コンビナートの防災アセスメント指針」

（平成 25年 3月消防庁特殊災害室） 

(5) 「原田和典，建築火災のメカニズムと火災安

全設計」（平成 19 年 12 月 25 日財団法人日本

建築センター） 

(6) 「伝熱工学」機械学会（2012年 7月 4日第 9

刷東京大学出版会） 

 

会) 

 

 

 

 

 

 

(2) 「石油コンビナートの防災アセスメント指針」

(平成 25年３月 消防庁特殊災害室) 
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1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ-1-1-2-5-1 外部火災への

配慮に関する基本方針」に従い，外部火災の影響を

考慮する施設の選定について説明するものであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 外部火災の影響を考慮する施設の選定 

外部火災の影響を考慮する施設としては，施設

の設置場所，構造を考慮して選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.概要 

本資料は，添付書類「Ⅵ－１－１－１－４－１ 

外部火災への配慮に関する基本方針」に従い，外部

火災の影響を考慮する施設の選定について説明す

るものである。 

なお，重大事故等対処施設に関する方針につい

ては，後次回以降で申請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 選定の基本方針 

外部火災の影響を考慮する施設としては，安全

機能を有する施設のうち，安全評価上その機能を

期待する施設の安全機能を維持し，かつ，冷却，水

素掃気，火災及び爆発の防止，臨界の防止等の安全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回申請範囲である

安全機能を有する施設

に対する記載とし，重

大事故等対処施設につ

いては後次回申請以降

で申請することを記

載。以降，本資料にお

いて重大事故等対処施

設の記載有無による先

行炉との差異理由は同

様。 

 

当該記載については，

事業許可と同様に，安

全上重要な施設は安全

機能を有する施設から

下線： 

・プラントの違いによらない記載内容の差異 

・章立ての違いによる記載位置の違いによる差異    

二重下線： 

・プラント固有の事項による記載内容の差異 

・後次回の申請範囲に伴う差異 

【凡例】 
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施設の選定にあたっては，外部火災より防護す

べき施設を選定するとともに，外部火災の二次的

影響（ばい煙）又は有毒ガスの影響を考慮する施設

を選定する。 

 

なお，外部火災の影響を考慮する施設以外の外

部火災影響について，屋内に設置する施設は，建屋

にて防護するため，波及的影響を考慮する必要は

ない。屋外に設置する施設は，その機能が喪失して

も外部火災の影響を考慮する施設へ影響を及ぼす

施設はないため，外部火災の影響を考慮する施設

へ波及的影響を及ぼす可能性はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能を損なわないようにするために，構築物，系

統，機器及び施設の設置場所，構造を考慮して選定

する。外部火災の影響を考慮する施設として，重大

事故等対処設備を選定する。 

施設の選定にあたっては，外部火災より防護す

べき施設を選定するとともに，外部火災の二次的

影響（ばい煙及び有毒ガス）の影響を考慮する施設

を選定する。 

 

ただし，外部火災の影響を考慮する施設以外の

施設における，航空機墜落火災を除く外部火災影

響について，屋内に設置する施設は，建屋にて防護

するため，波及的影響を考慮する必要はない。屋外

に設置する施設は，その機能が喪失しても外部火

災の影響を考慮する施設へ影響を及ぼす施設はな

いため，外部火災の影響を考慮する施設へ波及的

影響を及ぼす可能性はない。 

航空機墜落による火災では，外部火災防護対象

施設を収納する建屋等の直近の火災を想定するこ

とから，外部火災防護対象施設に波及的影響を及

ぼし得る施設や飛来物防護板等から間接的に熱影

響を受ける施設を選定する。 

なお，使用済燃料収納キャスク（以下「輸送容器」

という。）に対し，外部火災の影響を考慮し，波及

的破損を与えるおそれのある施設外部火災の影響

について評価を行う施設を選定する。 

 

 

展開されることを明確

化するものであり，新

たな論点が生じるもの

ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業許可整合の観点で

航空機墜落火災の対象

について記載したもの

であり，新たな論点が

生じるものではない。 
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2.1  外部事象防護対象施設の選定 

 

屋内に設置する外部事象防護対象施設は，建屋

にて防護することから，外部事象防護対象施設の

代わりに外部事象防護対象施設を内包する建屋を

外部火災の影響を考慮する施設として選定する。 

 

 

 

 

ただし，外部火災の熱影響を受けた屋外の外部

事象防護対象施設により影響を受ける屋内の外部

事象防護対象施設は外部火災の影響を考慮する施

設として選定する。また，屋外の外部事象防護対象

施設は，外部火災の影響により安全性を損なうお

それがあるため，外部火災の影響を考慮する施設

として選定する。外部事象防護対象施設以外の施

設については，屋内に設置する施設は，建屋により

防護することとし，屋外の外部事象防護対象施設

については，防火帯の内側に設置すること又は消

火活動等により防護する。 

 

 

 

 

 

 

 

2.1  外部火災防護対象施設及び重大事故等対処

設備の選定 

屋内に設置する外部火災防護対象施設は，建屋

にて防護することから，外部火災防護対象施設を

収納する建屋を外部火災の影響を考慮する施設と

して選定する。 

また，屋外の外部事象防護対象施設は，外部火災

の影響により安全機能を損なうおそれがあるた

め，外部火災の影響を考慮する施設として選定す

る。 

ただし，地下階に設置されている外部火災防護

対象施設は外部火災からの熱影響を受けないた

め，外部火災防護対象施設を地下階のみに収納し

ている建屋は設計対処施設の対象外とする。 

さらに，航空機墜落による火災では，外部火災防

護対象施設を収納する建屋等の直近の火災を想定

することから，上記に加え，外部火災防護対象施設

に波及的影響を及ぼし得る施設を選定するととも

に，建屋内にあっても飛来物防護板から間接的に

熱影響を受ける外部火災防護対象施設を選定す

る。 

外部事象防護対象施設以外の安全機能を有する

施設については，屋内に設置する施設は，建屋によ

り防護することとし，屋外の外部事象防護対象施

設については，防火帯の内側に設置すること又は

消火活動等により防護する。 

 重大事故等対処設備については，次回以降に詳

細を説明する。 

 

 

事業許可整合の観点で

評価対象について記載

するものであり，新た

な論点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業許可整合の観点で

安全機能を有する施設

について記載するもの

であり，新たな論点が

生じるものではない。 
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外部火災の影響を考慮する施設を以下に示す。 

 

(1)外部事象防護対象施設を内包する建屋 

a. タービン建屋 

b. 使用済燃料乾式貯蔵建屋 

c. 排気筒モニタ建屋 

 

 

(2)屋外の外部事象防護対象施設 

a. 原子炉建屋 

b. 主排気筒 

c. 非常用ディーゼル発電機吸気口及び高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機吸気口（以下「非常用

ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）吸気口」という。） 

d. 残留熱除去系海水系ポンプ 

e. 非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ及び高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ

（以下「非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ」と

 

 

 

 

 

 

 

 

上記方針に基づき，外部火災の影響を考慮する

施設を以下に示す。 

(1)外部火災防護対象施設 

外部火災防護対象施設については，次回以降に

詳細を説明する。 

 

 

 

(2)屋外の外部火災防護対象施設 

・再処理設備本体用 安全冷却水系 

 

上記以外の屋外の外部火災防護対象施設につい

ては，次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回申請範囲の設備

のみを記載するもので

あり，新たな論点が生

じるものではない。 

 

 

第１回申請範囲の設備

のみを記載するもので

あり，新たな論点が生

じるものではない。 
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-2外部火災の影響を考慮する施設の選定】(5／9) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

いう。） 

f. 排気筒モニタ 

g. 残留熱除去系海水系ストレーナ 

h. 非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナ及

び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ス

トレーナ（以下「非常用ディーゼル発電機（高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ス

トレーナ」という。） 

i. 非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファ

ン及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機室ル

ーフベントファン（以下「非常用ディーゼル発電機

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）

室ルーフベントファン」という。） 

j. 非常用ガス処理系排気筒 

k. 放水路ゲート 

 

(3)外部火災の熱影響を受けた屋外の外部事象防

護対象施設により影響を受ける屋内の外部事

象防護対象施設 

a. 非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機（以下「非常用ディーゼル発

電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）」という。） 

 

 

放水路ゲートについては，津波の流入を防ぐた

めの閉止機能を有している。航空機落下を起因と

して津波が発生することはないこと及び放水路ゲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)外部火災の影響を受ける屋内の外部火災防護

対象施設 

外部火災の影響を受ける屋内の外部火災防護対

象施設については，次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回申請範囲の設備

のみを記載するもので

あり，新たな論点が生

じるものではない。 

 

 

 

 

 

発電炉固有の考慮すべ

き事項であり，記載の

差異により新たな論点
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-2外部火災の影響を考慮する施設の選定】(6／9) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

ートは，大量の放射性物質を蓄えておらず，原子炉

の安全停止（炉心冷却を含む。）機能を有していな

いため，航空機落下確率を算出する標的面積とし

て抽出しないことから，航空機墜落による火災評

価は実施しない。 

外部火災の影響を考慮する施設のうち排気筒モ

ニタについては，放射性気体廃棄物処理施設の破

損の検出手段として期待している。外部事象を起

因として放射性気体廃棄物処理施設の破損が発生

することはないが，独立事象としての重畳の可能

性を考慮し，排気筒モニタ建屋も含め，安全上支障

のない期間に補修等の対応を行うことで，安全性

を損なわない設計とするため，評価は実施しない。 

また，他の外部火災の影響を考慮する施設に比

べて火災源からの離隔距離が確保されている非常

用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）吸気口，残留熱除去系海水系

ストレーナ，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ストレ

ーナ，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフベントファ

ン，非常用ガス処理系排気筒については，他の外部

火災の影響を考慮する施設の評価により，安全性

を損なわない設計であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)航空機墜落火災の想定において考慮すべき外

部火災防護施設以外の施設 

ａ．外部火災防護対象施設に対して波及的影響を

及ぼし得る施設 

が生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回申請範囲の設備

のみを記載するもので

あり，新たな論点が生

じるものではない。 
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-2外部火災の影響を考慮する施設の選定】(7／9) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 重大事故等対処設備の選定 

屋内の重大事故等対処設備についてはこれらを

内包する建屋にて防護し，屋外の重大事故等対処

設備については，位置的分散にて対応するため，以

降での評価は実施しない。具体的な位置的分散に

ついては，添付書類「Ⅴ-1-1-6 安全設備及び重大

事故等対処設備が使用される条件の下における健

全性に関する説明書」に示す。 

 

2.3  外部火災の二次的影響（ばい煙）を考慮す

る施設の選定 

外部事象防護対象施設が二次的影響（ばい煙）に

より安全性を損なうおそれがないよう，二次的影

響（ばい煙）を考慮する施設は以下により選定す

(a)竜巻防護対策設備 

・安全冷却水Ｂ冷却塔 飛来物防護ネット 

上記以外の竜巻防護対策設備については，次回

以降に詳細を説明する。 

ｂ．飛来物防護板から間接的に影響を受ける屋内

の外部火災防護対象施設 

飛来物防護板から間接的に影響を受ける屋内の

外部火災防護対象施設については，次回以降に詳

細を説明する。 

(5) 使用済燃料収納キャスクへの波及的破損を及

ぼす施設 

使用済燃料収納キャスクへの波及的破損を及ぼ

す施設については，次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  外部火災の二次的影響(ばい煙)を考慮する

施設の選定 

外部火災防護対象施設が二次的影響(ばい煙)に

より安全機能を損なうおそれがないよう，二次的

影響(ばい煙)を考慮する施設を選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該記載については，

p2に記載されており，

新たな論点が生じるも

のではない。 
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-2外部火災の影響を考慮する施設の選定】(8／9) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

る。 

 

外気を取り込む空調系統（室内の空気を取り込

む機器を含む。）は二次的影響（ばい煙）により人

体及び室内の空気を取り込む機器に影響を及ぼす

おそれがあるため，二次的影響（ばい煙）を考慮す

る設備として選定する。 

外気を直接設備内に取り込む機器，外気を取り

込む屋外設置機器は二次的影響（ばい煙）により機

器の故障が発生するおそれがあるため，二次的影

響（ばい煙）を考慮する機器として選定する。ばい

煙を含む外気又は，室内空気を機器内に取り込む

機構を有しない設備又は，取り込んだ場合でも，そ

の影響が非常に小さいと考えられる設備（ポンプ，

モータ，弁，盤内に換気ファンを有しない制御盤，

計器，主排気筒，非常用ガス処理系排気筒等）につ

いては，対象外とする。 

 

(1)外気を取り込む空調系統（室内の空気を取り込

む機器を含む。） 

a. 換気空調設備 

b. 計測制御設備（安全保護系） 

(2) 外気を直接設備内に取り込む機器 

a. 非常用ディーゼル発電機 

b. 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

(3) 外気を取り込む屋外設置機器 

a. 残留熱除去系海水系ポンプ 

b. 非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ 

 

 

外気を取り込む空調系統（室内の空気を取り込

む機器を含む。）は二次的影響（ばい煙）により人

体及び室内の空気を取り込む機器に影響を及ぼす

おそれがあるため，二次的影響（ばい煙）を考慮す

る設備として選定する。 

外気を直接設備内に取り込む機器，外気を取り

込む屋外設置機器は二次的影響（ばい煙）により機

器の故障が発生するおそれがあるため，二次的影

響（ばい煙）を考慮する機器として選定する。ばい

煙を含む外気又は，室内空気を機器内に取り込む

機構を有しない設備又は，取り込んだ場合でも，そ

の影響が非常に小さいと考えられる設備（ポンプ，

モータ，弁，盤内に換気ファンを有しない制御盤，

計器，主排気設備等）については，対象外とする。 

 

 

外部火災の二次的影響(ばい煙)を考慮する施設

については，次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回申請範囲の設備

のみを記載するもので

あり，新たな論点が生

じるものではない。 
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-2外部火災の影響を考慮する施設の選定】(9／9) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

c. 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水

ポンプ 

 

2.4  有毒ガスの影響を考慮する施設の選定 

 

外部火災起因を含む有毒ガスの影響を考慮する

施設については，人体に影響を及ぼすおそれがあ

る換気空調設備を選定する。 

 

 

 

 

3. 津波防護施設の選定 

津波防護施設については，発電所を囲むよう設

置しているため，森林火災から広範囲に影響を受

ける可能性があることを踏まえ，森林火災に対す

る影響評価の対象施設として選定する。その他の

津波防護施設の近くで発生する可燃物物品の火災

は，影響範囲が局所的であることから，消火活動及

び補修により防護する設計とし，影響評価の対象

外とする。 

森林火災の影響を考慮する部位を以下に示す。 

(1) 鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁 

(2) 止水ジョイント部 

(3) 防潮扉 

 

 

 

2.3  外部火災の二次的影響(有毒ガス)を考慮す

る施設の選定 

外部火災防護対象施設が二次的影響（有毒ガス）

により安全機能を損なうおそれがないよう，有毒

ガスを考慮する施設を選定する。 

外部火災の二次的影響(有毒ガス)を考慮する施

設については，次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

第１回申請範囲の設備

のみを記載するもので

あり，新たな論点が生

じるものではない。 

 

 

 

 

発電炉固有の考慮すべ

き事項であり，記載の

差異により新たな論点

が生じるものではな

い。 
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-3 外部火災防護における評価の基本方針】(1／14) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ-1-1-2-5-1 外部火災へ

の配慮に関する基本方針」に示す外部火災の影響

に対する設計方針を踏まえて，外部火災の影響を

考慮する施設について，外部火災により安全機能

を損なうおそれがないことを確認するための評価

方針について説明するものである。 

 

 

 

 

 

 

2. 外部火災防護における評価の基本方針 

技術基準規則のうち第 7 条及びその解釈に適合す

ることを確認し，添付書類「Ⅴ-1-1-2-5-2 外部火

災の影響を考慮する施設の選定」で選定した施設

について，添付書類「Ⅴ-1-1-2-5-5 外部火災防護

における評価方針」により評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅵ－１－１－１－４－１ 

外部火災への配慮に関する基本方針」に示す外部

火災の影響に対する設計方針を踏まえて，外部火

災により外部火災防護対象施設が安全機能を損な

うおそれがないことを確認するための評価方針に

ついて説明するものである。 

なお，重大事故等対処施設に関する方針につい

ては，後次回以降で申請する。 

 

 

 

 

2. 外部火災防護における評価の基本方針 

技術基準規則のうち第八条に適合することを確認

し，添付書類「Ⅵ－１－１－１－４－２ 外部火災

の影響を考慮する施設の選定」で選定した施設に

ついて，添付書類「Ⅵ－１－１－１－４－５ 外部

火災防護における評価方針」により評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回申請範囲である

安全機能を有する施設

に対する記載とし，重

大事故等対処施設につ

いては後次回申請以降

で申請することを記

載。以降，本資料にお

いて重大事故等対処施

設の記載有無による先

行炉との差異理由は同

様。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下線： 

・プラントの違いによらない記載内容の差異 

・章立ての違いによる記載位置の違いによる差異    

二重下線： 

・プラント固有の事項による記載内容の差異 

・後次回の申請範囲に伴う差異 

【凡例】 
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-3 外部火災防護における評価の基本方針】(2／14) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

それぞれの火災源ごとに危険距離等を算出し，

その危険距離を上回る離隔距離が確保されている

こと，又は算出した外部事象防護対象施設を内包

する建屋の表面温度，屋外の外部事象防護対象施

設の温度が許容温度を満足することを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それぞれの火災源・爆発源毎に同種施設の中で

厳しい条件となる施設を評価対象として，危険距

離等を算出し，外部火災防護対象施設を収納する

建屋の表面温度並びに屋外の外部火災防護対象施

設が，その危険距離等を上回る離隔距離を確保し

ていること，若しくは外部火災防護対象施設を収

納する建屋のうち評価対象施設の建屋の表面温

度，屋外の外部火災防護対象施設のそれぞれの評

価対象の温度が許容温度を満足することを確認す

る。 

上記以外の方法によりに評価が必要となるもの

は以下のとおり。 

・石油備蓄基地火災 

・石油備蓄基地火災と森林火災の重畳 

・敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発及び航空機墜

落火災と敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発の重

畳 

・航空機墜落による火災 

 

なお，重大事故等対処設備を収納する建屋及び

屋外の重大事故等対処設備における評価の基本方

針については，次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

再処理施設において

は，事業指定（変更許

可）のとおり，代表施

設による評価を実施す

ることを明記するもの

であり，新たな論点が

生じるものではない。 
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-3 外部火災防護における評価の基本方針】(3／14) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

2.1  評価の基本方針 

評価方針は，「原子力発電所の外部火災影響評価

ガイド」を参照して，添付書類「Ⅴ-1-1-2-5-1 外

部火災への配慮に関する基本方針」により実施す

ることを基本とする。 

具体的な評価方針は，添付書類「Ⅴ-1-1-2-5-5 

外部火災防護における評価方針」に示す。 

 

 

2.1.1  発電所敷地内に対する評価の基本方針 

2.1.1.1  火災源に対する評価の基本方針 

(1) 森林火災 

防火帯外縁付近における火炎輻射強度等(それ

ぞれ評価が最も厳しくなるよう建屋評価において

は 444kW/m2，その他評価においては 442kW/m2を抽

出)を用いて，外部事象防護対象施設を内包する建

屋の表面温度が許容温度となる危険距離及び，屋

外の外部事象防護対象施設及び津波防護施設の温

度が許容温度となる危険距離を算出し，その危険

距離を上回る離隔距離が確保されていることを確

認する。 

 

 

 

 

 

 

 

2.1  火災及び爆発に対する評価の基本方針 

評価方針は，外部火災ガイドを参考に，添付書類

「Ⅵ－１－１－１－４－１ 外部火災への配慮に

関する基本方針」により実施することを基本とす

る。 

具体的な評価方針は，添付書類「Ⅵ－１－１－１

－４－５ 外部火災防護における評価方針」に示

す。 

 

 

 

2.1.1  森林火災 

防火帯外縁付近における火炎輻射強度（森林火

災については，外部火災ガイドを参考として，初期

条件を再処理施設への影響が厳しい評価となるよ

うに設定し算出した最大の火炎輻射強度（750ｋＷ

／ｍ２）となるセルを評価対象の最短に配置）を考

慮し，外部火災防護対象施設を収納する建屋の表

面温度が許容温度となる危険距離及び，屋外の外

部火災防護対象施設の温度が許容温度となる危険

距離を算出し,その危険距離を上回る離隔距離が

確保されていることを確認する。 

外部火災防護対象施設を収納する建屋の評価対

象は，防火帯から最も近い位置にある建屋とし，屋

外の外部火災防護対象施設のうちの冷却塔につい

ては，防火帯から最も近い位置にある冷却塔とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業指定（変更許可）

のとおり，個別の評価

方針を明記するもので

あり,新たな論点が生じ

るものではない。 
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-3 外部火災防護における評価の基本方針】(4／14) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の

火災 

発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の燃

料量等を勘案して，危険物貯蔵施設等ごとに外部

事象防護対象施設を内包する建屋の表面温度及び

屋外の外部事象防護対象施設の温度を算出し，許

容温度を満足することを確認する。 

 

(3)航空機墜落による火災 

対象航空機の燃料積載量等を勘案して，対象航

空機ごとに外部事象防護対象施設を内包する建屋

主排気筒並びに主排気筒に接続する屋外配管及

び屋外ダクトについては，主要材が鋼材であり，コ

ンクリートに比べ許容温度が高く，外部火災防護

対象施設を収納する建屋より離隔距離があること

から，評価対象外とする。 

なお，非常用ディーゼル発電機の外気取入口か

ら流入する空気の温度の評価については，可燃物

量が多く,火災の燃焼時間が長く輻射熱の影響が

厳しい石油備蓄基地火災の熱影響評価に包絡され

るため火災評価は実施しない。 

なお，重大事故等対処設備を収納する建屋及び

屋外の重大事故等対処設備における評価の基本方

針については，次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該記載については，

再処理では p9に記載さ

れており，新たな論点

が生じるものではな

い。 

 

 

 

当該記載については，

再処理では p10に記載

されており，新たな論
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-3 外部火災防護における評価の基本方針】(5／14) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

の表面温度及び屋外の外部事象防護対象施設の温

度を算出し，許容温度を満足することを確認する。 

 

(4)敷地内の危険物貯蔵施設等の火災と航空機墜

落による火災の重畳火災 

敷地内の危険物貯蔵施設等の火災と航空機墜落

による火災の評価条件により算出した輻射強度及

び燃焼継続時間等により，外部事象防護対象施設

の受熱面に対し，最も厳しい条件となる火災源と

外部事象防護対象施設を選定し，外部事象防護対

象施設を内包する建屋の表面温度及び屋外の外部

事象防護対象施設の温度を算出し，許容温度を満

足することを確認する。 

 

2.1.1.2 爆発源に対する評価の基本方針 

(1)発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の

爆発 

発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の貯蔵

量等を勘案して，ガス爆発の爆風圧が 0.01MPa と

なる危険限界距離を算出し，その危険限界距離を

上回る離隔距離が確保されていることを確認す

る。 

 

2.1.2  発電所敷地外に対する評価の基本方針 

2.1.2.1  火災源に対する評価の基本方針 

(1)近隣の産業施設の火災 

近隣の産業施設の燃料貯蔵量等を勘案して，外

部事象防護対象施設を内包する建屋の表面温度が

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点が生じるものではな

い。 

 

当該記載については，

再処理では p11に記載

されており，新たな論

点が生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

当該記載については，

再処理では p9，及び

p12に記載されており，

新たな論点が生じるも

のではない。 

 

 

 

 

 

 

当該記載については，

再処理では p7に記載さ
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-3 外部火災防護における評価の基本方針】(6／14) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

許容温度となる危険距離及び屋外の外部事象防護

対象施設の温度が許容温度となる危険距離を算出

し，その危険距離を上回る離隔距離が確保されて

いることを確認する。 

 

(2)燃料輸送車両の火災 

燃料輸送車両の燃料貯蔵量等を勘案して，外部

事象防護対象施設を内包する建屋の表面温度が許

容温度となる危険距離及び屋外の外部事象防護対

象施設の温度が許容温度となる危険距離を算出

し，その危険距離を上回る離隔距離が確保されて

いることを確認する。 

(3)漂流船舶の火災 

漂流船舶の燃料貯蔵量等を勘案して，外部事象

防護対象施設を内包する建屋の表面温度が許容温

度となる危険距離及び屋外の外部事象防護対象施

設の温度が許容温度となる危険距離を算出し，そ

の危険距離を上回る離隔距離が確保されているこ

とを確認する。 

 

2.1.2.2  爆発源に対する評価の基本方針 

(1)近隣の産業施設のガス爆発 

近隣の産業施設の燃料貯蔵量等を勘案して，ガ

ス爆発の爆風圧が 0.01MPa となる危険限界距離を

算出し，その危険限界距離を上回る離隔距離が確

保されていることを確認する。また，ガス爆発によ

る容器破損時に破片の最大飛散距離を算出し，最

大飛散距離を上回る離隔距離が確保されているこ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

れており，新たな論点

が生じるものではな

い。 

 

 

 

当社では，敷地付近を

通行する燃料輸送車両

の火災及び敷地近くを

漂流する船舶の火災・

について，基本方針の

通り、サイト条件から

他火災源の評価で包絡

されることから，新た

な論点が生じるもので

はない。 

 

 

 

発電炉で敷地内外と分

けているガス爆発につ

いては、当社では，事

業指定（変更許可）の

とおり、敷地内外をま

とめて整理しており、

敷地内のガス爆発に包

絡されることから,新た

な論点が生じるもので
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-3 外部火災防護における評価の基本方針】(7／14) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

と，又は飛来物の衝突時においても，外部事象防護

対象施設が安全機能を損なわないことを確認す

る。 

(2)燃料輸送車両のガス爆発 

燃料輸送車両の燃料貯蔵量等を勘案して，ガス

爆発の爆風圧が 0.01MPa となる危険限界距離を算

出し，その危険限界距離を上回る離隔距離が確保

されていることを確認する。また，ガス爆発による

容器破損時に破片の最大飛散距離を算出し，最大

飛散距離を上回る離隔距離が確保されているこ

と，又は飛来物の衝突時においても，外部事象防護

対象施設が安全機能を損なわないことを確認す

る。 

(3)漂流船舶のガス爆発 

漂流船舶の燃料貯蔵量等を勘案して，ガス爆発

の爆風圧が 0.01MPaとなる危険限界距離を算出し，

その危険限界距離を上回る離隔距離が確保されて

いることを確認する。また，ガス爆発による容器破

損時に破片の最大飛散距離を算出し，最大飛散距

離を上回る離隔距離が確保されていること，又は

飛来物の衝突時においても，外部事象防護対象施

設が安全機能を損なわないことを確認する。 

 

2.1.2  発電所敷地外に対する評価の基本方針 

2.1.2.1  火災源に対する評価の基本方針 

(1)近隣の産業施設の火災 

近隣の産業施設の燃料貯蔵量等を勘案して，外

部事象防護対象施設を内包する建屋の表面温度が

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 近隣の産業施設の火災及び爆発 

(1)石油備蓄基地の火災 

外部火災防護対象施設を収納する建屋について

は，外壁が受ける輻射強度及び許容温度となる危

険輻射強度（2.3ｋＷ／ｍ２）を算出し，その輻射強

はない。 

当該記載については，

再処理では p5に記載さ

れており，新たな論点

が生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業指定（変更許可）

のとおり，再処理施設

のサイト条件を考慮し
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-3 外部火災防護における評価の基本方針】(8／14) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

許容温度となる危険距離及び屋外の外部事象防護

対象施設の温度が許容温度となる危険距離を算出

し，その危険距離を上回る離隔距離が確保されて

いることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

度が危険輻射強度を下回り，危険距離以上の離隔

が確保されていることを確認する。また，石油備蓄

基地火災による危険物貯蔵施設等への影響につい

ては，屋外の外部火災防護対象施設の評価対象及

び危険物貯蔵施設等の表面温度が貯蔵物の許容温

度以下となることを確認する。 

また，非常用ディーゼル発電機については，想定

される石油備蓄基地火災により，建屋外壁等がコ

ンクリートの許容温度 200℃に上昇した状態を想

定し，建屋外壁等からの熱伝達により空気の温度

が上昇し建屋内に流入した場合でも，非常用ディ

ーゼル発電機を収納する室の温度が許容温度以下

となることを確認する。 

外部火災防護対象施設を収納する建屋の評価対

象は，石油備蓄基地から最短となる建屋とし，屋外

の外部火災防護対象施設は石油備蓄基地から最短

となる冷却塔とする。 

 

(2)石油備蓄基地の火災及び森林火災の重畳 

石油備蓄基地火災及び森林火災の重畳について

は，評価対象となる外部火災防護対象施設を収納

する建屋の外壁並びに屋外の外部火災防護対象施

設が受ける輻射強度を算出し，許容温度以下であ

ることを確認する。 

外部火災防護対象施設を収納する建屋の評価対

象は，石油備蓄基地火災と森林火災の輻射熱量及

び離隔距離を考慮し，石油備蓄基地火災及び森林

火災から受ける輻射強度が大きくなる外部火災防

た個別の評価方針を明

記するものであり,新た

な論点が生じるもので

はない。 

当該記載については，

発電炉では p5に記載さ

れており，新たな論点

が生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業指定（変更許可）

のとおり，再処理施設

のサイト条件を考慮し

た個別の評価方針を明

記するものであり,新た

な論点が生じるもので

はない。 

。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-3 外部火災防護における評価の基本方針】(9／14) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

 

(2)発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の

火災 

発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の燃

料量等を勘案して，危険物貯蔵施設等ごとに外部

事象防護対象施設を内包する建屋の表面温度及び

屋外の外部事象防護対象施設の温度を算出し，許

容温度を満足することを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.2  爆発源に対する評価の基本方針 

(1)発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の

爆発 

発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の貯

蔵量等を勘案して，ガス爆発の爆風圧が 0.01MPaと

なる危険限界距離を算出し，その危険限界距離を

上回る離隔距離が確保されていることを確認す

る。 

護対象施設を収納する建屋とし，屋外の外部火災

防護対象施設については，防火帯から最も近い位

置にある冷却塔とする。 

 

(3)敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の火災 

 

敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の火災につ

いては，貯蔵量及び配置状況並びに評価対象まで

の距離を考慮し，危険物貯蔵施設等毎に，評価対象

となる外部火災防護対象施設を収納する建屋の表

面温度及び評価対象となる屋外に設置する外部火

災防護対象施設の温度を算出し，許容温度を満足

することを確認し，それ以上の離隔が確保されて

いることを確認する。 

評価対象は，外部火災防護対象施設等を収納す

る建屋については，ボイラ用燃料受入れ・貯蔵所か

らの距離が最短となる建屋，屋外の外部火災防護

対象施設等については，ボイラ用燃料受入れ・貯蔵

所からの距離が最短となる冷却塔とする。 

 

 

(4)敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の爆発 

 

再処理施設敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発に

ついては，ガス爆発の爆風圧が 0.01ＭＰａとなる

危険限界距離を算出し，その危険限界距離を上回

る離隔距離が確保されていることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

事業指定（変更許可）

のとおり，個別の評価

方針を明記するもので

あり,新たな論点が生じ

るものではない。 

当該記載については，

発電炉では p4に記載さ

れており，新たな論点

が生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

事業指定（変更許可）

のとおり，個別の評価

方針を明記するもので

あり,新たな論点が生じ

るものではない。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-3 外部火災防護における評価の基本方針】(10／14) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

(3)航空機墜落による火災 

対象航空機の燃料積載量等を勘案して，対象航

空機ごとに外部事象防護対象施設を内包する建屋

の表面温度及び屋外の外部事象防護対象施設の温

度を算出し，許容温度を満足することを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3  航空機墜落による火災 

航空機墜落による火災については，対象航空機

が建屋等の直近に墜落し，建屋外壁等で火災が発

生することを想定し，この航空機墜落火災の輻射

強度による外部火災防護対象施設を収納する建屋

の外壁の表面温度が，許容温度を超えてコンクリ

ートの強度低下によるひび割れ等があっても，外

壁に要求される機能を損なわないことを確認し，

建屋内壁の温度上昇が，外部火災防護対象施設に

影響を及ぼさないことを確認する。 

また，屋外の外部火災防護対象施設については，

耐火被覆を考慮して，外部火災防護対象施設の安

全機能を損なわないことを評価し，航空機墜落火

災の想定において直近となる支持架構について

は，強度低下が起こらない温度となることを確認

する。 

外部火災防護対象施設に対して波及的影響を及

ぼし得る施設については，耐火被覆を考慮し，一時

的な強度低下が起きても倒壊及び脱落しない温度

となることを確認する。 

航空機墜落火災の想定において外部火災防護対

象施設を収納する建屋内にあっても間接的に熱影

当該記載については，

発電炉では p5に記載さ

れており，新たな論点

が生じるものではな

い。 

 

 

事業指定（変更許可）

のとおり，個別の評価

方針を明記するもので

あり,新たな論点が生じ

るものではない。 

当該記載については，

発電炉では p4に記載さ

れており，新たな論点

が生じるものではな

い。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-3 外部火災防護における評価の基本方針】(11／14) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

 

(4)敷地内の危険物貯蔵施設等の火災と航空機墜

落による火災の重畳火災 

敷地内の危険物貯蔵施設等の火災と航空機墜落

による火災の評価条件により算出した輻射強度及

び燃焼継続時間等により，外部事象防護対象施設

の受熱面に対し，最も厳しい条件となる火災源と

外部事象防護対象施設を選定し，外部事象防護対

象施設を内包する建屋の表面温度及び屋外の外部

事象防護対象施設の温度を算出し，許容温度を満

足することを確認する。 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.2  爆発源に対する評価の基本方針 

(1)発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の

爆発 

発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の貯

蔵量等を勘案して，ガス爆発の爆風圧が 0.01MPaと

なる危険限界距離を算出し，その危険限界距離を

上回る離隔距離が確保されていることを確認す

る。 

響を受ける施設については，飛来物防護板からの

二次的な輻射を考慮しても影響のない温度となる

ことを確認する。 

 

2.1.4  航空機墜落による火災と敷地内の危険物

貯蔵施設等の火災・爆発の重畳 

敷地内の危険物貯蔵施設等の火災と航空機墜落

火災の重畳については，危険物の貯蔵量が多く，外

部火災防護対象施設を収納する建屋等及び屋外に

設置する外部火災防護対象施設等に近い，危険物

貯蔵施設等に航空機が直撃することによる重畳火

災を想定するが，建屋外壁が受ける輻射強度は１

ｋＷ／ｍ２程度であり，外部火災防護対象施設を収

納する建屋等及び屋外に設置する外部火災防護対

象施設等の直近での航空機墜落による火災を想定

した場合の輻射強度（30ｋＷ／ｍ２）よりも小さく，

外部火災防護対象施設を収納する建屋等及び屋外

に設置する外部火災防護対象施設等の直近におけ

る航空機墜落による火災評価に包絡される。 

 

 

 

 

航空機墜落による火災と敷地内の危険物貯蔵施

設等の爆発の重畳については，外部火災防護対象

施設を内包する建屋及び屋外の外部火災防護対象

施設の中で評価対象となる施設に対し，ガス爆発

の爆風圧が 0.01ＭＰａとなる危険限界距離を算出

 

 

 

 

 

 

事業指定（変更許可）

のとおり，個別の評価

方針を明記するもので

あり,新たな論点が生じ

るものではない。 

当該記載については，

発電炉では p5に記載さ

れており，新たな論点

が生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

事業指定（変更許可）

のとおり，個別の評価

方針を明記するもので

あり,新たな論点が生じ

るものではない。 

■■151



別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-3 外部火災防護における評価の基本方針】(12／14) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

し，その危険限界距離を上回る離隔距離が確保さ

れていることを確認する。 

評価対象は，低レベル廃棄物処理建屋 プロパ

ンボンベ庫及びボイラ建屋 ボンベ置場とする。 

精製建屋ボンベ庫及び還元ガス製造建屋につい

ては，外部火災防護対象施設を収納する建屋及び

屋外に設置する外部火災防護対象施設に対し、離

隔距離を確保できない。そのため，外部火災防護対

象施設を収納する建屋及び屋外に設置する外部火

災防護対象施設については，爆発によって発生す

る爆風圧に対して健全性を維持することを確認す

る。 

 

2.1.5  敷地内の危険物貯蔵施設等の火災の発生

防止 

危険物貯蔵施設等への熱影響については，森林

火災及び石油備蓄基地の火災の影響を想定して

も，敷地内の危険物貯蔵施設等の貯蔵物の温度を

許容温度以下とすることで，危険物貯蔵施設等の

火災及び爆発を防止し，外部火災防護対象施設を

収納する建屋及び屋外の外部火災防護対象施設へ

影響を与えないことを評価とする。 

また，ＭＯＸ燃料加工施設の第１高圧ガストレ

ーラ庫の爆発の影響を想定しても，危険物貯蔵施

設等の爆発を防止し，外部火災防護対象施設を収

納する建屋及び屋外の外部火災防護対象施設へ影

響を与えないことを評価する。 

当該記載については，

発電炉では p5に記載さ

れており，新たな論点

が生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業指定（変更許可）

のとおり，個別の評価

方針を明記するもので

あり,新たな論点が生じ

るものではない。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-3 外部火災防護における評価の基本方針】(13／14) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

2.2  許容温度 

外部火災の影響を考慮する施設及び津波防護施

設が外部火災に対して十分な健全性を有すること

を確認するための評価に用いる許容温度を以下に

示し，その設定根拠は，添付書類「Ⅴ-1-1-2-5-4 外

部火災防護に関する許容温度設定根拠」に示す。 

 

2.2.1  外部火災の影響を考慮する施設 

(1)建屋 

火災時における短期温度上昇を考慮した場合に

おいて，コンクリート圧縮強度が維持される保守

的な温度（200℃）を許容温度とする。 

(2)主排気筒及び放水路ゲート 

鋼材の強度が維持される温度（325℃）を許容温

度とする。 

(3)非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。） 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。）の性能が保たれる温度

（53℃）を許容温度とする。 

(4)残留熱除去系海水系ポンプ 

下部軸受の機能維持に必要となる冷却空気の温

度（70℃）を許容温度とする。 

(5)非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 

下部軸受の機能維持に必要となる冷却空気の温

度（60℃）を許容温度とする。 

 

2.2  許容温度及び許容応力 

外部火災防護対象施設及び重大事故等対処設備

が外部火災に対して十分な健全性を有することを

確認するための評価に用いる許容温度を以下に示

し，その設定根拠は，添付書類「Ⅵ－１－１－１－

４－４ 外部火災防護に関する許容温度設定根

拠」に示す。 

2.2.1  外部火災の影響を考慮する施設 

(1)建屋 

火災時における短期温度上昇を考慮した場合に

おいても，コンクリートの圧縮強度が維持される

温度（200℃）を許容温度とする。 

(2)冷却塔 

火災時においても，冷却機能を損なわないこと

として，冷却水の最高使用温度を許容温度とする。 

(3)主排気筒 

外部火災防護対象施設は，それらが有する安全

機能を損なわないため，鋼材の強度低下が起こら

ない温度を許容温度（325℃）とする。波及的影響

を及ぼし得る施設は，一時的な強度低下を考慮し

ても，構造健全性が維持される温度を許容温度

（450℃）とする。 

(4)重大事故等対処設備 

重大事故等対処設備の許容温度については，次

回以降に説明する。 

(5)爆発に対し危険限界距離を確保できない施設

の許容応力 

 

事業許可整合の観点で

の記載であるととも

に，当社と発電炉の設

備の差異であり、新た

な論点が生じるもので

はない。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-3 外部火災防護における評価の基本方針】(14／14) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

2.2.2  津波防護施設 

津波防護施設のうち，森林火災の影響を受ける

対象を以下に示す。 

(1)鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁 

火災時における短期温度上昇を考慮した場合に

おいて，コンクリート圧縮強度が維持される保守

的な温度（200℃）を許容温度とする。 

(2)止水ジョイント部 

止水ジョイント部は，鋼製防護部材で表面を覆

っているため，温度評価は鋼製防護部材である鋼

板に対し，鋼材の強度が維持される温度（325℃）

を許容温度とする。 

(3)防潮扉 

鋼材の強度が維持される温度（325℃）を許容温

度とする。 

爆発時に発生する爆風圧を考慮した場合におい

ても，隣接する建屋外壁が影響を受けない曲げモ

ーメント（1,800kN・m）及びせん断力（1,100kN）

を，建屋外壁の許容応力とする。 

(6)航空機墜落火災の想定における許容温度 

ａ．建屋 

上記(1)と同じ。 

ｂ．冷却塔 

上記(2)と同じ。 

ｃ．主排気筒 

上記(3)と同じ。 

ｄ．外部火災防護対象施設に対して波及的影響を

及ぼし得る施設 

上記(3)と同じ。 

ｅ．間接的に影響を受ける屋内の外部火災防護対

象施設 

間接的に影響を受ける屋内の外部火災防護対象

施設の許容温度については，次回以降に説明する。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-4 外部火災に関する許容温度、許容応力設定根拠】(1／11) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ-1-1-2-5-1 外部火災へ

の配慮に関する基本方針」に従い，外部火災の影響

を考慮する施設及び津波防護施設が，外部火災に

対して十分な健全性を有することを確認するため

の評価に用いる許容温度の設定根拠について説明

するものである。 

 

2. 設定根拠 

 

2.1  建屋及び津波防護施設のうち鋼管杭鉄筋コ

ンクリート防潮壁 

建屋コンクリート及び津波防護施設のうち鋼管

杭鉄筋コンクリート防潮壁表面温度の許容温度

は，200℃＊1（火災時における短期温度上昇を考慮

した場合においてコンクリート圧縮強度が維持さ

れる保守的な温度）とする。 

建屋の温度評価はコンクリート及び鋼管杭鉄筋

コンクリート防潮壁表面温度で実施している。建

屋及び鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁の表面は，

太陽輻射による温度上昇を考慮し，初期温度を

50℃に設定する。また，材質表面の放射率を考慮し

ない評価であるため，200℃を下回れば建屋及び鋼

管杭鉄筋コンクリート防潮壁の機能は確保され

る。 

 

 

 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅵ－１－１－１－４－１外

部火災への配慮に関する基本方針」に従い，外部火

災の影響を考慮する施設が，外部火災に対して十

分な健全性を有することを確認するための評価に

用いる許容温度の設定根拠について説明するもの

である。 

 

2. 外部火災の影響を考慮する施設の許容温度、

許容応力の設定根拠 

(1)建屋 

 

建屋については，次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回申請範囲の設備

のみを記載するもので

あり，新たな論点が生

じるものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下線： 

・プラントの違いによらない記載内容の差異 

・章立ての違いによる記載位置の違いによる差異    

二重下線： 

・プラント固有の事項による記載内容の差異 

・後次回の申請範囲に伴う差異 

【凡例】 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-4 外部火災に関する許容温度、許容応力設定根拠】(2／11) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  主排気筒，放水路ゲート，津波防護施設の

うち止水ジョイント部及び防潮扉 

主排気筒，津波防護施設のうち止水ジョイント

部及び防潮扉は，防護が必要となる部位が直接火

災の影響を受けるため，各施設の表面で評価を行

う。一方，放水路ゲートは，防護が必要となる部位

である放水路ゲート駆動装置が鋼板で覆われてい

るため，放水路ゲート駆動装置外殻表面で評価を

行う。なお，止水ジョイント部は，鋼製防護部材で

表面を覆っているため，鋼製防護部材表面で評価

を行う。 

主排気筒，放水路ゲート駆動装置外殻，津波防護

施設のうち止水ジョイント部（鋼製防護部材）及び

防潮扉の許容温度は，火災時における短期温度上

昇を考慮した場合において，鋼材の強度が維持さ

れる保守的な温度 325℃＊1とする。 

主排気筒，放水路ゲート駆動装置外殻，止水ジョ

 

(2)冷却塔 

冷却塔による冷却機能維持を確認するため冷却

水の出口温度により評価するため，以下の最大運

転温度を，許容温度とする。 

ａ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用安全

冷却水系： 35℃ 

ｂ．再処理設備本体用 安全冷却水系：  

ｃ．第２非常用ディーゼル発電機用安全冷却水系： 

37℃ 

 

(3)主排気筒 

主排気筒については，次回以降に詳細を説明す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業許可整合の観点で

冷却塔の最大運転温度

について記載したもの

であり，新たな論点が

生じるものではない。 

 

 

 

 

 

 

第１回申請範囲の設備

のみを記載するもので

あり，新たな論点が生

じるものではない。 
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-4 外部火災に関する許容温度、許容応力設定根拠】(3／11) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

イント部（鋼製防護部材）及び防潮扉の温度評価は

表面温度で実施している。主排気筒，放水路ゲート

駆動装置外殻，止水ジョイント部（鋼製防護部材）

及び防潮扉の表面は，太陽輻射による温度上昇を

考慮し，初期温度を 50℃に設定する。また，材質

表面の放射率を考慮しない評価であるため，325℃

を下回れば主排気筒，放水路ゲート，止水ジョイン

ト部及び防潮扉の機能は確保される。なお，放水路

ゲート駆動装置外殻及び止水ジョイント部（鋼製

防護部材）の内側には断熱材を設置することから，

内側の放水路ゲート駆動装置，止水ゴム等への熱

影響はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4)重大事故等対処設備 

重大事故等対処設備については，次回以降に詳

細を説明する。 

 

 

 

 

(5)非常用ディーゼル発電機 

非常用ディーゼル発電機については，次回以降

に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回申請範囲の設備

のみを記載するもので

あり，新たな論点が生

じるものではない。 

 

 

 

第１回申請範囲の設備

のみを記載するもので

あり，新たな論点が生

じるものではない。 
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-4 外部火災に関する許容温度、許容応力設定根拠】(4／11) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

2.3  非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。） 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。）内への流入空気の許容

温度は，空気冷却器の冷却能力よりメーカが算出

した，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機を含む。）の性能が担保される

最高温度 53℃＊2とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。）の温度評価は非常用デ

ィーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）内への流入空気で実施している。

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機を含む。）に流入する空気の初期温

度は，発電所に最も近い水戸地方気象台で観測し

た過去最高温度38.4℃を切り上げた40℃に設定す

る。また，材質表面の放射率を考慮しない評価であ

るため 53℃を下回れば，非常用ディーゼル発電機

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）

の機能は確保される。 

 

2.4  残留熱除去系海水系ポンプ 

残留熱除去系海水系ポンプの許容温度は，電動

機下部軸受温度制限が最も厳しく、その電動機下

部軸受の冷却として外気を用いることから，冷却

空気温度を許容温度として設定する。電動機下部

軸受温度を 80℃（自由対流式軸受の表面で測定す

るときの温度限度＊3）以下とするために必要な冷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上の

考慮であり，記載の差

異により新たな論点が

生じるものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上の

考慮であり，記載の差

異により新たな論点が

生じるものではない。 
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-4 外部火災に関する許容温度、許容応力設定根拠】(5／11) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

却空気温度 70℃＊4を許容温度として設定する。 

残留熱除去系海水系ポンプの温度評価は残留熱

除去系海水系ポンプ内への冷却空気の初期温度

を，発電所に最も近い水戸地方気象台で観測した

過去最高温度 38.4℃を切り上げた 40℃に設定し，

また材質表面の放射率を考慮しない評価であるた

め，70℃を下回れば，残留熱除去系海水系ポンプの

機能は確保される。 

 

2.5  非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポン

プ 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプの許容温

度は，電動機下部軸受温度制限が最も厳しく、その

電動機下部軸受の冷却として外気を用いることか

ら，冷却空気温度を許容温度として設定する。電動

機下部軸受温度を 95℃（転がり軸受に，耐熱性の

良好なグリースを使用する場合で，表面で測定す

るときの最高温度＊3）以下とするために必要な

60℃＊5を許容温度として設定する。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機を含む。）用海水ポンプの温度評価

は非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ内への冷

却空気の初期温度を，発電所に最も近い水戸地方

気象台で観測した過去最高温度 38.4℃を切り上げ

た 40℃に設定し，また材質表面の放射率を考慮し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の設計上の

考慮であり，記載の差

異により新たな論点が

生じるものではない。 
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-4 外部火災に関する許容温度、許容応力設定根拠】(6／11) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

ない評価であるため，60℃を下回れば，非常用ディ

ーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機を含む。）用海水ポンプの機能は確保される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)爆発に対し危険限界距離を確保できない施設

の許容応力 

爆発に対し危険限界距離を確保できない施設の

許容応力については，次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

(7)航空機墜落火災の想定における許容温度 

ａ．建屋 

上記(1)と同じ。 

 

ｂ．冷却塔 

以下の冷却塔の性能が保たれる温度を，許容温

度とする。 

 

 

(a)減速機 

減速機を構成する部品のうち，最も耐久温度が

低い の許容温度 とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回申請範囲の設備

のみを記載するもので

あり，新たな論点が生

じるものではない。 

 

 

当社では，航空機墜落

火災への防護として，

サイト条件から発電炉

とは異なる評価を行う

ものであり，新たな論

点として管理する。 
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-4 外部火災に関する許容温度、許容応力設定根拠】(7／11) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)原動機 

原動機を構成する部品のうち，最も耐久温度が

低い の許容温度 とす

る。また，原動機運転時は，自身の発熱の冷却に必

要な上限温度 とする。 

 

(c)ファン 

ファンを構成する材料のうち，最も耐久温度が

低い 許容温度 とする。 

 

(d)チューブサポート 

チューブサポートは，伝熱管を支持しているこ

とから支持架構同様に航空機墜落火災においても

強度が低下しない設計とし，

を許容温度とする。 

 

(e)支持架構 

支持架構については主に鋼材で構成されてお

り，鋼材の強度が維持される温度 325℃を許容温度

とする。鋼材の強度が維持される温度の設定根拠

は以下の通り。 

一般的に，鋼材は温度上昇に伴い強度が低下す

るが，その高温強度に対する公的規格は存在して

いない。一方，文献[１][２]によると，鋼材の高温時

における有効降伏応力度は以下の式により近似さ

れ，第１－１図のように表される。 

 

 

当社では，航空機墜落

火災への防護として，

サイト条件から発電炉

とは異なる評価を行う

ものであり，新たな論

点として管理する。 
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-4 外部火災に関する許容温度、許容応力設定根拠】(8／11) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝜎𝑦(𝑇) = { 
𝐹            𝑇 ≤ 325    

𝐹 ∙ (
700 − 𝑇

375
)     325 < 𝑇 < 700

 

 

鋼材の評価にあたり，航空機墜落火災と組み合

わせるべき荷重を，発生頻度が極めて小さい地震

および竜巻による荷重を除き，自重，風荷重，積雪

荷重とした。これら重畳する荷重に対して，第１－

１図のように鋼材の有効降伏応力度が低下した場

合においても，外部火災防護対象施設が耐え得る

設計とする。 

外部火災防護対象施設を構成する鋼材の許容温

度については，その施設の重要度を考慮し，航空機

墜落火災においても強度が低下しない設計とし，

第１－１図より，有効降伏応力度が常温時と変わ

らない 325℃を許容温度として設定した。 

なお，発電用原子力設備規格 設計・建設規格

（一般社団法人日本機械学会）において鋼材の制

限温度を 350℃としており，安全上重要な施設の支

持機能を期待する鋼材の許容温度を 325℃とする

ことは，この制限温度を踏まえも妥当であると判

断する。 

第１－１表に，設定した許容温度を示す。 

 

 

第１－１表 設定した許容温度 

 

第１－１図 鋼材の高温時の有効降伏応力度 

 

 

 

 

当社では，航空機墜落

火災への防護として，

サイト条件から発電炉

とは異なる評価を行う

ものであり，新たな論

点として管理する。 
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-4 外部火災に関する許容温度、許容応力設定根拠】(9／11) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．主排気筒 

上記(3)と同じ。 

 

 

 

 

ｄ．外部火災防護対象施設に対して波及的影響を

及ぼし得る施設 

外部火災防護対象施設に波及的影響を及ぼし

得る施設は，第１－１図より以下の考えから，鋼

材の有効降伏応力度が２／３まで低下した際の

鋼材温度である 450℃を許容温度とした。 

 

・波及的影響を及ぼし得る施設は，航空機墜落火

災時に機能維持を求められる施設ではないた

め，構造健全性が確保できる鋼材強度を維持

することが要求事項であること。 

 

・航空機墜落火災発生時において，考慮すべき荷

重を踏まえると，有効降伏応力度は１／３程

度まで低下しても，構造健全性は確保できる

ことから，保守性を考慮し，有効降伏応力度の

低下は２／３まで許容する設計とした。 

 

ｅ．間接的に影響を受ける屋内の外部火災防護対

象施設 

間接的に影響を受ける屋内の外部火災防護対象

施設については，次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

当社では，航空機墜落

火災への防護として，

サイト条件から発電炉

とは異なる評価を行う

ものであり，新たな論

点として管理する。 
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-4 外部火災に関する許容温度、許容応力設定根拠】(10／11) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注記 ＊1：「原田和典，建築火災のメカニズムと火

災安全設計」（平成 19 年 12 月 25 日財

団法人日本建築センター） 

＊2：過給機出口温度の限界値（142℃）に達する流

入空気温度 

＊3：電気規格調査会標準規格誘導機（ＪＥＣ-

 

 

 

3.  敷地内の危険物貯蔵施設等の許容温度 

以下の敷地内の危険物貯蔵施設等が内包する物

質の発火点温度を，許容温度とする。 

ａ．ボイラ用燃料受入れ・貯蔵所 

内包する重油の自然発火点温度約 240℃を保守

側に切り下げた値として 200℃を許容温度として

設定する。 

ｂ．ボイラ用燃料貯蔵所 

上記ａ．と同じ。 

ｃ．ディーゼル発電機用燃料油受入れ・貯蔵所 

上記ａ．と同じ。 

ｄ．精製建屋ボンベ庫 

内包する水素の発火点温度である 571.2℃を許

容温度として設定する。 

ｅ．ボイラ建屋ボンベ置場 

内包するプロパンの発火点温度である 405℃を

許容温度として設定する。 

 

4. 参考文献 

(1) 安部武雄ほか．“高温度における高強度コンク

リートの力学的特性に関する基礎的研究”．日

本建築学会構造系論文集 第 515 号．日本建

築学会，1999． 

(2) 建築火災のメカニズムと火災安全設計，日本

 

 

 

 

事業許可整合の観点で

危険物貯蔵施設等の許

容温度について記載し

たものであり，新たな

論点が生じるものでは

ない。 
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-4 外部火災に関する許容温度、許容応力設定根拠】(11／11) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

2137-2000） 

＊4：80℃-10℃（残留熱除去系海水系ポンプ電動機

の連続運転結果における下部軸受の最大温

度上昇値）＝70℃ 

＊5：95℃-35℃（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機の連続運転結果における下部軸受の最

大温度上昇値）＝60℃ 

建築センター 

(3) 発電用原子力設備規格 設計・建設規格,一

般社団法人日本機械学会 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-5 外部火災防護における評価方針】(1／63) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ-1-1-2-5-1 外部火災へ

の配慮に関する基本方針」に従い，外部火災防護

における評価方針について説明するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅵ－１－１－１－４－１ 

外部火災への配慮に関する基本方針」，「Ⅵ－１－

１－１－４－２ 外部火災の影響を考慮する施設

の選定」及び「Ⅵ－１－１－１－４－３ 外部火災

防護における評価の基本方針」，添付書類「Ⅵ－１

－１－１－４－４ 外部火災防護に関する許容温

度，許容応力の設定根拠」に従い，外部火災防護に

おける評価方針について説明するものである。 

 

2. 外部火災影響評価方針 

2.1  外部火災影響評価の対象施設 

添付書類「Ⅵ－１－１－１－４－２ 外部火災

の影響を考慮する施設の選定」に従って選定した

外部火災防護対象施設を収納する建屋又は重大事

故等対処設備を収納する建屋並びに屋外の外部火

災防護対象施設又は屋外の重大事故等対処設備を

評価対象とする。 

 

2.2  評価方針 

添付書類「Ⅵ－１－１－１－４－１ 外部火災

への配慮に関する基本方針」及び「Ⅵ－１－１－１

－４－３ 外部火災防護における評価の基本方

針」に従い評価する。 

 

2.2.1  評価の分類 

再処理施設の外部火災としては，「原子力発電所

の外部火災影響評価ガイド」（以下「外部火災ガイ

 

添付資料の引用を明確

化するものであり，新

たな論点が生じるもの

ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料の引用を明確

化するものであり，新

たな論点が生じるもの

ではない。 

 

 

 

 

添付資料の引用を明確

化するものであり，新

たな論点が生じるもの

ではない。 

 

 

当社の基本設計方針に

整合する記載としてい

下線： 

・プラントの違いによらない記載内容の差異 

・章立ての違いによる記載位置の違いによる差異    

二重下線： 

・プラント固有の事項による記載内容の差異 

・後次回の申請範囲に伴う差異 

【凡例】 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 評価について 

外部火災防護における評価として，森林火災に

ついては外部火災の影響を考慮する施設及び津波

防護施設の危険距離を算出し，その危険距離を上

回る離隔距離が確保されていることを確認する。 

 

 

 

 

 

ド」という。）を参考として，森林火災，石油備蓄

基地火災，石油備蓄基地火災と森林火災の重畳，危

険物貯蔵施設等の火災，危険物貯蔵施設等の爆発，

航空機墜落による火災，航空機墜落による火災と

敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発の重畳を対象と

する。また，危険物貯蔵施設等への熱影響について

も評価の対象とする。 

評価対象とする施設は，「2.1 外部火災影響評

価の対象施設」で示す外部火災の影響を考慮する

施設であるが，外部火災に評価の結果の厳しい外

部火災の影響を考慮する施設を選定し，代表で評

価を行う。 

 

3. 許容温度 

添付書類「Ⅵ－１－１－１－４－４ 外部火災

防護に関する許容温度，許容応力の設定根拠」に示

す許容温度とする。 

 

4. 評価について 

外部火災防護における評価として，森林火災に

ついては外部火災防護対象施設を収納する建屋の

危険距離を算出し，その危険距離を上回る離隔距

離が確保されていることを確認し，屋外の外部火

災防護対象施設について許容温度を満足すること

を確認し，それ以上の離隔が確保されていること

を確認する。 

 

 

るため記載が異なるも

のであり，新たな論点

が生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

双方の施設の違いによ

る記載の違いであり，

新たな論点が生じるも

のではない。 

当社施設を考慮し，事

業許可の通り評価する

ことによる違いであ

り，新たな論点を生じ

るものではない。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火

災，航空機墜落による火災，発電所敷地内に設置

する危険物貯蔵施設の火災と航空機墜落による火

災が同時に発生した場合の重畳火災（以下「重畳

火災」という。）については，外部火災の影響を考

慮する施設の温度を算出し，許容温度を満足する

ことを確認する。 

 近隣の産業施設，燃料輸送車両及び漂流船舶の

火災については，外部火災の影響を考慮する施設

の危険距離を算出し，その危険距離を上回る離隔

距離が確保されていることを確認する。 

 火災源ごとの評価方針を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備については次回以降に詳細

を説明する。 

 

 

 

近隣の産業施設の火災については，石油備蓄基

地火災を想定することとし，外部火災防護対象施

設を収納する建屋については，輻射強度を算出し，

危険輻射強度(2.3ｋＷ／ｍ２）を下回ることを確認

し，屋外の外部火災防護対象施設については，許

容温度以下となることを確認する。 

また，非常用ディーゼル発電機の外気取入口か

ら非常用ディーゼル発電機を収納する室へ流入す

る空気の温度を許容温度以下となることを確認す

る。 

 

 

敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の火災につ

いては，外部火災防護対象施設を収納する建屋及

び屋外の外部火災防護対象施設の温度を算出し，

許容温度を満足することを確認し，それ以上の離

隔が確保されていることを確認する。 

航空機墜落による火災については，対象航空機

が外部火災防護対象施設を収納する建屋等の直近

に墜落する火災を想定し，火炎からの輻射強度に

基づき外部火災防護対象施設を収納する建屋の外

壁及び建屋内の温度上昇を算出し，コンクリート

 

第１回申請範囲の設備

のみを記載するもので

あり，新たな論点が生

じるものではない。 

 

当社施設を考慮し，事

業許可の通り評価する

ことによる違いであ

り，新たな論点を生じ

るものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

当社施設を考慮し，事

業許可の通り評価する

ことによる違いであ

り，新たな論点を生じ

るものではない。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 発電所敷地内に対する評価方針 

 

2.1.1 森林火災の評価について 

 

 (1) 評価方針 

 

設置（変更）許可を受けた防火帯外縁における

火炎輻射強度を用いて，外部事象防護対象施設を

内包する建屋の表面温度が許容温度となる危険距

離並びに，屋外の外部事象防護対象施設及び津波

の許容温度を満足する範囲で建屋外壁が，要求さ

れる機能を損なわない及び，建屋内の外部火災防

護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。 

また，屋外の外部火災防護対象施設については，

外部火災防護対象施設の安全機能を損なわないこ

とを評価し，航空機墜落火災の想定において直近

となる支持架構については，強度低下が起こらな

い温度となることを確認する。 

外部火災防護対象施設に対して波及的影響を及

ぼし得る施設については，一時的な強度低下が起

こっても倒壊及び脱落しない温度となることを確

認する。 

航空機墜落火災の想定において外部火災防護対

象施設を収納する建屋内にあっても間接的に受け

る施設については，飛来物防護板等からの二次的

な輻射を考慮しても影響のない温度となることを

確認する。 

 

4.1  森林火災に対する熱影響評価 

 

(1) 輻射強度の算出 

 

ａ．算出方針 

 

事業指定（変更許可）を受けたとおり，防火帯外

縁における最大火炎輻射強度（750ｋＷ／ｍ２）とな

るセルを評価対象の最近接となる位置に配置し

 

 

 

当社施設を考慮し，事

業許可の通り評価する

ことによる違いであ

り，新たな論点を生じ

るものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社施設を考慮し，事

業許可の通り評価する

ことによる違いであ

り，新たな論点を生じ
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

防護施設の温度が許容温度となる危険距離を算出

し，その危険距離を上回る離隔距離が確保されて

いることを確認する。熱影響評価上は保守的に，

火炎輻射強度（建屋及び津波防護施設のうち鋼管

杭鉄筋コンクリート防潮壁の評価においては 444 

kW/m2，その他評価においては 442 kW/m2）の位置を

外部火災の影響を考慮する施設の最近接の森林境

界として評価する。評価に用いる評価指標とその

内容を表 2.1.1-1，最大の火炎輻射強度の位置を図

2.1.1-1,図 2.1.1-2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 評価条件 

a．森林火災による熱を受ける面と森林火災の火炎

輻射強度が発する地点が同じ高さにあると仮定し

最短距離にて評価を行う。 

b．森林火災の火炎は，円筒火炎モデルを使用する。

火炎の高さは燃焼半径の 3 倍とし，燃焼半径から

円筒火炎モデルの数を算出することにより火炎到

達幅の分だけ円筒火炎モデルが横一列に並ぶもの

とする。横一列に並んだ円筒火炎モデルの数だけ

て，評価対象が受ける輻射強度を算出し，評価対象

の外部火災防護対象施設を収納する建屋の表面温

度が許容温度となる危険距離並びに，屋外の外部

火災防護対象施設の温度が許容温度以下となるこ

とを確認し，その距離を上回る離隔距離を確保す

る。 

輻射強度算出の流れを第 4.1-1 図，算出に用い

る評価指標とその内容を第 4.1-1 表，最大の火炎

輻射強度の位置を第 4.1-2図にそれぞれ示す。 

重大事故等対処設備については次回以降に詳細

を説明する。 

 

 

第 4.1-1表 評価指標について 

 

第 4.1-1 図 輻射強度の算出の流れ 

 

第 4.1-2図 最大の火炎輻射強度の位置 

 

ｂ．算出条件 

(a) 森林火災による熱を受ける面と森林火災の火

炎輻射強度が発する地点が同じ高さにあると仮

定し最短距離にて算出する。 

(b) 森林火災の火炎は，円筒火炎モデルを使用す

る。火炎の高さは燃焼半径の３倍とし，燃焼半径

から円筒火炎モデルの数を算出する。円筒火炎

モデル数は，火炎最前線のセル毎に設定する。 

(c) 外部火災防護対象施設を収納する建屋及び屋

るものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社では事業許可の通

り森林火災で想定され

る円筒火炎モデルを配
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

外部火災の影響を考慮する施設へ熱が伝わること

とする。 

 

 

 

 

 

 

c．円筒火炎モデルの燃焼の考え方は，ある地点の

燃焼完了後に隣へ移動する解析であり，隣へ移動

した後は燃焼していた地点の可燃物を燃焼しつく

していることから，消炎するものとする。また，メ

ッシュの燃焼途中での移動は考慮しない。最初の

地点から両隣へ移動した後の輻射は，2 箇所から

同時に輻射される。森林火災における円筒火炎モ

デル評価の概要を図 2.1.1-3 に示す。 

 

d．気象条件は無風状態とする。 

 

 

 

 

(3) 計算方法 

 森林火災解析結果による反応強度，火炎長及び

火災到達幅を用いて，火炎輻射強度，燃焼半径，燃

焼継続時間，円筒火炎モデル数，形態係数等を求

め，それらから危険距離を算出する。 

 

外の外部火災防護対象施設への熱影響が厳しく

なるよう，火炎最前線のセルから最大火炎輻射

強度となるセルを設計対処施設の最短として配

置し，火炎最前線の到達したセルを横一列に並

べ，全てのセルからの火炎輻射強度を考慮する。

森林火災における円筒火炎モデルの概要を第

4.1-3図に示す。 

 

(d) 円筒火炎モデルの燃焼の考え方は，ある地点

の燃焼完了後に隣へ移動する解析であり，隣へ

移動した後は燃焼していた地点の可燃物を燃焼

しつくしていることから，消炎するものとする。

また，メッシュの燃焼途中での移動は考慮しな

い。 

 

 

 

(e) 気象条件は無風状態とする。 

 

第 4.1-3 図 円筒火炎モデルの概要 

 

 

ｃ．計算方法 

外部火災ガイドを参考として，FARSITEによる解

析結果を用い，外部火災防護対象施設を収納する

建屋及び屋外の外部火災防護対象施設への輻射強

度を算出する。 

重大事故等対処設備については次回以降に詳細

置するものであり，新

たな論点が生じるもの

ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社では事業許可の通

り森林火災の計算方法

について説明するもの

であり，新たな論点が

生じるものではない。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

a. 記号の説明 

算出に用いる記号とその単位及び定義を以下に

示す。 

 

b. 輻射強度の算出  

(a) 建屋及び津波防護施設のうち鋼管杭鉄筋コ

ンクリート防潮壁の評価 

建屋及び鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁表面温

度が許容温度 200 ℃となるときの輻射強度(ｑｓ)

を次式のとおり算出する。 

 

∆𝑇𝑖 =
𝜆

𝜌𝐶𝑝
∆𝑡 (

𝑇𝑖+1−2𝑇1+𝑇𝑖−1

∆𝑥2 )     (式 2.1.1-1) 

(参考：流体力学の数値計算法 東京大学出版会) 

 

深さ方向の位置変化を“i”及び“i＋1”で表示

する。なお，内部に位置した場合には，壁内部の計

算に使用する式により深さ方向の位置変化を“i－

1”，“i”及び“i＋1”で表示することとなる。

建屋及び鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁表面にお

ける壁面境界においては，熱流束境界を適用する。

境界条件は 

−λ
∂T

∂x
|

x=0
= qs  

 

となることから 

を説明する。 

 

(a) 記号の説明 

算出に用いる記号とその単位及び定義を以下に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社では章構成の整理

を見直し，「c.計算方法」

において算出する輻射

強度までを記載するも

のであり，新たな論点が

生じるものではない。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

∆𝑇𝑠 =
2

𝜌𝐶𝑝
∙

∆𝑡∙𝑞𝑠

∆𝑥
  

 

ある時間の壁面温度をＴｓと表示する。 

 

また，天井スラブの評価については，天井への

輻射の入射角が浅く垂直外壁面に比べて天井スラ

ブへの輻射強度が低いことから垂直外壁面の評価

に包絡される。 

 

天井スラブの評価概念図を図 2.1.1-4 に示す。 

 

(b) 主排気筒，放水路ゲート，津波防護施設のう

ち止水ジョイント部及び防潮扉の評価  

主排気筒，放水路ゲート駆動装置外殻，津波防

護施設のうち止水ジョイント部（鋼製防護部材）

及び防潮扉の表面温度が許容温度 325 ℃となると

きの輻射強度を次式のとおり算出する。 

放水路ゲート駆動装置の評価概念図を図 2.1.1-

5 に示す。 

 

𝑇 = 𝑇1 +
𝐸

2ℎ
           (式 2.1.1-2) 

(参考：建築火災のメカニズムと火災安全設計 財

団法人日本建築センター) 

 

(c) 非常用ディーゼル発電機(高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機を含む。)の評価  
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非常用ディーゼル発電機(高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。)の流入空気が許容温度

53 ℃となるときの輻射強度を次式のとおり算出

する。 

 

𝑇 = 𝑇0 +
𝐸∙∆

𝐺∙𝐶𝑝
+ ∆𝑇        (式 2.1.1-3) 

(参考：空気調和衛生工学便覧 第 14 版) 

 

(d) 残留熱除去系海水系ポンプの評価  

残留熱除去系海水系ポンプの冷却空気が許容温

度 70 ℃となるときの輻射強度の計算方法は，（式

2.1.1-3）と同じである。 

 

(e) 非常用ディーゼル発電機(高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機を含む。)用海水ポンプの評価  

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。）用ポンプの冷却空気が

許容温度 60 ℃となるときの輻射強度の計算方法

は，（式 2.1.1-3）と同じである。 

 

c. 燃焼半径の算出 

 燃焼半径（Ｒ）を次式のとおり算出する。 

 

 Ｒ＝Ｈ/3 （式 2.1.1-4） 

 （出典：評価ガイド） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 燃焼半径の算出 

 燃焼半径（R）を次式のとおり算出する。 

 

R =
H

3
 ･･･(式 4.1-1) 

 （出典：外部火災ガイド） 
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d. 円筒火炎モデル数の算出 

 円筒火炎モデル数（Ｆ）を次式のとおり算出す

る。 

 Ｆ＝Ｗ/2Ｒ （式 2.1.1-5） 

 （出典：評価ガイド） 

 

e. 各円筒火炎モデルの形態係数の算出 

各円筒火炎モデルの形態係数(φi)を次式のとお

り算出する。 

 

 

 

 

 

 

f. 形態係数の算出 

 形態係数(φt)を，次式のとおり算出する。 

 E0=φ0・F'・Rf （中心火炎の場合） （式 2.1.1-

7） 

 Ei=φi・F'・Rf・2 （中心以外の火炎の場合） （式

2.1.1-8） 

 

 φ：形態係数，Rf：最大火炎輻射強度(kW/m２) 

 F'：1 メッシュあたりの円筒火炎モデル数 

 

(c) 円筒火炎モデル数の算出 

 火炎が到達したセル毎に円筒火炎モデル数（F）

を算出する。 

F =
W

2R
 ･･･(式 4.1-2) 

（出典：外部火災ガイド） 

 

(d) 形態係数の算出 

外部火災ガイドを参考として，式 4.1-3 から円

筒火炎モデルの形態係数を算出する。 

∅𝑖 =
1

𝜋𝑛
tan−1 (

𝑚

√𝑛2−1
) +

𝑚

𝜋
{

(𝐴−2𝑛)

𝑛√𝐴𝐵
tan−1 [√

𝐴(𝑛−1)

𝐵(𝑛+1)
] −

1

𝑛
tan−1 [√

(𝑛−1)

𝑛+1
]}  

･･･(式 4.1-3) 

ただし，m =
H

R
≒ 3，n =

L

R
，A = (1 + n)2 +

m2，B = (1 − n)2 + m2 

 

 

(e)輻射強度の算出 

火炎最前線に到達した各セルからの火炎輻射強

度は，次式のとおり算出する。 

 

Ei = ∅t × Rf …（式 4.1-4） 

∅t：形態係数 

Rf：火炎輻射強度(kW/m２) 

 

 

 

当社施設を考慮し，事

業許可の通り評価する

ことによる違いであ

り，新たな論点を生じ

るものではない。 

 

当社施設を考慮し，事

業許可の通り評価する

ことによる違いであ

り，新たな論点を生じ

るものではない。 

 

 

 

 

 

 

当社施設を考慮し，事

業許可の通り評価する

ことによる違いであ

り，新たな論点を生じ

るものではない。 
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 各円筒火炎モデルの形態係数を合計した値が，

外部火災の影響を考慮する施設に及ぼす影響につ

いて考慮すべき形態係数φt となる。 

 

 

 

 φt＝（φｉ＋φｉ＋1＋φｉ＋２････） 

 

 なお，i＋（i＋1）＋（i＋2）･･･＋（i＋X）の火

炎モデル数の合計はＦ個となる。 

 

 

 

 

g. 危険距離の算出 

 形態係数(φt)，火炎長（Ｈ）及び燃焼半径（Ｒ）

を用いて危険距離（Ｌｔ）を，式 2.1.1-6 を用いて

算出する。 

 

表 2.1.1-1 温度評価に用いたデータ内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各円筒火炎モデルの形態係数を合計した値を，

外部火災の影響を考慮する施設に及ぼす影響を評

価するに当たり用いる各セルの考慮すべき形態係

数∅𝑡とする。円筒火炎モデルを第 4.1-4図に示す。 

 

∅𝑡 = ∑𝑖=1
𝐹 (∅𝑖 + ∅𝑖+1 + ∅𝑖+2 ⋯ ⋯ + ∅𝑖+𝑥)  

･･･(式 4.1-4) 

ただし，i，(i+1)，(i+2)，･･･，(i+x)の円筒火炎

モデル数の合計は F 個とする。 

 

第 4.1-4図 円筒火炎モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 熱影響評価 

ａ．評価方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

危険距離評価について

は，当社施設では建屋

の評価のみに使用して

おり，個々の評価は次

の章で説明することと

した。章構成の違いで

あり，新たな論点を生

じるものではない。 

 

 

当社施設を考慮し，事

業許可の通り評価する

ことによる違いであ
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外部火災防護対象施設を収納する建屋又は重大

事故等対処設備を収納する建屋並びに屋外の外部

火災防護対象施設又は屋外の重大事故等対処設備

を対象とした熱影響評価を実施する。 

ｂ．評価方法 

(a) 外部火災防護対象施設及び重大事故等対処設

備を収納する建屋 

外部火災防護対象施設及び重大事故等対処設備

を収納する建屋については次回以降に詳細を説明

する。 

(b) 冷却塔 

通常運転時の出口温度に対して，森林火災から

の火炎輻射強度による冷却水温度の上昇を評価す

る。冷却水温度への熱影響評価の計算モデルを第

4.1-5図に示す。 

・記号の説明 

 算出に用いる記号とその単位及び定義を以下に

示す。 

・森林火災からの火炎輻射による冷却水の出口温

度の算出 

以下の式 4.1-7 から，森林火災からの火炎輻射

による冷却水温度の上昇を算出する。 

 

∆T2 =
E×A

Cp×G
  …（式 4.1-7） 

（出典 日本機械学会．伝熱工学資料 改訂第 4

版） 

 

り，新たな論点を生じ

るものではない。 
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(c)重大事故等対処設備 

重大事故等対処設備については次回以降に詳細

を説明する。 

(d)主排気筒並びに主排気筒に接続する屋外 配

管及び屋外ダクト 

主排気筒並びに主排気筒に接続する屋外 配管

及び屋外ダクトについては次回以降に詳細を説明

する。 

  第 4.1-5図 冷却水温度への熱影響評価の計

算モデル 

 

4.2 近隣の産業施設の火災に対する熱影響評価 

4.2.1  石油備蓄基地火災に対する熱影響評価 

(1) 輻射強度の算出 

ａ．算出方針 

近隣の産業施設の火災については，敷地周辺 10

ｋｍ範囲内に存在する石油備蓄基地の火災を想定

し，評価対象の受熱面における輻射強度を算出す

る。 

ｂ．算出条件 

(a) 気象条件は無風状態とする。 

(b) 石油備蓄基地に配置している 51基の原油タン

ク(約11.1万ｍ３/基)の原油全てが防油堤内に流

出した全面火災を想定し，原油タンクから流出

した石油類は全て防油堤内に留まるものとす

る。 

(c) 火災は原油タンク９基(３列×３行)又は６基

(２列×３行)を１単位とした円筒火災モデルと

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該記載については，

発電炉では p44に記載

されており，新たな論

点が生じるものではな

い。 

事業許可の通り当社施

設のサイト条件から，

石油備蓄基地火災が想

定され，当社施設を考

慮し，事業許可の通り

評価することによる違

いであり，新たな論点

を生じるものではな

い。 
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し，火炎の高さは燃焼半径の３倍とする。円筒火

災モデルの概念図を第 4.2.1-1図に示す。 

(d) 原油タンクは，燃焼半径が大きく，燃焼時に

空気供給が不足し，大量の黒煙が発生するため，

輻射発散度の低減率(0.3)を考慮する。 

 

第 4.2.1-1 図 円筒火炎モデルの概念図 

 

ｃ．計算方法 

石油備蓄基地火災については，原油タンクの貯

蔵量，原油タンクから評価対象の受熱面までの距

離等から建屋外壁で受ける輻射強度を算定すると

ともに，その輻射強度が建屋外壁の許容温度に達

する危険輻射強度を算出する。 

(a) 記号の説明 

(b) 燃焼半径の算出 

石油備蓄基地火災の円筒火災モデルは，石油備

蓄基地の防油堤の大きさ，配置を踏まえて設定す

る。原油タンクについては，３行 13列及び３行４

列で配置され，防油堤については，原油タンクが 3

行１列，２行２列又は２行１列の単位で設置され

ている。 

想定する火災は，51 基の原油タンクの原油全て

が防油堤内に流出した全面火災とし，流出した原

油は防油堤内に留まることを想定する。 

想定する火災を踏まえ火炎のモデル化につい

て，全防油堤の面積で 1 つの円筒火災モデルとす

ると，実際の燃焼形態とモデルの燃焼形態の乖離
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が大きく，非現実的なモデルとなる。一方，防油堤

単位で円筒火災モデルを設定した場合でも，３列

１行又は２行１列で設置された防油堤について

は，実際の燃焼形態との間に乖離が大きい。 

原油貯蔵タンクは，隣接するタンクと防油堤を

共有しているものが複数あることから，現実的な

底面積の設定として，原油貯蔵タンク９基(３列×

３行)又は６基(２列×３行)を１単位として円筒

形にモデル化し，円筒火災相互の輻射遮蔽効果は

無視する。また，防油堤の大きさは航空写真から概

算で原油貯蔵タンク１基あたり縦幅及び横幅とも

に 160ｍと設定し，外部火災ガイドを参考に燃焼半

径 R は式 4.2.1-1より算出する。 

 

R = √
𝑤×𝑑

𝜋
 ･･･（式 4.2.1-1） 

                    

(c) 輻射強度の算定 

外部火災ガイドを参考として，各円筒火災から

の形態係数を式 4.2.1-2により求める。 

 

 ∅𝑖 =
1

𝜋𝑛
tan−1 (

𝑚

√𝑛2−1
) +

𝑚

𝜋
{

(𝐴−2𝑛)

𝑛√𝐴𝐵
tan−1 [√

𝐴(𝑛−1)

𝐵(𝑛+1)
] −

1

𝑛
tan−1 [√

(𝑛−1)

𝑛+1
]}  

･･･(式 4.2.1-2) 

た だ し  m =
𝐻

𝑅
≒ 3，𝑛 =

𝐿

𝑅
，𝐴 = (1 + 𝑛)2 +
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𝑚2，𝐵 = (1 − 𝑛)2 + 𝑚2 

 

ここで，求めた各円筒火災の形態係数から，外部

火災ガイドを参考として，輻射強度を式 4.2.1-3に

より求める。 

 

 E = ∑ ∅i
6
i=1 ・Rf ･･･(式 4.2.1-3) 

 

∅i(i＝1~6)：第 4.2.1-1図に示した各円筒火災の

形態係数 

ここで，輻射発散度 Rƒ は油種により決まるもの

であり，外部火災ガイドを参考として，カフジ原油

の値を採用し，41ｋＷ／ｍ２と設定する。 

また，大規模な石油備蓄基地火災を想定するた

め，輻射発散度の低減率(ｒ＝0.3)を考慮する。 

 

(2) 熱影響評価 

ａ．評価方針 

外部火災防護対象施設を収納する建屋及び屋外

の外部火災防護対象施設を対象とした熱影響評価

を実施する。 

ｂ．評価方法 

(a) 外部火災防護対象施設を収納する建屋 

外部火災防護対象施設を収納する建屋について

は，後次回以降に詳細を説明する。 

(b) 冷却塔 

4.1(2)b.(b)と同様とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業許可の通り当社施

設のサイト条件から，

石油備蓄基地火災が想

定され，当社施設を考

慮し，事業許可の通り

評価することによる違

いであり，新たな論点

を生じるものではな

い。 
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(c) 非常用ディーゼル発電機 

非常用ディーゼル発電機については，後次回以

降に詳細を説明する。 

4.2.2 石油備蓄基地火災と森林火災の重畳に対

する熱影響評価 

(1) 輻射強度の算出 

ａ．算出方針 

石油備蓄基地火災と森林火災の重畳時の評価対

象の受熱面における輻射強度から，冷却塔の冷却

水配管の温度を算出し，許容温度を下回ることを

確認する。 

石油備蓄基地火災において，防油堤外部へ延焼

する可能性は低いが，外部火災ガイドを参考とし

て，石油備蓄基地周辺の森林へ飛び火することに

より設計対処施設へ迫る場合を想定し，石油備蓄

基地火災と森林火災の重畳を想定する。 

ｂ．算出条件 

石油備蓄基地火災については，「4.2.1(1) 算出

条件」と同じである。 

森林火災については，「4.1(1) 算出条件」と同

じである。 

ｃ．計算方法 

石油備蓄基地火災及び森林火災の重畳による影

響評価は，火炎からの輻射強度による冷却塔の冷

却水配管の温度を算出する。 

石油備蓄基地火災については，「4.2.1(2)」と同

じである。 

森林火災については，「4.1(2)」と同じである。 

 

 

 

事業許可の通り当社施

設のサイト条件から，

石油備蓄基地火災が想

定され，当社施設を考

慮し，事業許可の通り

評価することによる違

いであり，新たな論点

を生じるものではな

い。 
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2.1.2 発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設等

の火災の評価について 

2.1.2.1 火災源に対する評価方針 

 (1) 評価方針 

 

発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の離

隔距離や貯蔵量を勘案して，火災源ごとに外部火

災の影響を考慮する施設の温度を算出し，許容温

度を満足することを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

（2）熱影響評価 

外部火災防護対象施設を収納する建屋及び屋外

の外部火災防護対象施設の熱影響評価は石油備蓄

基地火災の熱影響評価で算出した結果と森林火災

の熱影響評価で算出した結果を加え，算出する。 

石油備蓄基地火災及び森林火災の重畳評価に関

する検討手順を第 4.2.2-1図に示す。 

 

第 4.2.2-1 図 石油備蓄基地火災及び森林火災の

重畳評価に関する検討手順 

 

4.2.3  敷地内の危険物貯蔵施設等に対する熱影

響評価 

 

(1) 輻射強度の算出 

ａ．算出方針 

敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の火災につ

いては，貯蔵量，配置状況及び離隔距離を考慮し，

危険物貯蔵施設等ごとに輻射強度を算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本設計方針の通り記

載するものであり，発

電炉も次のパラグラフ

で配置条件について記

載しているものである

ことから，新たな論点

が生じるものではな

い。 

「許容温度を満足す

る」と「輻射強度を算

出する」の違いについ

ては，危険距離，許容
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発電所敷地内の設置している屋外の危険物貯蔵

施設等のうち，直接外部火災の影響を考慮する施

設を臨むことができる危険物貯蔵施設等と外部火

災の影響を考慮する施設を図 2.1.2-1 のフローに

基づき選定し（表 2.1.2-1 参照），火災源ごとに外

部火災の影響を考慮する施設に対する温度を算出

し評価する。 

 

発電所敷地内の設置している屋外の危険物貯蔵

施設等のうちフローに基づき選定した火災の影響

評価対象は溶融炉灯油タンク，主要変圧器，所内

変圧器２Ａ及び起動変圧器２Ｂであり，溶融炉灯

油タンク，主要変圧器及び所内変圧器２Ａは，タ

ービン建屋及び放水路ゲートに対する影響を評価

し，起動変圧器２Ｂは，タービン建屋に対する影

響を評価する。また，主要変圧器及び所内変圧器

２Ａの放水路ゲートに対する評価は，両変圧器の

うち放水路ゲートに近い主要変圧器から放水路ゲ

ートまでの離隔距離を用いる。発電所敷地内に設

置している屋外の危険物貯蔵施設等の設置状況を

表 2.1.2-1 及び図 2.1.2-2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

敷地内に存在する危険物貯蔵施設等（火災源）を

第 4.2.3-1表に，危険物貯蔵施設等（火災源）の配

置状況を第 4.2.3-1 図に，評価する危険物貯蔵施

設等と外部火災の影響を考慮する施設の選定フロ

ーを第 4.2.3-2 図に示す。 

 

 

 

 

敷地内に存在する危険物貯蔵施設等のうちフロ

ーに基づき選定した輻射強度を算出する対象は，

敷地内に複数存在する危険物貯蔵施設等の中か

ら，ボイラ用燃料受入れ・貯蔵所に設置する重油タ

ンクの火災，ボイラ用燃料貯蔵所に設置する重油

タンクの火災及びディーゼル発電機用燃料受入

れ・貯蔵所に設置する重油タンクの火災を想定す

る。 

 

 

 

 

 

温度を次の章で説明す

ることとしており，章

構成の違いであり，新

たな論点を生じるもの

ではない。 

 

当社ではフロー中に記

載される選定条件はフ

ローに記載し，評価方

針は次の章で説明する

こととしており，記載

及び章構成の違いであ

り，新たな論点を生じ

るものではない。 

 

当社施設の選定結果で

あり，新たな論点を生

じるものではない。 
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地下タンク貯蔵所は乾燥砂で周囲を覆って設置

しており，火災が発生しても影響は小さいことか

ら評価対象外とした。 

なお，発電所構外より入所してくるタンクロー

リについては，燃料補充時は監視人が立会いを実

施し，万が一の火災発生時は速やかに消火活動が

可能であることから，評価対象外とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 評価条件 

a．危険物貯蔵施設等の貯蔵量は，危険物施設とし

て許可された貯蔵容量を超えない運用上の最大貯

蔵量とする。 

b．離隔距離は，評価上厳しくなるよう，タンク位

置から外部火災の影響を考慮する施設までの直線

距離とする。 

c．危険物貯蔵施設等の破損等による防油堤内の全

面火災を想定した。 

 

 

なお，技術開発研究所重油貯槽に設置する重油

タンクは，第 4.2.3-1 表から他の重油タンクと比

較し貯蔵量が少なく，かつ，他の重油タンクと比較

し評価対象までの距離が長いことから，技術開発

研究所重油貯槽に設置する重油タンクの火災の熱

影響は，他の重油タンクの火災の輻射強度に包絡

されるため，輻射強度の算出対象外とする。 

 

第 4.2.3-1 表 敷地内に存在する危険物貯蔵施設

等（火災源） 

 

第 4.2.3-1 図 危険物貯蔵施設等（火災源）の配

置状況 

 

第 4.2.3-2 図 危険物貯蔵施設等と外部火災の影

響を考慮する施設の選定フロー 

 

ｂ．算出条件 

(a) 危険物貯蔵施設等の貯蔵量は，危険物施設と

して許可された貯蔵容量を超えない運用上の最

大貯蔵量とする。 

(b) 離隔距離は，評価上厳しくなるよう，タンク

位置から外部火災の影響を考慮する施設までの

直線距離とする。 

(c) タンク内の重油全てが防油堤内に流出した全

面火災を想定し，流出した重油は全て防油堤内

に留まるものとする。 

 

当社施設の選定結果で

あり，新たな論点を生

じるものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

想定として違いはな

く，当社の事業許可の

通り記載するものであ
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d．気象条件は無風状態とする。 

f．火炎は円筒火炎モデルとし，火炎の高さは燃焼

半径の 3 倍とした。想定する円筒火災モデルを図

2.1.2-3 に示す。 

 

 

 

 

(3) 計算方法 

火災源の防油堤面積等から求める燃焼半径，燃

料量により燃焼継続時間を求める。その燃焼継続

時間，輻射強度等を用いて，外部火災の影響を考

慮する施設の温度を算出する。 

 

 

a. 記号の説明 

b．燃焼半径の算出 

 燃焼半径（Ｒ）を次式のとおり算出する。 

 
 （出典：評価ガイド） 

 

 

 

 

c．形態係数の算出 

 

 

(d) 気象条件は無風状態とする。 

(e) 火災は円筒火災モデルとし，火炎の高さは燃

焼半径の３倍とする。想定する円筒火災モデル

を第 4.2.3-2 図に示す。 
 

 

第 4.2.3-2 図 想定する円筒火炎モデル 

 

ｃ．計算方法 

危険物貯蔵施設等の火災からの輻射強度の算出

は，外部火災ガイドの「付属書Ｂ 石油コンビナー

ト等火災・爆発の原子力発電所への影響評価につ

いて」の「２．２．４ 燃焼半径の算出」及び「２．

２．５ 危険距離の算出」の評価モデルを参考に実

施する。 

(a) 記号の説明 

(b) 燃焼半径の算出 

外部火災ガイドを参考として，燃焼半径 R は式

4.2.3-1より算出する。 

 

 R = √
𝑤×𝑑

𝜋
 …（式 4.2.3-1） 

（出典：外部火災ガイド） 

 

(c) 輻射強度の算定  

外部火災ガイドを参考として，式 4.2.3-2 から

り，新たな論点を生じ

るものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価方法として同じで

あるとともに，外部火

災ガイドの引用を明確

にするものであり，新

たな論点を生じるもの

ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■186



別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-5 外部火災防護における評価方針】(22／63) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 形態係数は次式のとおり算出する 

 

。 

 
 （出典：評価ガイド） 

 

 

 

 

d．輻射強度の算出 

 輻射強度の計算方法は，次式のとおり算出する。 

 

 

 

 Ｅ＝Ｒｆ・φ （式 2.1.2-3） 

 （出典：評価ガイド） 

 

 

 

 

e．燃焼継続時間の算出 

 燃焼継続時間（ｔ）の計算方法は，次式のとおり

算出する。 

 
 （出典：評価ガイド） 

円筒火炎モデルの形態係数を算出する。 

 

∅ =
1

𝜋𝑛
tan−1 (

𝑚

√𝑛2−1
) +

𝑚

𝜋
{

(𝐴−2𝑛)

𝑛√𝐴𝐵
tan−1 [√

𝐴(𝑛−1)

𝐵(𝑛+1)
] −

1

𝑛
tan−1 [√

(𝑛−1)

𝑛+1
]}  

…（式 4.2.3-2） 

ただし m =
𝐻

𝑅
≒ 3，𝑛 =

𝐿

𝑅
，𝐴 = (1 + 𝑛)2 +

𝑚2，𝐵 = (1 − 𝑛)2 + 𝑚2 

（出典：外部火災ガイド） 

 

 

ここで，求めた形態係数から，外部火災ガイドを

参考として，輻射強度 E を以下の式 4.2.3-3 によ

り算出する。 

 

E = Rƒ ∙ ∅ …（式 4.2.3-3） 

（出典：外部火災ガイド） 

 

ここで，輻射発散度 Rƒ は外部火災ガイドを参考

として，輻射発散度を 23ｋＷ／ｍ２と設定する。 

 

e．燃焼継続時間の算出 

建屋評価に使用する評価式については次回以降

に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回申請範囲である

安全機能を有する施設

に対する記載とし，建

屋については次回申請

以降で申請することを
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f. 温度の算出 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 建屋の評価の場合 

 建屋表面温度の評価では，周囲への放熱を考慮

しない次式を用いて算出する。 

 

 （参考：伝熱工学，東京大学出版会） 

 ただし，式 2.1.2-5 で算出した建屋表面温度が

許容温度である200℃を超える場合には，周囲への

放熱を考慮した次式を用いて算出する。なお，現

実的に起こり得る放熱量を上回ることがないよ

う，放熱量が低くなる保守的な条件を設定した。 

 

 （参考：建築火災のメカニズムと火災安全設計 

財団法人日本建築センター） 

 

(b) 主排気筒及び放水路ゲートの評価 

 主排気筒及び放水路ゲート駆動装置外殻の表面

 

 

(2) 熱影響評価 

ａ．評価方法 

4.2.1(2)と同様とする。 

ｂ．評価方法 

 

 

 

 

(a) 外部火災防護対象施設を収納する建屋 

外部火災防護対象施設を収納する建屋について

は，後次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 冷却塔 

4.1(2)b.(b)と同様とする。 

記載。 

 

 

前パラグラフで輻射強

度の評価，本パラグラ

フで評価方法を記載す

るとしており，章構成

の違いであり，新たな

論点を生じるものでは

ない。 

 

第１回申請範囲である

安全機能を有する施設

に対する記載とし，建

屋については次回申請

以降で申請することを

記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社施設の選定結果で
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温度は，（式 2.1.1-2）を用いて算出する。 

 

(c) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機を含む。）の評価 

 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。）の流入空気の温度は，

（式 2.1.1-3）を用いて算出する。 

 

(d) 残留熱除去系海水系ポンプの評価 

 残留熱除去系海水系ポンプの冷却空気の温度

は，（式 2.1.1-3）を用いて算出する。 

 

(e) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプの評価 

 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。）用ポンプの冷却空気の

温度は，（式 2.1.1-3）を用いて算出する。 

 

2.1.2.2 爆発源に対する評価方針 

 

 (1) 評価方針 

 発電所敷地内の爆発源となる設備の貯蔵量等を

勘案して，外部火災の影響を考慮する施設へのガ

ス爆発の爆風圧が人体に対して影響を与えない

0.01 MPa となる距離である危険限界距離を評価

する。想定する爆発源の位置を図 2.1.2-2 に示す。 

 発電所敷地内の爆発源となる設備のうち，爆発

の影響評価対象は水素貯槽である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4  敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発 

(1) 危険限界距離の評価 

ａ．評価方針 

敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の爆発につ

いては貯蔵量等を勘案して，外部火災防護対象施

設を収納する建屋及び屋外の外部火災防護対象施

設へのガス爆発の爆風圧が人体に対して影響を与

えない 0.01ＭＰａとなる距離である危険限界距離

を算出し，その危険限界距離を上回る離隔距離が

確保されていることを評価する。 

あり，新たな論点を生

じるものではない。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

発電所敷地内の爆発源となる設備一覧を表 2.1.2-

2 に示す。 

 そのうち，直接外部火災の影響を考慮する施設

を臨むことができる爆発源と外部火災の影響を考

慮する施設を図 2.1.2-2 のフローに基づき選定し

（表 2.1.2-1 参照），爆発源ごとに外部火災の影

響を考慮する施設に対する危険限界距離を評価す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 評価条件 

a．離隔距離は，評価上厳しくなるよう想定位置か

ら外部火災の影響を考慮する施設までの直線距離

とする。 

 

b．爆発源は燃料を満載した状態を想定する。 

敷地内に存在する危険物貯蔵施設等（爆発源）を

第 4.2.4-1表に，危険物貯蔵施設等（爆発源）の配

置状況を第 4.2.4-1 図に，評価する危険物貯蔵施

設等と爆発の影響を考慮する施設の選定フローを

第 4.2.4-2図 にに示す。 

 

 

 

 

危険限界距離の算出においては，敷地内に複数

存在する危険物貯蔵施設等の中から，ボイラ建屋 

ボンベ置場，低レベル廃棄物処理建屋 プロパンボ

ンベ庫，精製建屋ボンベ庫，還元ガス製造建屋の爆

発を想定する。 

 

  第 4.2.4-1 表 敷地内に存在する危険物貯蔵

施設等（爆発源） 

  第 4.2.4-1 図 危険物貯蔵施設等（爆発物）

の配置状況 

第 4.2.3-1 図 危険物貯蔵施設等と爆発の影

響を考慮する施設の選定フロー 

 

ｂ．算出条件 

(a) 離隔距離は，評価上厳しくなるよう爆発源か

ら外部火災の影響を考慮する設計対処施設まで

の直線距離とする。 

 

(b) 爆発源は燃料を満載した状態を想定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社施設の選定結果で

あり，新たな論点を生

じるものではない。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

c．危険物貯蔵施設等の高圧ガス漏えい，引火によ

るガス爆発を想定する。 

d．気象条件は無風状態とする。 

 

(3) 計算方法 

 爆発源のガスの種類及び貯蔵量から貯蔵設備の

Ｗ値を求める。その貯蔵設備のＷ値を用いて，ガ

ス爆発の爆風圧が人体に対して影響を与えない

0.01 MPa となる距離である危険限界距離を算出

する。 

 

a. 記号の説明 

 算出に用いる記号とその単位及び定義を以下に

示す。 

b．貯蔵設備のＷ値の算出 

 貯蔵設備のＷ値を次式のとおり算出する。 

 

 

 （出典：評価ガイド） 

 

c．危険限界距離の算出 

 危険限界距離(Ｘ)は次式のとおり算出する。 

 
表 2.1.2-1 敷地内の危険物貯蔵施設等の一覧（火

災源） 

表 2.1.2-2 敷地内の爆発源となる設備一覧 

(c) 危険物貯蔵施設等の高圧ガス漏えい及び引火

によるガス爆発を想定する。 

(d) 気象条件は無風状態とする。 

 

ｃ．計算方法 

爆発源のガスの種類及び貯蔵量から貯蔵設備の

W 値を求める。その貯蔵設備の W 値を用いて，ガ

ス爆発の爆風圧が人体に対して影響を与えない

0.01ＭＰａとなる距離である危険限界距離を算出

する。 

(a) 記号の説明 

 

 

 

(b)貯蔵設備のＷ値の算出 

貯蔵設備のＷ値を次式のとおり算出する。 

 

 𝑚 ≥ 1𝑡の場合 W = √𝑚 

 𝑚 < 1𝑡の場合 W = 𝑚 

 

 

 

(c) 危険限界距離の算出 

外部火災ガイドを参考とし，式 4.2.4-1 より危

険限界距離を算出する。 

X = 0.04λ ∙ √K ∙ W
3

 ･･･（式 4.2.4-1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貯蔵能力（ｔ）の算出

過程が異なるが，Ｗ値

の評価方法は同じであ

るため，新たな論点を

生じるものではない。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 航空機墜落による火災の評価について 

 

 

(1) 評価方針 

 

 

 

 

 

 航空機落下確率の評価条件の違いから落下事故

のカテゴリに分類し，各カテゴリにおいて燃料積

載量が最大の機種を評価対象航空機として選定す

る。落下事故のカテゴリの分類を表 2.1.3-1 に示

す。 

 

 

 

 計器飛行方式民間航空機の落下事故のうち，「飛

行場での離着陸時」における落下事故については，

東海第二発電所から約 36km 離れた位置に茨城空

港があり，茨城空港の最大離着陸地点（航空路誌

 

 

(２)危険限界距離を確保できない施設における健

全性評価 

危険限界距離を確保できない施設における健全

性評価 

 

4.3  航空機墜落による火災の熱影響評価 

(1) 輻射熱の算出 

 

ａ．算出方針 

 

 

 

 

 

評価対象航空機の燃料積載量等を考慮して，設

計対処施設の受熱面における輻射強度を算出す

る。 

 

 

 

 

 

航空機墜落による火災の評価対象航空機の選定

に当たっては，落下事故の分類を踏まえ，以下の航

空機の落下事故における航空機を考慮する。 

自衛隊機又は米軍機の落下事故のうち，燃料積

 

 

 

 

 

 

 

 

本パラグラフで輻射強

度の評価，次パラグラ

フで評価方法を記載す

るとしており，章構成

の違いであり，新たな

論点を生じるものでは

ない。 

 

事業許可の通り当社施

設のサイト条件から，

航空機墜落火災を建屋

直近で評価するため評

価することによる違い

であり，新たな論点を

生じるものではない。 

 

事業許可の通り当社施

設のサイト条件から選

定する航空機の条件に

違いがあり新たな論点
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（以下「ＡＩＰ」という。）に記載された離着陸経

路において着陸態勢に入る地点又は離陸態勢を終

える地点）までの直線距離（以下「最大離着陸距

離」という。）を半径とし，滑走路端から滑走路方

向に対して±60°の扇型区域内に発電所が存在す

るため，評価対象とする。「航空路を巡航中」の落

下事故については，東海第二発電所上空に航空路

が存在するため，評価対象とする。「飛行場での離

着陸時」における落下事故の対象航空機は，茨城

空港を離着陸する航空機が発電所に落下する事故

を対象としていることから，茨城空港の定期便の

うち燃料積載量が最大の航空機を選定した。また，

「航空路を航行中」の落下事故については，評価

対象航空路を飛行すると考えられる定期便のうち

燃料積載量が最大の航空機を選定した。 

 有視界飛行方式民間航空機の落下事故について

は，全国の有視界飛行が可能な民間航空機のうち，

燃料積載量が最大の航空機を選定した。 

 自衛隊機又は米軍機の落下事故のうち，「訓練空

域内で訓練中及び訓練空域外を飛行中」について

は，東海第二発電所周辺上空には，自衛隊機又は

米軍機の訓練空域はないため，訓練空域外を飛行

中の落下事故を評価対象とする。「基地－訓練空域

間往復時」については，東海第二発電所周辺の太

平洋沖合上空に自衛隊機の訓練空域があり，発電

所は自衛隊の百里基地と訓練空域間の想定飛行範

囲（基地と訓練空域間を往復時の飛行範囲として，

想定される区域）内に位置することから，自衛隊

載量が最大の自衛隊機であるＫＣ－767 を考慮す

る。また，再処理施設の南方向約 10ｋｍに三沢対

地訓練区域があり，自衛隊機及び米軍機が訓練を

行っている。このため，当社による調査結果から，

三沢対地訓練区域を訓練飛行中の自衛隊機又は米

軍機のうち，自衛隊機のＦ－２及び米軍機のＦ－

16 を考慮する。さらに，今後訓練飛行を行う主要

な航空機となる可能性のあるＦ－35 についても考

慮する。評価対象航空機の燃料積載量を第 4.3-1表

に示す。 

 

第 4.3-1表  航空機の燃料積載量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を生じるものではな

い。 
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機の落下事故を評価対象とする。 

 離隔距離の算出については，「実用発電用原子炉

施設への航空機落下確率の評価基準について（内

規）」（平成 21･06･25 原院第 1 号）において，外

部火災の影響を考慮する施設の標的面積をパラメ

ータの一つとして，各カテゴリの航空機落下確率

を算出する評価方法が示されており，この評価方

法を参照し，各カテゴリの航空機落下確率が 10-7

（回/炉・年）となる場合の標的面積を算出し，そ

の標的面積に相当する離隔距離を求める。評価対

象航空機の選定結果を表 2.1.3-2 に示す。 

 選定された評価対象航空機の燃料積載量等を勘

案して，評価対象航空機ごとに外部火災の影響を

考慮する施設の温度を算出し，許容温度を満足す

ることを確認する。 

 

また，航空機落下確率の変更により評価結果に

影響がある場合は，必要に応じて外部火災の影響

を考慮する施設への影響を再評価する。 

 

 

(2) 評価条件 

a. 航空機は，東海第二発電所における航空機落下

評価の対象航空機のうち燃料積載量が最大の機

種とする。 

 

b. 航空機は燃料を満載した状態を想定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．算出条件 

(a) 評価対象航空機のうち，燃焼時間が最も長く，

設計対処施設への熱影響が厳しくなるものを熱

影響評価の対象航空機とする。 

 

(b) 航空機は，燃料を満載した状態を想定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付 1-1-1-4-1に記載

している事項であり，

新たな論点を生じるも

のではない。 

 

 

評価条件としては同等

であるとともに，当社

の事業許可の通り記載

するものであり，新た

な論点を生じるもので

はない。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

c. 航空機の墜落は発電所敷地内であって落下確

率が 10-7（回/炉・年）以上になる範囲のうち外部

火災の影響を考慮する施設への影響が最も厳しく

なる地点で起こることを想定する。 

 

d. 航空機の墜落によって燃料に着火し火災が起

こることを想定する。 

 

e. 航空機のタンク投影面積を円筒の底面と仮定

し，火災は円筒火炎をモデルとし，火炎の高さは

燃焼半径の 3 倍とする。 

 

 

 

f. 気象条件は無風状態とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 航空機の墜落によって燃料に着火し，火災が

起こることを想定する。 

 

(d) 火災は円筒火炎をモデルとし，火炎の高さは

燃焼半径の３倍とする。 

(e) 円筒モデルの円筒の底面積は，航空機の投影

面積として計算する。 

 

 

(f) 気象条件は無風状態とする。 

 

ｃ．航空機墜落地点 

航空機墜落地点は，放射性物質を取り扱う建屋

が多く，面的に広く分布している再処理施設の特

徴を踏まえ，離隔距離を想定しない航空機墜落に

よる火災としてとらえ，建屋外壁等の設計対処施

設への影響が厳しい地点とする。 

 

 

 

 

 

 

発電炉固有の想定であ

り，新たな論点を生じ

るものではない。 

 

 

 

 

 

評価条件としては同等

であり，当社の事業許

可の通り記載するもの

であり，新たな論点を

生じるものではない。 

 

 

 

 

当社施設のサイト条件

の違いから事業許可の

通り評価条件を設定し

評価することによる記

載の違いであり，新た

な論点を生じるもので

はない。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

 (3) 計算方法 

対象航空機の燃料タンク投影面積等から求める

燃焼半径，燃料量により燃焼継続時間を求め，そ

の燃焼継続時間，輻射強度を用いて外部火災の影

響を考慮する施設の温度を算出する。 

 

 

 

a. 記号の説明 

算出に用いる記号とその単位及び定義を以下に

示す。 

b. 建屋表面温度等の算出 

航空機墜落による火災の建屋表面温度等の計算

方法は，「2.1.2.1(3)計算方法」と同じである。 

 

表 2.1.3-1 落下以事故のカテゴリの分類 

表 2.1.3-2 対象航空機の選定結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．計算方法 

航空機墜落による火災からの輻射強度の算出

は，外部火災ガイドの「付属書Ｃ 原子力発電所の

敷地内への航空機墜落による火災の影響評価につ

いて」の「2.2.4 燃焼半径の算出」，「2.2.5 形態

係数の算出」及び「2.2.6 輻射強度の算出」の評

価モデルを参考に実施する。 

 

(a) 記号の説明 

 

 

(b) 燃焼半径の算出 

外部火災ガイドを参考として，燃焼半径 R は式

4.3-1より算出する。 

 𝑅 = √
𝐴

𝜋
 ･･･(式 4.3-1) 

(c) 輻射強度の算出 

火炎からの輻射強度を算出するに当たっては，

外部火災ガイドを参考として，形態係数を式 4.3-

2により算出する。 

また受熱面の高さは，形態係数が最大となる火

柱の中央高さで代表する。 

 

∅ =
1

𝜋𝑛
tan−1 (

𝑚

√𝑛2−1
) +

𝑚

𝜋
{

(𝐴−2𝑛)

𝑛√𝐴𝐵
tan−1 [√

𝐴(𝑛−1)

𝐵(𝑛+1)
] −

 

 

 

 

事業許可の通り評価条

件を設定し評価するこ

とによる記載の違いで

あり，新たな論点を生

じるものではない。 

 

 

 

 

 

 

事業許可の通り評価条

件を設定し評価するこ

とによる記載の違いで

あり，新たな論点を生

じるものではない。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

𝑛
tan−1 [√

(𝑛−1)

𝑛+1
]}  

･･･(式 4.3-2) 

た だ し  m =
H

R
≒ 3，n =

L

R
，A = (1 + n)2 +

m2，B = (1 − n)2 + m2 

ここで，求めた形態係数から，外部火災ガイドを

参考として，輻射強度 E を以下の式 4.3-3 により

算出する。 

 

 E = Rƒ × ∅ + Es ･･･(式 4.3-3) 

 

輻射発散度 Rƒ は外部火災ガイドを参考として，

ガソリン・ナフサの輻射発散度を 58ｋＷ／ｍ２と設

定する。また，設計対処施設のうち外部火災防護対

象施設を収納する建屋及び危険物貯蔵施設等の算

出では，太陽光の入射 Es として 0.4ｋＷ／ｍ２を加

算する。 

(d) 燃焼時間 

外部火災ガイドを参考として，燃焼時間 t は，式

4.3-4より算出する。 

 

 t =
V

A∙ν
 ･･･(式 4.3-4) 

 

燃焼速度については，文献から油面降下速度 8.0

×10－5ｍ／ｓとする。 

燃焼範囲は航空機の機体投影面積を文献の図面か
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ら設定し，ＫＣ－767は 1,500ｍ２，Ｆ－２は 110ｍ
２，Ｆ－16は 90ｍ２，Ｆ－35は 110ｍ２とする。 

燃料積載量は，第 4.3-1表のとおりとする。 

これらから，燃焼時間が最も長く，設計対処施設

への熱影響が厳しくなるＦ－16 を熱影響評価の対

象航空機とする。 

 

(2) 熱影響評価 

ａ．評価方法 

(a)外部火災防護対象施設を収納する建屋 

外部火災防護対象施設を収納する建屋について

は，後次回以降に詳細を説明する。 

(b)冷却塔 

イ．機能維持の影響評価 

(ｲ) 冷却水温度の評価 

4.1(2)(b)と同様とする。 

(ﾛ) 機能維持に必要な部材 

・減速機 

火炎側からの火炎輻射熱の計算は 4.3(1)d.と同

様とする。 

減速機が受ける輻射熱を第 4.3-1図に示す。 

火炎輻射及びファンリングからの２次輻射を遮

熱板が受け，遮熱板からの輻射を減速機が受け，減

速機の機能維持できる許容温度以内であることを

確認する。なお，ファンリングから遮熱板に及ぼす

輻射熱の評価には２重円筒の形態係数を用いる。

２重円筒の形態係数を第 4.3-2図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

設工認の外外火 04にて

説明したとおりの評価

であり，新たな論点を

生じるものではない。 
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遮熱板から減速機への形態係数は保守的に１と

する。 

評価点の計算は次式 4.3-5で示す。 

 

ρ × Cp × V ×
dT

dt
= Q …（式 4.3-5） 

 

式 4.3-5 を陽解法により時間刻み Δｔごとの時

間進行の式にすると式 4.3-6となる。 

 

T(t+∆t) = T(t) +
Q×∆t

ρ×Cp×V
  …（式 4.3-6） 

 

第 4.3-1 図 減速機が受ける輻射熱 

 

第 4.3-2図 二重円筒の形態係数 

 

・原動機 

火炎側からの火炎輻射熱の計算は 4.3(1)d.と同

様とする。 

原動機が受ける輻射熱を第 4.3-3図に示す。 

火炎輻射熱を受けた遮熱板が原動機に与える熱影

響を確認する。原動機の機能維持可能な温度以内

に収まることを確認するため，減速機と同様に式

4.3-5及び式 4.3-6を用い算出する。また，遮熱板

から原動機への形態係数は減速機の評価同様に１

とする。 

第 4.3-3 図 原動機が受ける輻射熱 
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・ファン 

火炎側からの火炎輻射熱の計算は 4.3(1)d.と同

様とする。 

ファンが受ける輻射を第 4.3-4図に示す。 

ファンが受ける熱は火炎輻射とファンリングから

の２次的輻射を考慮する。ファンリングからファ

ンへの熱影響評価には円盤（ファンブレード）を基

準とする形態係数（第 4.3-5 図）を用いて確認す

る。 

ファンの機能維持可能な温度以内であることを

確認するため，減速機の評価同様に式 4.3-5 及び

式 4.3-6を用い算出する。 

 

第 4.3-4 図 ファンが受ける輻射熱 

 

第 4.3-5図円盤（ファンブレード）を基準とする

形態係数 

 

・チューブサポート 

火炎側からの火炎輻射熱の計算は 4.3(1)d.と同

様とする。 

チューブサポートが受ける輻射を第 4.3-6 図に

示す。天面の入熱と天面及び底面の放熱がつり合

う保守的な定常状態を考慮し，次式を用いチュー

ブサポートの温度を算出し，チューブサポートの

許容温度以内に収まっていることを確認する。 
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2.1.4 敷地内の危険物貯蔵施設の火災と航空機墜

落による重畳火災の評価について 

 

(1) 評価方針 

 敷地内の危険物貯蔵施設等の火災と航空機墜落

による火災を想定し，重畳評価を実施した。 

 T = Ta +
Rf×∅×E0

2×h
 

 

第 4.3-6図 チューブサポートが受ける輻射熱 

 

ロ．構造健全性の影響評価 

構造健全性は支持構造部材の熱影響評価とす

る。火炎からの輻射により許容温度を超える場合

は耐火被覆若しくは遮熱板またはその両方で許容

温度以下であることを確認する。 

(c)主排気筒並びに主排気筒に接続する屋外配管

及び屋外ダクト 

主排気筒並びに主排気筒に接続する屋外配管及

び屋外ダクトについては，後次回以降に詳細を説

明する。 

(d)外部火災防護対象施設に対して波及的影響を

及ぼし得る施設 

上記(b)ロ．と同様とする。 

(e)間接的に影響を受ける屋内の外部火災防護対

象施設 

間接的に影響を受ける屋内の外部火災防護対象

施設については，後次回以降に詳細を説明する。 

 

4.4  航空機墜落による火災と敷地内の危険物貯

蔵施設等の爆発との重畳 

4.4.1  危険限界距離の評価 

(1) 算出方針 

航空機墜落による火災と敷地内に存在する危険
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 航空機墜落火災として想定する機種は，最も熱

影響が大きいＦ－１５とする。 

 危険物貯蔵施設等の火災として想定する設備

は，Ｆ－１５の墜落火災想定位置近傍にある溶融

炉灯油タンクと主要変圧器とする。 

 火災源として，敷地内の危険物貯蔵施設等の火

災のうち溶融炉灯油タンクと主要変圧器及び航空

機墜落による火災影響評価が最も厳しくなる軍用

航空機のＦ－１５を選定し，外部火災の影響を考

慮する施設のうち，重畳火災の影響を受ける施設

（原子炉建屋，タービン建屋，排気筒，残留熱除去

系海水系ポンプ及び非常用ディーゼル発電機（高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海

水ポンプ）の温度を算出し，許容温度を満足する

ことを確認する。想定する火災源の位置を図

2.1.4-1 に示す。なお，流入空気の取入れ口であ

る非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。）吸気口が，敷地内の危

険物貯蔵施設等が直接臨む位置にないため，非常

用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）は評価対象外となる。 

(2) 評価条件 

 前述の「2.1.2.1(2)評価条件」と「2.1.3(2)評価

条件」と同じである。 

 

(3) 計算方法 

 火災源の防油堤又は航空機の燃料タンクの投影

面積等から燃焼半径，燃料より燃焼継続時間を求

物貯蔵施設等の爆発については，「4.3.1 (1)ａ．評

価方針」と同様に算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 算出条件 

航空機墜落による火災と敷地内に存在する危険

物貯蔵施設等の爆発については，「4.3.1 (1) ｂ．

算出条件」と同じである。 

(3) 計算方法 

航空機墜落による火災と敷地内に存在する危険

とによる記載の違いで

あり，新たな論点を生

じるものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業許可の通り評価条

件を設定し評価するこ

とによる記載の違いで

あり，新たな論点を生

じるものではない。 
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め，その燃焼継続時間，輻射強度等により建屋表

面温度，排気筒表面温度，残留熱除去系海水系ポ

ンプ及び非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプの

冷却空気温度を算出する。 

 重畳火災による計算方法は，「2.1.1(3)計算方

法」と同じである。ただし，式 2.1.2-5 で算出し

た建屋表面温度が許容温度である 200℃を超える

場合には，周囲への放熱を考慮し，建屋表面にお

ける壁面境界において，熱流束境界・熱伝達境界

を適用する。境界条件は 

 

 となることから 

 

 周囲温度をＴ0，ある時間の壁面温度をＴｓと表

示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物貯蔵施設等の爆発については，「4.3.1 (1) ｃ．

算出方法」と同じである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 危険限界距離を確保できない施設における

健全性評価 

危険限界距離を確保できない施設における健全

性評価については，後次回以降に詳細を説明する。 

 

4.5 使用済燃料収納キャスクに波及的破損を及

ぼし得る施設の影響評価 

使用済燃料収納キャスクに波及的破損を及ぼし

得る施設の影響評価については，後次回以降に詳

細を説明する。 
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4.6 敷地内の危険物貯蔵施設等の火災の発生防

止 

敷地内の危険物貯蔵施設等の重油タンク，水素

ボンベ及びプロパンボンベは，それ自体が設計対

処施設ではないが，設備に内包される物質が火災

を発生させる可能性があり，それにより外部火災

防護対象施設に影響を及ぼすことが考えられる。

そのため，森林火災及び石油備蓄火災による熱影

響を確認する。 

4.6.1 森林火災 

(1) 輻射強度の算出 

4.1 (1)と同様とする。 

(2) 熱影響評価 

ａ．評価方針 

重油タンク，水素ボンベ及びプロパンボンベの

評価を実施する。 

ｂ．評価方法 

(a) 重油タンクの評価 

重油タンクは屋外に設置されることから，一方

向から直接的に熱影響を受けタンク内温度分布が

発生する可能性があるため，タンクの構造材を無

視し大気への放熱を考慮しない貯蔵物への熱計算

を実施し，その温度が許容温度以下であることを

確認する。温度評価は熱流束一定の半無限固体の

熱伝導に関する式を用い算出する。 

 

 

 

 

事業許可の通り評価条

件を設定し評価するこ

とによる記載の違いで

あり，新たな論点を生

じるものではない。 
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T = T0 +
2×E×√α×t

λ
× [

1

√π
× exp (−

x2

4×α×t
) −

x

2×√α×t
erfc (

x

2×√α×t
)]  

…（式 4.6.1-1） 

 

評価に当っては，厳しい評価となるように外壁

最表面からの対流及び輻射放熱は考慮しないた

め，火炎からの輻射エネルギは全て重油内面に向

かう評価モデルとする。そうすると，最高温度の位

置は外壁最表面となり上式の xに０を適用できる。 

 

Ts = T0 +
2×E×√α×t

√πλ
 …（式 4.6.1-2） 

 

(b) 水素ボンベ及びプロパンボンベの評価 

水素ボンベ及びプロパンボンベについては，屋

内に設置され，外壁から熱影響を受ける。評価に際

しては，厳しい評価となるように外壁を考慮せず，

一定の熱流束を与え，ボンベ内部温度を評価し，貯

蔵物の温度が許容温度以下となることを確認す

る。 

温度評価は次式を用いて算出する。 

 

T = T0 +
E∙t(

𝜋∙𝐷0∙ℎ

2
+

𝜋∙𝐷0
2

4
)

ρp∙Cpp∙V+ρs∙Cps{
(𝐷0

2−𝐷𝑖
2)∙𝜋∙ℎ

4
+2∙π∙

𝐷0
2

4
∙𝑒}

  

…(式 4.6.1-3） 
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4.6.2 石油備蓄基地火災 

(1) 輻射強度の算出 

「4.2.1 (1)輻射強度の算出」と同様とする。 

 

(2) 熱影響評価 

ａ．評価方針 

石油備蓄基地の火災は，火災源の時間的変化が

設定できないため，一定の熱流束を与えた重油タ

ンク及びプロパンボンベの外表面の定常計算を実

施する。 

ｂ．評価方法 

(a)記号の説明 

(b)重油タンクの評価方法 

 重油タンクは石油備蓄基地からの輻射量と太陽

光輻射の和が放熱量と等しくなる設定の評価式

（式 4.6.2-1）を用いて，重油タンク表面温度を算

出し，その値が重油の発火温度以下に収まってい

ることを確認する。 

 

𝑄𝑠𝑢𝑛 + 𝑄𝑟𝑖 = 𝑄𝑟𝑜 + 𝑄ℎ …(式 4.6.2-1) 

 

大気への輻射放熱は次式により計算した。 

 

𝑄𝑟𝑜 = 𝜎 (𝑇𝑐
4 − 𝑇𝑎

4) (
1−𝜀𝑐

𝜀𝑐
+

1

𝐹𝑐𝑎
)⁄  …（式 4.6.2-2） 

 

熱伝達による大気への放熱量は式（4.6.2-3）から

（4.6.2-9）により計算した。 

 

事業許可の通り評価条

件を設定し評価するこ

とによる記載の違いで

あり，新たな論点を生

じるものではない。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qh = h(Tc − Tamb) …（式 4.6.2-3） 

 

h =
Nu×λ

L
 …（式 4.6.2-4） 

 

Nu = (0.0185 − 0.0035)𝑅𝑎2 5⁄    1010 ≤ 𝑅𝑎  
…（式 4.6.2-5） 

 

Ra = Pr × Gr …（式 4.6.2-6） 

 

Gr = gβ(Tc − Tamb) L3 𝜈2⁄  …（式 4.6.2-7） 

 

β = 1 Tamb⁄  …（式 4.6.2-8） 

 

𝑇𝑟 = 𝑇𝑐 − 0.38 × (𝑇𝑐 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) …（式 4.6.2-9） 

 

(c)プロパンボンベの評価方法 

プロパンボンベは屋内に設置されるため，ボン

ベの設置される建屋外面まで及び建屋内面からボ

ンベ表面までの 2 段階の定常計算を実施する。評

価に当っては，厳しい評価となるように外壁での

熱伝導を考慮せず，建屋外面温度と建屋内面温度

が同じであるとして，定常計算を実施する。温度上

昇の計算モデルを図に示す。 

ここで，ボンベについても，放熱量と入熱量の関

係が成立する際の評価対象表面温度を算出する。
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

算出された評価対象表面温度が，貯蔵物の許容温

度以下であることを確認する。 

 

ｲ．建屋外面までの評価 

 建屋外面までの評価については，重油タンク表

面温度評価（4.6.2(2)b.(b)）と同一の評価式を用

いる。 

 

ﾛ．建屋内面からボンベ表面までの評価 

入熱と放熱の関係は，次式に示す。 

 

 Qrad − Qcnv = 0 …（式 4.6.2-10） 

 

建屋内面からボンベ表面までの輻射は，次式に示

す。 

 

 Qrad = 𝜀𝑤σ(𝑇𝑐
4 − 𝑇𝑤

4) …（式 4.6.2-11） 

 

熱伝達による放熱量は（式 4.6.2-12）から（式

4.6.2-20）により算出する。 

 （式 4.6.2-14）から（式 4.6.2-16）に関して，

鉛直平板まわりの自然対流熱伝達とする。Ra<1010

は層流の式を，3×1010<Ra は乱流の式を用いる。

1010≦Ra≦3×1010 は厳しい評価となるように小さ

い側を用いる。 

 

 Qrad = h(Tw − Tb) …（式 4.6.2-12） 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 発電所敷地外の火災源に対する評価方針 

2.2.1 石油コンビナート施設等の影響について 

2.2.1.1 火災源に対する評価方針 

 近隣の産業施設の火災の評価については，石油

コンビナート施設等の産業施設の位置を特定す

る。石油コンビナート施設の位置を図 2.2.1-1 に

示す。 

 h =
𝑁𝑢×𝜆

𝐿𝑤
 …（式 4.6.2-13） 

 

 Nu = (0.0185 − 0.0035)𝑅𝑎2 5⁄     1010 ≤ 𝑅𝑎  
…（式 4.6.2-14） 

 

 Nu =
4

3
𝐶1 × 𝑅𝑎1 4⁄   104 ≤ 𝑅𝑎 ≤ 4 × 109~3 ×

1010 
…（式 4.6.2-15） 

 

 𝐶1 =
3

4
(

𝑃𝑟

2.4+4.9√𝑃𝑟+5𝑃𝑟
)

1 4⁄

 …（式 4.6.2-16） 

 

 Ra = Pr × Gr …（式 4.6.2-17） 

 

 Gr = gβ(𝑇𝑤 − 𝑇𝑏) 𝐿𝑤
3 𝜈２⁄  …（式 4.6.2-18） 

 

 β = １ 𝑇𝑏⁄  …（式 4.6.2-19） 

 

 𝑇𝑟 = 𝑇𝑤 − 0.38 × (𝑇𝑤 − 𝑇𝑏) …（式 4.6.2-20） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該記載については，

発電炉では p13に記載

されており，新たな論

点が生じるものではな

い。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

2.2.2 危険物貯蔵施設の影響について 

2.2.2.1 火災源に対する評価方針 

(1) 評価方針 

 発電所から 10km 以内（敷地内を除く）には，約

500 カ所の第一類から第六類の危険物貯蔵施設

（屋内貯蔵及び少量のものは除く）が存在するた

め，周辺での取扱量が多く，引火性液体であるた

め広範囲に漏えいし大規模火災発生の可能性があ

る第四類危険物貯蔵施設のうち，以下の方法で外

部火災の影響を考慮する施設に影響を及ぼす可能

性がある屋外設置の危険物貯蔵施設を抽出する。

抽出した危険物貯蔵施設を想定した，輻射強度が

最大となる火災に対して，外部事象防護対象施設

を内包する建屋の表面温度が許容温度となる危険

距離及び屋外の外部事象防護対象施設の温度が許

容温度となる危険距離を算出し，その危険距離を

上回る離隔距離が確保されていることを確認す

る。発電所周辺（東海村全域及び日立市の一部）に

存在する危険物貯蔵施設の一覧を表 2.2.2-1 に，

発電所周辺（東海村全域及び日立市の一部）に存

在する危険物貯蔵施設の位置を図 2.2.2-1 に示

す。 

ⅰ) 発電所敷地外半径 10 km 以内に石油コンビナ

ートはないことから，半径 10 km 以内に存在する

危険物貯蔵施設の貯蔵容量は，最大でも石油コン

ビナート相当の 10万 kL＊となるため，危険物のう

ち，最も輻射発散度が高い n-ヘキサンが 10 万 kL

 

当該記載については，

発電炉では p18に記載

されており，双方の違

いとして，サイト条件

から近隣の産業施設と

して，抽出される結果

が異なるもの及び施設

の違いであり，新たな

論点が生じるものでは

ない。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

貯蔵された危険物貯蔵施設を想定し，その危険距

離を算出する。 

ⅱ) 発電所から，ⅰ)項で算出した危険距離より遠

い位置にある危険物貯蔵施設は，発電所に影響を

及ぼすことはないため，発電所からⅰ)項で算出し

た危険距離以内に存在する屋外設置の危険物貯蔵

施設を抽出する。 

注記 ＊：「石油コンビナート等災害防止法施行令」

（昭和 51 年 5 月 31 日政令 129 号）の第 2 条で

規定する基準総貯蔵量 

(2) 評価条件 

a. 危険物貯蔵施設の貯蔵量は，最大容量を想定す

る。 

b. 離隔距離は，評価上厳しくなるよう危険物貯蔵

施設の位置から外部火災の影響を考慮する施設ま

での直線距離とする。 

c. 火災は円筒火災モデルとし，火炎の高さは燃焼

半径の 3 倍とする。 

d. 気象条件は無風状態とする。 

(3) 計算方法 

 外部火災の影響を考慮する施設の許容温度とな

る危険輻射強度，燃焼半径，燃焼継続時間及び形

態係数等を求めそれらから危険距離を算出する。 

a. 記号の説明 

 算出に用いる記号とその単位及び定義を以下に

示す。 

b. 輻射強度の算出 

(a) 建屋の評価の場合 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 建屋の表面温度が許容温度 200 ℃となるときの

輻射強度は，（式 2.1.2-5）を用いて算出する。 

(b) 主排気筒及び放水路ゲートの評価 

 主排気筒及び放水路ゲート駆動装置外殻の表面

温度が許容温度 325 ℃となるときの輻射強度は，

（式 2.1.1-2）を用いて算出する。 

(c) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機を含む。）の評価 

 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。）の流入空気が許容温度

53 ℃となるときの輻射強度は，（式 2.1.1-3）を用

いて算出する。 

(d) 残留熱除去系海水系ポンプの評価 

 残留熱除去系海水系ポンプの冷却空気が許容温

度 70 ℃となるときの輻射強度は，（式 2.1.1-3）

を用いて算出する。 

(e) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプの評価 

 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。）用ポンプの冷却空気が

許容温度 60 ℃となるときの輻射強度は，（式

2.1.1-3）を用いて算出する。 

c．燃焼半径の算出 

 燃焼半径の計算方法は，「2.1.1(3)計算方法」と

同じである。 

d．形態係数の算出 

 形態係数は，（式 2.1.2-3）を用いて算出する。 

e．危険距離の算出 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 形態係数(φ)，火炎長（Ｈ）及び燃焼半径（Ｒ）

を用いて危険距離（Ｌ）を，（式 2.1.2-2）を用い

て算出する。 

 

2.2.2.2 爆発源に対する評価方針 

2.2.2.2.1 危険限界距離の評価 

(1) 評価方針 

 発電所敷地外 10km 以内のうち，10km 以内で最

大の高圧ガス貯蔵施設である日立ＬＮＧ基地のガ

スタンクの貯蔵量等を勘案して，外部火災の影響

を考慮する施設へのガス爆発の爆風圧が人体に対

して影響を与えない 0.01 MPa となる距離である

危険限界距離を評価し，外部火災の影響を考慮す

る施設に影響を及ぼす可能性がある高圧ガス貯蔵

施設を抽出する。 

 抽出した高圧ガス貯蔵施設の爆発に対して，ガ

ス爆発の爆風圧が 0.01MPa となる危険限界距離を

算出し，その危険限界距離を上回る離隔距離を確

保されていることを確認する。日立ＬＮＧ基地の

位置を図 2.2.2-2 に示す。 

(2) 評価条件 

a．高圧ガス漏えい，引火によるガス爆発とする。 

b．気象条件は無風状態とする。 

(3) 計算方法 

 爆発源のガスの種類及び貯蔵量から貯蔵設備の

Ｗ値を求める。その貯蔵設備のＷ値を用いて，ガ

ス爆発の爆風圧が人体に対して影響を与えない

0.01 MPa となる距離である危険限界距離を算出

 

 

 

 

当該記載については，

発電炉では p24に記載

されており，双方の違

いとして，サイト条件

から近隣の産業施設と

して，抽出される結果

が異なるもの及び施設

の違いであり，新たな

論点が生じるものでは

ない。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

する。 

a. 記号の説明 

 算出に用いる記号とその単位及び定義を以下に

示す。 

b．貯蔵設備のＷ値の算出 

 貯蔵設備のＷ値の計算方法は，「2.1.2.2(3)計算

方法」と同じである。 

c．危険限界距離の算出 

 危険限界距離の計算方法は，「2.1.2.2(3)計算方

法」と同じである。 

2.2.2.2.2 タンク破裂時における破片の最大飛散

距離の評価 

(1) 評価方針 

 発電所敷地外 10km 以内のうち，10km 以内に存

在する加圧貯蔵型のガスタンクの貯蔵量を勘案し

て，ガス爆発によるタンク破裂時に破片の最大飛

散距離を算出し，最大飛散距離を上回る離隔距離

が確保されていることを確認する。発電所敷地外

10km 以内に存在する加圧貯蔵型のガスタンクの

一覧を表 2.2.2-2 に示す。 

(2) 評価条件 

a．爆発源は燃料を満載した状態を想定する。 

b．危険物貯蔵施設等の高圧ガス漏えい，引火によ

るガス爆発を想定する。 

(3) 計算方法 

 「石油コンビナートの防災アセスメント指針」

に基づきタンク破裂時における破片の最大飛散距

離を算出する。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

a. 記号の説明 

 算出に用いる記号とその単位及び定義を以下に

示す。 

b．破片の最大飛散範囲の算出 

 破片の最大飛散範囲を次式のとおり算出する。 

 Ｌ＝465×Ｍ0.10 （式 2.2.2-1） 

 （出典：石油コンビナートの防災アセスメント

指針） 

表 2.2.2-1 発電所周辺に存在する第四種危険物

貯蔵施設 

表 2.2.2-2 発電所敷地外 10km以内に存在する加

圧貯蔵型のガスタンク 

 

2.2.3 燃焼輸送車両の影響について 

2.2.3.1 火災源に対する評価方針 

(1) 評価方針 

 発電所敷地外 10 km 以内の燃料輸送車両の火災

による，外部事象防護対象施設を内包する建屋の

表面温度が許容温度となる危険距離及び屋外の外

部事象防護対象施設の温度が許容温度となる危険

距離を算出し，その危険距離を上回る離隔距離が

確保されていることを確認する。想定する火災源

の位置を図 2.2.3-1 に示す。 

(2) 評価条件 

a. 最大規模の燃料輸送車両が発電所敷地周辺道

路で火災を起こすものとする。 

b. 燃料積載量は燃料輸送車両の中で最大規模（30 

m3）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社では，敷地付近を

通行する燃料輸送車両

の火災・爆発及び敷地

近くを漂流する船舶の

火災・爆発について，

サイト条件から発電炉

とは異なる方針により

評価を行うものであ

り，新たな論点が生じ

るものではない。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

c. 燃料輸送車両は燃料を満載した状態を想定す

る。 

d. 輸送燃料はガソリンとする。 

e. 発電所敷地周辺道路での燃料輸送車両の全面

火災を想定する。 

f. 気象条件は無風状態とする。 

g. 火災は円筒火災をモデルとし，火炎の高さは燃

焼半径の 3 倍とする。 

(3) 計算方法 

 外部火災の影響を考慮する施設の許容温度とな

る危険輻射強度，燃焼半径，燃焼継続時間及び形

態係数等を求めそれらから危険距離を算出する。 

a. 記号の説明 

 算出に用いる記号とその単位及び定義を以下に

示す。 

b. 輻射強度の算出 

(a) 建屋の評価 

 建屋表面温度が許容温度 200 ℃となるときの輻

射強度の計算方法は，「2.2.2.1(3)計算方法」と同

じである。 

(b) 主排気筒及び放水路ゲートの評価 

 主排気筒及び放水路ゲート駆動装置外殻の表面

温度が許容温度 325 ℃となるときの輻射強度の計

算方法は，「2.2.2.1(3)計算方法」と同じである。 

(c) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機を含む。）の評価 

 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。）の流入空気が許容温度
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

53 ℃となるときの輻射強度の計算方法は，

「2.2.2.1(3)計算方法」と同じである。(d) 残留

熱除去系海水系ポンプの評価 

 残留熱除去系海水系ポンプの冷却空気が許容温

度 70 ℃となるときの輻射強度の計算方法は，

「2.2.2.1(3)計算方法」と同じである。 

(e) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプの評価 

 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。）用ポンプの冷却空気が

許容温度 60 ℃となるときの輻射強度の計算方法

は，「2.2.2.1(3)計算方法」と同じである。 

c．燃焼半径の算出 

燃焼半径の計算方法は，「2.2.2.1(3)計算方法」と

同じである。 

d．形態係数の算出 

形態係数の計算方法は，「2.2.2.1(3)計算方法」と

同じである。 

e．危険距離の算出 

危険距離の計算方法は，「2.2.2.1(3)計算方法」と

同じである。 

2.2.3.2 爆発源に対する評価方針 

2.2.3.2.1 危険限界距離の評価 

(1) 評価方針 

 最大規模の燃料輸送車両の貯蔵量等を勘案し

て，外部火災の影響を考慮する施設へのガス爆発

の爆風圧が人体に対して影響を与えない 0.01 MPa 

となる距離である危険限界距離を算出し，その危
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険限界距離を上回る離隔距離を確保されているこ

とを確認する。想定する爆発源の位置を図 2.2.3-

1 に示す。 

(2) 評価条件 

a．最大規模の燃料輸送車両が発電所敷地周辺道路

で爆発を起こすものとする。 

b．燃料積載量は燃料輸送車両の中で最大規模とす

る。 

c．燃料輸送車両は燃料を満載した状態を想定す

る。 

d．輸送燃料は液化天然ガス（ＬＮＧ）及び液化石

油ガス（ＬＰＧ）とする。 

e．発電所敷地境界の道路での高圧ガス漏えい，引

火によるガス爆発を想定する。 

(3) 計算方法 

 爆発源のガスの種類及び貯蔵量から貯蔵設備の

Ｗ値を求める。その貯蔵設備のＷ値を用いて，ガ

ス爆発の爆風圧が人体に対して影響を与えない

0.01 MPa となる距離である危険限界距離を算出

する。 

a. 記号の説明 

 算出に用いる記号とその単位及び定義を以下に

示す。 

b．貯蔵設備のＷ値の算出 

 貯蔵設備のＷ値の計算方法は，「2.1.2.2(3)計算

方法」と同じである。 

c．危険限界距離の算出 

 危険限界距離の計算方法は，「2.1.2.2(3)計算方
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法」と同じである。 

2.2.3.2.2 タンク破裂時における破片の最大飛散

距離の評価 

(1) 評価方針 

 最大規模の燃料輸送車両は加圧貯蔵であるた

め，大規模なタンク破裂事象であるＢＬＥＶＥが

発生する可能性があることから，ＢＬＥＶＥによ

り発生する飛来物として，車両制限令，道路法等

をもとに設定した飛来物を想定し，最大飛散距離

を上回る離隔距離が確保されていること，又は飛

来物の衝突時においても，外部事象防護対象施設

が安全機能を損なわないことを確認する。 

(2) 評価条件 

a．爆発源は燃料を満載した状態を想定する。 

b．燃料輸送車両の高圧ガス漏えい，引火によるガ

ス爆発を想定する。 

(3) 簡易計算方法 

 「石油コンビナートの防災アセスメント指針」

に基づきタンク破裂時における設計飛来物の最大

飛散距離を算出する。 

a. 記号の説明 

 算出に用いる記号とその単位及び定義を以下に

示す。 

b．破片の最大飛散範囲の算出 

 破片の最大飛散範囲は，「2.2.2.2.2(3)計算方

法」と同じである。 

(4) 詳細計算方法 

 飛来物が空中でランダムに回転すると仮定し，
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外力としては重力及び，平均抗力（各方向に平均

化した抗力係数と投影面積の積に比例して定義さ

れるもの）を受けるものとし最も遠くまで到達す

る飛散距離を評価する。 

a. 記号の説明 

 算出に用いる記号とその単位及び定義を以下に

示す。 

b．最大飛散距離の算出 

 

 

 

(5) 飛来物が衝突する場合の影響評価方法 

 飛来物の衝突時においても，外部事象防護対象

施設が安全機能を損なわないことを確認するた

め，添付書類「Ⅴ-1-1-2-3-2 竜巻の影響を考慮す

る施設及び固縛対象物の選定」の「4.1.2 固縛対

象物の選定」に示す，竜巻の設計飛来物（鋼製材）

の影響に包絡されるか評価する。 

ａ．衝突エネルギの算出方法 

(a) 記号の説明 

 算出に用いる記号とその単位及び定義を以下に

示す。 

(b) 衝突エネルギの算出 
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ｂ．コンクリートに対する貫通限界厚さの算出方

法 

(a) 記号の説明 

 算出に用いる記号とその単位及び定義を以下に

示す。 

(b) コンクリートに対する貫通限界厚さの算出 

 コンクリートに対する貫通限界厚さの計算方法

は，添付書類「Ⅴ-1-1-2-3-2 竜巻の影響を考慮す

る施設及び固縛対象物の選定」の「4.1.2 固縛対

象物の選定」と同じである。 

＜①修正 NDRC 式及び②Degen 式＞ 

 

ｃ．鋼板に対する貫通限界厚さの算出方法 

(a) 記号の説明 

 算出に用いる記号とその単位及び定義を以下に

示す。 

(b) 鋼板に対する貫通限界厚さの算出 
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 鋼板に対する貫通限界厚さの計算方法は，添付

書類「Ⅴ-1-1-2-3-2 竜巻の影響を考慮する施設及

び固縛対象物の選定」の「4.1.2 固縛対象物の選

定」と同じである。 

 

2.2.4 漂流船舶の影響について 

2.2.4.1 火災源に対する評価方針 

(1) 評価方針 

 発電所近辺に漂流する船舶を想定し，輻射強度

が最大となる火災に対して，燃料保有量等を勘案

して，外部火災の影響を考慮する施設を内包する

建屋表面温度及び屋外の外部火災の影響を考慮す

る施設の温度が許容温度となる危険距離を算出

し，その危険距離を上回る離隔距離が確保されて

いることを確認する。 

 発電所から約 1500 m の位置に，日立ＬＮＧ基

地が稼働中であるため，この高圧ガス貯蔵施設に

ＬＮＧ及びＬＰＧを輸送する輸送船（以下「燃料

輸送船」という。），内航船及び発電所港湾内に定

期的に入港する船舶（以下「定期船」という。）を

火災源とし，外部火災の影響を考慮する施設を内

包する建屋及び屋外の外部火災の影響を考慮する

施設を対象に影響評価を実施する。 

 各船舶から外部火災の影響を考慮する施設まで

の離隔距離については，輸送船の喫水は で

あり， である発電所岸壁から の位
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置までしか近づけないことから， のポイ

ントから外部火災の影響を考慮する施設までの離

隔距離が最も短くなる地点を想定する。定期船及

び内航船は満載時でも喫水が と浅く，発

電所岸壁まで接近可能であるため，発電所港湾内

に定期的に入港する定期船は，発電所港湾内の岸

壁から外部火災の影響を考慮する施設までの離隔

距離が最も短くなる地点を想定する。内航船は発

電所港湾内に入港することはない。また，航路か

らの漂流を想定したとしても，航路から発電所港

湾南側の岸壁まで周り込んで到達する可能性は低

いため，発電所港湾北側の岸壁から外部火災の影

響を考慮する施設までの離隔距離が最も短くなる

地点を想定する。 

 想定する火災源の位置を図 2.2.4-1，図 2.2.4-

2 に示す。 

(2) 評価条件 

a. 燃料保有量は満載とした状態とする。 

b. 燃料は重油とする。 

c. 離隔距離は，評価上厳しくなるよう想定位置か

ら外部火災の影響を考慮する施設までの直線距離

とする。 

d. 漂流船舶の全面火災を想定する。 

e. 火災は円筒火災をモデルとし，火炎の高さは燃

焼半径の 3 倍とする。 

f. 気象条件は無風状態とする。 

(3) 計算方法 

 外部火災の影響を考慮する施設の許容温度とな
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

る危険輻射強度，火災源の船舶の全長と船幅より

四角形として算出した値から求める燃焼半径，燃

焼継続時間及び形態係数等を求めそれらから危険

距離を算出する。 

a. 記号の説明 

 算出に用いる記号とその単位及び定義を以下に

示す。 

b. 輻射強度の算出 

(a) 建屋の評価 

 建屋表面温度が許容温度 200 ℃となるときの輻

射強度の計算方法は，「2.2.2.1(3)計算方法」と同

じである。 

(b) 主排気筒及び放水路ゲートの評価 

 主排気筒及び放水路ゲート駆動装置外殻の表面

温度が許容温度 325 ℃となるときの輻射強度の計

算方法は，「2.2.2.1(3)計算方法」と同じである。 

(c) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機を含む。）の評価 

 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。）の流入空気が許容温度

53 ℃となるときの輻射強度の計算方法は，

「2.2.2.1(3)計算方法」と同じである。 

(d) 残留熱除去系海水系ポンプの評価 

 残留熱除去系海水系ポンプの冷却空気が許容温

度 70 ℃となるときの輻射強度の計算方法は，

「2.2.2.1(3)計算方法」と同じである。 

(e) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプの評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■224



別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-5 外部火災防護における評価方針】(60／63) 
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 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。）用ポンプの冷却空気が

許容温度 60 ℃となるときの輻射強度の計算方法

は，「2.2.2.1(3)計算方法」と同じである。 

c. 燃焼半径の算出 

 燃焼半径の計算方法は，「2.2.2.1(3)計算方法」

と同じである。 

d. 形態係数の算出 

 形態係数の計算方法は，「2.2.2.1(3)計算方法」

と同じである。 

e. 危険距離の算出 

 危険距離の計算方法は，「2.2.2.1(3)計算方法」

と同じである。 

2.2.4.2 爆発源に対する評価方針 

2.2.4.2.1 危険限界距離の評価 

(1) 評価方針 

 発電所周辺の海域を航行する燃料輸送船のう

ち，高圧ガスを保有するＬＮＧ輸送船，ＬＰＧ輸

送船及び内航船の燃料保有量等を勘案して，ガス

爆発の爆風圧が人体に対して影響を与えない 0.01 

MPa となる危険限界距離を算出し，その危険限界

距離を上回る離隔距離を確保されていることを確

認する。想定する爆発源の位置を図 2.2.4-1，図

2.2.4-2 及び図 2.2.4-3 に示す。なお，定期船に

ついては，高圧ガスを保有しないため評価対象外

とする。 

(2) 評価条件 

a．燃料輸送船は，日立ＬＮＧ基地に実際に入港す
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

る最大規模の船舶を想定する。 

b．漂流船舶は燃料を満載した状態を想定する。 

c．輸送燃料は液化天然ガス（ＬＮＧ）及び液化石

油ガス（ＬＰＧ）とする。 

d．離隔距離は，評価上厳しくなるよう想定位置か

ら外部火災の影響を考慮する施設までの直線距離

とし，津波防護施設より高さが低く，爆風圧を直

接受けることがない残留熱除去系海水系ポンプ及

び非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプは対象外

とする。 

e．気象条件は無風状態とする。 

(3) 計算方法 

 爆発源のガスの種類及び貯蔵量から貯蔵設備の

Ｗ値を求める。その貯蔵設備のＷ値を用いて，外

部火災の影響を考慮する施設へのガス爆発の爆風

圧が 0.01MPa となる距離である危険限界距離を算

出する。 

a. 記号の説明 

 算出に用いる記号とその単位及び定義を以下に

示す。 

b．貯蔵設備のＷ値の算出 

 貯蔵設備のＷ値の計算方法は，「2.1.2.2(3)計算

方法」と同じである。 

c．危険限界距離の算出 

 危険限界距離の計算方法は，「2.1.2.2(3)計算方

法」と同じである。 

2.2.4.2.2 タンク破裂時における破片の最大飛散
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-5 外部火災防護における評価方針】(62／63) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

距離の評価 

(1) 評価方針 

 大規模なタンク破裂事象であるＢＬＥＶＥは，

加圧貯蔵型タンクで発生し，大気圧に近い低圧・

低温で貯蔵されている低温貯蔵型タンクでは発生

しない。爆発評価の対象となる日立ＬＮＧ基地に

入港するＬＮＧ輸送船，ＬＰＧ輸送船及び内航船

は，すべて低温貯蔵型タンクであり，大規模なタ

ンク破裂が発生する可能性はないが，加圧貯蔵型

タンクが存在するＬＰＧ輸送船を対象に，ＢＬＥ

ＶＥにより発生する飛来物として，竜巻の設計飛

来物を想定し，最大飛散距離を上回る離隔距離が

確保されていることを確認する。なお，定期船に

ついては，高圧ガスを保有しないため評価対象外

とする。 

 低温貯蔵型の燃料輸送船のタンクは，低圧貯蔵

であるため破裂エネルギが小さく，また，漂流し

た船舶が，日立ＬＮＧ基地がある 1.5 km 先から

発電所周辺まで流れてくる可能性は低く，それに

加えて，外部事象防護対象施設等に衝突する水平

方向の飛散角度は数度程度の範囲に限られるた

め，飛来物が外部事象防護対象施設等に衝突する

可能性は低い。 

(2) 評価条件 

a．爆発源は燃料を満載した状態を想定する。 

b．漂流船舶が貯蔵する高圧ガス漏えい，引火によ

るガス爆発を想定する。 

c. 船舶の漂流位置は，喫水を考慮した発電所まで
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-5 外部火災防護における評価方針】(63／63) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

の距離が最短となる位置とする。ただし，東海港

に入港しない船舶については，東海港外で漂流す

る可能性がある最短の位置とする。 

d. 残留熱除去系海水系ポンプ及び非常用ディー

ゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機を含む。）用海水ポンプは，津波防護施設より高

さが低いことから，当該評価では評価対象外とす

る。 

(3) 最大飛散距離の評価 

 ガス爆発により発生する飛来物の最高速度を求

め，この飛来物が空中でランダムに回転すると仮

定し，外力としては重力及び，平均抗力（各方向に

平均化した抗力係数と投影面積の積に比例して定

義されるもの）を受けるものとし最も遠くまで到

達する飛散距離を評価する。 

a. 記号の説明 

 算出に用いる記号とその単位及び定義を以下に

示す。 

b．最大飛散距離の算出 

 最大飛散距離の算出方法は，「2.2.3.2.2 タンク

破裂時における破片の最大飛散距離の評価」と同

じである。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-6 外部火災防護における評価条件及び評価結果】(1／23) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

1．概要 

本資料は，外部火災の影響を考慮する施設及び

津波防護施設が外部火災に対して十分な健全性を

有することを確認するための評価条件及び評価結

果について説明するものである。 

外部火災の影響を考慮する施設及び津波防護施

設の健全性を確認するための評価は、添付書類「Ｖ

-1-1-2-5-5 外部火災防護における評価方針」に

従って行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 概要 

本資料は，外部火災防護対象施設が外部火災に

対して十分な健全性を有することを確認するため

の評価条件及び評価結果について説明するもので

ある。 

外部火災防護対象施設の健全性を確認するため

の評価は，添付書類「Ⅵ－１－１－１－４－１ 外

部火災への配慮に関する基本方針」，「Ⅵ－１－１

－１－４－２ 外部火災の影響を考慮する施設の

選定」、「Ⅵ－１－１－１－４－３ 外部火災防護

における評価の基本方針」、「Ⅵ－１－１－１－４

－４ 外部火災防護に関する許容温度，許容応力

設定根拠」及び「Ⅵ－１－１－１－４－５ 外部

火災防護における評価方針」に従って行う。 

 

重大事故等対処設備については，次回以降に詳

細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料の引用を明

確化するものであり，

新たな論点が生じるも

のではない。 

 

 

 

 

第１回申請範囲の設備

のみを記載するもので

あり，新たな論点が生

じるものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下線： 

・プラントの違いによらない記載内容の差異 

・章立ての違いによる記載位置の違いによる差異    

二重下線： 

・プラント固有の事項による記載内容の差異 

・後次回の申請範囲に伴う差異 

【凡例】 
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【Ⅵ-1-1-1-4-6 外部火災防護における評価条件及び評価結果】(2／23) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

2．評価条件及び評価結果 

 

2.1 発電所敷地内の火災源に対する評価条件及

び評価結果 

2.1.1 森林火災 

 

 

 

 

森林火災時の建屋及び屋外の外部火災の影響を

考量する施設及び津波防護施設の危険距離の評価

結果を整理し，表 2-1に示す。 

 

(1) 危険距離の評価条件及び評価結果 

a. 必要データ 

b. 外部火災の影響を考慮する施設及び津波防護

施設の評価条件及び評価結果 

危険距離の評価条件及び評価結果を示す。 

外部火災の影響を考慮する施設及び津波防護施

設の位置関係を図 2-1及び図 2-2に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 外部火災による熱影響評価の結果 

 

2.1  森林火災に対する熱影響評価 

a．建屋 

建屋については，次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

b. 冷却塔 

外部火災防護対象施設のうち，再処理設備本体

用 安全冷却水Ｂ冷却塔に対する森林火災の計算

条件を第 2.1-1 表に，評価結果を第 2.1-2 表に示

す。 

 

第2.1-1表 再処理設備本体用 安全冷却水Ｂ冷却

塔の配管を対象とした熱影響評価の計算条件 

 

第 2.1-2表 森林火災における熱影響評価結果 
 

再処理設備本体用 安全冷却水Ｂ冷却塔以外の

については，次回以降に詳細を説明する。 

 

 

c. 重大事故等対処設備 

重大事故等対処設備については，次回以降に詳

細を説明する。 

 

 

 

 

 

第１回申請範囲の設備

のみを記載するもので

あり，新たな論点が生

じるものではない。 

 

計算条件を冒頭で整理

する構成としており,新

たな論点を生じるもの

ではない。 

 

 

 

 

 

 

第１回申請範囲の設備

のみを記載するもので

あり，新たな論点が生

じるものではない。 

 

第１回申請範囲の設備

のみを記載するもので

あり，新たな論点が生

じるものではない。 
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【Ⅵ-1-1-1-4-6 外部火災防護における評価条件及び評価結果】(3／23) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

(a) 建屋及び津波防護施設のうち鋼管杭鉄筋コ

ンクリート防潮壁 

 

(b) 主排気筒，放水路ゲート，津波防護施設のう

ち止水ジョイント部及び防潮扉 

 

(c) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機を含む。） 

 

(d) 残留熱除去系海水系ポンプ 

 

(e) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 近隣の産業施設に対する熱影響評価 

 

2.2.1  石油備蓄基地火災に対する熱影響評価 

敷地周辺 10ｋｍ範囲内に存在する近隣の産業施設

として，石油備蓄基地（敷地西方向 0.9ｋｍ）の

火災を想定する。 

 

a．建屋 

建屋については，次回以降に詳細を説明する。 

 

b. 冷却塔 

外部火災防護対象施設のうち，再処理設備本体

用 安全冷却水Ｂ冷却塔に対する石油備蓄基地火

災による危険距離の計算条件を第 2.2.1-1 表に，

施設選定の違いであり、

新たな論点を生じるも

のではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社施設のサイト条件

から、石油備蓄基地火

災が想定され、当社施

設を考慮し、事業許可

の通り評価することに

よる違いであり、新た

な論点を生じるもので

はない。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-6 外部火災防護における評価条件及び評価結果】(4／23) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価結果を第 2.2.1-2表に示す。 

 

第2.2.1-1表 再処理設備本体用 安全冷却水Ｂ冷

却塔の配管を対象とした熱影響評価の計算条件 

 

第 2.2.1-2表 石油備蓄基地火災における熱影響

評価結果 

 

再処理設備本体用 安全冷却水Ｂ冷却塔以外の

については，次回以降に詳細を説明する。 

 

 

c. 非常用ディーゼル発電機 

非常用ディーゼル発電機については，次回以降

に詳細を説明する。 

 

 

 

 

2.2.2  石油備蓄基地火災と森林火災の重畳 

a．建屋 

建屋については，次回以降に詳細を説明する。 

 

b. 冷却塔 

外部火災防護対象施設のうち，再処理設備本体

用 安全冷却水Ｂ冷却塔に対する石油備蓄基地火

災と森林火災の重畳による危険距離の計算条件を

第 2.2.2-1表に，評価結果を第 2.2.2-2表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社施設のサイト条件

から，石油備蓄基地火

災と森林火災の重畳が

想定され，当社施設を

考慮し，事業許可の通

り評価することによる

違いであり，新たな論

点を生じるものではな

い。 
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【Ⅵ-1-1-1-4-6 外部火災防護における評価条件及び評価結果】(5／23) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設

等の火災 

2.1.2.1 火災源に対する評価 

 

危険物貯蔵施設火災時の温度評価結果を整理

し，表 2-2 に示す。火災源に対する評価は、添付

書類「Ｖ-1-1-2-5-5 外部火災防護における評価

方針」の表 2.1.2-1 に示す敷地内の危険物貯蔵施

設等の一覧（火災源）のうち，以下を対象とする。 

・溶融炉灯油タンク 

・主要変圧器 

・所内変圧器２Ａ 

・起動変圧器２Ｂ 

 

(1) 評価条件及び評価結果 

 

第2.2.2-1表 再処理設備本体用 安全冷却水Ｂ冷

却塔の配管を対象とした熱影響評価の計算条件 

 

第 2.2.2-2表 石油備蓄基地火災と森林火災の

重畳における熱影響評価結果 
 

再処理設備本体用 安全冷却水Ｂ冷却塔以外の

については，次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

2.2.3  敷地内危険物貯蔵施設等の火災に対する

熱影響評価 

 

 

危険物貯蔵施設等の火災の評価は，「Ⅵ－１－

１－１－４－５ 外部火災防護における評価方

針」の「4.2.3 敷地内の危険物貯蔵施設等に対す

る熱影響評価」で抽出した以下を対象とする。 

 

 

・ボイラ用燃料受入れ・貯蔵所の重油タンク 

・ボイラ用燃料貯蔵所の重油タンク 

・ディーゼル発電機用燃料受入れ・貯蔵所の重

油タンク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価結果のまとめ方の

違いであり，新たな論点

を生じるものではない。 

 

 

 

当社施設の選定結果で

あり，新たな論点を生

じるものではない。 
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【Ⅵ-1-1-1-4-6 外部火災防護における評価条件及び評価結果】(6／23) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

a．溶融炉灯油タンク火災 

 

(a) 原子炉建屋の評価条件及び評価結果 

原子炉建屋表面温度の評価条件及び評価結果を

示す。 

溶融炉灯油タンクから外部火災の影響を考慮す

る施設までの距離は，図 2-3に示す。 

(b) タービン建屋 

(c) 主排気筒 

(d) 残留熱除去系海水系ポンプ 

(e) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 

b．主要変圧器火災 

(a) タービン建屋の評価条件及び評価結果 

タービン建屋表面温度の評価条件及び評価結果

を示す。 

主要変圧器からタービンまでの距離は，図 2-4

に示す。 

(b) 放水路ゲートの評価条件及び評価結果 

放水路ゲート駆動装置外殻の温度上昇の評価条

件及び評価結果を示す。 

主要変圧器から放水路ゲートまでの距離は、図

2-4に示す。 

c．所内変圧器２Ａ火災 

(a) タービン建屋の評価条件及び評価結果 

タービン建屋表面温度の評価条件及び評価結果を

示す。 

所内変圧器２Ａからタービン建屋までの距離は，

a．建屋 

建屋については，次回以降に詳細を説明する。 

 

b. 冷却塔 

外部火災防護対象施設のうち，再処理設備本体

用 安全冷却水Ｂ冷却塔に対する危険物貯蔵施設

等の火災による危険距離の計算条件を第 2.2.3-1

表及び第 2.2.3-2 表に，評価結果を第 2.2.3-3 表

～第 2.2.3-5表に示す。 

 

第2.2.3-1表 再処理設備本体用 安全冷却水Ｂ冷

却塔の配管を対象とした熱影響評価の計算条件 

 

第2.2.3-2表 重油タンクの火災における評価条

件 

 

第2.2.3-3表 危険物貯蔵施設等の火災における

熱影響評価結果（ボイラ用燃料受入れ・貯蔵所） 

 

第2.2.3-4表 危険物貯蔵施設等の火災における

熱影響評価結果（ボイラ用燃料貯蔵所） 

 

第2.2.3-5表 危険物貯蔵施設等の火災における

熱影響評価結果（ディーゼル発電機用燃料油受入

れ・貯蔵所） 

 

再処理設備本体用 安全冷却水Ｂ冷却塔以外の

については，次回以降に詳細を説明する。 

評価結果のまとめ方の

違いであり，新たな論点

を生じるものではない。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-6 外部火災防護における評価条件及び評価結果】(7／23) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

図 2-4に示す。 

(b) 放水路ゲートの評価条件及び評価結果 

放水路ゲート駆動装置機械室外殻の温度上昇の

評価条件及び評価結果を示す。 

所内変圧器２Ａから放水路ゲートまでの距離

は、図 2-4に示す。 

d．起動変圧器２Ｂ火災 

(a) タービン建屋の評価条件及び評価結果 

タービン建屋表面温度の評価条件及び評価結果

を示す。 

起動変圧器２Ｂからタービン建屋までの距離

は，図 2-4に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.2 爆発源に対する評価 

水素貯槽の爆発による危険限界距離の評価条件

及び評価結果を示す。爆発源に対する評価は、添

付書類「Ｖ-1-1-2-5-5 外部火災防護における評

価方針」の表 2.1.2-2 に示す敷地内の爆発源とな

る設備一覧のうち，水素貯槽を対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4  危険物貯蔵施設等の爆発に対する影響評

価 

(1) 危険限界距離を確保できる施設の評価 

危険物貯蔵施設等の爆発の評価は，「Ⅵ－１－

１－１－４－５ 外部火災防護における評価方

針」の「4.2.4敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発」

で抽出した以下を対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価結果のまとめ方の

違いであり，新たな論点

を生じるものではない。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-6 外部火災防護における評価条件及び評価結果】(8／23) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

(1) 評価条件及び評価結果 

タービン建屋までの離隔距離は，図 2-3 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ボイラ建屋 ボンベ置場 

・低レベル廃棄物処理建屋 プロパンボンベ庫 

・精製建屋ボンベ庫，還元ガス製造建屋 

 

a．建屋 

建屋については，次回以降に詳細を説明する。 

 

b. 冷却塔 

外部火災防護対象施設に対し，ボイラ建屋 ボン

ベ置場，低レベル廃棄物処理建屋 プロパンボンベ

庫及び精製建屋ボンベ庫の爆発による危険距離の

計算条件を第2.2.4-1表～第2.2.4-3表に，危険限

界距離の評価結果を第2.2.4-4表に示す。 

 

第2.2.4-1表 ボイラ建屋 ボンベ置場の計算条件 

 

第2.2.4-2表 低レベル廃棄物処理建屋 プロパン

ボンベ庫の計算条件 

 

第2.2.4-3表 精製建屋ボンベ庫の計算条件 

 

第2.2.4-4表 危険限界距離の評価結果 

 

再処理設備本体用 安全冷却水Ｂ冷却塔以外に

ついては，次回以降に詳細を説明する。 

 

(2) 危険限界距離を確保できない施設の評価 

危険限界距離を確保できない施設の評価につい

当社施設の選定結果で

あり，新たな論点を生

じるものではない。 

 

評価結果のまとめ方の

違いであり，新たな論点

を生じるものではない。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-6 外部火災防護における評価条件及び評価結果】(9／23) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

2.1.3 航空機墜落による火災 

航空機墜落による火災時の温度評価結果を整理

し、表 2-3に示す。 

 

 

 

 

 

2.1.3.1 原子炉施設に対する評価 

 

 

(1) 標的面積と離隔距離の評価条件及び評価結

果 

(2) 評価条件及び評価結果 

a. 建屋 

標的面積から求めた，自衛隊機又は米軍機Ｆ－

１５の離隔距離を図 2-5 に示し、以下に温度の評

価条件及び評価結果を示す。なお，その他の機種

の離隔距離は 200 m以上と長く，広範囲となる。 

b. 主排気筒 

 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機を含む。） 

 

d. 残留熱除去系海水系ポンプ 

ては，次回以降に詳細を説明する。 

 

 

2.3  航空機墜落による火災 

対象航空機の航空機墜落による火災時の燃焼時

間を第 2.3-1 表に示す。燃焼時間は長く，外部火

災防護対象施設への熱影響が厳しい F-16を熱影響

評価の対象航空機とする。 

 

第 2.3-1表  熱影響評価の対象航空機 

 

2.3.1 航空機墜落による火災に対する屋外施設

の熱影響評価 

 

a．建屋 

建屋については，次回以降に詳細を説明する。 

 

b. 冷却塔 

（ａ）再処理設備本体用 安全冷却水Ｂ冷却塔 

イ．冷却水温度の評価結果 

外部火災防護対象施設のうち，再処理設備本体

用 安全冷却水Ｂ冷却塔の冷却水温度に対する航

空機墜落による火災の影響評価に用いる評価条件

を第 2.3.1-1 表～第 2.3.1-3 表に，評価結果を第

2.3.1-4表に示す。 

 

第 2.3.1-1表 対象航空機，燃焼面積及び燃焼半

径 

 

 

 

 

事業許可の通り当社施

設のサイト条件から、

航空機墜落火災を建屋

直近で評価するため評

価することによる違い

であり、新たな論点を

生じるものではない。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-6 外部火災防護における評価条件及び評価結果】(10／23) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 

 

2.1.3.2 使用済燃料乾式貯蔵建屋に対する評価 

(1) 標的面積と離隔距離の評価条件及び評価結

果 

 

(2) 評価条件及び評価結果 

a. 使用済燃料乾式貯蔵建屋 

標的面積から求めた，自衛隊機又は米軍機Ｆ－

１５の離隔距離を図 2-6 に示し、以下に温度の評

価条件及び評価結果を示す。なお，その他の機種

の離隔距離は 300 m以上と長く，広範囲となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.3.1-2表 形態係数及び輻射強度の算出結果 

 

第 2.3.1-3表 熱影響評価に用いた諸元 

 

第 2.3.1-4表 航空機墜落による火災における冷

却水の温度評価結果 

 

ロ．機能維持に必要な部材 

外部火災防護対象施設のうち，再処理設備本体

用 安全冷却水Ｂ冷却塔の機能維持に必要な部材

に対する航空機墜落による火災による影響評価の

評価条件及び評価結果を（イ）～（ニ）に示す。 

（イ）減速機 

減速機の評価条件を第 2.3.1-5 表に，評価結果

を第 2.3.1-1図に示す。 

 

第 2.3.1-5表 減速機の評価条件 

 

第 2.3.1-1図 減速機の評価結果 

 

（ロ）原動機 

原動機の評価条件を第 2.3.1-6 表に，評価結果

を第 2.3.1-2図に示す。 

 

第 2.3.1-6表 原動機の評価条件 

 

第 2.3.1-2図 原動機の評価結果 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-6 外部火災防護における評価条件及び評価結果】(11／23) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ハ）ファン 

ファンの評価条件を第 2.3.1-7 表に，評価結果

を第 2.3.1-3図に示す。 

 

第 2.3.1-7表 ファンの評価条件 

 

第 2.3.1-3図 ファンの評価結果 

 

（ニ）チューブサポート 

チューブサポートの評価条件を第 2.3.1-8表に，

評価結果を第 2.3.1-4図に示す。 

 

第 2.3.1-8表 チューブサポートの評価条件 

 

第 2.3.1-4図 チューブサポートの評価結果 

 

ハ．構造健全性の影響評価 

 支持架構の評価条件を第 2.3.1-9 表に，耐火被

覆を施工する範囲の評価結果を第 2.3.1-5 図に示

す。 

 

第 2.3.1-9表 支持架構の評価条件 

 

第 2.3.1-5図 耐火被覆を施工する範囲の評価結

果 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-6 外部火災防護における評価条件及び評価結果】(12／23) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二．再処理設備本体用 安全冷却水Ｂ冷却塔に波

及的影響を及ぼす施設の熱影響評価 

 

再処理設備本体用 安全冷却水Ｂ冷却塔に波及的

影響を及ぼす施設の評価条件を第 2.3.1-9 表に，

耐火被覆を施工する範囲の評価結果を第 2.3.1-5

図に示す。 

 

第 2.3.1-9表 支持架構の評価条件 

 

第 2.3.1-5図 耐火被覆を施工する範囲の評価結

果 

 

 

再処理設備本体用 安全冷却水Ｂ冷却塔以外に

ついては，次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

2.3.3 飛来物防護板から輻射影響を受ける施設

の熱影響評価 

 

飛来物防護板から輻射影響を受ける施設につい

ては，次回以降に詳細を説明する。 

 

 

2.4  航空機墜落による火災と敷地内の危険物貯

蔵施設等の爆発との重畳に対する影響評価 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-6 外部火災防護における評価条件及び評価結果】(13／23) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

2.1.4 敷地内の危険物貯蔵施設等の火災と航空

機墜落による重畳火災 

敷地内の危険物貯蔵施設等の火災と航空機墜落

による重畳火災時の評価結果を整理し、表 2-3 に

示す。 

(1)  評価条件 

a. 敷地内危険物貯蔵施設等の火災（溶融炉灯油

タンク） 

溶融炉灯油タンクの評価条件は，「2.1.2.1 (1) 

評価条件及び評価結果」と同じである。 

b. 敷地内危険物貯蔵施設等の火災（主要変圧

器） 

主要変圧器の評価条件は、「2.1.2.1 (1) 評価

条件及び評価結果」と同じである。 

c. 航空機墜落による火災（Ｆ－１５） 

Ｆ－１５の評価条件は、「2.1.3.1 (2) 評価条

件及び評価結果」と同じである。 

(2) 評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 危険限界距離を確保できる施設の評価 

外部火災防護対象施設のうち，ボイラ建屋 ボン

ベ置場，低レベル廃棄物処理建屋 プロパンボンベ

庫，精製建屋ボンベ庫，に対する航空機墜落による

火災と敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発との重畳

による危険距離の計算条件を第 2.4-1 表～第 2.4-

3表に，危険限界距離の評価結果を第 2.4.1-4表に

示す。 

 

第 2.4-1表 ボイラ建屋 ボンベ置場の計算条件 

 

第 2.4-2表 低レベル廃棄物処理建屋 プロパン

ボンベ庫の計算条件 

 

第 2.4-3表 精製建屋ボンベ庫の計算条件 

 

第 2.4-4表 危険限界距離の評価結果 

 

(2) 危険限界距離を確保できない施設の評価 

危険限界距離を確保できない施設の評価につい

ては，次回以降に詳細を説明する。 

 

 

2.5 使用済燃料収納キャスクを収納する建屋の

影響評価 

使用済燃料収納キャスクを収納する建屋に

ついては，次回以降に詳細を説明する。 

 

 

事業許可の通り当社施

設のサイト条件から、

航空機墜落火災を建屋

直近で評価するため、

火災の重畳ではなく、

爆発との重畳評価する

ことによる違いであ

り、新たな論点を生じ

るものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業許可の通り使用済
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-6 外部火災防護における評価条件及び評価結果】(14／23) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 敷地内の危険物貯蔵施設等の火災の発生防

止 

危険物貯蔵施設等のうち，重油タンクの表面温

度評価における計算条件を第 2.6-1 表に，プロパ

ンボンベの表面温度評価における計算条件を第

2.6-2表に示す。 

危険物貯蔵施設等のうち，防火帯外側及び石油

備蓄基地から最短となる施設への評価結果を第

2.6-3表に示す。 

評価の結果，森林火災及び石油備蓄基地火災の

熱影響を受けたとしても，重油タンク，水素ボンベ

及びプロパンボンベの表面温度又は内部温度は貯

蔵物の許容温度以下となる。 

以上より，外部火災防護対象施設の安全機能を

損なうことはない。 

 

第 2.6-1表 重油タンクの表面温度評価における

計算条件 

 

第 2.6-2表 プロパンボンベの表面温度評価にお

ける計算条 

 

第 2.6-3表 防火帯外側及び石油備蓄基地から最

短となる施設への評価結果 

 

燃料収納キャスクを収

納する建屋について評

価するものであり、新た

な論点を生じるもので

はない。 

 

事業許可の通り敷地内

の危険物貯蔵施設等の

火災発生防止の評価す

るものであり、新たな論

点を生じるものではな

い。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-6 外部火災防護における評価条件及び評価結果】(15／23) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

2.2 発電所敷地外の火災に対する評価条件及び

評価結果 

2.2.1 石油コンビナート等の火災 

発電所の敷地外 10 km以内に石油コンビナート

施設は存在しないことを確認している。発電所に

最も近い石油コンビナート地区は南約 50 kmの位

置にある鹿島臨海地区である。鹿島臨海地区の位

置を図 2-7に示す。 

 

2.2.2 危険物貯蔵施設等の火災 

2.2.2.1 火災源に対する評価 

危険物貯蔵施設等の火災時の温度評価結果を整

理し，表 2-4に示す。 

2.2.2.1.1 外部火災の影響を考慮する施設に影

響を及ぼすおそれのある危険物貯蔵

施設の抽出 

発電所の敷地外 10 km以内にある外部火災の影

響を考慮する施設に影響を及ぼす可能性のある危

険物貯蔵施設を抽出する範囲を特定するため，石

油コンビナート相当の 10万 kLのタンク火災の評

価を行い，抽出する範囲を特定する。 

(1) 評価条件及び評価 

a.建屋 

温度の評価条件及び評価結果を示す。 

b.主排気筒及び放水路ゲート 

 

 

 

 

事業許可の通り当社施

設のサイト付近には、

石油コンビナート等は

存在しないことから

10km以内の危険物貯蔵

施設等の火災等を評価

するものであり、新た

な論点を生じるもので

はない。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-6 外部火災防護における評価条件及び評価結果】(16／23) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

c.非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。） 

d.残留熱除去系海水系ポンプ 

e.非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ系デ

ィーゼル発電機を含む。） 

用海水ポンプ 

2.2.2.1.2 抽出した危険物貯蔵施設の火災 

発電所の敷地外 10 km 以内にある外部火災の影

響を考慮する施設に影響を及ぼす可能性のある危

険物貯蔵施設の火災の評価結果を整理し，表 2-4 

に示す。発電所周辺の危険物貯蔵施設等の位置を

図 2-8，図 2-9 に示す。火災源に対する評価は，

添付書類「Ⅴ-1-1-2-5-5 外部火災防護における評

価方針」の表 2.2.2-1 に示す発電所周辺（東海村

全域及び日立市の一部）に存在する危険物貯蔵施

設のうち

を対象とす

る 。 な お ，              

の危険物タンクは地下貯蔵であるため，評価対象

外とした。 

(1) 評価条件及び評価結果 

a. 建屋 

温度の評価条件及び評価結果を示す。 

b. 主排気筒及び放水路ゲート 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。） 

d. 残留熱除去系海水系ポンプ 

e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-6 外部火災防護における評価条件及び評価結果】(17／23) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 

2.2.2.2 爆発源に対する評価 

爆発源に対する危険限界距離の評価結果を整理

し，表 2-5,表 2-6 に示す。 

2.2.2.2.1 外部火災の影響を考慮する施設に影響

を及ぼす可能性がある施設の抽出 

危険限界距離の評価条件及び評価結果を示す。 

外部火災の影響を考慮する施設までの距離は，

図 2-10 に示す。 

2.2.2.2.2 抽出結果 

日立ＬＮＧ基地のガスタンクの危険限界距離は

373 m となる。発電所から最も近い位置にある高

圧ガス貯蔵施設は，発電所から 900 m の位置にあ

る

であり，

日立ＬＮＧ基地のガスタンクの発電所への影響を

上回る高圧ガス貯蔵施設は存在しないことを確認

した。 

2.2.2.2.3 タンク破裂時における破片の最大飛散

距離の評価 

タンク破裂時における破片の最大飛散距離の評

価条件及び評価結果を示す。 

2.2.3 燃料輸送車両の火災 

2.2.3.1 火災源に対する評価 

発電所敷地外の公道上で最大規模の燃料輸送車

両火災の評価結果を整理し，表 2-4 に 

示す。また，燃料輸送車両から各対象までの距離

は，図 2-11 に示す。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-6 外部火災防護における評価条件及び評価結果】(18／23) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

(1) 評価条件及び評価結果 

a. 建屋 

評価条件及び評価結果を示す。 

b. 主排気筒及び放水路ゲート 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。） 

d. 残留熱除去系海水系ポンプ 

e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 

2.2.3.2 爆発源に対する評価 

発電所敷地外の公道上で最大規模の燃料輸送車

両爆発の評価結果を整理し，表 2-5 に示す。また，

燃料輸送車両から各対象までの距離は，図 2-11 に

示す。 

2.2.3.2.1 危険限界距離の評価 

危険限界距離の評価条件及び評価結果を示す。 

外部火災の影響を考慮する施設までの距離は，

図 2-10 に示す。 

2.2.3.2.2 タンク破裂時における破片の最大飛散

距離の評価 

発電所敷地外の公道上で最大規模の燃料輸送車

両の，タンク破裂時における破片の最大飛散距離

評価結果を整理し表 2-6 に示す。 

(1) 簡易評価 

タンク破裂時における破片の最大飛散距離の評

価条件及び評価結果を示す。 

(2) 詳細評価 

タンク破裂時における破片の最大飛散距離の評
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-6 外部火災防護における評価条件及び評価結果】(19／23) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

価条件及び評価結果を示す。 

表 最大飛散距離の評価結果 

(3) 飛来物が衝突する場合の影響評価方法 

a. タービン建屋 

(a) 衝突エネルギの算出 

(b) コンクリートに対する貫通限界厚さの算出 

(c) 竜巻の設計飛来物に対する包絡確認 

b. 原子炉建屋 

(a) 衝突エネルギの算出 

(b) コンクリートに対する貫通限界厚さの算出 

(c) 鋼板に対する貫通限界厚さの算出 

(d) 竜巻の設計飛来物に対する包絡確認 

c. 使用済燃料乾式貯蔵建屋 

(a) 衝突エネルギの算出 

(b) コンクリートに対する貫通限界厚さの算出 

(c) 竜巻の設計飛来物に対する包絡確認 

 

2.2.4 漂流船舶の火災 

2.2.4.1 火災源に対する評価 

日立ＬＮＧ基地にＬＮＧ及びＬＰＧを輸送する

輸送船及び内航船，並びに発電所港湾内に定期的

に入港する定期船のうち，燃料保有量及び対象ま

での離隔距離を勘案して，他の火災源に包絡され

るＬＰＧ輸送船及び内航船を除いたＬＮＧ輸送船

及び定期船の火災の評価結果を整理し，表 2-4 に

示す。また，火災源となる船舶から各対象までの

距離は，図 2-12,13 に示す。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-6 外部火災防護における評価条件及び評価結果】(20／23) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

(1) ＬＮＧ輸送船火災に関する温度の評価条件及

び評価結果 

a. 建屋 

評価条件及び評価結果を示す。 

b. 主排気筒及び放水路ゲート 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。） 

d. 残留熱除去系海水系ポンプ 

e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 

(2) 定期船火災に関する温度の評価条件及び評価

結果 

a. 建屋 

評価条件及び評価結果を示す。 

b. 主排気筒及び放水路ゲート 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。） 

d. 残留熱除去系海水系ポンプ 

e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 

 

2.2.4.2 爆発源に対する評価 

日立ＬＮＧ基地に，ＬＮＧ及びＬＰＧを輸送す

る輸送船及び内航船の爆発の評価結果を整理し表

2-5 に示す。なお，残留熱除去系海水系ポンプ，

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ及び放水路

ゲートは，鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁の高さ
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-6 外部火災防護における評価条件及び評価結果】(21／23) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

より低い位置にあるため直接爆風圧の影響を受け

ないことから当該評価の対象に含めない。また，

爆発源となる船舶から各対象までの距離は，図 2-

12,13,14 に示す。 

 

2.2.4.2.1 タンク破裂時における破片の最大飛散

距離の評価 

日立ＬＮＧ基地にＬＰＧを輸送する輸送船の，

タンク破裂時における破片の最大飛散距離の評価

結果を整理し表 2-6 に示す。 

表 2-1 森林火災時の危険距離評価結果 

表 2-2 発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設

等の火災の評価結果 

表 2-3 航空機墜落による火災及び重畳火災時の

温度評価結果（1/2） 

表 2-3 航空機墜落による火災及び重畳火災時の

温度評価結果（2/2） 

表 2-4 敷地外の火災源に対する危険距離評価結

果 

表 2-5 敷地外の爆発源に対する危険限界距離評

価結果 

表 2-6 敷地外の爆発源に対する最大飛散距離評

価結果 

図 2-1 外部火災の影響を考慮する施設と防火帯

の位置関係及び離隔距離 

図 2-2 津波防護施設と防火帯の位置関係及び離

隔距離 

図 2-3 評価対象とする火災源又は爆発源となる
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-6 外部火災防護における評価条件及び評価結果】(22／23) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

設備及び外部火災の影響を考慮する施設の

位置 

図 2-4 火災源となる変圧器及び外部火災の影響

を考慮する施設の位置 

図 2-5 自衛隊機又は米軍機，基地－訓練空域間

往復時の離隔距離 

（原子炉施設（使用済燃料乾式貯蔵建屋除く。）） 

図 2-6 自衛隊機又は米軍機，基地－訓練空域間

往復時の離隔距離 

（使用済燃料乾式貯蔵建屋） 

図 2-7 発電所と鹿島臨海地区石油コンビナート

の位置 

図 2-8 発電所周辺（東海村全域及び日立市の一

部）に位置する危険物貯蔵施設 

図 2-9 外部火災の影響を考慮する施設と抽出し

た危険物貯蔵施設の位置関係 

図 2-10 発電所周辺（東海村全域及び日立市の一

部）に存在する第四類危険物貯蔵施設 

図 2-11 発電所と燃料輸送車両の位置関係 

図 2-12 外部火災の影響を考慮する施設とＬＮＧ

輸送船及びＬＰＧ輸送船の位置関係 

図 2-13 外部火災の影響を考慮する施設と定期船

の位置関係 

図 2-14 外部火災の影響を考慮する施設と内航船

の位置関係 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-4-6 外部火災防護における評価条件及び評価結果】(23／23) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
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別紙５ 
 
 
 

補足説明すべき項目の抽出 
 

※別紙 5③については、追而とする。 
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補足説明すべき項目の抽出
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙５①

補足すべき事項

1

3.3.3　外部火災
安全機能を有する施設は，想定される外部火災において， も厳しい火災が発生した場合においても，
防火帯の設置，離隔距離の確保，建屋による防護，耐火被覆又は遮熱板により，その安全機能を損なわ
ない設計とする。

2

外部火災から防護する施設（以下「外部火災防護対象施設」という。）としては，安全評価上その機能
を期待する構築物，系統及び機器を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な構築物，系統及び機器を
抽出し，外部火災により冷却，水素掃気，火災及び爆発の防止，臨界の防止等の安全機能を損なわない
よう機械的強度を有すること等により，安全機能を損なわない設計とする。

3
また，外部火災防護対象施設等に波及的影響を及ぼして安全機能を損なわせるおそれがある施設の影響
を考慮した設計とする。

4
上記に含まれない安全機能を有する施設については，外部火災に対して機能を維持すること若しくは外
部火災による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障が生じない期間で
の修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，安全機能を損なわない設計とする。

【外部火災から防護すべき施設】
⇒外部火災から防護すべき施設として、安全機能を有する施設、重大
事故等対処施設、それら施設に波及的影響を及ぼし得る施設、及び使
用済燃料を収納しているキャスクに波及的影響を及ぼし得る施設の選
定について、補足説明する。
・[補足　外外火01]外部火災より防護すべき施設について

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火
災への配慮に関する基
本方針
2.外部火災防護に関す
る基本方針
2.1基本方針
2.1.1外部火災から防
護すべき施設
2.2.2外部火災から防
護すべき施設の設計方
針
f.外部火災防護対象施
設に含まれない安全機
能を有する施設に対す
る設計方針
Ⅵ-1-1-1-4-2　外部火
災の影響を考慮する施
設の選定
2.1外部火災防護対象
施設の選定
Ⅵ-1-1-1-4-4外部火災
防護における許容温
度、許容応力の設定根
拠
2.設定根拠
Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火
災防護における評価方
針
4.5　使用済燃料収納
キャスクの波及的破損
を及ぼし得る施設の影
響評価
Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火
災防護における評価条
件及び評価結果
2.5　使用済燃料収納
キャスクに波及的破損
を及ぼし得る施設の影
響評価

基本設計方針 添付書類
Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火
災への配慮に関する基
本方針
1.概要
2.外部火災防護に関す
る基本方針
2.1基本方針
2.1.1外部火災から防
護すべき施設
2.2.2外部火災から防
護すべき施設の設計方
針
f.外部火災防護対象施
設に含まれない安全機
能を有する施設に対す
る設計方針
2.1.3　外部火災防護
対象施設及び重大事故
等対処設備の評価方針

Ⅵ-1-1-1-4-2　外部火
災の影響を考慮する施
設の選定1.概要
2.選定の基本方針
2.1外部火災防護対象
施設の選定

【外部火災防護に対する基本方針】
・外部火災防護対象施設は、外部火災により必要な機能が損なわれない設計とする。
・想定される外部火災において， も厳しい火災が発生した場合においても，防火帯の設置，離隔距
離の確保，建屋による防護，耐火被覆又は遮熱板により，外部火災に対してその安全機能を損なわな
い設計とする。
・火災・爆発を考慮し、温度や危険距離等を算出し、必要な機能が損なわれない設計とする。
・外部火災による二次的影響（ばい煙、有毒ガス）を考慮し、安全機能を損なわない設計とする。

【外部火災から防護すべき施設の概要】
・外部火災から防護すべき施設は，外部火災防護対象施設とする。
・外部火災防護対象施設を収納する建屋は、建屋を対象とする。
・外部火災防護対象施設以外の施設については代替設備又は安全上支障のない期間で修繕等の対応を
行う。
・使用済燃料を収納しているキャスクに波及的影響を与える施設については，波及的破損を与えない
施設として対象とする。
・外部火災として森林火災、近隣の産業施設、航空機墜落火災について厳しい状況を想定する。
・外部火災の二次的影響を考慮し、外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

【外部火災防護対象施設に含まれない安全機能を有する施設に対する設計方針】
・外部火災防護対象施設以外の施設については代替設備又は安全上支障のない期間で修繕等の対応を
行う。

【外部火災の影響を考慮する施設の選定の基本方針】
・外部火災から防護すべき施設は，外部火災防護対象施設とする。
・使用済燃料を収納している輸送容器に波及的破損を与える施設を対象とする。
・外部火災防護対象施設の内、建屋内に保管される場合は、建屋を対象とする。
・航空機墜落火災において、外部火災防護対象施設に波及的影響を及ぼすおそれのある施設、竜巻飛
来物防護板から影響を受ける建屋内の外部火災防護対象施設を抽出し、対象とする。
・建屋内にあっても森林火災、石油備蓄基地火災において外気取入れを行う非常用ディーゼル発電機
を対象とする。

5

【外部火災から防護すべき施設】
⇒外部火災から防護すべき施設として、安全機能を有する施設、重大
事故等対処施設、それら施設に波及的影響を及ぼし得る施設、及び使
用済燃料を収納しているキャスクに波及的影響を及ぼし得る施設の選
定について、補足説明する。
・[補足　外外火01]外部火災より防護すべき施設について

【使用済燃料収納キャスクに対して波及的破損を及ぼし得る施設の評
価方法について】
⇒使用済燃料を輸送する輸送容器に対して波及的影響を及ぼし得る施
設の評価方法について、評価条件、評価方法について補足説明する。
・[補足　外外火02]使用済燃料収納キャスクに波及的破損を及ぼし得
る施設の評価について

なお，使用済燃料収納キャスクは再処理施設内に一時的に保管されることを踏まえ，外部火災により使
用済燃料収納キャスクに波及的破損を与えない設計とする。

【外部火災防護に対する基本方針、外部火災の影響を考慮する施設の選定の基本方針及び外部火災防
護における評価の基本方針】
・使用済燃料を収納しているキャスクに波及的影響を与える施設については，波及的破損を与えない
施設を対象とし、波及的破損を及ぼさない事を評価する。

【評価に使用する許容温度について】
使用済燃料収納キャスクについて許容温度と根拠を示す。
【使用済燃料収納キャスクに波及的破損を及ぼし得る施設の影響評価の方法】
・使用済燃料収納キャスクに波及的破損を及ぼし得る施設については、外部火災防護対象施設の評価
に準じて、キャスクに対し波及的破損が無いよう、離隔距離等が適切に確保されていることを確認す
る。

【使用済燃料収納キャスクに波及的影響を及ぼし得る施設の評価結果】
評価結果を示す。
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補足すべき事項基本設計方針 添付書類

6
さらに，重大事故等対処設備についても、外部火災からの影響に対し，必要な機能を損なわれないよ
う，防護措置その他の適切な措置を講ずる設計とする。

12
また，重大事故等対処設備については，重大事故等時における敷地及びその周辺での発生の可能性，重
大事故等対処設備への影響度，事象進展速度や事象進展に対する時間余裕の観点から，重大事故等時に
重大事故等対処設備に影響を与えるおそれがある事象として，森林火災の影響を評価する。

3
また，外部火災防護対象施設等に波及的影響を及ぼして安全機能を損なわせるおそれがある施設の影響
を考慮した設計とする。

7

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設
以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，外部火災による損傷を考慮して，
代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間での修理の対応を行うこと又はこれ
らを適切に組み合わせることにより，その機能を損なわない設計とする。また，機能が確保できない場
合には，関連する工程を停止すること等を保安規定に定めて，管理する。

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火
災への配慮に関する基
本方針
1.概要
2.外部火災防護に関す
る基本方針
2.1基本方針
2.1.1外部火災から防
護すべき施設
2.2.2外部火災から防
護すべき施設の設計方
針
f.外部火災防護対象施
設に含まれない安全機
能を有する施設に対す
る設計方針
2.1.3　外部火災防護
対象施設及び重大事故
等対処設備の評価方針

Ⅵ-1-1-1-4-2　外部火
災の影響を考慮する施
設の選定1.概要
2.選定の基本方針
2.1外部火災防護対象
施設の選定

【外部火災から防護すべき施設】
⇒外部火災から防護すべき施設として、安全機能を有する施設、重大
事故等対処施設、それら施設に波及的影響を及ぼし得る施設、及び使
用済燃料を収納しているキャスクに波及的影響を及ぼし得る施設の選
定について、補足説明する。
・[補足　外外火01]外部火災より防護すべき施設について

【外部火災防護に対する基本方針】
・外部火災防護対象施設及び重大事故等対処設備は、外部火災により必要な機能が損なわれない設計
とする。
・想定される外部火災において， も厳しい火災が発生した場合においても，防火帯の設置，離隔距
離の確保，建屋による防護，耐火被覆又は遮熱板により，外部火災に対してその安全機能を損なわな
い設計とする。
・火災・爆発を考慮し、温度や危険距離等を算出し、必要な機能が損なわれない設計とする。
・外部火災による二次的影響（ばい煙、有毒ガス）を考慮し、安全機能を損なわない設計とする。

【外部火災から防護すべき施設の概要】
・安全機能を有する施設の内、外部火災防護対象施設及び重大事故等対処設備を対象とする。
・外部火災防護対象施設や重大事故等対処を収納する建屋は、建屋を対象とする。
・屋外にある施設は、外部火災防護対象施設及び常設重大事故等対処設備を対象とする。
・外部火災防護対象施設以外の施設及び常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全
機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備については代替設備又は安全上支障のない期間
で修繕等の対応を行う。
・使用済燃料を収納しているキャスクに波及的影響を与える施設については，波及的破損を与えない
施設として対象とする。
・外部火災として森林火災、近隣の産業施設、航空機墜落火災について厳しい状況を想定する。
・外部火災の二次的影響を考慮し、外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

【外部火災防護対象施設に含まれない安全機能を有する施設に対する設計方針】
・常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大
事故等対処設備については代替設備又は安全上支障のない期間で修繕等の対応を行う。

【外部火災防護対象施設に含まれない安全機能を有する施設に対する設計方針】
・外部火災防護対象施設以外の施設及び常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全
機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備については代替設備又は安全上支障のない期間
で修繕等の対応を行う。
・使用済燃料を収納しているキャスクに波及的影響を与える施設については，外部火災を考慮しても
輸送容器に波及的破損を与えない設計とする。
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補足すべき事項基本設計方針 添付書類

8

(1)防護設計に考慮する外部火災に係る事象の設定
外部火災としては，「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」（以下「外部火災ガイド」という。）
を参考として，森林火災，近隣の産業施設の火災及び爆発並びに航空機墜落による火災に対して，外部
火災防護対象施設を収納する建屋及び冷却塔等の屋外に設置する外部火災防護対象施設（以下「屋外の
外部火災防護対象施設」という。）の影響を評価する。

9
また，外部火災防護対象施設へ影響を与えるおそれのある敷地内に存在する屋外の危険物貯蔵施設及び
可燃性ガスボンベ（以下「危険物貯蔵施設等」という。）については，外部火災源としての影響及び外
部火災による影響を評価する。

10
さらに，近隣の産業施設の火災と森林火災の重畳，航空機墜落による火災と危険物貯蔵施設等の火災及
び爆発との重畳を考慮し，外部火災防護対象施設を収納する建屋及び屋外の外部火災防護対象施設への
影響を評価する。

11
ただし，航空機墜落火災については，屋外の外部火災防護対象施設に波及的影響を及ぼすおそれのある
施設及び飛来物防護板から建屋内の外部火災防護対象施設への熱影響も評価する。

【森林火災に対する基本方針】
・評価対象となる外部火災防護対象施設を収納する建屋及び屋外の外部火災防護対象施設の許容温度
となる危険距離を算出し、それ以上の離隔距離を確保する設計とする。
・重大事故等対処設備を収納する建屋及び屋外の重大事故対処施設については、評価対象となる施設
が許容温度になることを確認し、それ以上の離隔を確保する設計とする。

【近隣の産業施設による火災に対する基本方針】
・近隣の産業施設の火災、近隣の産業施設の火災と森林火災の重畳、敷地内の危険物貯蔵施設等の火
災・爆発を想定する。

【石油備蓄基地火災に対する基本方針】
・石油備蓄基地火災について、評価対象となる外部火災防護対象施設を収納する建屋、屋外の外部火
災防護対象施設の温度を評価し、許容温度を満足することを確認し、それ以上の離隔距離を確保でき
ることを確認する。

【石油備蓄基地火災と森林火災の重畳に対する基本方針】
・石油備蓄基地火災と森林火災の重畳を想定する。評価対象となる外部火災防護対象施設を収納する
建屋及び屋外の外部火災防護対象施設が許容温度となることを確認し、それ以上の離隔距離を確保す
る設計とする。

【敷地内の危険物貯蔵施設等の火災・爆発に対する基本方針】
・敷地内の危険物貯蔵施設等の火災に対し、評価対象となる外部火災防護対象施設を収納する建屋及
び屋外の外部火災防護対象施設が許容温度となる危険距離を算出し、それ以上の離隔距離を確保する
設計とする。
・敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発に対し、0.01Mpaとなる危険限界距離を算出し、それ以上の離隔
距離を確保する設計とする。
・危険限界距離を確保できない爆発については、建屋健全性を確保する設計とする。

【航空機墜落火災に対する基本方針】
・航空機墜落による火災については，対象航空機が建屋の直近等に墜落し，建屋外壁等で火災が発生
することを想定する。
・この航空機墜落火災の輻射強度による外部火災防護対象施設を収納する建屋及び屋外の外部火災防
護対象施設が許容温度以下となることを確認する。
・波及的影響を及ぼす施設、竜巻飛来物防護板から影響を受ける屋内の外部火災防護対象施設につい
て、許容温度以下となることを確認する。

【航空機墜落火災と敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災及び爆発の重畳に対する基本方針】
・航空機墜落火災と敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災及び爆発の重畳について安全機能を損
なわない設計とする。
・航空機墜落火災と敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災の重畳については、建屋等の直近を想
定する航空機墜落火災に包絡される。
・爆発に対し、0.01Mpaとなる危険限界距離を算出し、それ以上の離隔距離を確保する設計とする。
・危険限界距離を確保できない爆発については、建屋健全性を確保する設計とする。

【敷地内の危険物貯蔵施設等に対する基本方針】
・敷地内に設置する危険物貯蔵施設等について、森林火災及び石油備蓄基地火災の影響がない設計と
し、外部火災防護対象施設に影響がない設計とする。

【外部火災防護対象施設の評価方針】
・建屋に収納される外部火災防護対象施設及び重大事故等対処設備は，建屋を評価する。
・航空機墜落による火災では，建屋等の直近の火災を想定することから，これに加え，外部火災防護
対象施設に波及的影響を及ぼし得る施設や熱影響を間接的に受ける外部火災防護対象施設を評価す
る。
・敷地内に設置する屋外の危険物貯蔵施設は近隣の産業施設及び森林火災を評価する。
・外部火災の影響評価は，火災・爆発源ごとに設定した評価対象の危険距離等を算出し離隔距離と比
較する方法と，評価対象の温度を算出し，許容温度と比較することで，同種の施設を代表して評価す
る方法を用いる。

【外部火災防護に対する基本方針】
・外部火災の評価の条件に変更があった場合は，外部火災防護対象施設の安全機能への影響評価を実
施することを保安規定に定めて，管理する。

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火
災への配慮に関する基
本方針
2.1.2外部火災から防
護すべき施設の設計方
針
(1)外部火災防護対象
施設の設計方針
a.森林火災に対する設
計方針
b.近隣の産業施の火災
に対する設計方針
(a)石油備蓄基地火災
に対する設計方針
(b)石油備蓄基地火災
と森林火災の重畳に対
する設計方針
(c)敷地内の危険物貯
蔵施設等の火災に対す
る設計方針
c.航空機墜落による火
災に対する設計方針
d.航空機墜落火災と敷
地内に設置する危険物
貯蔵施設等の火災・爆
発の重畳に対する設計
方針
e.敷地内の危険物貯蔵
施設等に対する設計方
針
2.1.3　外部火災防護
対象施設及び重大事故
等対処設備の評価方針

Ⅵ-1-1-1-4-2　外部火
災の影響を考慮する施
設の選定
1.概要
2.選定の基本方針
2.1外部火災防護対象
施設の選定

【森林火災、石油備蓄基地火災（建屋以外）、石油備蓄基地火災と森
林火災の重畳、敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災・爆発、航
空機墜落火災と敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の爆発の評価につ
いて】
「Ⅴ-1-1-1-4-5　外部火災防護における評価方針」に示すとおり，外
部火災に係る評価は外部火災ガイドを参考に影響を確認しており，当
該方針の補足は不要。

【石油備蓄基地火災の建屋の評価方針】
⇒石油備蓄基地火災については危険距離ではなく危険輻射強度を用い
て熱影響評価をしている理由について補足する。
・[補足　外外火10]石油備蓄基地火災における建屋及び非常用ディー
ゼル発電機の評価方法について

【離隔距離を確保できない敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の爆発
の評価について】
⇒離隔距離を確保できない建屋における評価方針を補足する。
・[補足　外外火11]離隔距離を確保できない施設における爆発の健全
性評価方法について

【航空機墜落火災の防護方針について】
・航空機墜落火災の対象航空機、評価方法、耐火被覆及び遮熱板の防
護方針の考え方について補足説明する
⇒【補足　外外火12】　航空機墜落による火災の防護設計について

【敷地内の危険物貯蔵施設等の対象選定、評価方針について】
⇒危険物貯蔵施設等の配置，貯蔵物の物性等及び評価対象、評価方法
について補足する。
・[補足　外外火14]敷地内の危険物貯蔵施設等に対する設計方針
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13

(２)　森林火災に対する設計方針

森林火災については，初期条件を再処理施設への影響が厳しい評価となるように設定し算出した 大の
火炎輻射強度（750ｋＷ／ｍ２）となるセルを評価対象の 短として配置し，火炎 前線の火炎が到達
したセルを横一列に並べ，危険距離及び温度を求め評価する。

14
外部火災防護対象施設を収納する建屋は，外壁表面温度がコンクリートの圧縮強度が維持できる温度
（以下、「コンクリートの許容温度」という。）となる危険距離を求め，危険距離以上の離隔距離を確
保する設計とする。

15
屋外の外部火災防護対象施設については，輻射強度に基づき算出された温度が，冷却塔の 大運転温度
等の機能又は構造強度が維持される温度（以下、「屋外の外部火災防護対象施設の許容温度」という）
以下となる設計とする。

16
非常用ディーゼル発電機におけるにおける外気取入口から室内に流入する空気の温度評価は，輻射熱の
影響が厳しい石油備蓄基地火災に包絡されるため，「（２）近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設
計方針」に基づく設計とする。

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火
災への配慮に関する基
本方針
2.1.2外部火災から防
護すべき施設の設計方
針
(1)外部火災防護対象
施設の設計方針
a.森林火災に対する設
計方針

Ⅵ-1-1-1-4-2　外部火
災の影響を考慮する施
設の選定
1.概要
2.選定の基本方針
2.1外部火災防護対象
施設の選定

【森林火災に対する基本方針】
・非常用ディーゼル発電機の評価については、石油備蓄基地火災に包絡される。

【外部火災の影響を考慮する施設の選定の基本方針】
・建屋内にあっても森林火災、石油備蓄基地火災において外気取入れを行う非常用ディーゼル発電機
を対象とする。

【外部火災から防護すべき施設】
⇒外部火災から防護すべき施設として、安全機能を有する施設、重大
事故等対処施設、それら施設に波及的影響を及ぼし得る施設、及び使
用済燃料を収納しているキャスクに波及的影響を及ぼし得る施設の選
定について、補足説明する。
・[補足　外外火01]外部火災より防護すべき施設について

【森林火災の評価について】
「Ⅴ-1-1-1-4-5　外部火災防護における評価方針」に示すとおり，外
部火災に係る評価は外部火災ガイドを参考に影響を確認しており，当
該方針の補足は不要。

【森林火災の評価条件について】
⇒森林火災の初期条件となる植生、気象条件等の評価条件、防火帯の
設定条件について、補足説明する。
・[補足　外外火04]森林火災について

【外部火災より防護すべき施設の代表性】
⇒各申請回次の代表施設について、評価対象となる施設について説明
する。
・[補足　外外火03]外部火災の施設の代表性について

【森林火災における評価の基本方針】
・森林火災については，外部火災防護対象施設を収納する建屋の外壁表面温度が許容温度となる危険
距離を求め、それ以上の離隔距離を確保する設計とする。
・森林火災による輻射強度から，屋外の外部火災防護対象施設の温度を算出し，安全機能を損なわな
いことを確認する。
・非常用ディーゼル発電機の評価については、石油備蓄基地火災に包絡される。
・重大事故等対処設備を収納する建屋の外壁表面温度が許容温度となる危険距離を求め、それ以上の
離隔距離を確保する設計とする。
・屋外の重大事故等対処施設は温度を算出し、許容温度以下であることを確認する。
・森林火災において、防火帯（幅25m）を前提に評価する。

【評価に使用する許容温度について】
外部火災防護対象施設又は重大事故等対処施設を収納する建屋並びに屋外の外部火災防護対象施設及
び重大事故等対処設備の許容温度と根拠を示す。

【森林火災影響評価の方法】
・森林火災については危険距離又は許容温度を算出し、これを上回る離隔距離が確保されていること
を確認する。
・評価対象は、外部火災防護対象施設を収納する建屋及び重大事故等対処設備を収納する建屋並びに
屋外の外部火災防護対象施設又は屋外の重大事故等対処設備とする。
・森林火災の評価式を示す。

【森林火災における評価結果】
評価結果を示す。

Ⅵ-1-1-1-4-3　外部火
災防護における評価の
基本方針
1.概要
2.外部火災防護におけ
る評価の基本方針
2.1火災及び爆発に対
する評価の基本方針
2.1.1森林火災
2.2　許容温度及び許
容応力

Ⅵ-1-1-1-4-4外部火災
防護における許容温
度、許容応力の設定根
拠
1.概要
2.設定根拠

Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火
災防護における評価方
針
4.1　森林火災に対す
る熱影響評価

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火
災防護における評価条
件及び評価結果
1.概要
2.外部火災の影響を考
慮する施設の外部火災
による熱影響評価の結
果
2.1　森林火災に対す
る熱影響評価
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17
屋内の常設重大事故等対処設備及び屋内に保管する可搬型重大事故等対処設備は，外部からの衝撃によ
る損傷の防止が図られた建屋内に設置又は保管することにより，重大事故等への対処に必要な機能を損
なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火
災への配慮に関する基
本方針
2.1.2外部火災から防
護すべき施設の設計方
針
(1)外部火災防護対象
施設の設計方針
a.森林火災に対する設
計方針

【森林火災に対する基本方針】
・屋内の常設重大事故等対処設備及び可搬型重大事故等対処設備は，建屋内に設置又は保管すること
により，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。
・重大事故等対処設備を収納する建屋は，外壁表面温度がコンクリートの許容温度となる危険距離を
求め，危険距離以上の離隔距離を確保する設計とする。
・屋外の重大事故等対処設備は，防火帯の内側に設置することにより危険距離以上の離隔距離を確保
することで必要な機能を損なわない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

18
重大事故等対処設備を収納する建屋は，外壁表面温度がコンクリートの許容温度となる危険距離を求
め，危険距離以上の離隔距離を確保する設計とする。

19

屋外の重大事故等対処設備は，防火帯の内側に設置することにより危険距離以上の離隔距離を確保する
こと及び設計基準事故に対処するための設備又は常設重大事故等対処設備を設置する場所と異なる場所
に保管することにより設計基準事故に対処するための設備又は常設重大事故等対処設備と同時に必要な
機能を損なわない設計とする。

20
自然現象として想定される森林火災については，森林火災シミュレーション解析コードを用いて算出さ
れる 大火線強度から設定し，事業（変更）許可を受けた防火帯（幅25ｍ以上）を敷地内に設ける設計
とする。

21
防火帯は延焼防止機能を損なわない設計とし，防火帯内には原則として可燃物となるものは設置しない
こととする。ただし，防火帯に可燃物を含む機器等を設置する場合には，必要 小限とするとともに，
不燃性シートで覆う等の対策を施す設計とする。

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火
災への配慮に関する基
本方針
2.1.2外部火災から防
護すべき施設の設計方
針
(1)外部火災防護対象
施設の設計方針
a.森林火災に対する設
計方針

Ⅵ-1-1-1-4-3　外部火
災防護における評価の
基本方針
1.概要
2.外部火災防護におけ
る評価の基本方針
2.1火災及び爆発に対
する評価の基本方針
2.1.1森林火災

【森林火災に対する基本方針】
・防火帯を設ける設計とし、防火帯内は可燃物を置かない設計とする。ただし、防火帯に可燃物を設
置する場合は、必要 小限とするとともに，不燃性シートで覆う等の対策を実施することを保安規定
に定めて、管理する。

【森林火災における評価の基本方針】
・森林火災において、防火帯（幅25m）を前提に評価する。

【森林火災における防火帯の設置方針について】
⇒森林火災における防火帯の運用方法、防火帯内に設置する構築物に
ついて説明する
⇒[補足　外外火05]防火帯の設置方針について

Ⅵ-1-1-1-4-4外部火災
防護における許容温
度、許容応力の設定根
拠
1.概要
2.設定根拠

Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火
災防護における評価方
針
4.1　森林火災に対す
る熱影響評価

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火
災防護における評価条
件及び評価結果
1.概要
2.外部火災の影響を考
慮する施設の外部火災
による熱影響評価の結
果
2.1　森林火災に対す
る熱影響評価

【評価に使用する許容温度について】
外部火災防護対象施設又は重大事故等対処施設を収納する建屋並びに屋外の外部火災防護対象施設及
び重大事故等対処設備の許容温度と根拠を示す。

【森林火災影響評価の方法】
・森林火災については危険距離又は許容温度を算出し、これを上回る離隔距離が確保されていること
を確認する。
・評価対象は、外部火災防護対象施設を収納する建屋及び重大事故等対処設備を収納する建屋並びに
屋外の外部火災防護対象施設又は屋外の重大事故等対処設備とする。
・森林火災の評価式を示す。

【森林火災における評価結果】
評価結果を示す。

※補足すべき事項の対象なし
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22

(３)　 近隣の産業施設の火災及び爆発に対する設計方針

敷地周辺10ｋｍ範囲内に存在する近隣の産業施設の火災及び爆発については，石油備蓄基地の火災，敷
地内の危険物貯蔵施設等の火災及び爆発を対象として，離隔距離を確保又は健全性の維持をすること
で，安全機能を有する施設の安全機能を損なわない設計とする。

23
また，敷地周辺を通行する燃料輸送車両の火災については，貯蔵量が多く外部火災防護対象施設までの
距離が近い敷地内に存在する危険物貯蔵施設（重油タンク）火災の評価に包絡されるため，敷地内に存
在する危険物貯蔵施設により，評価を行う。

24
漂流船舶の影響については，再処理事業所は海岸から約５ｋｍ離れているため，危険物の貯蔵量が多く
外部火災防護対象施設までの距離が近い敷地近傍の石油備蓄基地火災の影響に包絡されることから，石
油備蓄基地火災の影響により評価を行う。

25
・石油備蓄基地の火災については，外部火災防護対象施設を収納する建屋の外壁で受ける輻射強度を，
コンクリートの許容温度となる危険輻射強度（2.3ｋＷ／ｍ２）以下とすることで，危険距離以上の離
隔を確保し，安全機能を損なわない設計とする。

26
屋外の外部火災防護対象施設については，輻射強度に基づき算出した温度を屋外の外部火災防護対象施
設の許容温度以下とすることで，安全機能を損なわない設計とする。

27
非常用ディーゼル発電機は，外気取入口から室内に流入する空気の温度が石油備蓄基地火災の熱影響に
よって上昇したとしても，室内温度を設計 高使用温度以下とすることで，安全機能を損なわない設計
とする。

【石油備蓄基地の火災における評価の基本方針】
・外部火災防護対象施設を収納する建屋等の外壁が受ける輻射強度及び許容温度となる危険輻射強度
を算出し，その輻射強度が危険輻射強度を下回り，危険距離以上の離隔が確保されていることを確認
する。
・評価対象となる屋外の外部火災防護対象施設の温度を評価し、許容温度を満足することを確認し、
それ以上の離隔距離を確保できることを確認する。
・非常用ディーゼル発電機については、給気温度が満足することを確認する。

・建屋、屋外の外部火災防護対象施設、非常用ディーゼル発電機が許容温度以下となることを確認す
る。

【評価に使用する許容温度について】
外部火災防護対象施設を収納する建屋及び屋外の外部火災防護対象施設、ディーゼル発電機の許容温
度と根拠を示す。

【石油備蓄基地火災影響評価の方法】
・石油備蓄基地火災については、輻射強度を算出し，危険輻射強度又は許容温度を満足することを確
認し、それ以上の離隔距離する。
・評価対象は、外部火災防護対象施設を収納する建屋及び屋外の外部火災防護対象施設とする。
・非常用ディーゼル発電機の外気取入口からの空気の温度を許容温度以下となることを確認する。
・石油備蓄基地火災の評価式を示す。

【石油備蓄基地火災における評価結果】
評価結果を示す。

【近隣の産業施設による火災に対する基本方針】
・敷地周辺10kmの範囲にある近隣の産業施設として、石油備蓄基地火災を想定する。
・敷地内の危険物貯蔵施設等の火災・爆発を想定する。
・燃料輸送車両及び漂流船舶の影響については,他火災影響により包絡される。

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火
災への配慮に関する基
本方針
2.1.2外部火災から防
護すべき施設の設計方
針
(1)外部火災防護対象
施設の設計方針
b.近隣の産業施設に対
する設計方針

Ⅵ-1-1-1-4-3　外部火
災防護における評価の
基本方針
2.1火災及び爆発に対
する評価の基本方針
2.1.2近隣の産業施設
による火災に対する算
出の基本方針
(1)石油備蓄基地火災
2.2　許容温度及び許
容応力

Ⅵ-1-1-1-4-4外部火災
防護における許容温
度、許容応力の設定根
拠
1.概要
2.設定根拠

Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火
災防護における評価方
針
4.2近隣の産業施設に
よる火災の熱影響評価
方針
4.2.1石油備蓄基地火
災の熱影響評価方針

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火
災防護における評価条
件及び評価結果
2.2　近隣の産業施設
による火災に対する熱
影響評価結果
2.2.1石油備蓄基地火
災の熱影響評価方針

【近隣の危険物貯蔵施設等の選定】
⇒近隣の危険物貯蔵施設、敷地内の危険物貯蔵施設等の選定の考え方
に対して補足する。
・[補足　外外火06]近隣の産業施設の火災源及び爆発源の選定につい
て
・[補足　外外火07]敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災及び爆
発源の選定について
・[補足　外外火08]燃料輸送車両火災の影響について
・[補足　外外火09]漂流船舶の影響について

【石油備蓄基地火災の建屋の評価方針】
⇒石油備蓄基地火災については危険距離ではなく危険輻射強度を用い
て熱影響評価をしている理由について補足する。
・[補足　外外火10]石油備蓄基地火災における建屋及び非常用ディー
ゼル発電機の評価方法について

【石油備蓄基地火災（建屋以外）の評価について】
「Ⅴ-1-1-1-4-5　外部火災防護における評価方針」に示すとおり，外
部火災に係る評価は外部火災ガイドを参考に影響を確認しており，当
該方針の補足は不要。

【外部火災より防護すべき施設の代表性】
⇒各申請回次の代表施設について、評価対象となる施設について説明
する。
・[補足　外外火03]外部火災の施設の代表性について

【近隣の危険物貯蔵施設等の選定】
⇒近隣の危険物貯蔵施設、敷地内の危険物貯蔵施設等の選定の考え方
に対して補足する。
・[補足　外外火06]近隣の産業施設の火災源及び爆発源の選定につい
て
・[補足　外外火07]敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災及び爆
発源の選定について
・[補足　外外火08]燃料輸送車両火災の影響について
・[補足　外外火09]漂流船舶の影響について
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補足説明すべき項目の抽出
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

28
・石油備蓄基地火災と森林火災の重畳を想定し，それぞれの輻射熱量及び離隔距離を考慮し，外部火災
防護対象施設を収納する建屋の外壁表面温度をコンクリートの許容温度以下とすることで，建屋内に収
納する外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

29
屋外の外部火災防護対象施設については，輻射強度に基づき算出した温度を屋外の外部火災防護対象施
設の許容温度以下とすることで，安全機能を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-4-3　外部火
災防護における評価の
基本方針
2.1火災及び爆発に対
する評価の基本方針
2.1.2近隣の産業施設
による火災に対する算
出の基本方針
(2)石油備蓄基地火災
と森林火災の重畳
2.2　許容温度及び許
容応力

Ⅵ-1-1-1-4-4外部火災
防護における許容温
度、許容応力の設定根
拠
1.概要
2.設定根拠

Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火
災防護における評価方
針
4.2近隣の産業施設に
よる火災の熱影響評価
方針
4.2.2石油備蓄基地火
災と森林火災の重畳の
熱影響評価方針

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火
災防護における評価条
件及び評価結果
2.2　近隣の産業施設
と森林火災の重畳によ
る火災に対する熱影響
評価結果
2.2.2　石油備蓄基地
火災と森林火災の重畳
の熱影響評価方針

【石油備蓄基地の火災と森林火災の重畳における評価の基本方針】
・石油備蓄基地火災及び森林火災の重畳については，外部火災防護対象施設を収納する建屋等の外壁
及び屋外の外部火災防護対象施設が受ける輻射強度を算出し，許容温度以下であることを確認する。
・評価対象となる屋外の外部火災防護対象施設の温度を評価し、許容温度を満足することを確認し、
それ以上の離隔距離を確保できることを確認する。

・建屋、屋外の外部火災防護対象施設が許容温度以下となることを確認する。

【評価に使用する許容温度について】
外部火災防護対象施設を収納する建屋及び屋外の外部火災防護対象施設の許容温度と根拠を示す。

【石油備蓄基地火災と森林火災の重畳影響評価の方法】
・石油備蓄基地火災と森林火災を想定し，許容温度以下となることを確認する。
・評価対象は外部火災防護対象施設を収納する建屋，及び屋外の外部火災防護対象施設にとする。
・石油備蓄基地火災と森林火災の重畳の評価式を示す。

【石油備蓄基地火災と森林火災の重畳における評価結果】
評価結果を示す。

【近隣の危険物貯蔵施設等の選定】
⇒近隣の危険物貯蔵施設、敷地内の危険物貯蔵施設等の選定の考え方
に対して補足する。
・[補足　外外火06]近隣の産業施設の火災源及び爆発源の選定につい
て
・[補足　外外火07]敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災及び爆
発源の選定について
・[補足　外外火08]燃料輸送車両火災の影響について
・[補足　外外火09]漂流船舶の影響について

【石油備蓄基地火災と森林火災の重畳の評価について】
「Ⅴ-1-1-1-4-5　外部火災防護における評価方針」に示すとおり，外
部火災に係る評価は外部火災ガイドを参考に影響を確認しており，当
該方針の補足は不要。

【外部火災より防護すべき施設の代表性】
⇒各申請回次の代表施設について、評価対象となる施設について説明
する。
・[補足　外外火03]外部火災の施設の代表性について
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補足説明すべき項目の抽出
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

30
・敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災については，貯蔵量，配置状況並びに外部火災防護対象施
設を収納する建屋及び屋外の外部火災防護対象施設への距離を考慮し，火災影響を及ぼすおそれがある
ものを選定する。

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火
災への配慮に関する基
本方針
2.1.2外部火災から防
護すべき施設の設計方
針
(1)外部火災防護対象
施設の設計方針
b.近隣の産業施設に対
する設計方針
(c)敷地内の危険物貯
蔵施設等の火災爆発に
対する設計方針

【敷地内の危険物貯蔵施設等の火災・爆発に対する基本方針】
・敷地内に設置する危険物貯蔵施設等については、貯蔵量等を考慮して影響を及ぼし得る施設を対象
とする。
・爆発源となる敷地内の危険物貯蔵施設等は、屋内に収納され，着火源を排除する等の爆発を防止す
る設計とする。

31
敷地内の危険物貯蔵施設等の火災においては，危険物貯留施設ごとに輻射強度を求め，この輻射強度に
基づき外部火災防護対象施設を収納する建屋の外壁表面温度を求め，コンクリートの許容温度以下とす
ることで，建屋内に収納する外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

32
屋外の外部火災防護対象施設は，輻射強度に基づき温度を算出し，屋外の外部火災防護対象施設の許容
温度以下とすることで，安全機能を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-4-3　外部火
災防護における評価の
基本方針
2.1火災及び爆発に対
する評価の基本方針
2.1.2近隣の産業施設
による火災に対する算
出の基本方針
(3)敷地内に設置する
危険物貯蔵施設等の火
災
2.2　許容温度及び許
容応力

Ⅵ-1-1-1-4-4外部火災
防護における許容温
度、許容応力の設定根
拠
1.概要
2.設定根拠

Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火
災防護における評価方
針
4.2近隣の産業施設に
よる火災の熱影響評価
方針
4.2.3敷地内に設置す
る危険物貯蔵施設等の
火災の熱影響評価方針

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火
災防護における評価条
件及び評価結果
2.2　近隣の産業施設
と森林火災の重畳によ
る火災に対する熱影響
評価結果
2.2.3　敷地内に設置
する危険物貯蔵施設等
の火災の熱影響評価

【敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災における評価の基本方針】
・外部火災防護対象施設を収納する建屋の危険距離を算出し、それ以上の離隔距離を確保しているこ
とを確認する。
・評価対象となる屋外の外部火災防護対象施設の温度を許容温度以下とし、それ以上の離隔距離を確
保する。

・建屋、屋外の外部火災防護対象施設が許容温度以下となることを確認する。

【評価に使用する許容温度について】
外部火災防護対象施設を収納する建屋及び屋外の外部火災防護対象施設の許容温度と根拠を示す。

【敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の火災影響評価の方法】
・敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の火災については，外部火災防護対象施設を収納する建屋の危
険距離，評価対象となる屋外の外部火災防護対象施設の温度を算出し，許容温度を満足することを確
認し，それ以上の離隔が確保されていることを確認する。
・敷地内の危険物貯蔵施設等の評価式を示す。

【敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災における評価結果】
評価結果を示す。

【近隣の危険物貯蔵施設等の選定】
⇒近隣の危険物貯蔵施設、敷地内の危険物貯蔵施設等の選定の考え方
に対して補足する。
・[補足　外外火06]近隣の産業施設の火災源及び爆発源の選定につい
て
・[補足　外外火07]敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災及び爆
発源の選定について
・[補足　外外火08]燃料輸送車両火災の影響について
・[補足　外外火09]漂流船舶の影響について

【敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災の評価について】
「Ⅴ-1-1-1-4-5　外部火災防護における評価方針」に示すとおり，外
部火災に係る評価は外部火災ガイドを参考に影響を確認しており，当
該方針の補足は不要。

【外部火災より防護すべき施設の代表性】
⇒各申請回次の代表施設について、評価対象となる施設について説明
する。
・[補足　外外火03]外部火災の施設の代表性について
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補足説明すべき項目の抽出
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

33
・爆発源となる敷地内の危険物貯蔵施設等は，屋内に収納され，着火源を排除するとともに可燃性ガス
が漏えいした場合においても滞留しない構造とすることで爆発を防止する設計とする。

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火
災への配慮に関する基
本方針
2.1.2外部火災から防
護すべき施設の設計方
針
(1)外部火災防護対象
施設の設計方針
b.近隣の産業施設に対
する設計方針
(c)敷地内の危険物貯
蔵施設等の火災爆発に
対する設計方針

【敷地内の危険物貯蔵施設等の火災・爆発に対する基本方針】
・爆発源となる敷地内の危険物貯蔵施設等は、屋内に収納され，着火源を排除する等の爆発を防止す
る設計とする。

34
その上で，敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の爆発を想定し，ガス爆発の爆風圧が0.01MPaとなる危
険限界距離を求め，必要な離隔距離を確保することで外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設
計とする。

35
また，危険限界距離以上の離隔距離を確保できない外部火災防護対象施設を収納する建屋は，爆発に
よって発生する爆風圧に対して健全性を維持する設計とすることで，外部火災防護対象施設の安全機能
を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-4-3　外部火
災防護における評価の
基本方針
2.1火災及び爆発に対
する評価の基本方針
2.1.2近隣の産業施設
による火災に対する算
出の基本方針
(4)敷地内に設置する
危険物貯蔵施設等の爆
発
2.2　許容温度及び許
容応力

Ⅵ-1-1-1-4-4外部火災
防護における許容温
度、許容応力の設定根
拠
1.概要
2.設定根拠

Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火
災防護における評価方
針
4.2近隣の産業施設に
よる火災の熱影響評価
方針
4.2.4敷地内に設置す
る危険物貯蔵施設等の
爆発の響評価方針

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火
災防護における評価条
件及び評価結果
2.2　近隣の産業施設
と森林火災の重畳によ
る火災に対する熱影響
評価結果
2.2.4敷地内に設置す
る危険物貯蔵施設等の
爆発の影響評価

【敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の爆発における評価の基本方針】
・敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発については，ガス爆発の爆風圧が0.01MPa となる危険限界距離を
算出し，その危険限界距離を上回る離隔距離が確保されていることを評価する。
・離隔距離を確保できない精製建屋ボンベ庫、還元ガス製造建屋については、健全性を維持できるこ
とを評価する。

・離隔距離を確保できない建屋に対し、爆発圧が許容応力以下であることを確認する。

【評価に使用する許容応力について】
ガス爆風圧0.01Mpaとなる危険限界距離以上の離隔を取れない建屋について許容応力と根拠を示す。

【敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の爆発影響評価の方法】
・敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の爆発については，ガス爆発の爆風圧が人体に対して影響を与
えない危険限界距離を算出し，その危険限界距離を上回る離隔距離が確保されていることを評価す
る。
・敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の爆発に対し，離隔距離が確保できない施設については，建屋
の健全性を確認する。
・敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発の評価式を示す。

【敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災における評価結果】
評価結果を示す。

【近隣の危険物貯蔵施設等の選定】
⇒近隣の危険物貯蔵施設、敷地内の危険物貯蔵施設等の選定の考え方
に対して補足する。
・[補足　外外火06]近隣の産業施設の火災源及び爆発源の選定につい
て
・[補足　外外火07]敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災及び爆
発源の選定について
・[補足　外外火08]燃料輸送車両火災の影響について
・[補足　外外火09]漂流船舶の影響について

【敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の爆発の評価について】
「Ⅴ-1-1-1-4-5　外部火災防護における評価方針」に示すとおり，外
部火災に係る評価は外部火災ガイドを参考に影響を確認しており，当
該方針の補足は不要。

【離隔距離を確保できない敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の爆発
の評価について】
⇒離隔距離を確保できない建屋における評価方針を補足する。
・[補足　外外火11]離隔距離を確保できない施設における爆発の健全
性評価方法について

【外部火災より防護すべき施設の代表性】
⇒各申請回次の代表施設について、評価対象となる施設について説明
する。
・[補足　外外火03]外部火災の施設の代表性について
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36

(４)　 航空機墜落による火災に対する設計方針

航空機墜落による火災については，対象航空機が外部火災防護対象施設を収納する建屋等の直近に墜落
する火災を想定し，火炎からの輻射強度に基づき外部火災防護対象施設を収納する建屋の外壁及び建屋
内の温度を算出し，コンクリートの許容温度を満足する範囲で建屋外壁が，要求される機能を損なわな
い及び建屋内の外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

37

熱影響により外部火災防護対象施設の安全機能を損なうおそれがある場合には，１時間耐火の大臣認定
を取得した耐火被覆を施工する。駆動部等で耐火被覆を施工できない部材は，遮熱板で囲むことにより
安全機能を損なわない設計とする。

38

耐火被覆については，耐環境性を考慮した対策として上塗り、中塗りを施す設計とする。 Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火
災への配慮に関する基
本方針
2.1.2外部火災から防
護すべき施設の設計方
針
(1)外部火災防護対象
施設の設計方針
c.航空機墜落に対する
設計方針

【航空機墜落火災に対する基本方針】
・耐火被覆について、耐環境性を考慮した対策を施し、定期的な維持管理を保安規定に定めて、管理
する。

【航空機墜落火災の防護方針について】
・航空機墜落火災の対象航空機、評価方法、耐火被覆及び遮熱板の防
護方針、評価対象の考え方について補足説明する
⇒【補足　外外火12】　航空機墜落による火災の防護設計について

Ⅵ-1-1-1-4-3　外部火
災防護における評価の
基本方針
2.1火災及び爆発に対
する評価の基本方針
2.1.3航空機墜落によ
る火災
2.2　許容温度及び許
容応力

Ⅵ-1-1-1-4-4外部火災
防護における許容温
度、許容応力の設定根
拠
1.概要
2.設定根拠

Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火
災防護における評価方
針
4.3航空機墜落による
火災の熱影響評価方針

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火
災防護における評価条
件及び評価結果
2.3　航空機墜落によ
る火災に対する熱影響
評価

【航空機墜による火災における評価の基本方針】
・航空機墜落による火災については，対象航空機建屋等の直近に墜落することを想定する。
・外部火災防護対象施設を収納する建屋については外壁温度と内壁温度上昇を算出し，建屋外壁が要
求される機能を損なわないことを確認する。
・屋外に設置する外部火災防護対象施設については、支持架構を含め安全機能を損なわないことを確
認する。
・波及的影響を及ぼし得る施設は一時的に強度低下を起こしても構造が維持される許容温度以下とな
ることを確認する。
・飛来物防護板から輻射熱を受ける建屋内のる外部火災防護対象施設については、許容温度以下とな
ることを確認する。
・外部火災の影響を考慮する施設については、航空機墜落火災の影響を考慮し、耐火被覆，遮熱板等
の防護対策を実施しており、航空機墜落火災においては、これらの対策を考慮した温度を確認する。

・航空機墜落火災において建屋、屋外の外部火災防護対象施設、波及的影響を及ぼすおそれのある施
設、竜巻飛来物防護板からの輻射熱により影響を受ける施設が許容温度以下であることを確認する。

【評価に使用する許容温度について】
・航空機墜落火災で考慮する外部火災防護対象施設を収納する建屋及び屋外の外部火災防護対象施
設、波及的影響を及ぼし得る施設、飛来物防護板からの輻射影響を受ける施設の許容温度と根拠を示
す。
・なお、耐火被覆等の効果を考慮した許容温度を設定する。

【航空機墜落火災影響評価の方法】
・航空機墜落火災については，対象航空機が建屋等の直近に墜落し，建屋外壁等で火災が発生するこ
とを想定し，この航空機墜落火災の輻射強度により，外部火災防護対象施設を収納する建屋が、外壁
に要求される機能を損なわないことを確認する。
・屋外の外部火災防護対象施設については，耐火被覆又は遮熱板を考慮して，外部火災防護対象施設
の安全機能を損なわないことを確認する。
・波及的影響を及ぼし得る施設については，耐火被覆を考慮し，一時的な強度低下が起こっても倒壊
及び脱落しない温度となることを確認する。
・建屋内にあっても間接的に受ける施設については，飛来物防護板等からの二次的な輻射を考慮して
も影響のない温度となることを確認する。
・航空機墜落火災影響の評価式を示す。

【航空機墜による火災における評価結果】
評価結果を示す。
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補足すべき事項基本設計方針 添付書類

39
屋外の外部火災防護対象施設は，主要部材である鋼材の強度が維持される温度以下とすることで，安全
機能を損なわない設計とする。また，外部火災防護対象施設である冷却塔については，冷却水出口温度
を 大運転温度以下とすることで，安全機能を損なわない設計とする。

40
外部火災防護対象施設に波及的影響を及ぼすおそれのある施設は，主要部材である鋼材の強度が一時的
に低下しても構造が維持される温度以下とすることで，外部火災防護対象施設に波及的影響を及ぼさな
い設計とする。

41
航空機墜落火災による飛来物防護板の温度上昇により，熱影響を受ける建屋内の外部火災防護対象施設
については，飛来物防護板からの輻射強度に基づく温度を算出し，外部火災防護対象施設の性能維持に
必要な温度以下とすることで，安全機能を損なわない設計とする

42
敷地内の危険物貯蔵施設等の火災と航空機墜落火災の重畳については，航空機が危険物貯蔵施設等に直
撃し，危険物及び航空機燃料による重畳火災を想定したとしても，外部火災防護対象施設の直近におけ
る航空機墜落による火災評価に包絡されることから，航空機墜落火災により評価する。

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火
災への配慮に関する基
本方針
2.1.2外部火災から防
護すべき施設の設計方
針
(1)外部火災防護対象
施設の設計方針
d.航空機墜落火災と敷
地内に設置する危険物
貯蔵施設等の火災・爆
発の重畳に対する設計
方針

【航空機墜落による火災と敷地内の危険物貯蔵施設等の火災の重畳における基本方針】
・敷地内の危険物貯蔵施設等の火災と航空機墜落火災の重畳については，航空機が危険物貯蔵施設等
に直撃し，危険物及び航空機燃料による重畳火災を想定したとしても，直近における航空機墜落によ
る火災評価に包絡される。

【航空機墜落火災と敷地内危険物貯蔵施設火災の重畳について】
⇒航空機墜落火災と敷地内危険物貯蔵施設火災の重畳が単独の航空機
墜落火災に包絡されることを説明する。
・[補足　外外火13]航空機墜落火災と敷地内危険物貯蔵施設等の火災
の重畳について

【航空機墜による火災における評価の基本方針】
・航空機墜落による火災については，対象航空機建屋等の直近に墜落することを想定する。
・外部火災防護対象施設を収納する建屋については外壁温度と内壁温度上昇を算出し，建屋外壁が要
求される機能を損なわないことを確認する。
・屋外に設置する外部火災防護対象施設については、支持架構を含め安全機能を損なわないことを確
認する。
・波及的影響を及ぼし得る施設は一時的に強度低下を起こしても構造が維持される許容温度以下とな
ることを確認する。
・飛来物防護板から輻射熱を受ける建屋内のる外部火災防護対象施設については、許容温度以下とな
ることを確認する。
・外部火災の影響を考慮する施設については、航空機墜落火災の影響を考慮し、耐火被覆，遮熱板等
の防護対策を実施しており、航空機墜落火災においては、これらの対策を考慮した温度を確認する。

・航空機墜落火災において建屋、屋外の外部火災防護対象施設、波及的影響を及ぼすおそれのある施
設、竜巻飛来物防護板からの輻射熱により影響を受ける施設が許容温度以下であることを確認する。

【評価に使用する許容温度について】
・航空機墜落火災で考慮する外部火災防護対象施設を収納する建屋及び屋外の外部火災防護対象施
設、波及的影響を及ぼし得る施設、飛来物防護板からの輻射影響を受ける施設の許容温度と根拠を示
す。
・なお、耐火被覆等の効果を考慮した許容温度を設定する。

【航空機墜落火災影響評価の方法】
・航空機墜落火災については，対象航空機が建屋等の直近に墜落し，建屋外壁等で火災が発生するこ
とを想定し，この航空機墜落火災の輻射強度により，外部火災防護対象施設を収納する建屋が、外壁
に要求される機能を損なわないことを確認する。
・屋外の外部火災防護対象施設については，耐火被覆又は遮熱板を考慮して，外部火災防護対象施設
の安全機能を損なわないことを確認する。
・波及的影響を及ぼし得る施設については，耐火被覆を考慮し，一時的な強度低下が起こっても倒壊
及び脱落しない温度となることを確認する。
・建屋内にあっても間接的に受ける施設については，飛来物防護板等からの二次的な輻射を考慮して
も影響のない温度となることを確認する。
・航空機墜落火災影響の評価式を示す。

【航空機墜による火災における評価結果】
評価結果を示す。

【航空機墜落火災の防護方針について】
・航空機墜落火災の対象航空機、評価方法、耐火被覆及び遮熱板の防
護方針、評価対象の考え方について補足説明する
⇒【補足　外外火12】　航空機墜落による火災の防護設計について

Ⅵ-1-1-1-4-3　外部火
災防護における評価の
基本方針
2.1火災及び爆発に対
する評価の基本方針
2.1.3航空機墜落によ
る火災
2.2　許容温度及び許
容応力

Ⅵ-1-1-1-4-4外部火災
防護における許容温
度、許容応力の設定根
拠
1.概要
2.設定根拠

Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火
災防護における評価方
針
4.3航空機墜落による
火災の熱影響評価方針

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火
災防護における評価条
件及び評価結果
2.3　航空機墜落によ
る火災に対する熱影響
評価
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43
航空機墜落による火災と危険物貯蔵施設等の爆発が重畳した場合を想定し，ガス爆発の爆風圧が
0.01MPpaとなる危険限界距離を求め，危険物貯蔵施設等までの離隔距離を確保することで，外部火災防
護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

44
また，危険限界距離以上の離隔距離を確保することが出来ない外部火災防護対象施設を収納する建屋
は，爆発によって発生する爆風圧に対して健全性を維持する設計とすることで，外部火災防護対象施設
の安全機能を損なわない設計とする。

45

(５)　危険物貯蔵施設等に対する設計方針
危険物貯蔵施設等への熱影響については，森林火災及び近隣の産業施設の火災の影響を想定しても，敷
地内の危険物貯蔵施設等の貯蔵物の温度を許容温度以下とすることで，危険物貯蔵施設等の火災及び爆
発を防止し，外部火災防護対象施設を収納する建屋及び屋外の外部火災防護対象施設へ影響を与えない
設計とする。

46
また，近隣の産業施設の爆発の影響を想定しても，危険物貯蔵施設等の爆発を防止し，外部火災防護対
象施設を収納する建屋及び屋外の外部火災防護対象施設へ影響を与えない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-4-3　外部火
災防護における評価の
基本方針
2.1火災及び爆発に対
する評価の基本方針
2.1.4航空機墜落火災
と敷地内に設置する危
険物貯蔵施設等の爆発
2.2　許容温度及び許
容応力

Ⅵ-1-1-1-4-4外部火災
防護における許容温
度、許容応力の設定根
拠
1.概要
2.設定根拠

Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火
災防護における評価方
針
4.4航空機墜落火災と
敷地内に設置する危険
物貯蔵施設等の爆発

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火
災防護における評価条
件及び評価結果
2.4航空機墜落火災と
敷地内に設置する危険
物貯蔵施設等の爆発の
影響評価

【航空機墜落火災と敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の爆発における評価の基本方針】
・航空機墜落火災と敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発については，ガス爆発の爆風圧が0.01MPa とな
る危険限界距離を算出し，その危険限界距離を上回る離隔距が確保されていることを評価する。
・離隔距離を確保できない精製建屋ボンベ庫、還元ガス製造建屋については、健全性を維持できるこ
とを評価する。
・離隔距離を確保できない建屋に対し、爆発圧が許容応力以下であることを確認する。

【評価に使用する許容応力について】
ガス爆風圧0.01Mpaとなる危険限界距離以上の離隔を取れない建屋について許容応力と根拠を示す。

【航空機墜落火災と敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の爆発における評価方針】
航空機墜落火災と敷地内の危険物貯蔵施設等の爆発については，ガス爆発の爆風圧が0.01MPa となる
危険限界距離を算出し，その危険限界距離を上回る離隔距離が確保されていることを評価する。
　離隔距離を確保できない精製建屋ボンベ庫、還元ガス製造建屋については、健全性を維持できるこ
とを確認
・航空機墜落火災と敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の爆発の評価式を示す。

【航空機墜落火災と敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災における評価結果】
評価結果を示す。

【離隔距離を確保できない敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の爆発
の評価について】
⇒離隔距離を確保できない建屋における評価方針を補足する。
・[補足　外外火11]離隔距離を確保できない施設における爆発の健全
性評価方法について

【外部火災より防護すべき施設の代表性】
⇒各申請回次の代表施設について、評価対象となる施設について説明
する。
・[補足　外外火03]外部火災の施設の代表性について

Ⅵ-1-1-1-4-3　外部火
災防護における評価の
基本方針
2.1火災及び爆発に対
する評価の基本方針
2.1.5敷地内の危険物
貯蔵施設等の火災の発
生防止
2.2　許容温度及び許
容応力

Ⅵ-1-1-1-4-4外部火災
防護における許容温
度、許容応力の設定根
拠
1.概要
2.設定根拠

Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火
災防護における評価方
針
4.6敷地内の危険物貯
蔵施設等の火災の発生
防止

Ⅵ-1-1-1-4-6　外部火
災防護における評価条
件及び評価結果
2.6敷地内の危険物貯
蔵施設等の火災の発生
防止

【敷地内の危険物貯蔵施設等の火災の発生防止における評価の基本方針】
・敷地内の危険物貯蔵施設について、森林火災及び近隣の産業施設の火災を想定しても、危険物貯蔵
施設を許容温度以下とすることで、外部火災防護対象施設に影響を与えない設計とする。
・また、近隣の産業施設の爆発を想定しても、危険物貯蔵施設等の爆発を防止し、外部火災防護対象
施設に影響を与えない設計とする。
・近隣の産業施設の火災は石油備蓄基地火災とし、爆発は、MOX燃料加工施設の第１高圧ガストレー
ラ庫の爆発を対象とする。

・危険物貯蔵施設等が許容温度以下となることを確認する。

【評価に使用する許容温度について】
・危険物貯蔵施設等の許容温度と根拠を示す。

【敷地内の危険物貯蔵施設への火災・爆発の影響評価の方法】
・敷地内の危険物貯蔵施設への火災の影響について、森林火災及び石油備蓄基地火災を想定する。
・森林火災及び石油備蓄基地火災から も距離の近い危険物貯蔵施設等を評価の対象とする。
・近隣の産業施設の爆発については、MOX燃料加工施設の第１高圧ガストレーラ庫に対する危険限界
距離以上の離隔距離を確保する。
・敷地内の危険物貯蔵施設への火災・爆発の影響の評価式を示す。

【敷地内の危険物貯蔵施設等の火災の発生防止の評価結果】
評価結果を示す。

【敷地内の危険物貯蔵施設等の対象選定、評価方針について】
⇒危険物貯蔵施設等の配置，貯蔵物の物性等及び評価対象、評価方法
について補足する。
・[補足　外外火14]敷地内の危険物貯蔵施設等に対する設計方針
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補足すべき事項基本設計方針 添付書類

47
(６)　二次的影響（ばい煙）に対する設計方針
外部火災の二次的影響であるばい煙による影響については，建屋換気設備等に適切な防護対策を講じる
ことで，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火
災への配慮に関する基
本方針
2.1.2外部火災から防
護すべき施設の設計方
針
h.外部火災による二次
的影響に対する設計方
針
(a)　2次的影響ばい煙
の設計方針

【二次的影響（ばい煙）における基本方針】
・外部火災の二次的影響であるばい煙による影響については，建屋換気設備等に適切な防護対策を講
じることで，安全機能を有する施設の安全機能を損なわない設計とする。
・外部火災防護対象施設を収納する建屋の換気設備の給気系は，粒子フィルタ又は中性能フィルタに
より，ばい煙の侵入を防止することで，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。
・制御建屋や使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室については，外気遮断等の手段を保安規
定に定めて管理する。

48
(a)換気空調系統
外部火災防護対象施設を収納する建屋の換気設備の給気系は，フィルタにより，ばい煙の侵入を防止す
ることで，外部火災防護対象施設の安全機能を損なわない設計とする。

49
中央制御室は，運転員の居住性を確保するため，制御室の換気設備の外気取入口に設置するフィルタに
より，一定以上の粒径のばい煙粒子を捕獲する設計とする。

50
(b)ディーゼル発電機
非常用ディーゼル発電機についてはフィルタやワイヤーネットにより，ばい煙の侵入を防止すること
で，安全機能を損なわない設計とする。

51
　(c)安全空気圧縮機系の圧縮空気
外部火災防護対象施設の安全圧縮空気系の空気圧縮機の吸気側については，フィルタにより，ばい煙の
侵入を防止することで，安全機能を損なわない設計とする。

52
(ｄ)収納管及び通風管
ガラス固化体貯蔵設備の収納管と通風管については，外気とともに自然空冷の通気流路にばい煙が流入
するが，流路の閉塞を防止する構造とし，安全機能を損なわない設計とする。

53
(6)　二次的影響 （有毒ガス）に対する設計方針
有毒ガスによる影響については，中央制御室換気設備の連絡口との外気取入れを遮断し制御室内空気を
再循環することにより，居住性に影響を及ぼさない設計とする

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火
災への配慮に関する基
本方針
2.1.2外部火災から防
護すべき施設の設計方
針
h.外部火災による二次
的影響に対する設計方
針
(a)　2次的影響ばい煙
の設計方針

Ⅵ-1-1-1-4-7　二次的
影響（ばい煙）及び有
毒ガスに対する設計
2.1.2　2次的影響有毒
ガスの設計方針

【二次的影響（有毒ガス）における基本方針】
・有毒ガスによる影響については，運転員の作業環境を確保するため制御建屋の中央制御室内空気を
再循環する設計とし，居住性に影響を及ぼさない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-4-7　二次的
影響（ばい煙）及び有
毒ガスに対する設計
2.1.1　2次系ばい煙の
評価方針

【ばい煙における設計方針】
ばい煙については，外部火災防護対象施設を収納する建屋に設置された外気を取り入れる給気系に設
置されたフィルタにより、一定以上の粒径のばい煙の侵入が防止され、影響がない範囲となることを
確認する。

Gr2以降申請範囲
【二次的影響(ばい煙)への対応】
⇒換気設備の給気設備及び非管理区域換気空調設備並びに非常用所内
電源設備の非常用発電機に係る二次的影響（ばい煙）への対応につい
て説明する。
・[補足　外外火15]ばい煙の影響について
※有毒ガスによる居住性が悪化した際の施設の監視等の対応について8
条火山で示す。

【外部火災における薬品タンクの影響】
外部火災における消火活動に支障をきたす可能性のある薬品タンクの
影響を説明する。
・[補足　外外火16]薬品タンクの影響について
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補足すべき事項基本設計方針 添付書類

54

(8) 必要な機能を損なわないための運用上の措置
外部火災に関する設計条件等に係る新知見の収集や防護措置との組合せにより安全機能や重大事故等の
対処に必要な機能を損なわないための運用上の措置として，以下を保安規定に定めて，管理する。

・外部火災の評価の条件及び新知見について，定期的に確認を行うこと。
・外部火災の評価条件の変更や新知見が得られた場合に評価を行うこと。

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火
災への配慮に関する基
本方針
2.1.3　外部火災防護
対象施設及び重大事故
等対処設備の評価方針

【外部火災防護に対する基本方針】
・外部火災の評価の条件及び新知見について，定期的に確認を行い，条件の変更や新知見が得られた
場合に評価を行うことを保安規定に定めて，管理する。

※補足すべき事項の対象なし

55
・防火帯内には原則として可燃物となるものは設置しないこと，可燃物を含む機器等を設置する場合に
は，必要 小限とするとともに，不燃性シートで覆う等の対策を行うこと。

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火
災への配慮に関する基
本方針
2.1.2外部火災から防
護すべき施設の設計方
針
(1)外部火災防護対象
施設の設計方針
a.森林火災に対する設
計方針

【森林火災に対する基本方針】
・防火帯を設ける設計とし、防火帯内は可燃物を置かない設計とする。ただし、防火帯に可燃物を設
置する場合は、必要 小限とするとともに，不燃性シートで覆う等の対策を実施することを保安規定
に定めて、管理する。

※補足すべき事項の対象なし

56 ・耐火被覆の定期的な保守管理を行うこと。

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火
災への配慮に関する基
本方針
2.1.2外部火災から防
護すべき施設の設計方
針
(1)外部火災防護対象
施設の設計方針
c.航空機墜落に対する
設計方針

【航空機墜落火災に対する基本方針】
・耐火被覆について、耐環境性を考慮した対策を施し、定期的な維持管理を保安規定に定めて、管理
する。

※補足すべき事項の対象なし

57
・航空機墜落火災が発生した場合は，火災の影響を確認し，復旧するまでの間，関連する工程を停止す
ること。

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火
災への配慮に関する基
本方針
2.1.2外部火災から防
護すべき施設の設計方
針
(1)外部火災防護対象
施設の設計方針
c.航空機墜落に対する
設計方針

【航空機墜落火災に対する基本方針】
・なお、航空機墜落火災が発生した場合は、火災の影響で破損した耐火被覆が復旧するまでの間関連
する工程を停止する等の手順を保安規定に定めて、管理する。

※補足すべき事項の対象なし

58
・制御建屋中央制御室換気設備の外気との連絡口を遮断し，制御建屋の中央制御室内の空気を再循環す
ること

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火
災への配慮に関する基
本方針
h.外部火災による二次
的影響に対する設計方
針
(a)　2次的影響ばい煙
の設計方針
(b)　　2次的影響有毒
ガスの設計方針

【二次的影響（ばい煙）における設計方針、二次的影響（有毒ガス）における基本方針】
・制御建屋や使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室については，外気遮断等の手段を保安規
定に定めて管理する。

※補足すべき事項の対象なし
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59
・屋外の重大事故等対処設備については，消防車による初期消火、必要に応じて設備の移動を行うこ
と。

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火
災への配慮に関する基
本方針
2.1.2外部火災から防
護すべき施設の設計方
針
(1)外部火災防護対象
施設の設計方針
a.森林火災に対する設
計方針

【森林火災に対する基本方針】
・屋外の重大事故等対処設備について，危消防車による初期消火、必要に応じて設備の移動を行うこ
とを保安規定に定めて，管理する。

※補足すべき事項の対象なし
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展開要否 理由
Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への
配慮に関する基本方針
2.1.2外部火災から防護すべ
き施設の設計方針

Ⅵ-1-1-1-4-2　外部火災の影
響を考慮する施設の選定
1.概要
2.選定の基本方針
2.1外部火災防護対象施設の
選定

【外部火災から防護すべき施設】

[外外火01] 外部火災より防護すべき施設について 外部火災より防護すべき施設について ○

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への
配慮に関する基本方針
2.2.2外部火災から防護すべ
き施設の設計方針

Ⅵ-1-1-1-4-2　外部火災の影
響を考慮する施設の選定
2.1外部火災防護対象施設の
選定

Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火災防護
における評価方針
4.5　使用済燃料収納キャス
クの波及的破損を及ぼし得る
施設の影響評価

【使用済燃料収納キャスクに対し
て波及的破損を及ぼし得る施設の
評価方法について】

[外外火02]
使用済燃料収納キャスクに波及的破損を及ぼし得る施設の評価に
ついて

Ⅵ-1-1-1-4-3　外部火災防護
における評価の基本方針
2.1.1森林火災

Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火災防護
における評価方針
4.1　森林火災に対する熱影
響評価

【森林火災の評価条件について】

[外外火04] 森林火災について 森林火災について ○

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への
配慮に関する基本方針
a.森林火災に対する設計方針

Ⅵ-1-1-1-4-3　外部火災防護
における評価の基本方針
2.1.1森林火災

【森林火災における防火帯の設置
方針について】

[外外火05] 防火帯の設置方針について

基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目
補足90－1　外部火災への
配慮に関する説明書

Ⅵ-1-1-1-4-3　外部火災防護
における評価の基本方針
2.1.1森林火災
2.1.2近隣の産業施設による
火災に対する算出の基本方針
2.1.4航空機墜落火災と敷地
内に設置する危険物貯蔵施設
等の爆発

Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火災防護
における評価方針
4.1　森林火災に対する熱影
響評価
4.2近隣の産業施設による火
災の熱影響評価方針
4.4航空機墜落火災と敷地内
に設置する危険物貯蔵施設等
の爆発

【外部火災より防護すべき施設の
代表性】

[外外火03] 外部火災の施設の代表性について

Ⅵ-1-1-1-4　外部火災への配
慮に関する説明書
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展開要否 理由基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目

[外外火06] 近隣の産業施設の火災源及び爆発源の選定について 石油コンビナート施設等の火災・爆発について ○

[外外火07]
敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災及び爆発源の選定につ
いて

発電所敷地内に設置する危険物貯蔵施設等の火災について ○

[外外火08] 燃料輸送車両火災の影響について 燃料輸送車両のタンク破裂時における破片の最大飛散距離で想定する初速度について ○

[外外火09] 漂流船舶の影響について 漂流船舶のタンク破裂時における破片の最大飛散距離の評価 ○

Ⅵ-1-1-1-4-3　外部火災防護
における評価の基本方針
2.1.2近隣の産業施設による
火災に対する算出の基本方針

Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火災防護
における評価方針
4.2近隣の産業施設による火
災の熱影響評価方針

【石油備蓄基地火災の建屋の評価
方針】
【石油備蓄基地火災のディーゼル
発電機の評価方針】

[外外火10]
石油備蓄基地火災における建屋及び非常用ディーゼル発電機の評
価方法について

残留熱除去系海水系ポンプ及び非常用ディーゼル発電機用海水ポンプに対する熱影響評価につい
て

○

Ⅵ-1-1-1-4-3　外部火災防護
における評価の基本方針
2.1.2近隣の産業施設による
火災に対する算出の基本方針
2.1.4航空機墜落火災と敷地
内に設置する危険物貯蔵施設
等の爆発

Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火災防護
における評価方針
4.2近隣の産業施設による火
災の熱影響評価方針
4.4航空機墜落火災と敷地内
に設置する危険物貯蔵施設等
の爆発

【離隔距離を確保できない敷地内
に設置する危険物貯蔵施設等の爆
発の評価について】

[外外火11]
離隔距離を確保できない施設における爆発の健全性評価方法につ
いて

Ⅵ-1-1-1-4-3　外部火災防護
における評価の基本方針
2.1.3航空機墜落による火災

Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火災防護
における評価方針
4.3航空機墜落による火災の
熱影響評価方針

【航空機墜落火災の防護方針につ
いて】

[外外火12] 航空機墜落による火災の防護設計について 航空機墜落による火災について ○

Ⅵ-1-1-1-4-3　外部火災防護
における評価の基本方針
2.1.4航空機墜落火災と敷地
内に設置する危険物貯蔵施設
等の爆発

Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火災防護
における評価方針
4.4航空機墜落火災と敷地内
に設置する危険物貯蔵施設等
の爆発

【航空機墜落火災と敷地内危険物
貯蔵施設火災の重畳について】

[外外火13] 航空機墜落火災と敷地内危険物貯蔵施設等の火災の重畳について

Ⅵ-1-1-1-4-3　外部火災防護
における評価の基本方針
2.1.5敷地内の危険物貯蔵施
設等の火災の発生防止

Ⅵ-1-1-1-4-5　外部火災防護
における評価方針
4.6敷地内の危険物貯蔵施設
等の火災の発生防止

【敷地内の危険物貯蔵施設等の対
象選定、評価方針について】

[外外火14] 敷地内の危険物貯蔵施設等に対する設計方針

【近隣の危険物貯蔵施設等の選
定】

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への
配慮に関する基本方針
b.近隣の産業施設に対する設
計方針

Ⅵ-1-1-1-4-3　外部火災防護
における評価の基本方針
2.1.2近隣の産業施設による
火災に対する算出の基本方針
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補足説明すべき項目の抽出
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（外部火災））

別紙５②

展開要否 理由基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目
【二次的影響(ばい煙)への対応】

[外外火15] ばい煙の影響について ばい煙及び有毒ガスの影響評価について（外部火災の影響を考慮する施設への影響） ○

【外部火災における薬品タンクの
影響】

[外外火16] 薬品タンクの影響について 薬品タンクの影響 ○

放水路ゲート駆動装置外殻への断熱材設置について
放水路駆動装置外殻への断熱材対策
に対する補足説明であり再処理施設
に同様の設備がない

止水ジョイント部への断熱材設置について
止水ジョイント部への断熱材対策に
対する補足説明であり再処理施設に
同様の設備がない

有毒ガスによる中央制御室居住性への影響
再処理施設では、有毒ガスによる居
住性が悪化した際の施設の監視等の
対応について8条火山で示す

評価で使用するパラメータの設定根拠について
再処理施設では、評価で使用するパ
ラメータの設定根拠については、各
補足説明資料で示す

Ⅵ-1-1-1-4-1 外部火災への
配慮に関する基本方針
h.外部火災による二次的影響
に対する設計方針
Ⅵ-1-1-1-4-7　二次的影響
（ばい煙）及び有毒ガスに対
する設計

「外部からの衝撃による損傷の防⽌（外部⽕災）」に係る補⾜説明について
⇒発電炉と⽐較して不⾜となる補⾜説明はない。
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令和３年８月 26 日 Ｒ０ 

 

 

 

 

 

別紙６ 
 
 
 

変更前記載事項の 
既設工認等との紐づけ 

 
※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示す。 
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